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はじめに 

 

2021年（令和３年）11月から開催している「デジタル時代における放送制度の在り

方に関する検討会」（以下「本検討会」という。）においては、ブロードバンドの普及

やスマートフォン等の端末の多様化等を背景に、デジタル化が社会全体で急速に進展

する中で、放送の将来像や放送制度の在り方について、中長期的な視点から検討を行

ってきた。 

 

2022年（令和４年）８月に公表した「デジタル時代における放送の将来像と制度の

在り方に関する取りまとめ」（以下「第１次取りまとめ」という。）においては、イン

ターネットを含め情報空間が放送以外にも広がる中で、放送が、その社会的役割に対

する視聴者の期待に今後も応えていくために、どのような取組を進めていくべきかと

いう観点に基づき、検討結果を取りまとめた。具体的には、デジタル時代における放

送の意義・役割、放送ネットワークインフラの将来像、放送コンテンツのインターネ

ット配信の在り方及びデジタル時代における放送制度の在り方の４つの論点に分け

て提言を行った。 

 

その後、総務省においては、第１次取りまとめを踏まえて、マスメディア集中排除

原則を緩和するための省令改正（認定放送持株会社傘下の地上基幹放送事業者の地域

制限の撤廃、地上基幹放送について隣接・非隣接に関わらず兼営・支配を可能とする

特例の創設）を行った。加えて、放送法・電波法の一部改正（複数の放送対象地域に

おける放送番組の同一化、複数の特定地上基幹放送事業者による中継局設備の共同利

用、基幹放送事業者等の業務管理体制の確保に係る規定の整備）を行ったところであ

る。 

 

他方、第１次取りまとめに至るまでに十分に検討することができず、更なる検討が

必要となる課題も認められたことから、新たに、「衛星放送及びケーブルテレビ」、「放

送用の周波数の有効利用」、「放送の真実性・信頼性の確保」、「民間放送事業者の情報

開示の在り方」等について、2022年（令和４年）11月以降に本検討会（親会）を計９

回開催して検討を重ねた。 

具体的には、衛星放送については、取り巻く環境が急速に変化する中で、諸課題に

対応し、衛星放送に割り当てられた周波数の有効利用を図っていく上で必要な取組は

何かについて、議論を深めた。ケーブルテレビについては、今後、放送ネットワーク

の維持管理が課題になる中で、地域における放送の送受信環境維持の担い手としての

重要性が増してきているケーブルテレビにどのような役割が求められるかについて

検討を行った。 

放送用の周波数の有効利用については、「高度地上デジタルテレビジョン放送方式」

の検証に利用されてきた放送大学の地上放送跡地の周波数帯の今後の有効利用等に
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ついて、また、放送の真実性・信頼性の確保については、放送の真実性・信頼性を確

保するための仕組みの時代に即したアップデートについて検討を行った。 

民間放送事業者の情報開示の在り方については、放送事業者が社会的役割を継続的

に果たしていくため、コーポレートガバナンスの強化等にどのように取り組むべきか

について検討を行った。 

更に、ＡＭ局のＦＭ転換・ＦＭ補完中継局の整備、クリエイターに適正な対価が還

元される環境、放送のエコシステムについても重要な課題として検討を行った。 

本取りまとめは、これらの課題について、今後の方向性を提言するものである。 

 

更に、以上の本検討会（親会）における検討のほか、小規模中継局等のブロードバ

ンド等（ケーブルテレビ、光ファイバ等）による代替可能性、ＮＨＫのインターネッ

ト配信の在り方、放送コンテンツの制作・流通を促進するための方策の在り方及びＮ

ＨＫの「放送業界に係るプラットフォーム」としての役割については、それぞれ本検

討会の下で開催する次のワーキンググループ等において専門的な検討を進め、その成

果を別添１から別添４までのとおり取りまとめた。 

①小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム（2022年（令

和４年）２月から開催） 

②公共放送ワーキンググループ（2022年（令和４年）９月から開催） 

③放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ（2022年（令和

４年）12月から開催） 

④放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース（2023年（令

和５年）６月から開催） 

 

デジタル時代において地域情報を確保することの重要性が増す中で、地域情報を発

信する放送の社会的役割はより一層重要となる。本検討会としては、放送がその社会

的役割を継続的に果たしていくことを切に期待しており、本取りまとめや各ワーキン

ググループ等の取りまとめがその一助となれば幸いである。 

 

デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会座長 

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授  三友仁志 
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第１章 衛星放送及びケーブルテレビ 

 

第１次取りまとめは、主に地上テレビジョン放送に係る課題を中心に提言を行うも

のであったが、放送がその社会的役割に対する視聴者の期待に応えていく上で、衛星

放送やケーブルテレビも重要な役割を担っている。 

本章では、衛星放送を取り巻く環境が急速に変化する中で、諸課題に対応し、衛星

放送用の周波数の有効利用を図っていく上で必要な取組は何か、また、今後、放送ネ

ットワークの維持管理が課題になる中で、地域における放送送受信環境の維持の担い

手としての重要性が増してきているケーブルテレビにどのような役割が求められて

いくと考えられるかについて検討を行った。 

 

１．衛星放送 
（１）現状と課題 

衛星放送は、一つの送信点（衛星）からの放送波によって全国をカバーし、経済

的、効率的に全国に放送波を届けることが可能となる広域性や経済性を有している

ほか、広帯域の伝送路を用いることで、数多くの高精細な番組を同時に送信するこ

とができる大容量性や高品質性を有し、他の伝送手段にはない強みを持つメディア

として、その特徴を活かし、超高精細度テレビジョン放送（４Ｋ・８Ｋ放送）や有

料専門多チャンネル放送等が行われている。また、ソフト（放送の業務）とハード

（衛星）が制度上分離されていることにより、衛星放送を行うソフト事業者にとっ

ては、多額のコストがかかる衛星設備の維持・更新に係る経営リスクを分散するこ

とができ、放送業務に注力する効率的な事業運営が可能となっている。 

他方、昨今の放送を取り巻く環境変化は衛星放送についても例外ではなく、特に

インターネット動画配信等のサブスクリプションサービスの伸長といった変化の

影響は、地上放送よりもむしろ、専門多チャンネルを提供する有料の衛星放送の方

が強く受けており、有料の衛星放送の加入者数は漸減傾向にある。また、衛星放送

のソフト事業者では、2022年（令和４年）に新たに３事業者（ＢＳよしもと株式会

社、株式会社ジャパネットブロードキャスティング、ＢＳ松竹東急株式会社）が開

局した一方、同年10月末にＢＳスカパー！が放送を終了している。更に、ＮＨＫが

使用する衛星波のうち右旋波（ＢＳ１、ＢＳプレミアム、ＢＳ４Ｋ）についても見

直しが行われており、2023年（令和５年）12月に「ＮＨＫ ＢＳ」と「ＮＨＫ ＢＳ

プレミアム４Ｋ」に再編され、2024年（令和６年）３月末をもってＢＳプレミアム

が停波される予定となっている。これらによって生じる未使用の帯域は、４Ｋ放送

を行うソフト事業者に割り当てることが予定されている。なお、2023年（令和５年）

６月末時点で衛星４Ｋ放送を視聴可能な機器の累計出荷台数は1,600万台を超えた

が、衛星４Ｋ放送の普及に向けては、一層の受信環境整備や魅力あるコンテンツの

充実が課題となっている。 

また、衛星放送のマスメディア集中排除原則について、認定放送持株会社の関係
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会社が使用することができるトランスポンダ数の上限は、現在、放送の多元性・多

様性を確保する観点から、0.5トランスポンダとなっている。この点、第１次取りま

とめにおいては、「現時点においてはＢＳ放送に割り当てられる総トランスポンダ

数に変更がないことに鑑みると、現状維持とすべきである」としていたところであ

るが、衛星放送についても、経営の選択肢を増やす観点から、マスメディア集中排

除原則の緩和が要望されている1ほか、ＢＳスカパー！やＢＳプレミアムの放送終了

や効率的な圧縮方式の選択的な導入による周波数利用の中長期的な効率化などの

衛星放送を取り巻く環境の変化が生じている状況にある。 

このほか、衛星放送のハード事業については、現状、株式会社放送衛星システム

（Ｂ－ＳＡＴ）、スカパーＪＳＡＴ株式会社の２者が行っているところであるが、衛

星放送のネットワークインフラの維持・管理に係るコストの上昇は、ソフト事業者

がハード事業者に対して支払う中継器（トランスポンダ）の使用料金の上昇にもつ

ながり、ソフト事業者の経営を圧迫することとなるため、衛星放送においても、放

送ネットワークインフラの維持・管理に係るコストの効率化が課題となっている。 

衛星放送は、プラットフォームの淘汰が進んできた歴史があり、今後更なる人口

減少が見込まれる中で、過度な競争や市場の縮小を招かないように、競争と協調の

バランスを適切に取る必要があり、そのことを踏まえた冷静な検討が必要となる。 

 

 

図表１－１ 衛星放送分野のマスメディア集中排除原則の概要 

                                                        
1 詳細は、本検討会第４回会合 資料４－３（株式会社フジ・メディア・ホールディングス提出資料）を参照。 
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（２）今後の方向性 
第１次取りまとめの公表後においても衛星放送を取り巻く環境が変化する中で、

衛星放送における課題を解決し、持続可能な衛星放送の将来像を描くことは喫緊の

課題である。そこで、本検討会の下に新たにワーキンググループを設置し、インフ

ラコストの低廉化に資するハード設備の在り方や衛星放送における４Ｋ放送への

取組等、短期・中期にわたる諸課題への対応に関して、具体的・専門的な議論・検

討を行う場を設けることとする。 

認定放送持株会社の関係会社である衛星基幹放送事業者に係るマスメディア集

中排除原則については、認定放送持株会社制度の利用による衛星放送事業者の財政

基盤の強化及び経営の安定化は、視聴者に対する安定的・継続的なサービス提供の

確保の観点から重要と考えられ、放送の多様性の維持という点を含めて当面問題と

なる事項がないと考えられるのであれば、多元性について柔軟に考え、衛星放送の

システムの安定運用の観点や放送事業者の経営の選択肢を拡大する観点から緩和

することが適当である。具体的には、認定放送持株会社の関係会社が使用すること

ができるトランスポンダ数の上限を、現状の0.5トランスポンダから、認定放送持株

会社制度を利用していない衛星基幹放送事業者と同等の４トランスポンダとする

ことが適当である。 

 
２．ケーブルテレビ 
（１）現状と課題 

ケーブルテレビは、地上放送の再放送のほか、多チャンネル放送（衛星放送の再

放送等）、自主放送（地域情報・災害情報等）、ブロードバンド等のサービスを提供

しており、2021年度（令和３年度）末における加入世帯数は約3,139万世帯（全世帯

数の約52.5％）、2022年度（令和４年度）末におけるホームパス（未加入者でも申し

込めば直ちに加入することができる世帯数）は約5,280万世帯（全世帯数の約88.4％）
2 に上る。自主放送では、地域の生活、文化・スポーツ、行政・防災等に関する情

報を発信し、地域のにぎわい創出、安心・安全確保に貢献している。また、放送法

（昭和25年法律第132号）第140条第１項により、総務大臣の指定を受けたケーブル

テレビ事業者（指定再放送事業者）は、受信障害地域における地上放送の再放送の

実施が義務付けられており、地上放送の提供を補完している。 

現在、地上デジタル放送への移行から約10年が経過し、地上放送の小規模中継局

等の更新が地上基幹放送事業者や地方公共団体等にとって大きな負担となりつつ

ある。また、地上放送の受信障害地域に整備されている辺地共聴施設は、その多く

が住民組合により運営されており、設備の老朽化、人口減少に伴う組合員数の減少

等により維持管理・更新が困難になりつつある。更に、地方公共団体が整備した公

設ケーブルテレビ施設についても、設備更新やサービス提供の継続性、専門的な技

術的知見を有する人材の確保・育成が課題となりつつある。 

                                                        
2 詳細は、本検討会第 17回会合 資料 17－２（一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟提出資料）を参照。 
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地上放送の受信を辺地共聴施設に頼る地域では、アンテナ設置や屋内配線など、

放送受信環境の整備は個々の受信者が個別に負担することが原則とされているも

のの、放送波を直接受信することができる地域に比べて、施設更新に伴う費用負担

が重く、施設の自主的な更新が困難であるとして、国に対して支援を求める声が寄

せられている。特に、辺地共聴施設については、今後、年数の経過とともに、施設

の維持管理・更新の課題を抱える共聴組合が増えていくことが想定されるところ、

そのような辺地共聴施設における課題に先取りして対処し、継続して放送の受信環

境を確保可能とするための支援が必要となっている。 

このように、放送が全国津々浦々で「あまねく受信」できるようにするために必

要な放送ネットワークインフラの維持管理・更新にかかるコスト負担は今後一層課

題となることが予想される中で、放送が災害情報等の国民の生命・財産の確保に必

要な情報や民主主義の基盤となる情報を提供するといった重要な役割を果たして

いることを踏まえて、放送を受信可能な環境を維持していくことが重要である。 

こうした中で、地域における放送の送受信環境の維持の担い手としてのケーブル

テレビは、小規模中継局等や辺地共聴施設の代替（巻取り）先や公設ケーブルテレ

ビ施設の移行先となり得ることも含め、その重要性が増している。 

現時点でもケーブルテレビによる小規模中継局等や辺地共聴施設の代替（巻取り）

を進めることはできるが、ケーブルテレビ事業者が代替等の検討を進めるに当たっ

ての、ニーズの所在や対象地域の規模や世帯数に応じて見込まれる整備等費用など、

円滑な実施を確保する上での取組課題が残されているほか、地上基幹放送の「あま

ねく受信」や災害放送といった放送法による規律や責務についての取扱いについて

の整理が必要となる場合があり得る。 

これらのほか、放送を受信可能な環境の維持に関しては、高築年数の集合住宅に

おいて、建築当初の旧式の放送受信設備が使用されているものも多く、住宅内の設

備の改修も困難であることから、放送受信設備の現行化も課題となっている。 
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図表１－２ ケーブルテレビの事業者数・普及状況 

 

 

図表１－３ ケーブルテレビインフラの状況 
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図表１－４ 小規模中継局等の維持が困難なエリアへの対応等 

 

 

図表１－５ ケーブルテレビによる辺地共聴施設の巻き取りと小規模中継局等の代替イメージ 
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（２）今後の方向性 
ケーブルテレビは、その高い普及率を活かして、小規模中継局等や辺地共聴施

設の代替（巻取り）先や公設ケーブルテレビ施設の移行先として、地域における

放送の送受信環境の担い手としての役割が期待される。 

他方、その役割が十分に機能するためには、代替や移行に係るニーズの所在や

見込まれる整備等費用、また、地上基幹放送の責務（「あまねく受信」）との関係

など、運用上の課題、制度的な課題など整理すべき点があるものと考えられる。

特に、代替や移行を進めるに当たっての、プロセスや業務フローなどについて整

理し、円滑な代替や移行が進むような指針（ガイドライン）の策定に取り組む必

要がある。そこで、これらの課題についてより具体的に継続して検討を進めるこ

ととする。なお、制度的な課題を検討する場合には、地域における放送の送受信

環境の維持の担い手としての重要性もさることながら、ケーブルテレビ事業者ご

とに異なる規模・業態等にも留意する必要がある。 

このほか、施設の更新に課題を抱える辺地共聴施設、公設ケーブルテレビ施設

について、採算性や費用負担の問題から支援がなければケーブルテレビエリア化

や更新が進まない辺地共聴施設、公設ケーブルテレビ施設の民設移行が進まない

地域も存在するところ、総務省においては、施設を運営する共聴組合や地方自治

体等の要望も踏まえながら、災害時における住民への安定的な情報提供を確保す

る観点から、辺地共聴施設の更新における財政的支援について検討するととも

に、維持管理・更新について相談する窓口を設置するなど住民が放送を継続して

受信することができるように支援を進めるべきである。更に、公設ケーブルテレ

ビ施設の円滑な民設移行が進むよう支援の在り方を検討すべきである。 

また、高築年数の集合住宅における放送受信環境の維持に関しては、伝送路の

ラストワンマイルにおいてローカル５Ｇを活用することで、住宅内の設備の工事

を不要とすることができ、効率的に放送を受信する環境を確保することが可能で

あるところ、ローカル５Ｇを活用した放送についても、総務省において技術的な

検証や研究開発を行い、実用化に向けた検討を進めるべきである。 
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第２章 放送用の周波数の有効利用 

 

放送が今後もその社会的役割に対する視聴者の期待に応えていく上では、放送用の

周波数の有効活用を図ることも重要となる。 

本章では、「高度地上デジタルテレビジョン放送方式」の検証に利用されてきた放

送大学の地上放送跡地の周波数帯3や未使用の帯域が多く存在している衛星放送の左

旋帯域の今後の有効活用について検討を行った。 

 

１．放送大学の地上放送跡地の周波数帯 
（１）現状と課題 
総務省では、４Ｋ・８Ｋ衛星放送で実現している超高精細度テレビジョン放送を地

上デジタルテレビジョン放送でも実現可能とするため、2019年（令和元年）６月に情

報通信審議会に「放送システムに関する技術的条件」を諮問し、情報通信技術分科会

放送システム委員会における検討を経て、2023年（令和５年）７月に「高度地上デジ

タルテレビジョン放送方式」として映像符号化方式や伝送路符号化方式などの技術的

条件についての答申を受けたところである。 

この地上デジタル放送の高度化方式は、①地上デジタルテレビジョン放送方式、超

高精細度テレビジョン放送に係る衛星デジタル放送方式及び超高精細度テレビジョ

ン放送システム等の高画質化に係る技術的条件を踏まえており、②将来の技術動向等

を考慮し、実現可能な技術を採用するとともに、拡張性を有し、③超高精細度テレビ

ジョン放送の高画質サービス、多機能及び多様で柔軟なサービスを実現でき、④他の

デジタル放送メディアとの整合性を確保するとともに、通信との連携による新たなサ

ービスにも対応できるものとなっている。 

この地上デジタル放送方式の高度化の検討に当たっては、2018年（平成30年）９月

に終了した放送大学の地上デジタルテレビジョン放送跡地等の周波数帯を利用して

実証を実施しており、今後、実証終了後の跡地の周波数帯の有効活用が課題となる。 

 

                                                        
3 放送大学が 2018年（平成 30年）９月末まで関東地方の一部地域を対象に地上テレビ放送を実施していた周波

数帯であり、「放送用周波数の活用方策に関する取りまとめ（放送大学の地上放送跡地及び V-Low帯域）」（2022

年（令和４年）３月放送用周波数の活用方策に関する検討分科会（分科会長：伊東 晋 東京理科大学 名誉教

授））において「今後も、放送技術の高度化の実験・実証での利用を優先することを原則」とすることとされて

いたもの。地上デジタル放送方式の高度化に係る実証は 2024年（令和６年）中に終了予定。 
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図表２－１ 情報通信審議会情報通信技術分科会放送システム委員会報告概要 

 

 

図表２－２ 放送用周波数を有効活用する技術方策に関する調査検討概要 
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（２）今後の方向性 
地上デジタル放送方式の高度化に係る実証で利用した放送大学の地上放送跡地の

周波数帯については、周波数の有効利用の観点から、総務省において利用ニーズの調

査を経て利用者の選定を適切に進めるなど、早急に活用に向けた手続を進めることが

適当である。 

また、この周波数帯を利用した実証の成果である「高度地上デジタルテレビジョン

放送方式」は、インターネットとの連携が容易にできる技術が含まれており、映像と

音声以外も高度化が図られたものとなっている。総務省においては、高度化方式の放

送ネットワークの構築に関する技術検証に取り組んでおり、その具体的な実装方式等

について、放送事業者の経営の選択肢となるように取り組むべきである。 

 
２．衛星放送の左旋帯域 
（１）現状と課題 
現在、衛星放送の左旋帯域は、ＢＳ放送４番組、東経110度ＣＳ放送８番組の計12番

組の４Ｋ・８Ｋ放送に活用されている。左旋帯域は、４Ｋ・８Ｋ放送の開始に伴い新

たに開放され、2018年（平成30年）から本放送が開始されている帯域である。 

左旋帯域の番組を視聴するためには、受信アンテナの交換や宅内・棟内の伝送設備

の改修が必要となる場合が多く、当該帯域における放送を普及する上で受信環境の整

備が課題となっている。左旋帯域において放送事業者が新たに４Ｋ・８Ｋ放送を展開

するのも厳しい状況が続いており、実際に 2019年（平成 31年）にＢＳ右旋帯域の新

規参入等の公募に併せてＢＳ左旋帯域及び東経 110 度ＣＳ左旋帯域における公募を

行った際には、ＢＳ左旋帯域及び東経 110度ＣＳ左旋帯域への参入希望者はいなかっ

た。 

こうした背景もあり、左旋帯域においては、未使用の帯域が多く存在しており、十

分に活用されているとは言えない状況である。また、左旋帯域は４Ｋ・８Ｋ放送で使

用することが基本とされているところ、他の新たなサービスで活用する可能性も含め

て検討する必要があるといった指摘もあり 4、これら未使用の帯域の有効活用が課題

となっている。 

 

                                                        
4 衛星放送の未来像に関するワーキンググループ（主査：伊東 晋 東京理科大学名誉教授）報告書（2021年

（令和３年）10月 29日） 
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図表２－３ ＢＳ放送（左旋）のテレビ番組のチャンネル配列図 

 

 
図表２－４ 東経110度ＣＳ放送（左旋）のテレビ番組のチャンネル配列図 
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（２）今後の方向性 
衛星放送の左旋帯域は４Ｋ・８Ｋ放送で使用することが基本とされているが、当該

帯域を使用した放送が開始された2018年（平成30年）以降、未使用の帯域が存在し続

けていることを踏まえ、周波数の有効活用の観点から、他のサービスでの活用も検討

すべきである。 

この点、衛星放送は、特に離島を多く抱える地域や中山間地域、受信障害地域とい

った地域における放送の受信環境の維持・確保の上で、有効な手段となり得るもので

あり、衛星放送のハード事業者からも、条件不利地域における地上波の代替としての

衛星活用策が提案されている5。 

そこで、総務省において、条件不利地域における地上波を代替する手段としての左

旋帯域の活用の可能性や有効性、経済合理性について検証するとともに、ブロードバ

ンド代替やケーブルテレビによる巻取り等の代替手段も含めた横断的な検討を行う

べきである。 

  

                                                        
5 詳細は、本検討会第 16回会合 資料 16－３（株式会社放送衛星システム提出資料）及び資料 16－４（スカパ

ーＪＳＡＴ株式会社提出資料）を参照。 
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第３章 放送の真実性・信頼性の確保 

 

情報空間においてインフォメーション・ヘルスを確保していく観点から放送の役割

に対する期待が増している中で、放送がその役割を果たしていくためには、放送の真

実性・信頼性を確保し続けていくことが必要となる。 

本章では、放送の真実性・信頼性を確保するための仕組みの時代に即したアップデ

ートについて検討を行った。 

 

１．現状と課題 
デジタル時代において、放送を取り巻く環境は、インターネット動画配信サービス

の伸長等による若者を中心とした「テレビ離れ」など、大きく変化し、情報空間はイ

ンターネットを含めて放送以外にも広がっている。他方、インターネット空間では、

人々の関心や注目の獲得ばかりが経済的な価値を持つアテンションエコノミー6が形

成され、フィルターバブル7やエコーチェンバー8、フェイクニュースといった問題も

顕在化している。その中で、第１次取りまとめで述べたように、取材や編集に裏打ち

された信頼性の高い情報発信、「知る自由」の保障、「社会の基本情報」の共有や多様

な価値観に対する相互理解の促進といった放送の価値は、情報空間全体におけるイン

フォメーション・ヘルス（情報的健康）の確保の点で、むしろこのデジタル時代にお

いてこそ、その役割に対する期待が増している。 

アテンションエコノミーにおける人々の関心・注目の獲得競争、「タイムパフォー

マンス」という言葉に象徴されるような費やす時間に対する効果・満足度を重視する

傾向は、フィルターバブルやエコーチェンバーといった、自分の興味・関心に基づく

情報や自分の意見と似た意見に閉じ込もる、いわば「情報の偏食」とも言える状況を

加速させている。しかしながら、摂取する情報に偏りが生ずることは、バランスの取

れた自己決定の妨げとなり、民主主義にとってのリスクをも生じさせかねない。 

このようなアテンションエコノミーによりもたらされるリスクやインターネット

上における偽情報・誤情報9が課題となる中で、インフォメーション・ヘルスを確保し

ていくためには、プラットフォームのコンテンツモデレーションや偽情報・誤情報対

策を実施するだけではなく、信頼性の高い情報に触れる機会を増やすことが重要であ

る。この点において放送の役割に対する期待は増しており、放送がその役割を果たし

                                                        
6 人々の関心や注目の度合いが経済的価値を持つという概念。 
7 アルゴリズムがネット利用者個人の検索履歴やクリック履歴を分析し学習することで、個々のユーザにとって

は望むと望まざるとにかかわらず見たい情報が優先的に表示され、利用者の観点に合わない情報からは隔離さ

れ、自身の考え方や価値観の「バブル（泡）」の中に孤立するという情報環境。 
8 ソーシャルメディアを利用する際、自分と似た興味関心をもつユーザをフォローする結果、意見をＳＮＳで発

信すると自分と似た意見が返ってくるという状況を、閉じた小部屋で音が反響する物理現象にたとえたもの。 
9 例えば、ＡＩ戦略会議「ＡＩに関する暫定的な論点整理」（2023 年（令和５年）５月 26日）においては「生成

ＡＩによって、本物と見分けがつかないような情報を誰でも作ることができるようになり、悪意をもった人が簡

単に偽情報を作ることができるようになった。すなわち、ＡＩは偽情報による工作を「民主化」したものと言え

る。そのため、ＡＩが生成した偽情報・誤情報・偏向情報が、民主主義に不当に介入するなど、社会を不安定

化・混乱させるリスクが高まっている。」と指摘されている。 
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ていくためには、放送の真実性・信頼性を確保し続けていくことが必要となる。 

情報空間全体におけるインフォメーション・ヘルスを確保していく観点から、放送

に期待される役割が十分に果たされるようにするためには、放送コンテンツの制作・

流通を促進すること（サステナビリティ）や放送コンテンツが人々の目に触れやすく

すること（プロミネンス）、それらに値する「実体」を放送事業者の自主性・自律性を

担保しながら備えていくことが必要となるとともに、放送コンテンツが第三者によっ

て改ざんされ、拡散することを防ぐための対策も必要となる。 

また、昨今では放送された情報がＳＮＳやインターネット動画投稿サイトに無断で

転載され、インターネット上で拡散されることによって、真実でない事項を放送した

ことによる権利侵害がより大きくなり、回復が困難になる傾向にある。 

放送の真実性・信頼性の確保に関しては、放送法第９条が訂正放送・取消し放送（以

下「訂正放送等」という。）の制度10を定めている。この制度は、放送の真実性を保障

する手続を定めることにより、より一層、放送に対する信頼性を高めるとともに、併

せて、司法手続によることなく、より簡易、迅速に被害者の権利を救済するためのも

のであり、真実でない事項の放送により権利の侵害を受けた本人等からの請求による

訂正放送等の制度（同条第１項）11と放送事業者が自ら真実でない事項を発見したと

きの訂正放送等の制度（同条第２項）がそれぞれ定められている。なお、表現の自由

の確保の観点から、調査結果に基づく訂正放送等は、放送事業者が自律的に行うもの

とされている12。 

他方、本検討会の構成員からは、直近でも視聴者の誤認を招く報道番組の放送例が

あったことなども踏まえて、放送法第９条第２項による訂正放送等の制度だけでなく、

同条第１項による訂正放送等の制度も活用されるように、周知やアクセスしやすくす

るための取組が必要であり、放送事業者の自主性・自律性を原則とした上で、視聴者

にとって、訂正放送制度に対するアクセスをより容易にする観点から、訂正放送等の

具体的内容やプロセスのグッドプラクティスを共有するなどの取組も重要ではない

かといった指摘があった。 

 

                                                        
10 訂正放送制度（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/hoso_seido/index.html） 
11 真実でない放送によって、権利侵害（名誉毀損、信用失墜等の権利侵害）を受けた本人又は直接関係人（配偶

者、直系親族、兄弟姉妹等）は、その放送を行った放送事業者に訂正又は取消しの放送を請求することができ

（放送後 3か月以内）、放送事業者は、調査の結果、その放送が真実でないことが判明した場合には、訂正又は

取消しの放送を行うこととされている。 
12 最高裁平成 16年 11月 25日第一小法廷判決参照 
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図表３－１ 訂正放送等の概要 

 
２．今後の方向性 

放送の真実性・信頼性の確保については、現在、各放送事業者が、その放送番組の

制作・編集に当たり、自らの責任において実施しており、視聴者から問題を指摘され

た場合等は、自主的に、独立した第三者の立場から対応し、正確な放送と放送倫理の

高揚に寄与することを目的として、ＢＰＯ（放送倫理・番組向上機構）が活動してい

るところである。放送事業者においては、引き続き、自主的・自律的に、放送番組の

信頼性向上を図っていくことが重要である。 

他方、放送法においては、真実でない事項の放送により、権利の侵害を受けた本人

等からの請求による訂正放送等の制度が設けられており、今般の議論の過程では、現

状と課題に示したとおり、この訂正放送等の制度があまり活用されていないのではな

いか等様々な課題の指摘があったところである。当該制度の運用においては、視聴者

保護の観点から、手続き等の透明化・具体化に向けた不断の取組が重要であることは

言うまでもなく、総務省においては、放送事業者の自主性・自律性に配慮しつつ、放

送事業者に対し、手続き等の透明化・具体化に資するグッドプラクティスの具体例を

示すとともに、こうした取組の積極的な推進を要請していくことが適当と考えられる。 

また、インターネットを含めた放送コンテンツの流通の信頼性向上も重要である。

現在、インターネット上の発信元組織の基本情報やその信頼性に資する情報を流通さ

せることを可能とする技術として、オリジネーター・プロファイル技術研究組合が「オ

リジネーター・プロファイル技術」の開発を進めており、これに新聞社等が業界横断

的に参画している。このような技術は、放送コンテンツが第三者によって改ざんされ、
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拡散することを防ぐ観点から、放送コンテンツの流通の信頼性向上にも役立つ可能性

があり、放送コンテンツの流通においても注目に値する動きであると考えられる13。 

なお、以上に述べたような情報の「送り手」側の取組のみならず、情報の「受け手」

側のリテラシーを高めていくことも重要である点に留意する必要もある。 

 

 

図表３－２ オリジネーター・プロファイル技術研究組合の概要 

 

  

                                                        
13 放送事業者としては、日本テレビ放送網株式会社と株式会社フジテレビジョンが参画中（2023年（令和５年）

６月時点） 
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第４章 民間放送事業者の情報開示の在り方 

 

放送事業者が地域情報をしっかりと発信し、民主主義の基盤としての役割や地域の

文化・産業の維持・発展に向けた役割を継続的に果たしていく上では、経営基盤を強

化し、地域における放送番組の質を高めていくことが必要となる。 

本章では、規制改革実施計画において放送事業者のコーポレートガバナンスの強化

について検討することとされていることも踏まえて、情報開示、コーポレートガバナ

ンスの強化等にどのように取り組むべきかについて検討を行った。 

 

１．現状と課題 
放送は、第１次取りまとめで述べたように、国民の「知る自由」を保障し、健全な

民主主義の発達に貢献しながら、災害情報や地域情報等の「社会の基本情報」の共有

や多様な価値観に対する相互理解の促進といった社会基盤としての役割を果たして

きた。その上で、放送事業者、とりわけローカル局には、地域情報をしっかりと発信

し、民主主義の基盤としての役割や地域の文化・産業の維持・発展に向けた役割を果

たすことが期待されている。 

このような社会的役割を放送事業者が継続的に果たしていく上では、その経営基盤

を強化し、地域における放送番組の質を高めていくことが必要となる。この点、規制

改革実施計画（2023年（令和５年）６月16日閣議決定）においては、放送事業者が社

会的な役割と責任を負っていることに鑑み、地域における放送番組の質を高められる

よう、番組制作力の維持・向上のための人材戦略や経営戦略の策定の慫慂等も含めた

コーポレートガバナンスの強化について検討することとされている。 

コーポレートガバナンスとは、一般に「会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域

社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕

組み」を意味している14。また、株式会社東京証券取引所が策定した上場企業を対象

とするコーポレートガバナンス・コード（2021年（令和３年）６月11日）においては、

会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、基本原則として、株

主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報

開示と透明性の確保、取締役会等の責務、株主との対話が位置付けられている。 

地域における放送番組の質を高めていく上で重要な経営基盤に関し、地上基幹放送

事業者は、５年ごとの再免許申請において、地上基幹放送の業務を維持するに足りる

経理的基礎があること（無線設備の工事費の妥当性及び資金調達の確実性、事業計画

及び事業収支見積りの妥当性、免許期間５年間を通じての経理的基礎があるか）を含

む審査基準に適合しているかどうかについて総務省の審査を受けている。 

更に、非上場会社を含む民間放送事業者は、自主的な取組として、一般社団法人日

本民間放送連盟（民放連）が毎年編集・発行している「日本民間放送年鑑」において、

                                                        
14 株式会社東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」（2021年（令和３年）６月 11日）

（https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000005lnul.pdf） 
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会社概要（資本構成、主要株主、主要取引銀行、関連事業、役員、番組審議会委員、

役職員数、新規採用者数、組合、主要事績、主要制作番組、自己検証番組、貸借対照

表、損益計算書等）を開示している。 

また、民放連は、専門委員会、研究所及び編集広報部の具体的な取組を整理した上

で、「民間放送の価値を最大限に高め、社会に伝える施策」（2022年（令和４年）９月

15日）として公表するなど、経営基盤の強化に資する取組を継続している。 

こうした中で、適切な情報開示は、株主その他のステークホルダーとの協働だけで

はなく、放送事業者が目指す姿とのギャップを自己認識する上でも有益であるという

意見や、放送事業者は、地域情報をしっかりと発信し、民主主義の基盤としての役割

や地域の文化・産業の維持・発展に向けた役割を果たしていくという観点から、一般

的な上場会社と同じ物差しでは測れない価値を有しており、例えば、人材戦略・経営

戦略を策定することを含めて、その価値を発揮するための取組を進めることが期待さ

れるという意見もあった。 

 

 

図表４－１ 日本民間放送年鑑における会社概要の掲載例 

 
２．今後の方向性 
民間放送事業者にあっては、非上場会社が少なくなく、一律に株式会社東京証券取

引所のコーポレートガバナンス・コードの対象となるわけではないが、その社会的役

割に鑑み、各放送事業者・地域の事情を勘案しつつ、自主的に経営の透明性を高めて

いくことは重要である。その上で、各放送事業者が積極的に果たそうとしている社会

的役割を明らかにするとともに、そのために必要な財源・体制を自主的に開示するこ

となどを通じて、その存立の基盤である地域社会の理解を得つつ、経営基盤の強化を
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図り、社会的な付託に応えていくことが期待される。 

「日本民間放送年鑑」において、非上場会社である民間放送事業者が会社概要を自

主的に開示していることは一定の評価をすべきである。ただし、この開示方法は、ロ

ーカル局を始めとした民間放送事業者が果たす社会的役割の持続可能性に関心のあ

る一般の視聴者・住民等に必ずしも行き届いているものではなく、また、経営基盤強

化の前提となる財務分析に必ずしも適した形式になっていないといった観点から、更

なる工夫を期待したい。 

放送事業者は、地域情報の発信主体としての持続可能性という観点から、発信する

地域情報の向上に資する情報や、人的資本や地域社会への貢献といった放送事業者な

らではの役割との関係で指標とすべき情報を検討し、活用していくことも考えられる。

このような取組により、放送事業者の努力を地域社会に伝えることができ、社会的な

評価に結び付くことも考えられる。なお、地域社会への貢献に関する放送事業者なら

ではの役割としては、災害情報や地域情報等の社会の基盤となる情報の共有だけでな

く、地域の歴史・文化の証人として、コンテンツをアーカイブとして残し、次世代以

降に伝えていくことも含まれ得る。また、放送による広告収入が減少している中で、

インターネット配信による収入、地域のステークホルダーとの協働等による収入確保

といった業務改革に取り組むことや以上に述べた取組についてのベストプラクティ

スを共有することも有益であると考えられる。 

なお、放送事業者において地方公共団体から出資・委託等を受ける場合があり、利

益相反関係が課題になり得るのではないかとの意見もあった。他方、行政を含むいか

なる第三者からも独立し、自主的・自律的な姿勢を堅持して地域住民の知る権利に応

えるという報道機関としての役割が重要であることは、論を俟たず、地方公共団体に

対する健全な批判を含めて公正中立な情報発信をしていくべきことは当然であり、引

き続きこれに取り組むべきである。 

民間放送事業者におけるコーポレートガバナンスの在り方については、上記の認識

を踏まえるとともに、放送事業者の自主性・自律性に十分配慮した上で、放送事業者

の使命・役割やその持続可能性を確保するために必要な取組内容を整理することが期

待される。本検討会においても規制改革実施計画等を踏まえた検討を継続する。 
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第５章 その他の事項 

（ＡＭ局のＦＭ転換・ＦＭ補完中継局の整備、クリエイターに適正な対価が還元される環境、

放送のエコシステム） 
 

１．ＡＭ局のＦＭ転換・ＦＭ補完中継局の整備 
（１）現状と課題 
放送は、災害時における地域住民の生命・財産の安全確保に関わる情報の提供手段

として、極めて重要な役割を担っており、特にラジオ放送は、停電時においても情報

の入手が可能なメディアとして高い有用性が認識されている。 

ＡＭラジオ放送事業者における中継局の整備に当たっては、難聴対策、外国波混信

対策、災害対策の観点から、ＦＭ方式による補完中継局（以下「ＦＭ補完中継局」と

いう。）を整備することが可能となっている。ただし、ＮＨＫについては、そのＡＭラ

ジオ放送の電力が民間放送事業者より大きく、また、ＦＭ放送を既に行っていること

を踏まえ、親局のＡＭラジオ放送を補完するＦＭ補完中継局（以下「主たるＦＭ補完

中継局」という。）の整備は認められておらず、主に中継局のＡＭラジオ放送を補完す

るＦＭ補完中継局（以下「その他のＦＭ補完中継局」という。）に限り整備することが

可能となっている。 

他方、民間ＡＭラジオ放送事業者の経営状況は厳しく、黒字を確保することが困難

な傾向にある。また、ＡＭ放送設備の老朽化が深刻になっている中で、設備更新のた

めの費用負担も困難な状況にある。 

総務省においては、民間ＡＭラジオ放送事業者が、経営判断として親局のＡＭ放送

からＦＭ放送への変更（以下「ＦＭ転換」という。）又はＦＭ転換を伴わないＡＭ放送

を行う中継局の廃止（以下「ＡＭ局廃止」という。）を検討するに当たって、その社会

的影響、特に聴取者への影響を最小限にする観点から、一定期間のＡＭ局の運用休止

を行うことを可能とするため、本年11月に予定されている放送事業者の再免許時に特

例措置を設けることとしており、本年３月にその特例措置の内容やその適用を受ける

ための要件、手続等を示した基本方針15を公表したところである。これを踏まえ、地

上基幹放送局の再免許申請のあった者のうち、中波放送事業者及び中波・テレビジョ

ン放送事業者の計13者からこの特例措置の適用希望申請があった。 

この特例措置によりＡＭ局の運用休止を行うに当たっては、運用休止前の世帯・エ

リアカバー率が最大限維持されるようにするとともに、ラジオ放送を聴取することが

できなくなる地域において聴取するための代替手段を確保することが課題となる。ま

た、ＦＭ補完中継局による放送を受信するためにはワイドＦＭを聴取することができ

る受信機が必要となる点も課題となる。 

また、民間ＡＭラジオ放送事業者だけでなく、ＮＨＫにおいても、例えば、ＡＭ親

局が津波の浸水想定地区になっている場合であって、その移転が現実的でない場合の

                                                        
15 ＡＭ局の運用休止に係る特例措置に関する基本方針

（https://www.soumu.go.jp/main_content/000864958.pdf） 
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ように、主たるＦＭ補完中継局の整備が必要となる場合があり得る。 

 

 

図表５－１ ラジオ放送事業者の営業利益の推移（１社の平均） 

 

 

図表５－２ ＡＭラジオ放送のＦＭ補完中継局 
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（２）今後の方向性 
民間ＡＭラジオ放送事業者の経営の選択肢を増やすとともに、屋内外の様々な場所

で被災した場合に備えてＡＭ波だけでなくＦＭ波も含めて様々な伝送手段によりラ

ジオ放送を聴取することができるようにする観点から、ＦＭ転換及びＡＭ局廃止に必

要な制度整備を速やかに進めることとする。その際には、2023年（令和５年）年11月

に予定される放送事業者の再免許時の特例措置によるＡＭ局の運用休止を通じて、そ

の影響を受ける地域の住民・地方公共団体等の認知及び理解や特例措置を適用する放

送事業者の経営基盤強化への影響及び効果を検証することとし、その結果を含む特例

措置の実証状況を踏まえて、ＦＭ転換及びＡＭ局廃止に必要な制度整備その他考慮す

べき事項について検討を行うこととする。 

民間ＡＭラジオ放送事業者において、ＦＭ転換及びＡＭ局廃止を検討するに当たっ

ては、日頃からラジオ放送を聴取している聴取者だけでなく、災害時にラジオ放送を

聴取しようとしている聴取者も存在すること、ＦＭ補完中継局による放送を受信する

ためにはワイドＦＭを聴取することができる受信機が必要となり、今後のV-Low帯域

（95MHz～108MHz）の利用を見据えれば当該帯域を受信することができる受信機も必

要となることが見込まれること、カーラジオが災害時を含めてラジオ放送を聴取する

ための重要な手段となっていること、「radiko」や「らじる★らじる」といったラジオ

放送のインターネット配信の取組が進展していることなどにも留意した上で、ＦＭ転

換及びＡＭ局廃止の影響を受ける住民に対して聴取者層や聴取形態を踏まえた十分

な周知広報を行うことが前提となる。 

ＮＨＫによる主たるＦＭ補完中継局の整備については、公共放送としての使命を前

提として、災害時にもラジオ放送の継続を可能とする観点から必要となる場合があり

得ることにも鑑み、例えば、津波対策のように整備の必要性が十分に認められ、かつ、

他に適切な手段がないといった一定の条件下においては、これを認めることが適当で

ある。具体的に割り当てる周波数帯については、民間放送事業者に対する割当ての状

況を踏まえながら検討を行うこととする。 

 
２．クリエイターに適正な対価が還元される環境 
（１）現状と課題 
放送コンテンツは、インターネット配信に当たって音楽や実演に関する著作権処理

が必要となるところ、我が国においては、著作権等管理事業者による集中管理の仕組

みや、2022年（令和４年）１月に施行された改正著作権法等による集中管理されてい

ないレコードや実演の権利処理円滑化措置を通じて、権利処理の円滑化とクリエイタ

ーへの対価還元が図られている。 

また、コンテンツ制作に係るインセンティブや創意工夫の意欲を持つためには、放

送コンテンツ製作取引の適正化や、働き方改革等制作環境の改善等も重要である。 

 

（２）今後の方向性 
今後、放送コンテンツのインターネット配信等のサービスが展開されていくことは、

クリエイターに対価を還元する機会が増え、我が国のコンテンツ制作能力を維持・強
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化していくことにつながることから、ヒアリングを行った権利者団体からも、歓迎す

べきことであると受け止められているが、その前提として、適正な権利処理が行われ、

クリエイターに適正な対価が還元される環境を構築するとともに、優れた人材を継続

的に確保していく必要がある。 

このため、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の改訂や周

知広報等の措置を通じて、放送コンテンツの製作に係る取引や働き方に係る環境の改

善に引き続き取り組むべきである。 

ＮＨＫにおいても、良質な放送コンテンツを制作するに当たり、多様なクリエイタ

ーや番組製作会社と積極的に連携を行い、下請け取引や権利取得の適正化等の環境構

築に資するよう、率先した取り組みを行うことが重要である。 

また、ローカル局含めて放送コンテンツの海外展開やインターネット配信等の展開

により流通促進が図られることで、ひいてはクリエイターに対する適正な対価の還元

が行われる環境が拡大していくことになることから、引き続きこのような展開や流通

促進に関する継続的な後押しも重要である。 

以上のような課題・取組を含め、デジタル時代における放送コンテンツの制作及び

流通の促進に向けた具体的な方策について、「放送コンテンツの制作・流通の促進に

関するワーキンググループ」において議論され、取りまとめられており、そこで示さ

れた内容を踏まえ、総務省、ＮＨＫ、民間放送事業者など関係者が連携・協力して取

り組んでいくことが重要である。 

 
３．放送のエコシステム 
（１）現状と課題 
放送においては、多くの国民・視聴者に同時に同一の情報を提供することができる

手段であり、また、民間放送事業者においては、信頼性の高いコンテンツが流通する

ことが担保された環境であるという特徴を活かし、広告を通じて企業価値を高めたい

企業からのニーズに応えるとともに、安心して視聴でき、信頼性の高い広告を求める

視聴者からのニーズに応えることによって広告料収入を得て、それをもとに更なる番

組の質の向上を図るという好循環のエコシステムが形成されているが、昨今、放送事

業者の広告料収入が減少傾向にあるなど、そのエコシステムが揺らぎつつあり、その

ことにより番組の質の向上を図ることが困難になりかねない状況にある。 
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図表５－３ 放送広告費の漸減 

 

（２）今後の方向性 
信頼性の高いコンテンツが流通する環境があることは、広告を提供する企業にとっ

ても、また、広告を視聴する視聴者にとっても重要であり、そのような環境を維持・

強化していくためにも、放送のエコシステムをデジタル時代の変化を踏まえたアップ

デートしていくことが必要となる。その際には、民間放送事業者が提供するコンテン

ツについて、視聴データの利用が制限され、その他のコンテンツ配信事業者よりも競

争環境が劣位になり、広告主が民間放送事業者を選択しにくくなる環境を改善する必

要がある。 

その中で、例えば、広告の効果等を検証し、広告主に対して説明責任を果たせるよ

うな環境を構築することや、放送コンテンツのインターネット配信を通じて、広告に

ついても放送・通信双方でリーチを確保することなど、放送・通信双方からのアプロ

ーチが考えられる中で、今後、昨今の放送を取り巻く環境の変化を踏まえて、視聴者

のプライバシー保護の観点に留意しつつ、視聴データの取扱いについても検討を行う

必要があると考えられる。 
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図表５－４ 放送×配信の広告ビジネス基盤 
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おわりに 

  

我が国の放送は、受信料収入を経営の基盤とするＮＨＫと、広告収入又は有料放送

による料金収入を経営の基盤とする民間放送事業者の二元体制の下、それぞれの特性

を活かすことで、全体として視聴者への適切な情報発信が確保されてきた。 

まさにこの「デジタル時代」において、様々な課題に向き合いながら、二元体制の

確保と情報空間における放送の発展という２つのテーマに応えることが本検討会の

ミッションだと考えている。 

本取りまとめに当たっては、本検討会（親会）では幅広い課題を取り扱い、ワーキ

ンググループ等では特定の課題について更に掘り下げた検討を行うことができた。 

今回も構成員だけでなく、多くの関係者に議論への参画をいただいた。特に、「放送

業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」では、本検討会とし

て初めてローカル局からプレゼンテーションをいただいた。このような当事者の参画

は本検討会としての現状と課題への理解を進めるものであり、あらためて感謝申し上

げたい。 

 

この１年の間にも放送を取り巻く環境は変化している。例えば、総務省情報通信政

策研究所の調査によれば、2022年度（令和４年度）には休日における主なメディアの

平均利用時間について初めてインターネットがテレビを上回った。今後も更に大きな

変化が待ち受けているかもしれない。 

放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること（放送

法第１条第１号）が放送の規律の原則であることを大前提とし、視聴者・国民の利益

を念頭に置いた上で、第１次取りまとめや本取りまとめの提言を踏まえ、前述のよう

な環境変化に放送事業者が柔軟に対応可能なものとなるように、必要な放送制度が時

宜を逸することなく整備されていくよう、引き続き注力したい。 
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はじめに 

 

ブロードバンドインフラの普及やスマートフォン等の端末の多様化等を背景に、デジタル

化が社会全体で急速に進展する中、放送の将来像や放送制度の在り方について、中長期的な

視点から検討を行うため、総務省において、令和３年11月より、「デジタル時代における放

送制度の在り方に関する検討会」（座長：三友仁志・早稲田大学大学院アジア太平洋研究科

教授）（以下「検討会」という。）が開催されてきた。 

検討会が令和４年８月５日に公表した「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り

方に関する取りまとめ」においては、「放送ネットワークインフラの将来像」について、『人

口減少や視聴スタイルの変化等、放送を取り巻く環境が急速に変化する中においては、「守

りの戦略」として、良質な放送コンテンツを全国の視聴者に届けるため、放送事業者の放送

ネットワークインフラに係るコスト負担を軽減し、コンテンツ制作に注力できる環境を整備

していくことが重要である。』とした上で、コスト負担軽減のための具体的方策のひとつと

して、ブロードバンド等による代替が提言されている。 

地上テレビジョン放送の放送ネットワークインフラのうち、小規模中継局、ミニサテライ

ト局及び共聴施設（以下「小規模中継局等」という。）については、親局や大規模な中継局

に比べてカバーする世帯数が少ないにもかかわらず、その維持に要する世帯当たりの費用が

大きいことが日本放送協会（以下「NHK」という。）から示されている1。すなわち、小規模中

継局等の世帯カバー率は全体の５％程度であるが、これらの年間維持経費は約110億円と地

上テレビジョン放送設備の年間維持経費の約５割を占めている現状にある。 

こうした中、ブロードバンドインフラの普及が全国的に進んでいる2ことを踏まえ、従来

からの電波による放送と、ケーブルテレビや光ファイバ等のブロードバンド（以下「ブロー

ドバンド等」という。）による伝送の２つの方法について、両者の提供エリアの突き合わせ

やコスト比較等の具体的な作業を行いつつ、ブロードバンド等による代替可能性について検

討していくべきとの方向性が検討会において示されたことを受け、検討会の下で、令和４年

２月より、「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム」（主査：伊

東晋・東京理科大学名誉教授）（以下「作業チーム」という。）を開催している。 

作業チームでは、検討開始以降、電波による放送の代替手段としての検討・判断材料が乏

しいIPユニキャスト方式のブロードバンドによる小規模中継局等の代替（以下単に「ブロー

ドバンド代替」又は「BB代替」という。）の可能性等について、小規模中継局等のカバーエ

リアにおける利用可能性や品質・機能等について議論を行い、同年６月にその結果の取りま

とめ（以下「１次取りまとめ」という。）を策定し、意見募集3を経て、同年８月に公表した。 

                                                        
1 第２回検討会資料２－４（NHK資料）P48参照。なお、第３回作業チームにおいては、（一社）日本民間

放送連盟からも、全国の民放127社の小規模中継局等について、世帯カバー率が極めて小さい（３％弱）
にもかかわらず、年間維持費の負担が大きい（約80億円）ことが示された。 
2 光ファイバの世帯カバー率は令和３年度末（2021 年度末）時点で 99.72％（未整備 16 万世帯）であり
（「令和３年度末ブロードバンド基盤整備率調査」の調査結果（令和５年２月 28日 総務省））、その整備
目標としては、令和９年度末（2027年度末）までに世帯カバー率 99.9％を目指すこととされている（「デ
ジタル田園都市国家インフラ整備計画（改訂版）」（令和５年４月 25日 総務省））。 
3 意見募集は、検討会取りまとめ案の別添として、令和４年６月 29日から同年７月 19日までの間、実施
した。 
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１次取りまとめにおいては、ブロードバンド代替について、一定の仮定の下で、比較的受

信世帯数の少ない小規模中継局等の代替手段として経済合理性が期待できることを示した。

ただし、放送番組を配信するための放送アプリケーション（以下「放送AP」という場合があ

る。）については、限られた検討期間の中で要件・構成・費用について十分に検討を行うこ

とができず、経済合理性の評価が一部に留まったという点に課題が残った。また、将来的に

ブロードバンド等による代替を導入する場合の課題として、「住民理解・受信者対策」、「ユ

ーザーアクセシビリティの確保」、「デジタル技術の特性を活かしたサービスの向上」等を挙

げた。 

これらの課題等も踏まえ、１次取りまとめ以降の進め方については、『次の段階として、

放送の代替手段となりうる既存サービスが存在しないIPユニキャスト方式については、地上

テレビジョン放送事業者において、電気通信事業者と連携・協力の上、「モデル地域」や「コ

ストの定量分析」で示されたようなブロードバンド等の代替の候補となりうる特定の地域を

対象に、住民の方々の協力を得ながら、放送の代替となることを想定したブロードバンド等

による配信を実験的に行うことにより、現実的な代替の可能性についての検証・検討に取り

組むことが適当と考える。』とした。 

こうした１次取りまとめを踏まえ、作業チームでは、１次取りまとめ以降、ブロードバン

ド代替の可能性について、実証事業を実施しつつ、令和４年９月から令和５年７月にかけて

計８回の会合を開催し、更なる検討を進めてきた。 

具体的には、実証事業の実施を通じて視聴者の受容性の検証、放送アプリケーションの構

成・費用構造の分析等を行った上で、ブロードバンド代替の可能性について検討を行うため

に仮置きしていた「品質・機能要件」の見直し、今後の検討課題と検討の方向性について議

論を行った。 

今般の２次取りまとめは、ブロードバンド代替が実現可能な環境の整備に向け、こうした

取組の成果を取りまとめたものである。 

 
図 ２次取りまとめの構成  



６ 

 

第１章 実証エリアにおける受容性の検証 

 

実証エリアにおける受容性の検証では、実証エリアとして、ミニサテライト局エリア１ヶ

所、小規模中継局エリア１ヶ所及び辺地共聴施設エリア１ヶ所を選定した上で、当該エリア

の住民の方々にネット同時配信等サービスを視聴いただく等して、アンケート調査及びヒア

リング調査（以下「フィールド調査」という。）を実施し、その結果について分析・評価を

行った。 

図１－１ 実証エリアにおける受容性の検証の全体像 

 

１．実証エリアの選定 

実証エリアは、サンプルとしての代表性や調査のフィージビリティ確保等の観点から選定

した。 

具体的には、ミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリアについては、以下の基準に

基づき、ミニサテライト局は「飯能上赤工局」、小規模中継局は「桐生梅田局」を選定した。 

a 関東広域圏内の局 

b カバー世帯数が全国平均4に近い局 

c NHK２波、関東キー局５波及び独立局１波の計８波が揃っている局 

d 放送エリアにおいてブロードバンドサービスが提供されている局 

e 実証のフィージビリティが確保できる局（集合会場の確保、離島や大雪等がない等） 

f 実証への協力の得やすさ（大規模観光地に該当しない、デジタル新局ではない） 

 

                                                        
4ミニサテライト局は、そのカバー世帯数の全国平均である約 580 世帯を採用。小規模中継局は、そ

のカバー世帯数の全国平均である約１万 500世帯を下回る局の平均（約 2,200世帯）を採用。 
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図１－２ 飯能上赤工局（ミニサテライト局エリア）の概要 

 

図１－３ 桐生梅田局（小規模中継局エリア）の概要 

 

また、辺地共聴施設エリアについては、以下の基準に基づき、｢町屋テレビ共同聴視施設

組合｣ を選定した。 

a 住民の組合（非営利）が設置する施設 

b 事業に対する住民（組合員）の合意が得られる施設 

c 事業に対するケーブルテレビ事業者の協力が得られる施設 

d 必要最小限の NHK２波及び関東キー局５波の計７波が揃っている施設 

e 共聴エリアにおいてブロードバンドサービスが提供されている施設 

f ケーブルテレビのサービスエリアに近接する施設 

g 実証のフィージビリティが確保できる施設（集合会場の確保、離島や大雪がない等） 



８ 

 

 

図１－４ 町屋テレビ共同聴視施設組合（辺地共聴施設エリア）の概要 

 

２．フィールド調査 

フィールド調査では、選定した各実証エリアにおいて被験者を募集し、ミニサテライト局

エリア及び小規模中継局エリアについてはネット同時配信等サービスを視聴いただき、その

受容性等についてアンケート調査及びヒアリング調査を実施した。また、辺地共聴施設エリ

アについては辺地共聴施設からケーブルテレビへの切替えを実施し、切替え時の案内の在り

方、辺地共聴施設及び切替えに対する認識、将来の放送の在り方等についてアンケート調査

及びヒアリング調査を実施した。 

 

図１－５ フィールド調査の全体像 
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（１）地域への説明 

住民の方々にご協力いただけるよう、被験者の募集に先立ち、総務省及び実証事業請負事

業者（株式会社情報通信総合研究所をいう。以下同じ。）において、市役所・自治会長・町

会長への説明、住民の方々への説明会等、地域への説明を丁寧に実施した。また、自治会長・

町会長には実証事業について周知するため、地域住民の方々への回覧を実施していただいた。 

 

（２）被験者の募集 

ミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリアの被験者については、実証事業請負事業

者から地域住民の方々への郵便により募集し、協力可能として申込用紙を返信していただい

た世帯の代表者を対象とした。 

また、辺地共聴施設エリアの被験者については、実証ケーブルテレビ事業者（株式会社JWAY

をいう。以下同じ。）の幹線からの延長工事等を考慮して当該エリアの一部をケーブルテレ

ビ切替え対象エリア（約 30 世帯）として選定した上で、説明会等において募集し、実証ケ

ーブルテレビ事業者に協力同意書を提出いただき切替え工事を実施した世帯（21 世帯）の

代表者を対象とした。 

 

図１－６ 被験者の募集方法 

  



１０ 

 

募集・調整の結果、被験者の数は、ミニサテライト局エリアでのべ 35 名、小規模中継局

エリアでのべ 97名、辺地共聴施設エリアで 20名となった。被験者の属性としては、いずれ

のエリアでも高齢者の割合が高く、インターネット利用度については、ほとんど利用しない

方の割合はミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリアでは低く、辺地共聴施設エリア

では高かった5。テレビの視聴頻度はいずれのエリアでも高かった。 

 
図１－７ 被験者の数と属性 

 

（３）調査方法 

ミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリアにおいては、現時点ではブロードバンド

代替のための配信サービスが存在しないことから、既存のネット同時配信等サービスである

「NHKプラス」及び「TVer」を活用して調査を実施した。 

調査としては、各被験者の普段の視聴環境（自宅）において見逃し配信番組を視聴いただ

く「調査Ａ（世帯別調査）」と、集合会場（ホテル内会議室）という共通した視聴環境にお

いて同時配信番組を視聴いただく「調査Ｂ（集合検証）」の２種類の調査を実施した。「調査

Ａ（世帯別調査）」は、テレビ向けに地上テレビジョン放送の同時配信を実施しているサー

ビスは存在しないため視聴対象番組は見逃し配信番組となるが、普段の視聴環境（自宅）に

おける調査が可能である一方、「調査Ｂ（集合検証）」は、実証事業請負事業者の研究員が PC

向けの同時配信番組をテレビ画面に映し出す操作を行うことによって同時配信番組の視聴

が疑似的に可能となり、普段の視聴環境（自宅）ではないが集合会場（ホテル内会議室）と

いう共通した視聴環境における調査が可能である。 

また、辺地共聴施設エリアにおいては、辺地共聴施設からケーブルテレビへの切替えを実

施し、切替え時の案内の在り方、辺地共聴施設及び切替えに対する認識、将来の放送の在り

方等についてアンケート調査及びヒアリング調査を実施した。 

                                                        
5 辺地共聴施設エリアについては、ミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリアと異なり、「自

宅で固定インターネットを利用していない」方の割合であり、スマホを利用している被験者も含ま

れる。 
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図１－８ 調査方法 

調査の具体的な実施手順としては、ミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリアの調

査Ａ（世帯別調査）では、まず事前調査として、被験者の自宅のインターネット環境の有無

等の確認を行った上で、ご自宅を訪問して、検証内容の説明、視聴日時と視聴番組の選定、

視聴に必要な機器の設置等を行った。番組視聴時には、実証事業請負事業者から電話で連絡

し、被験者と相談して予め選定した番組を視聴いただき、後日、ご自宅を訪問して、アンケ

ート用紙を回収するとともに、ヒアリング調査を実施した。 

 
図１－９ 調査Ａ（世帯別調査）の実施手順及び実施環境イメージ 
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ミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリアの調査Ｂ（集合検証）では、被験者に集

合会場（ホテル内会議室）に集合いただき、サイズの異なる２つのテレビ（65 型・32 型）

で、同時配信番組又は地上波放送番組を計 10 回視聴いただいた。計 10回の視聴のうち、５

回目及び 10回目の視聴を除いて6ブラインドテストとし、同時配信番組か地上波放送番組の

いずれを視聴しているのか分からない状態で調査を実施した。 

画質及び音声については、各回の視聴の直後に当該視聴に対する評価を記入いただいた。

また、録画、データ放送、緊急地震速報のニーズ等、各回の視聴とは直接関係のないアンケ

ート項目は、映像を準備している空き時間に記入いただき、インターネット経由での番組視

聴に対する総合的な評価等のアンケート項目は、計 10 回の全ての視聴が終了した後に記入

いただいた。最後に、被験者１名ごとに実証事業請負事業者の研究員１名が付いて、アンケ

ート記入事項の詳細等について約 20分間のヒアリング調査を実施した。ヒアリング内容は、

分析・評価を行うため、被験者の許可を得て録音し、全てテキスト化した。 

 
図１－10 調査Ｂ（集合検証）の実施手順及び実施環境イメージ 

 

                                                        
6 ５回目及び 10 回目の視聴については、同時配信番組であることを被験者に伝えた上で、字幕表示

やチャンネル切替えについて評価いただいた。 
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図１－11 調査Ｂ（集合検証）の様子（令和５年１月 15日小規模中継局エリア調査Ｂ２回目の例） 

 

辺地共聴施設エリアにおける調査の実施手順としては、ケーブルテレビ切替え対象エリア

（約 30 世帯）において実証ケーブルテレビ事業者に協力同意書を提出いただいた世帯（21

世帯）について、辺地共聴施設からケーブルテレビへの切替え工事を実施し、約１ヶ月間経

過した後、調査対象世帯を訪問し、被験者である各調査対象世帯の代表者（20名）に実証事

業請負事業者の研究員２名が付いて、約 60 分間でアンケート調査及びヒアリング調査を同

時に実施した。ヒアリング内容は、分析・評価を行うため、被験者の許可を得て録音し、全

てテキスト化した。 

 

図１－12 辺地共聴施設エリアにおける調査の実施手順 
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なお、アンケート調査及びヒアリング調査に先立って実施したケーブルテレビへの切替え

工事は、実証ケーブルテレビ事業者の既存サービスエリア内のケーブルテレビの幹線（光フ

ァイバ）を切替え対象エリアまで延長することにより実施した。 

 

図１－13 町屋テレビ共同聴視施設組合のエリア情報及びケーブルテレビへの切替え 

 

（４）調査項目 

ミニサテライト局エリア、小規模中継局エリア及び辺地共聴施設エリアにおける調査は、

いずれも被験者へのアンケート調査及びヒアリング調査により実施した。 

ミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリアにおいては、映像等関連要素、放送機能

関連要素、その他要素、インターネット経由での番組視聴に対する総合的な受容性評価に分

け、計 20項目について調査を実施した。 
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図１－14 ミニサテライト局・小規模中継局エリアでの調査項目（調査Ａ・Ｂ共通） 

 

辺地共聴施設エリアにおいては、ケーブルテレビへの切替え前の地上波放送番組との比較、

切替えの案内文書の在り方、切替え説明会の在り方、将来の放送の在り方、共聴施設及び切

替えへの認識、ケーブルテレビによる番組視聴に対する総合的な受容性評価に分け、計 24

項目について調査を実施した。 

 

図１－15 辺地共聴施設エリアでの調査項目 
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３．調査結果の分析・評価 

ミニサテライト局エリア、小規模中継局エリア及び辺地共聴施設エリアのフィールド調査

におけるアンケート調査及びヒアリング調査の結果について分析・評価を行った。 

 

（１）ミニサテライト局エリア・小規模中継局エリア 

① 調査結果の分析・評価の枠組み 

調査結果の分析・評価の枠組みとして、総合分析と要素別分析の２つに分け、各視点か

ら調査結果の分析・評価を行った。総合分析では、インターネット経由での番組視聴に対

する総合的な受容性評価（以下単に「総合的な受容性評価」という。）について、分析・評

価を行ったほか、総合的な受容性評価に影響する要因についても分析・評価を行った。ま

た、要素別分析では、総合的な受容性評価に影響を与える各要素について、映像等関連要

素、放送機能関連要素及びその他要素に分けて分析・評価を行った。 

 

図１－16 調査結果の分析・評価の枠組み 

 

② 総合分析 

①で示した枠組みのとおり、総合分析では、総合的な受容性評価及び総合的な受容性評

価に影響する要因について分析を行った。 

ア インターネット経由での番組視聴に対する総合的な受容性評価 

図１－14で示したとおり、調査においては「もし放送の代わりにインターネット経由

で番組を視聴するとなった場合に受け入れられそうですか。」との質問を行っている。こ

の質問に対する回答を被験者における「総合的な受容性評価」と位置付け、その結果に

ついて分析を行った。ミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリアにおける調査

Ａ・調査Ｂを合わせて、「全く問題なく受け入れられる」との回答と「少し違和感はある

が受け入れられる」との回答の合計が90％となり、９割の被験者がインターネット経由

での番組視聴を受け入れられるとの結果が得られた。 
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図１－17 総合的な受容性評価 ミニサテライト局・小規模中継局エリア 

 

また、総合的な受容性評価の結果を調査Ａ・調査Ｂ別、実証エリア別に集計し、比較

分析を行った。 

調査Ａと調査Ｂとの比較分析においては、「全く問題なく受け入れられる」との回答と

「少し違和感はあるが受け入れられる」との回答の合計は、調査Ａにおいては92％、調

査Ｂにおいては91％となり、総合的な受容性が高いという傾向はどちらも変わりなかっ

たが、調査Ｂの方が「少し違和感はあるが受け入れられる」との回答がやや高い（＋19

ポイント）という結果であった。これは、調査Ｂにおいては、被験者がフィールド調査

において視聴した同時配信番組に駅伝中継番組が含まれており、画質の顕著な低下があ

ったこと、また、視聴した別の同時配信番組にフタかぶせ7が発生し、調査Ａと比べてフ

タかぶせの発生頻度が高かったことが要因となっているものと推測される。 

実証エリア間での比較分析においては、ミニサテライト局エリアと小規模中継局エリ

アとの間でほとんど違いが見られなかった。 

                                                        
7 著作権等の権利処理が未了のために行われる映像の差替えのこと。 
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図１－18 総合的な受容性評価（調査Ａ・調査Ｂ別、実証エリア別） 

 

イ 総合的な受容性評価に影響する要因 

総合的な受容性評価に影響する要因について分析を行うため、 

a 相関分析 

b テキストマイニングによる分析 

c 画質評価と総合的な受容性評価の関係性（駅伝中継番組の視聴との比較） 

d 視聴距離と総合的な受容性評価の関係性 

e 総合的な受容性評価において「受け入れづらい」と回答した４名の詳細分析 

の５つの視点から分析・評価を行った。 

 

a 相関分析 

総合的な受容性評価の質問への回答とそれ以外の質問への回答との相関について分

析を行った。 

その結果、相関係数は-0.2～+0.3の範囲内となり、相関関係はほとんど見られなか

った。 
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図１－19 総合的な受容性評価に影響する要因 相関分析 

 

 

図１－20 相関係数の導出に当たっての数値化方法 

 

b テキストマイニングによる分析 

テキストマイニングサービス8のマッピング機能を用いて、ヒアリング時の被験者の

発言を可視化し、その傾向を分析した。 

マッピング機能を用いることで、出現頻度が高い言葉の繋がりにより、いくつかの

ブロック（単語の塊）が構成され、各単語がどういった単語とセットで話されていた

のか、また、どういった繋がりで話されていたのかを読み取ることが可能となる。 

                                                        

8 株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供している「見える化エンジン」を用いた。 
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図１－21 テキストマイニング「マッピング」の読み方 

 

まず、全ての被験者を対象に分析を行った。その結果、主なブロックとして、「① 画

質が落ちる、低下するという発言と、それが問題ない・受け入れるとの発言のセット

のブロック」、「② 不可欠あるいはあったほうがよい機能として、データ放送と番組表

に関連する発言のセットのブロック」が確認された。①のブロックからは、受容性は

画質について語られており、その画質の低下を問題視していないことが読み取れる。

また、②のブロックからは、不可欠又はあったほうがよい機能として、データ放送と

番組表を挙げる発言が多いことが読み取れる。 

図１－22 全ヒアリング結果の発言分析 ブロック①及び② 
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次に、総合的な受容性評価において「全く問題なく受け入れられる」と回答した39

名の被験者を対象に分析を行った。その結果、主なブロックとして、「③画質が落ちる、

低下するという発言と、それが問題ない・受け入れるとの発言のセットのブロック」、

「④不可欠あるいはあったほうがよい機能として、データ放送と番組表に関する発言

のセットのブロック」が確認された。③のブロックからは、①のブロックと同様、画

質が悪くても問題がない又は受け入れると語られていることが読み取れる。また、④

のブロックからは、②のブロックと同様、不可欠又はあったほうがよい機能として、

データ放送と番組表を挙げる発言が多いことが読み取れる。 

図１－23 総合的な受容性評価「全く問題なく受け入れられる」 

回答者の発言分析 ブロック③及び④ 

 

さらに、総合的な受容性評価において「少し違和感があるが受け入れられる」と回

答した54名の被験者を対象として分析した。その結果、主なブロックとして、「⑤画質

が落ちる・悪い・粗いなどが、『違和感』だとし、さらに受け入れられる・慣れるとの

発言がセットのブロック」が確認され、本ブロックからは、画質の粗さや悪さが違和

感の単語とセットで話され、さらにそれらは受け入れる・慣れると語られていること

が読み取れる。 
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図１－24 総合的な受容性評価「少し違和感があるが受け入れられる」 

回答者の発言分析 ブロック⑤ 

 

c 画質評価と総合的な受容性評価の関係性（駅伝中継番組の視聴との比較） 

令和５年１月15日に実施した小規模中継局エリアにおける調査Ｂの２回目の検証に

おいて、視聴した同時配信番組に駅伝中継番組が含まれていたところ、この回の調査

結果は、他の回の結果と比べて、画質（鮮明さ・文字の読みづらさ）の評価が著しく

低下した9。また、この傾向は、32型のテレビと比べて、65型のテレビにおいてより顕

著となった。 

本分析では、この傾向を踏まえ、総合的な受容性評価に影響を与える要因について

分析するため、65型テレビの駅伝中継番組視聴回において、画質（鮮明さ）で放送番

組との違いを強く感じたと回答した11名、つまり、明らかな画質の低下を認識した11

名の被験者について、総合的な受容性評価の回答とヒアリングでの発言を分析した。 

その11名は、総合的な受容性評価において、１名が「全く問題なく受け入れられる」、

９名が「違和感はあるが受け入れられる」、１名が「違和感があるため受け入れづらい」

と回答しており、明らかな画質の低下を認識したにもかかわらず、大半の被験者は「違

和感はあるが受け入れられる」と回答していたことが判明した。また、ヒアリングで

は、「重要なのは画質」といった画質の重要性を述べる発言が多かったとともに、「（放

送波の映像と）比較して見なければ、まあ別に許容範囲」、「画質の違いを感じたが、

全く問題なく受け入れられる」、「画質の低下はかなりひどくならなければ大丈夫」、

「音声が途切れると嫌だが、画質が多少落ちても観られる」のような、多少の画質の

低下は許容範囲であるという回答が多く確認された。 

以上の結果から、総合的な受容性評価については、画質は重要な要素となっている

と考えられるものの、駅伝中継番組での画質の低下レベルに留まるのであれば、許容

範囲であると推察することができる。  

                                                        
9 駅伝中継番組の視聴中は、選手の走る動作や順位等を逐次表示するロールテロップの流れる文字

の速さにより、ブロックノイズが断続的に発生した。 
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d 視聴距離と総合的な受容性評価の関係性 

視聴距離と総合的な受容性評価の関係性について分析を行った。調査対象世帯にお

ける視聴環境はサンプルごとに多様であるため、異なる視聴環境によって得られた受

容性の評価を単純比較することには特段大きな意味はない。そこで、類似の環境を何

らかの方法によりグループ化することによって、当該グループの受容性の特性を視聴

環境の差異を揃えて推計することとした。 

本分析では、調査Ａにおける世帯ごとに異なる視聴環境の差異を揃える方法として、

「視聴時の被験者とテレビの距離（視聴距離）（cm）÷視聴したテレビ画面の縦サイズ

（cm）」の数値を算出し、算出した数値順に母集団を三等分することによって、３つの

グループ（視聴距離が近い「グループ１」、視聴距離が中間の「グループ２」、視聴距

離が遠い「グループ３」）に分けることとした。これにより、３つのグループ間での総

合的な受容性評価を比較分析したところ、視聴距離の差と総合的な受容性評価の間に、

何らかの傾向を確認することはできなかった10。 

 

図１－25 総合的な受容性評価に影響する要因 

視聴距離と総合的な受容性評価の関係性 

 

e 総合的な受容性評価において「受け入れづらい」と回答した４名の詳細分析 

総合的な受容性評価の全回答者103名のうち、「違和感があるため受け入れづらい」

と回答した４名について、画質（鮮明さ）の評価及びヒアリングでの発言のうち画質

や受容性に関する発言を確認し、なぜ総合的な受容性評価において「受け入れづらい」

                                                        
10 なお、一般的に、フル HD（２K）の場合、最適とされる視聴距離（以下「最適視聴距離」という。）

は、テレビ画面の縦サイズの約３倍とされているため、本分析においては、「視聴時の被験者とテレ

ビの距離（視聴距離）（cm）÷視聴したテレビ画面の縦サイズ（cm）」が「３」となる場合が最適視聴

距離となる。今般の検証では、グループ１の一部の被験者は、最適視聴距離又は最適視聴距離より近

い距離で視聴していたものの、その他の被験者は最適視聴距離よりも遠い距離でテレビを視聴して

いた。 
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と回答したのかについて、要因分析を実施した。 

画質（鮮明さ）の評価では、２名が「違いを強く感じた」、１名が「違いをある程度

感じた」、１名が「違いをあまり感じなかった」と回答しており、この結果から一概に

画質（鮮明さ）の評価が総合的な受容性評価に影響を与えていると結論付けることは

難しい。一方、ヒアリングでの発言のうち画質や受容性に関する発言では、「テレビと

同じもの（画質）をみせてほしい」のほか、「録画は必要」、「30秒の遅延はやや影響が

ある」、「フタかぶせは受け入れられない」、「緊急地震速報が遅れるのは困る」、「違和

感があり受け入れづらいの（理由）は費用と、替わったときに（地上波放送と）同等

のサービスを受けられるのかわからないから心配」等の発言が確認され、被験者は、

画質のみに限らず、録画、遅延、フタかぶせ、緊急地震速報の遅延、費用等の他の機

能も含めて、総合的に地上波放送と同等であることを望んでいることが読み取れる。 

 

図１－26 総合的な受容性評価において「受け入れづらい」と回答した４名の詳細分析  

 

以上のaからeまでの総合的な受容性評価に影響する要因分析の結果、受容性は画質

との紐付けで認識されており、画質が重要とされている一方、一定程度の画質の低下

は許容範囲であることが判明した。また、録画や遅延、フタかぶせ、緊急地震速報の

遅延、費用など、画質のみに限らず、他の機能等も含めて、総合的に地上波放送と同

等であることが望まれていることが明らかとなった。 
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③ 要素別分析 

①で示した枠組みのとおり、要素別分析では、図１－14の調査項目のうち、総合的な受

容性評価以外の設問について、 

ウ 映像等関連要素（画質、ABR11、遅延、音声）に対する評価 

エ 放送機能関連要素（副音声、字幕、緊急地震速報、チャンネル切替え等、番組表、

ザッピング、データ放送、録画）に対する評価 

オ その他要素（インターネット速度、サイバーセキュリティ、ソフトのアップデート

処理、地域限定性、インターネット独自の機能、フタかぶせ、費用負担）に対する評

価 

の３つの要素に分けて調査結果について分析を行ったところ、その結果概要は図１－27の

とおりであった。 

 

 図１－27 要素別分析の結果概要（ミニサテライト局エリア・小規模中継局エリア） 

  

                                                        
11 Adaptive Bit Rateの略。ネット上で動画や音声のストリーミング配信を行う際に、視聴者の通信

環境に応じて自動的にコンテンツの品質・サイズを変更することができる方式のことをいう。 
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ウ 映像等関連要素（画質、ABR、遅延、音声）に対する評価 

 

a 画質（画質の「鮮明さ」、「文字の読みづらさ」） 

調査Ａにおいて、映像（画質）は地上波放送番組との違いを「全く感じなかった」

との回答が多かった。 

 
図１－28 映像等関連要素：a 画質（調査Ａ） 

 

32型では、地上波放送番組との違いを感じなかったとの回答が多かったが、ネット

同時配信番組の中画質では、「ある程度感じた」という回答も多かった。 

65型では、32型と比較して、地上波放送番組との違いを感じたとする回答が増加し

たが、同時配信番組の高画質では「あまり感じなかった」又は「全く感じなかった」

との回答も多かった。 

 
図１－29 映像等関連要素：a 画質（鮮明さ（調査Ｂ）） 
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「文字の読みづらさ」は地上波放送番組との違いを感じないとの回答が多かった。 

65型の同時配信番組の中画質では、違いを感じたとする回答が増加した。 

 

図１－30 映像等関連要素：a 画質（文字の読みづらさ（調査Ｂ）） 

 

b アダプティブビットレート（ABR） 

ABRは、できれば無いのが望ましいとの回答が約７割と多かった。 

一方で、実際にABRの発生を体験したと感じた被験者の割合と「視聴中の画質の低下

は全く受け入れられない」と回答した被験者の割合に乖離があり、ABR発生の体験と受

容性は必ずしも一致してないことが推察される。 

 

図１－31 映像等関連要素：b ABR 
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なお、調査Ａの各世帯では、テレビの下り回線の速度を計測した。 

NHKプラスやTVerの推奨速度とされる３Mbps～６Mbps以下の被験者は１名のみであ

り、大半の被験者で良好な画像品質での視聴をし、ABRの発生頻度も低かったものと推

測される。 

 

図１－32 各世帯における通信速度 

 

c 遅延 

30秒程度の遅延については、「全く影響がない」又は「あまり影響がない」との回答

が約８割と多く、受容性は高かった。 

 
図１－33 映像関連要素：c 遅延 
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d 音声 

音声については、調査Ａ、調査Ｂともに地上波放送番組との違いを感じた被験者は

少なく、受容性が高かった。 

 

図１－34 映像等関連要素：d 音声 
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エ 放送機能関連要素（副音声、字幕、緊急地震速報、チャンネル切替え等、番組表、ザ

ッピング、データ放送、録画）に対する評価 

e 副音声 

副音声のニーズについては、「あるほうがよい」と「なくてもよい」がともに約４割

と意見が分かれた。 

ヒアリング調査からは、自分は使わないがあったほうがよいとの発言が多く、社会

的な必要性を意識した回答となっている可能性があることが見て取れる。 

 

図１－35 放送機能関連要素：e 副音声 

f 字幕 

字幕は、「極めて重要だ」又は「あるほうがよい」との回答が７割となりニーズが高

かった。 

ヒアリング調査では、耳の悪い方への配慮など社会的な重要性を指摘する声のほか、

自身の耳が悪くなることへの懸念も聞かれた。 

 
図１－36 放送機能関連要素：f 字幕 
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g 緊急地震速報 

緊急地震速報は、特に「極めて重要だ」とする回答が65％と多かった。 

ヒアリング調査からは、スマホにも通知が届くとの発言が多かったことが見て取れ

る。 

 
図１－37 放送機能関連要素：g 緊急地震速報 

 

h チャンネル切替え等 

調査Ａの被験者はFire TV Stick上で動作するアプリを操作したが、「難しくない」

又は「慣れそうだ」との回答が約９割と多く、操作感が異なっても受容性は高かった。 

調査Ｂでチャンネル切替えのスムーズさについて、違いを感じた被験者は「切替え

が遅い」と回答した。 

 
図１－38 放送機能関連要素：h チャンネル切替え等  
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i 番組表 

テレビ上に「番組表を表示する機能は不可欠だ」という回答が６割強と多く、ニー

ズが高かった。 

ヒアリング調査からは、今日見るテレビは新聞のテレビ欄から探すとの話も多かっ

たが、その上でテレビでの表示も必要だと回答したことが見て取れる。 

 
図１－39 放送機能関連要素：i 番組表 

 

j ザッピング 

「観たい番組を簡単に探せるのであればザッピング以外の方法でも構わない」との

回答が約７割と多かった。Fire TV Stick上で動作するアプリを被験者自らが操作し

た調査Ａでも同様の傾向であった。 

 

図１－40 放送機能関連要素：j ザッピング 
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k データ放送 

データ放送は、「極めて重要」又は「あるほうがよい」との回答が８割弱となり、ニ

ーズが高かった。 

ヒアリング調査からは、自分が使うか使わないかは半々であったが、いずれもあっ

たほうがよいと考えていることが見て取れる。 

 

図１－41 放送機能関連要素：k データ放送 

 

l 録画 

録画は、「見逃し視聴機能があっても自宅のレコーダーでの録画もできたほうがよ

い」との意見が半数強と多数であった。 

レコーダーの代替としての見逃し視聴期間については意見が分かれるが、２週間～

１ヶ月分との回答が多かった。 

 

図１－42 放送機能関連要素：l 録画 
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オ その他要素（インターネット速度、サイバーセキュリティ、ソフトのアップデート処

理、地域限定性、インターネット独自の機能、フタかぶせ、費用負担）に対する評価 

 

m インターネット速度 

普段のインターネットの速度が気になるかについては、世帯の状況によって回答が

分かれた。 

テレビ以外の端末への影響については、半数が現時点ではあまり気にならないと回

答した。 

 
図１－43 その他要素：m インターネット速度 

 

n サイバーセキュリティ 

「非常に気になる」又は「やや気になる」との回答が約８割と多かった。 

 

図１－44 その他要素：n サイバーセキュリティ 
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o ソフトのアップデート処理 

自動アップデートを約半数が望んでいる。アップデート自体無いほうがよいとの回

答も約１割あった。 

 

図１－45 その他要素：o ソフトのアップデート処理 

 

p 地域限定性 

インターネットであれば、離れた地域の放送番組も視聴したいとの回答が約７割と

多かった。 

 

図１－46 その他要素：p 地域限定性 
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q インターネット独自の機能 

インターネット独自の機能として、約半数がPCやスマホでの視聴を利用したいと回

答した。 

視聴データ活用は、セキュリティ上の不安よりも、便利な機能への期待が上回った。 

 

図１－47 その他要素：q インターネット独自の機能 

 

r フタかぶせ 

フタかぶせは「できれば無いのが望ましい」又は「受け入れられない」との回答が

約７割と多かった。特に、「できれば無いのが望ましい」が半数強と多かった。他方、

「インターネット経由ならではの事象だとして、受け入れられる」との回答が約３割

あった。 

フタかぶせが実際に発生した調査Ｂと発生頻度が低いと考えられる調査Ａでも、調

査結果はほとんど変わらなかった。 

 

図１－48 その他要素：r フタかぶせ 
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s 費用負担 

番組視聴がインターネット経由になった場合の費用を尋ねたところ、「一定程度の

費用負担はやむを得ない」との回答が６割強と多かった。 

 

図１－49 その他要素：s 費用負担 

 

（２）辺地共聴施設エリア 

① 調査結果の分析・評価の枠組み 

調査結果の分析・評価の枠組みとして、ミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリ

アと同様、総合分析と要素別分析の２つに分け、各視点から調査結果の分析・評価を行っ

た。総合分析では、辺地共聴施設エリアにおいてケーブルテレビによる番組視聴に切り替

えた場合の総合的な受容性評価（以下「ケーブルテレビ視聴に対する総合的な受容性評価」

という。）について分析・評価を行った。また、要素別分析では、切替えの案内方法や説明

会の在り方等について分析・評価を行ったほか、参考調査として、機能面での将来の放送

の在り方について分析・評価を行った。 

 

② 総合分析 

①で示した枠組みのとおり、総合分析では、ケーブルテレビ視聴に対する総合的な受容

性評価について分析・評価を行った。 

ア ケーブルテレビによる番組視聴に対する総合的な受容性評価 

図１－50で示したとおり、調査においては、「（辺地共聴施設による）従来の視聴方式

からの切り替えについてどのように捉えますか。視聴面（画質・音声）、機能面から最も

近い考えをお答えください。」との質問を行っている。これに対する回答を被験者におけ

る「ケーブルテレビ視聴に対する総合的な受容性評価」と位置付け、その結果について

分析を行ったところ、「全く問題なく受け入れられる」との回答が 84％、残りの回答は

全て、「少し違和感はあるが受け入れられる」となり、全ての被験者が受け入れられると

の結果が得られた。 

なお、「少し違和感があるが受け入れられる」とした３名の被験者について、ヒアリン
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グの際、調査員がその内容を尋ねたところ、切替えの必要性に対する疑問や切替え後の

費用負担の増加、また、本調査自体への違和感であることが判明した。 

 

図１－50 ケーブルテレビ視聴に対する総合的な受容性評価 

辺地共聴施設エリア 

 

③ 要素別分析 

①で示した枠組みのとおり、要素別分析では、図１－15 の調査項目のうち、「ケーブル

テレビ視聴に対する総合的な受容性評価」以外の設問に係る調査結果について分析を行っ

たところ、その結果概要は以下のとおりである。 

 

イ その他要素（費用負担、案内の在り方、説明会） 

a 費用負担 

辺地共聴施設エリアにおいては、番組を視聴するため、共聴組合費用の負担が視聴

者に求められるが、ケーブルテレビに切り替わることで費用負担が変わることがある。

この費用について最も近い考えを尋ねたところ、「現状と同程度ならよい」との回答

が約７割と多かった。 
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図１－51 その他要素：a 費用負担 

 

b 案内の在り方 

ケーブルテレビへの切替え案内の在り方について尋ねたところ、町会長・自治会長・

組合長や行政機関からの案内だと安心できるとの回答が多かった。また、案内の媒体

としては、「地域の回覧板」が安心との回答が多数を占めた。 

 
図１－52 その他要素：b 案内の在り方 

 

c 説明会 

ケーブルテレビへの切替えに係る共聴組合員への説明会について尋ねたところ、対

面の説明会について、「とても重要である」又は「あったほうがよい」との回答が約

95％と多かった。また、あると良いと思う開催方法は、今般の実証事業において実施

したような対面（集合）での説明を希望との回答が多かった。さらに、被験者に対す

るヒアリングでは、高齢者への配慮が重要だとのコメントが複数あった。 
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図１－53 その他要素：c 説明会 
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第２章 放送アプリケーションに関する基礎的調査 

 

ブロードバンド代替において発生する費用には、通信に関するものと放送アプリケーショ

ンに関するものがあるが、１次取りまとめにおいては、通信に関する費用を中心に検討を行

い、放送アプリケーションについては限られた検討期間の中で要件・構成・費用について十

分に検討を行うことができなかった。 

そこで、今般、実証事業の基礎的調査の一環として、放送アプリケーションの構成及び費

用構造についての分析等を行った。 

 
図２－１ ブロードバンド代替後に発生する費用の構造と放送アプリケーションの範囲 

 

１．調査方法 

（１）調査の進め方 

放送アプリケーションの基礎的調査の進め方としては、調査に協力をいただくベンダー

（以下「協力ベンダー」という。）に、１次取りまとめにおいて示された内容に基づき、放

送アプリケーションに関する構成・費用の提示を依頼し、その結果を分析する方法を採用し

た。具体的には、協力ベンダーに対して調査の背景等について必要な説明を行いつつ、費用

試算の具体的な依頼を行った。説明においては、１次取りまとめにおいて示された放送アプ

リケーションに関する情報12をインプットとして提示し、その情報を踏まえつつ、協力ベン

ダーにおいて詳細な検討が行われた。 

 

                                                        
12 １次取りまとめにおける「図表２－３ 想定する放送アプリケーションのシステム構成」、「図表

２－４ 想定する放送アプリケーションの主な構成要素」、「参考資料１．仮置きした品質・機能要

件」等。 
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（２）協力ベンダー 

協力ベンダーについては、調査スケジュール等を勘案し、対応可能な２社に協力をいただ

くこととした。その際、放送アプリケーションについて、なるべく多くの選択肢を検討でき、

多様な視点が含まれるよう、事業規模、取扱実績、通信事業との関わり等が異なるベンダー

に依頼することとした。 

その結果、協力ベンダーとしては、株式会社インターネットイニシアティブ及び株式会社

Ｊストリームに協力をいただくこととなった。 

 

図２－２ 協力ベンダー概要 

 

（３）協力ベンダーにおける検討スコープ 

協力ベンダーにおける検討スコープは図２－３に赤枠で示したとおりである。１次取りま

とめにおいて示された放送アプリケーションの構成を一例とした上で、放送局から送出され

る番組コンテンツがインターネットを経由して受信世帯内の端末に届けるまでのシステム

一式（端末を含む。）を対象とした。 



４３ 

 

 
図２－３ 協力ベンダーにおける検討スコープ 

２．調査結果 

（１）協力ベンダーによる提案 

提案のあった放送アプリケーションのソリューションとして、１社からは、サービス提供

型で、配信プラットフォームを東西１ヶ所ずつに集中配置する案（以下「Ａ案」という。）

が示され、もう１社からは、個別開発・オンプレミス型で、配信プラットフォームを全国に

分散配置する案（以下「Ｂ案」という。）が示された。 

 

① Ａ案の内容 

Ａ案は、１次取りまとめにおいて示された放送アプリケーションの構成を踏襲するもの

で、一般的な放送コンテンツのネット同時配信の形態に近いものとなっている。配信プラ

ットフォームは、サービス提供型であり、東京と大阪に１ヶ所ずつ配置される。放送コン

テンツが地域の放送局のリアルタイムエンコーダから広域イーサネット回線を通じて配

信プラットフームに送信され、それをCDN13を通じて受信世帯の端末に配信するシステムと

なっている。 

端末については、様々な方式の中から、STB14型のハードウェアとAndroid等の標準OSに

搭載可能なアプリケーションの組合せが採用されている。録画ニーズへの対応については、

配信プラットフォームに見逃し配信機能を実装することとしている。 

検討された主な機能として、「STB端末」、「画質=1080p～232p」、「ABR」、「音声２ch」、「字

                                                        

13 Content Delivery Networkの略。Web上で送受信されるコンテンツを効率的に配送するために構

築されたネットワークのことをいう。また、これを利用して顧客企業のコンテンツを高速に配信す

るサービス（CDNサービス）のことをいう。 
14 Set Top Boxの略。ディスプレイやテレビ、デジタルサイネージなどの画面表示装置に接続し、表

示すべき映像信号を送り出す働きをする機器の総称をいう。分野や時代によって接続先や機能が異

なる。 
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幕」、「緊急情報」、「DRM15」、「アクセス制御」及び「EPG16」が挙げられる。 

放送局における工事については、一般的な放送コンテンツのネット同時配信と同様に、

リアルタイムエンコーダの設置、マスター設備との接続、配信プラットフォームに放送コ

ンテンツを送信するための回線の敷設等が必要となる。 

運用・サポートについては、基本的なハードウェア保守とサービス提供される機能のサ

ポートのみが含まれており、システム監視、ユーザーサポートは含まれていない。 

 

図２－４ Ａ案の全体構成・アーキテクチャ 

 

② Ｂ案の内容 

Ｂ案は、ブロードバンド代替の対象地域と同じ内容の放送波を配信プラットフォームに

おいて受信し、受信した放送波から映像データとメタデータを放送波ごとに生成し、それ

らを多重化した上で、配信制御・管理を行いつつ、CDNを通じて受信世帯の端末に配信す

る、独自のシステムとなっている。配信プラットフォームの各機能については、個別開発

が中心であり、基本的にDC17にオンプレミス型で設置される。配信プラットフォームは、

ブロードバンド代替の対象地域と同じ内容の放送波を受信するため、当該地域が所在する

放送エリアにおけるDCに設置されることになることから、全国に分散配置されることにな

る。 

端末については、Androidのネイティブアプリを提供することのみを前提としている。

録画ニーズへの対応については、見逃し配信機能を実装することが可能とされているが、

提案においては機能概要の検討のみが行われ、具体的な費用は提示されていない。 

                                                        
15 Digital Rights Managementの略。デジタルデータとして表現されたコンテンツの著作権を保護

し、その利用や複製を制御・制限する技術の総称をいう。音声・映像ファイルにかけられる複製の制

限技術などが有名だが、広義には画像ファイルの電子透かしなども含まれる。 
16 Electronic Program Guideの略。テレビやパソコンなどの画面に、テレビの番組表を表示するシ

ステムのことをいう。 
17 Data Centerの略。外部へ機能やサービスを提供するためのサーバコンピュータなどを設置、運用

するための施設のことをいう。 
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検討された主な機能として、「Androidネイティブアプリ」、「スマートデバイスでの視聴」、

「画質=720p」、「音声２ch」、「字幕」、「データ放送」及び「EPG」が挙げられる。「アクセス

制御18」については、機能概要の検討のみが行われ、具体的な費用は提示されていない。 

放送局側の工事については、放送波を利用するため不要となる。 

運用・サポートについては、基本的なハードウェア保守とシステムのサポート（平日の

日勤帯のみ）が含まれており、Ａ案と同様、システム監視、ユーザーサポートは含まれて

いない。 

 

図２－５ Ｂ案の全体構成・アーキテクチャ 

 

（２）Ａ案・Ｂ案の分析 

分析の手順としては、まず、放送アプリケーションの実現に当たり、主要な関係者に影響

があると想定され、かつ、それぞれのソリューションの特徴が現れやすい項目を設定の上、

それぞれのソリューションの定性的な特徴の洗い出しを行った（各ソリューションの特徴の

分析）。 

次に、それぞれのソリューションにおける試算された費用に基づき、放送アプリケーショ

ンの費用の構成の分析を行うとともに、費用に影響を与える要素の分析を行った（費用構造

分析）。なお、協力ベンダーからは、既存サービスを適用している部分については該当サー

ビスの標準価格（定価）、その他の個別開発部分については類似案件の費用を参考にした概

算価格が必要な費用として提示されたことから、実際の放送アプリケーションの構築・運用

に関わる費用と乖離している可能性を考慮し、費用の構造を中心に示すこととした。 

  

                                                        
18 Ｂ案では「配信先管理」と呼んでいる。 
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① 各ソリューションの特徴の分析 

協力ベンダー２社から提案のあったソリューションについて、定性的な特徴の分析を行

った。分析に当たっては、「モノ」、「ヒト」、「情報」及び「カネ」の４つの視点を設定した

上で、放送アプリケーションの導入・運用に際して、主要な関係者に影響があると想定さ

れ、かつ、それぞれのソリューションの特徴が現れやすい項目として14項目を設けた。分

析結果の概要は、図２－６のとおりである（詳細は参考資料２参照）。 

 

図２－６ 各ソリューションの特徴（概要） 

なお、「仮置きした品質・機能要件」との対応関係は、図２－７のとおりである。 

 

図２－７ 「仮置きした品質・機能要件」との対応関係 
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② 費用構造分析 

ア 費用構造分析の前提条件 

費用構造分析に当たっては、以下のとおり前提条件を設定した。 

 

a １世帯当たりのトラヒック量 

費用構造分析に用いる１世帯当たりの平均のユニキャストのトラヒック量は、

1.70Mbpsとした。これは、１波当たりのトラヒック量「最大6.0Mbps／波（1080pの場

合）」に、１世帯当たりの同時視聴数「２波／世帯」、平均視聴率「14.2％」を乗じて

算出したものである。ただし、１波当たりのトラヒック量や同時視聴数は最大値を採

用しているため、実際のトラヒック量と比較して上振れの可能性がある。 

 
図２－８ １世帯当たり平均のトラヒック量 

b 地上デジタルテレビジョン放送の波数 

費用構造分析に用いる地上デジタルテレビジョン放送の波数については、47都道府

県の平均値は6.11波、中央値は６波であることから、６波と中心とすることとした。 

 
図２－９ 都道府県別の地上デジタルテレビジョン放送の波数 
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c 費用構造分析のシナリオ 

費用構造分析に当たり、Ａ案とＢ案に共通のシナリオを設定した。 

１次取りまとめにおける通信に関する費用の分析については、対象となる費用項目

の多くが世帯数に応じて発生するものと見なすことができるものであったことから、

単一の放送設備（中継局）を対象とした方法、いわゆるミクロ分析の手法により経済

合理性の分析を行ったが、今般の放送アプリケーションに関する費用については、世

帯数に依存しない固定費が無視できないためミクロ分析の手法により分析を行うこと

は難しいと判断し、ブロードバンド代替を特定の一定程度の地域に適用した場合を想

定した方法、すなわち、マクロ分析の手法により行うこととした。 

これにより、費用構造分析の対象地域、対象世帯数を特定する必要が生じるところ、

費用構造分析の対象地域については、ブロードバンド代替はミニサテライト局が比較

的多い都道府県において実施される可能性が高いと考え、第２回検討会資料２－４

（NHK資料）を参考に、ミニサテライト局が比較的多い都道府県を選定した。また、Ｂ

案の提案が６波の地域を対象としている（放送波ごとのデータ生成が１都道府県当た

り６波の受信・処理を前提としている）ことから、６波以下の都道府県を選定した。 

費用構造分析の対象世帯数については、ブロードバンド代替の対象となることが想

定される設備、すなわち小規模中継局、ミニサテライト局及び辺地共聴施設のカバー

世帯数は、第２回検討会資料２－４（NHK資料）から、全世帯数の約５％であることが

読み取れるところ、費用構造分析の対象地域としてミニサテライト局が比較的多い都

道府県を選定することを踏まえ、その半数である全世帯数の2.5％とした。 

 

図２－10 費用構造分析のシナリオの設定方法 

 

具体的に設定した費用構造分析のシナリオとしては、６波以下でミニサテライト局

が多い上位４県である鹿児島県、高知県、岩手県及び熊本県においてブロードバンド

代替を導入する場合を想定することとした。 

費用構造分析の対象世帯数については、各県の総世帯数の2.5％に当たる世帯数（鹿

児島県：20,272世帯、高知県：8,767世帯、岩手県：13,307世帯、熊本県：19,912世帯）
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を合計した62,258世帯19とした。また、費用構造分析の対象波数は、各県の波数（鹿児

島県：５局６波、高知県：４局５波、岩手県：５局６波、熊本県：５局６波）を合計

すると、23波となる。 

なお、本シナリオは、あくまでも、費用構造分析のための設定であり、実際のブロ

ードバンド代替の予定を表すものではない。 

 

d 対象期間 

費用構造分析の対象期間については、各ソリューションにおいては新規にハードウ

ェアを導入することになるところ、一般的に、ハードウェア保守サービスの提供期間

は最長５年となっていることから、５年とした。 

 

e その他の前提条件 

上記のほか、Ａ案、Ｂ案それぞれについて、以下のとおり前提条件を設定した。 

【Ａ案】 

・ アクセス制御については、「ユーザーID」に基づいた判別を行うパターンで試算

する。 

・ 端末については、各視聴世帯に１台のSTBを提供することとする。 

【Ｂ案】 

・ 「放送波毎データ生成」の構成に関して、下表の２パターンの概算費用の提示

があったが、エンコーディングのビットレート等、Ａ案における条件に比較的近

いパターン②を採用する。 

パターン データ分離 配信制御・管理 配信トラヒック 

① X社 既存 CDN設備の利用 想定される平均トラフィック量の半分 

（0.85Mbps/世帯） 

② Z社 独自設備構築 想定される平均トラヒック量相当 

（1.70Mbps/世帯） 

・ 「配信制御・管理」について、当初の協力ベンダーから示された見積りにおい

て対象世帯数を3,000としていたが、示された構成としては最大10,000世帯まで対

応可能であることから、各県の対象世帯数を10,000で除した数のシステムの設置

を仮定する（「放送波毎データ生成」、「配信オリジンデータ生成」の費用について

は、対象世帯数に影響しないとする。）。 

・ 設計費用は、3,000世帯に対する１つの配信プラットフォーム構築に対する金額

と同額とする（放送局ごとの個別対応等がない場合。）。 

・ 都道府県別の波数において「６波」の県が一番多く平均的であることから、６

波を前提に検討を行う。このため、５波以下の都道府県については、波数ごとの

費用が明確な項目に関してはそれを考慮し、不明な項目に関しては６波のシステ

ムの費用を採用する。 

  

                                                        
19 世帯数は「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（令和４年１月１日現在）に記載の

世帯数を使用。 
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イ Ａ案における費用構造分析の結果 

a 放送アプリケーションの費用構成に関する分析 

放送アプリケーションの費用の構成について分析を行った。具体的には、放送アプ

リケーションの構成要素を「放送局から配信プラットフォームに接続される手前まで

の区間」、「配信プラットフォームと接続されるネットワーク」、「インターネット区間」、

「受信世帯内」の４つに区分した上で、各区分を対象に、発生する費用項目、ブロー

ドバンド代替が全国に展開された場合における総費用に影響する数量について検討を

行った。 

まず、「放送局から配信プラットフォームに接続される手前までの区間」の区分にお

いては、リアルタイムエンコーダのハードウェア（２台分の機器提供・５年間の保守）、

広域イーサネットサービス（100Mbps・２回線）に係る費用が発生するとの結果であっ

た。これらの費用は波数に影響を受けることから、同区分における「総費用に影響す

る数量」は「波数」であると考えられる。ただし、マスターからリアルタイムエンコ

ーダを接続するための設備や機器設置等に係る工事費等は考慮していない。 

「配信プラットフォームと接続されるネットワーク」の区分においては、オリジン

サーバ（リアルタイム配信用トランスコード・パッケージャ、見逃し配信用トランス

コード・パッケージャ・ストレージから構成）、DRM、番組管理表、アクセス制御及び

緊急速報に係る費用が発生するとの結果であった。これらの費用には波数に影響を受

けるものと固定費であるのものとがあることから、同区分における「総費用に影響す

る数量」は「波数」及び「固定費」であると考えられる。 

「インターネット区間」の区分においては、CDNの利用に係る費用が発生するとの結

果であった。この費用はトラヒック量、すなわち、１世帯当たりの平均のトラヒック

量と世帯数に影響を受ける一方、１世帯当たりの平均のトラヒック量は1.70Mbpsと設

定していることから、同区分における「総費用に影響する数量」は「世帯数」である

と考えられる。 

次に、「受信世帯内」の区分においては、STBのハードウェア、Android等の標準OSに

基づく視聴アプリケーションのソフトウェアに係る費用が発生するとの結果であった。

これらの費用には世帯数に影響を受けるものと固定費であるのものとがあることから、

同区分における「総費用に影響する数量」は「世帯数」及び「固定費」であると考え

られる。 
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図２－11 Ａ案における放送アプリケーションの費用構成 

 

b 放送アプリケーションの費用に影響を与える要素に関する分析 

続いて、放送アプリケーションの費用に影響を与える要素について分析を行った。

具体的には、上記aの結果に基づき、試算された費用を「固定の費用」、「波数で変化す

る費用」、「配信プラットフォームの数で変化する費用」及び「世帯数で変化する費用」

の４つに分類した上で、費用の多寡に影響を与える主要な要素について検討した。 

「固定の費用」については、その内訳としてDRM、番組表管理、アクセス制御、緊急

速報及び視聴アプリケーションに係る費用が挙げられる20ところ、今般の費用構造分

析のシナリオを用いた場合、費用の総額に占める割合は、10％程度であった。 

「波数で変化する費用」については、その内訳としてリアルタイムエンコーダ、広

域イーサネット回線、配信プラットフォームにおける機器・ラック、配信サービスの

基本料金及びオリジンサーバに係る費用が挙げられる21ところ、今般の費用構造分析

のシナリオを用いた場合、費用の総額に占める割合は、20％程度であった。 

「配信プラットフォームの数で変化する費用」については、その内訳として挙げら

れる費用がなかった。 

「世帯数で変化する費用」については、その内訳としてCDN及び端末に係る費用が挙

                                                        
20 これらは個別開発によって提供される品目であり、金額は類似案件に基づく概算費用である。ま

た、これらの費用は、厳密にはブロードバンド代替の対象となる端末数の総数にも依存するが、今般

は簡便のため定数とみなした。また、視聴アプリケーションに係る費用は、端末に搭載される１種類

の標準 OSへの対応と仮定した。また、これらの費用は、ユーザインターフェースやロジック等の設

計・デザインに関しては単純なものを想定した。 
21 これらはサービス提供される品目等であり、金額は標準定価である。また、これらの費用は、標

準サービス内での機能・サービス提供を想定した。 
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げられる22ところ、今般の費用構造分析のシナリオを用いた場合、費用の総額に占める

割合は、70％弱程度であった。なお、これらの費用には、システム監視、ユーザーサ

ポート、プロジェクト管理に係る費用は含まれていない。 

以上の結果、Ａ案については、今般の費用構造分析のシナリオを用いた場合、「世帯

数で変化する費用」が放送アプリケーションの費用総額の約３分の２を占めることが

分かった。 

 

この結果について、ブロードバンド代替における経済合理性の観点から考察すると、

Ａ案においては、放送設備当たりの受信世帯数が少ない地域にあっては、「世帯数で変

化する費用」を抑制することができると考えられ、その所在する放送エリアにおける

波数が少ない地域にあっては、「波数で変化する費用」を抑制することができると考え

られることから、ブロードバンド代替は、こうした地域をなるべく多く束ねて適用し、

対象世帯数を増やすことで、「固定の費用」の経済性を高めることができ、経済合理性

を見出しやすくなるものと考えられる。 

なお、今般の費用構造分析では、個別開発が必要なものが含まれている等、不確定

要素を含んでいるところ、試算された金額について、過小評価されている部分、過大

評価されている部分があり得る点には留意が必要である。 

 
図２－12 Ａ案における放送アプリケーションの費用に影響を与える要素 

  

                                                        
22 これらはサービス提供される品目等であり、金額は標準定価である。また、CDNに係る費用は、ト

ラヒック流量をもとに課金されるが、一部トラヒック量は配信サービスの基本料金に含まれる。ま

た、端末のハードウェアに係る費用は、一定量の発注台数をコミットした場合の概算費用をもとに

算出している。 
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ウ Ｂ案における費用構造分析の結果 

a 放送アプリケーションの費用構成に関する分析 

Ａ案と同様に、放送アプリケーションの費用の構成について分析を行った。具体的

には、放送アプリケーションの構成要素を「配信プラットフォームと接続されるネッ

トワーク」、「インターネット区間」、「受信世帯内」の３つに区分した上で、各区分を

対象に、発生する費用項目、ブロードバンド代替が全国に展開された場合における総

費用に影響する数量について検討を行った。 

「配信プラットフォームと接続されるネットワーク」の区分においては、コロケー

ション、LAN・インターネット回線（１～10G・DDoS対策込み）、保守用接続、放送波毎

データ生成、配信オリジンデータ生成に係る費用が発生するとの結果であった23。これ

らの費用には波数又は配信プラットフォームの設置数に影響を受けるものと固定費で

あるものとがあることから、「総費用に影響する数量」は「波数」、「配信プラットフォ

ームの設置数」及び「固定費」であると考えられる。 

「インターネット区間」の区分においては、配信制御・管理、CDN（導入・サポート

を含む。）に係る費用が発生するとの結果であった。これらの費用は配信プラットフォ

ームの設置数又は世帯数に影響を受けることから、「総費用に影響する数量」は「配信

プラットフォームの設置数」及び「世帯数」であると考えられる。 

「受信世帯内」の区分においては、視聴アプリケーション（Androidネイティブアプ

リ）のソフトウェアに係る費用が発生するとの結果であった24。この費用は固定費であ

ることから、「総費用に影響する数量」は「固定費」であると考えられる。 

 

図２－13 Ｂ案における放送アプリケーションの費用構成 

                                                        
23 放送波受信設備、見逃し配信システム、番組編成関連情報、配信先管理、システム運用・監視に係

る費用は含まれない。 
24 ハードウェア、見逃し配信対応に係る費用は含まれない。 
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b 放送アプリケーションの費用に影響を与える要素に関する分析 

続いて、Ａ案と同様に、放送アプリケーションの費用に影響を与える要素について

分析を行った。具体的には、上記aの結果に基づき、試算された費用を「固定の費用」、

「波数で変化する費用」、「配信プラットフォームの数で変化する費用」及び「世帯数

で変化する費用」の４つに分類した上で、費用の多寡に影響を与える主要な要素につ

いて検討した。さらに、その結果について、ブロードバンド代替における経済合理性

の観点から考察した。 

「固定の費用」については、その内訳として要件定義・全体設計、放送波毎データ

生成（データ分離）のソフトウェア及び視聴アプリケーションに係る費用が挙げられ

る25ところ、今般の費用構造分析のシナリオを用いた場合、費用の総額に占める割合

は、１％以下であった。 

「波数で変化する費用」については、その内訳として「放送波毎データ生成」内の

データ分離（チューナー）及び「放送波毎データ生成（データ分離）」のソフトウェア

に係る費用が挙げられる26ところ、今般の費用構造分析のシナリオを用いた場合、費用

の総額に占める割合は、１％以下であった。 

「配信プラットフォームの数で変化する費用」については、その内訳としてDC関連

設備（ラック、インターネット回線、LAN機器等）、放送波毎データ生成（機器等）、配

信オリジンデータ生成、CDN（サポート）に係る費用が挙げられる27ところ、今般の費

用構造分析のシナリオを用いた場合、費用の総額に占める割合は、10％程度であった。 

次に、「世帯数で変化する費用」については、その内訳として配信制御・管理（仮想

サーバ、ロードバランサー）及びCDNに係る費用が挙げられる28ところ、今般の費用構

造分析のシナリオを用いた場合、費用の総額に占める割合は、90％程度であった。な

お、これらの費用には、平日の日勤以外の保守、システム監視、ユーザーサポート等

                                                        
25 これらは個別開発によって提供される品目であり、金額は類似案件に基づく概算費用である。要

件定義・全体設計の費用は、規模や特殊性・複雑性、スコープ等によって変化するが、類似の単純な

リアルタイム配信の事例を想定した。「放送波毎データ生成（データ分離）」のソフトウェアに係る費

用は、対象のソフトウェア開発費用を固定費とライセンス費（波数×利用期間）と設定した。視聴ア

プリケーションに係る費用は、端末に搭載される Android ネイティブアプリを開発し、ユーザイン

ターフェースやロジック等の設計・デザインに関しては単純なものを想定した。 
26 これらは個別開発によって提供される品目であり、金額は類似案件に基づく概算費用である。「放

送波毎データ生成」内のデータ分離（チューナー）に係る費用は、各配信プラットフォームに予備機

（コールドスタンバイ）を設置することを想定した。「放送波毎データ生成（データ分離）」のソフト

ウェアに係る費用は、対象のソフトウェア開発費用を固定費とライセンス費（波数×利用期間）と設

定した。 
27 これらは個別開発によって提供される品目であり、金額は類似案件に基づく概算費用である。DC

関連設備、放送波毎データ生成及び配信オリジンデータ生成に係る費用は、各配信プラットフォー

ムに設置される主な機材が含まれているが、各 DCの固有の状況やキャパシティに応じた設計等は十

分に考慮できておらず、また、都内の DCの一般的な価格をもとに推計している。DC関連設備と CDN

のサポート費用は、１DC当たりの費用を単純積算とした。 
28 これらはサービス提供される品目等であり、金額は標準定価である。配信制御・管理の費用は、

配信制御・管理機能は独自設備構築とし、１万世帯ごとに１セットのハードウェアを必要と見積も

るが、実装形態も含めて十分に検討・考慮できていない。CDNに係る費用は、総トラヒック量に対し

て１GB当たりの単価を単純積算とした。 
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は含まれていない。 

以上の結果、Ｂ案については、「世帯数で変化する費用」が放送アプリケーションの

費用総額の大半（90％程度）を占めるとの結果となった。 

Ｂ案については、アクセス制御や録画ニーズへの対応に関連する費用が含まれてい

ない等、不確定要素を多く含んだ試算結果であるため、経済合理性について議論する

ためには、更なる検討により試算の精度を向上させる必要があるものと考えられる。 

 
図２－14 Ｂ案における放送アプリケーションの費用に影響を与える要素 

 

（３）放送アプリケーションの費用構造分析を踏まえたコスト試算モデル 

１次取りまとめにおいては、放送事業者等がブロードバンド代替を検討する際に必要とな

る費用の算定方法の外形的手順等を表現した「参照モデル」を提示したが、その対象は通信

に関する費用に留まっていた。 

このため、今般、放送アプリケーションの費用構造分析の結果を踏まえ、通信に関する費

用のほか、放送アプリケーションに関する費用も含めた形で、ブロードバンド代替に必要な

費用を算定するための方法（以下「コスト試算モデル」という。）を取りまとめた。 

なお、今般のコスト試算モデルは、放送アプリケーションについて、構成する各機能の費

用算定方法が一定程度明確となっているＡ案を前提としている。また、１次取りまとめにお

いて示した「仮置きした品質・機能要件」に基づいたものであるため、放送事業者等が実際

の費用を試算する際にはその時点での「品質・機能要件」に基づく必要がある。さらに、放

送アプリケーションに関する費用は、特定の地域における総費用であり、１放送事業者当た

りの費用ではないことのほか、各ステークホルダの費用負担・按分方法には触れていない点

にも留意が必要である。 
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 ブロードバンド代替のコスト試算の前提として、まず、代替の対象となる放送設備（小規

模中継局等）の決定、候補エリア及び受信世帯の特定が必要となる。 

候補エリアの特定においては、ブロードバンド代替に係る通信や放送アプリケーションに

関する費用の分析の結果、比較的経済合理性が見出しやすい傾向29が分かっているため、こ

うした傾向に着目して放送エリア内の全放送設備の中から候補を選定する（場合によっては

複数のパターンの候補を挙げる）ことが想定される。 

 ブロードバンド代替の対象となる受信世帯を特定した後、通信に関する費用及び放送アプ

リケーションに関する費用について、それぞれ具体的に試算することとなる。通信に関する

費用のコスト試算フローは、１次取りまとめに基づき図２－16のとおりであり、また、放送

アプリケーションに関する費用のコスト試算フローは、図２－17のとおりである。 

放送アプリケーションについて、Ａ案では、ベースとなる既存のネット配信サービスに必

要な機能を追加する（カスタマイズや追加の開発等を含む。）ことによって構築している。

このため、放送アプリケーションに関する費用のコスト試算フローとしては、まず、ベース

となるネット配信サービスの選定を行った上で、「放送局から配信プラットフォームに接続

される手前までの区間」、「配信プラットフォームと接続されるネットワーク」、「インターネ

ット区間」及び「受信世帯内」の４つの区分において、放送アプリケーションとして必要と

なる設備・機能ごとの単価を調査し、固定費のほか、「波数で変化する費用」及び「世帯数

で変化する費用」については単価に波数又は受信世帯数を乗じて積算することとなる。 

 
図２－15 ブロードバンド代替のコスト試算モデル 

  

                                                        
29 通信に関する費用については、単一の放送設備当たりの受信世帯数が少ないこと。放送アプリケ

ーションに関する費用については、ブロードバンド代替を検討する範囲における合計の波数を抑え

つつ、単一の放送設備当たりの受信世帯数が少ない放送設備をなるべく多く集約すること。 
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（４）放送アプリケーションに関する基礎的調査の成果と課題 

① 成果 

今般の放送アプリケーションの基礎的調査の成果として、放送アプリケーションの構成

イメージの提示、必要機能とその実装に向けた検討ポイントの提示、構成毎の特徴を分析

する視点の提示及び費用項目と費用の多寡に影響を与える要因の明確化が挙げられる30。 

 

図２－18 今般の放送アプリケーションに関する基礎的調査により得られた成果 

 

② 課題 

今般の放送アプリケーションに関する基礎的調査では、経済合理性の評価という点で課

題が残った。 

具体的には、提案におけるシステムの仕様が曖昧であったこと、「標準定価」等を用い

て算出しているところ実際の市場価格から乖離している可能性が高いことから、経済合理

性を評価するための前提となる放送アプリケーションの費用を精緻に把握することがで

きなかった。 

また、放送アプリケーションと通信に関する費用を合わせたブロードバンド代替全体の

経済合理性を評価することができなかった。これは、既に述べたとおり、１次取りまとめ

における通信に関する費用の分析については、対象となる費用項目の多くが世帯数に応じ

て発生するものと見なすことができるものであったことから、単一の放送設備（中継局）

を対象とした方法、いわゆるミクロ分析の手法により経済合理性の分析を行ったが、今般

の放送アプリケーションに関する費用については、世帯数に依存しない固定費が無視でき

ないため、ミクロ分析の手法により分析を行うことは難しく、ブロードバンド代替を特定

の一定程度の地域に適用した場合を想定した方法、すなわち、マクロ分析の手法により行

                                                        
30 なお、今般の放送アプリケーションに関する基礎的調査の結果を踏まえ、放送アプリケーション

に係る主要論点を抽出・整理したほか、放送事業者にヒアリングを行いブロードバンド代替導入に

関する放送事業者視点での課題を整理している。これらの成果については参考資料２を参照。 
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わざるを得なかったためである。 

今後、経済合理性の評価について模索していこうとしても、競争法等に準拠しつつ、全

国レベルで実際の市場価格を用いた経済合理性の評価をオープンな場である作業チーム

において行うことには限界があると考えられる。 

 

 
図２－19 今般の放送アプリケーションに関する基礎的調査の課題 
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第３章 「仮置きした品質・機能要件」の見直し 

 

１次取りまとめにおいては、ブロードバンド代替の代替可能性について検討を行うための

前提とするため、ブロードバンド代替の配信に関する品質・機能要件を仮置きすることとし、

その要件は、ブロードバンド代替を導入するとなった場合に従来からの電波による放送と視

聴体験の程度が大きく変わることのないようにするという観点で設定した。 

この「仮置きした品質・機能要件」について、今般、実証事業の結果を踏まえ見直しを行

った。第１章の「３．調査結果の分析・評価」の総合分析及び要素別分析の結果、画質のみ

に限らず、字幕、緊急地震速報、番組表、データ放送、録画、遅延、フタかぶせ等、放送で

実現されている機能等も含めて、総合的に地上波放送と同等であることが望まれていること

が明らかとなったところであり、可能な限り地上波放送と同様の要件を追求していくことが

重要である。 

なお、今般の見直し後の「品質・機能要件」は、実際にブロードバンド代替を導入する際

の要件になるというものではなく、今後、更なる見直しは当然にあり得るものである。 

 

１．対応デバイス 

（１）テレビ 

テレビへの対応は、１次取りまとめにおいて「スマートTV向けアプリ」と仮置きし、備考

として「BB代替用STBは未検討」としていた。今般の実証事業では、Fire TV Stick上で動作

するアプリ経由で被験者に視聴いただいたところ、操作感が異なっていても受容性は高いと

の結果が得られた。実際の視聴アプリの視聴者への配布方法を考えても、スマートTV向けア

プリの実装方法として、STB、ドングル、特定のOSに依存しない形で検証すべきと考え、「BB

代替用STBは未検討」の部分を「STB、ドングル等の活用可能性や特定のOSに依存しない形で

の実現可能性を検討」に見直しを行った。 

 

（２）PC、スマホ 

PC、スマホへの対応は、コストへの影響が小さいとしつつも、１次取りまとめにおいては

特段要件とはしていなかった。一方、今般の実証事業では、約半数の被験者がPC、スマホで

の視聴も利用したいと回答され、その視聴ニーズは高いことが判明した。このため、１次取

りまとめにおいてブロードバンド代替の課題として挙げた「デジタル技術の特性を活かした

サービスの向上」の方策のひとつとして、PC、スマホでの視聴可能性についても検討を行う

べきと考え、「PC、スマホなど」を「PC、スマホなどでの視聴可能性について検討（視聴ソ

フトウェア、アクセス制御方法等）」に見直しを行った。 

 

２．確実性 

（１）伝送信号の構成 

伝送信号の構成は、１次取りまとめにおいて「IPによる配信（HLS又はMPEG-DASH）」と仮
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置きしていた。今般の実証事業では、約８割が30秒程度の遅延については「全く影響がない」

又は「あまり影響がない」と回答し、その受容性は高いという結果が得られたが、その一方、

作業チームの構成員からは、災害情報の即時性、また、若者の「ながら視聴」への対応等の

ため、CMAF31等を用いた低遅延化技術についても検証すべきではないかとの意見があった。

これらを踏まえて、低遅延化技術の検証の必要性を考慮し、備考欄の「今後検討すべき事項」

として、「低遅延配信技術（CMAF等）について検討」を追記した。 

 

（２）映像・音声・データの伝送遅延 

映像・音声・データの伝送遅延については、１次取りまとめにおいて「約30秒程度」と仮

置きし、「低遅延配信技術（CMAF等）は未検討」としていた。今般の実証事業では、約30秒

程度の遅延については受容性が高いことが判明したところ、伝送遅延の要件として「約30秒

程度」は維持しつつ、（１）の「伝送信号の構成」と同様、「今後検討すべき事項」として「低

遅延配信技術（CMAF等）について検討」に見直しを行った。 

 

（３）緊急警報信号の遅延 

緊急警報信号の遅延は、１次取りまとめにおいて「何らかの方法で緊急信号にともなう通

知を行うと考慮」と仮置きし、備考として、「緊急情報の低遅延プッシュ型配信（MTE32対応）

の実装方法と、それに伴う実現可能な性能は未検討」としていた。今般、後述する３．の「（５）

「緊急地震速報（文字スーパーによるもの）」と同様、低遅延プッシュ型配信についても検

討を行うべきと考え、「低遅延プッシュ型配信（MTE等）について検討」に見直しを行った。 

 

３．映像・音声 

（１）有効走査線数 

１次取りまとめにおいては、ABRについて特段何も仮置きをしていなかった。今般の実証

事業では、ABRに関して、できればないのが望ましいとの回答が約７割と多かったが、円滑

に配信を行う上では、ABRは必要な機能であるため、要件としては追加すべきと考え、「※ABR

機能を採用」を追記することとしている。 

 

（２）最大入力音声チャンネル 

最大入力音声チャンネルは、１次取りまとめにおいて「２ch」と仮置きし、「5.1chは未検

討」としていた。地上デジタルテレビジョン放送では、標準テレビジョン放送等のうちデジ

タル放送に関する送信の標準方式（平成23年総務省令第87号）（以下「標準方式」という。）

において5.1chと規定され33、実現もなされている。また、地上デジタル放送IP再放送におい

                                                        
31 Common Media Application Formatの略。HTTPストリーミングの新しい規格のことをいい、Apple

と Microsoft にて共通の規格として 2016 年に策定され、2018 年に ISO 国際標準化された。低遅延 

HTTP ストリーミングを実現するフォーマットとして注目を集めている。 
32 Media Timed Eventsの略。動画のシーンに応じて付与できるイベント情報のことをいう。 
33 標準方式第７条第４項において、「音声信号のうち PESパケットによるものの最大入力音声チャン

ネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。」と規定されているとともに、第

45条第４項において、「音声信号のうち同期パケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五

チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。」と規定されている。 



６３ 

 

ても、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令（平成23年総務省令第95号）にお

いて5.1chと規定34されていることから、5.1chへ見直すことが適当と考え、「２ch」を「5.1ch」

に見直しを行った。なお、副音声については、今般の実証事業のヒアリング調査において、

自分は使わないがあったほうがよいとの発言が多く、社会的な必要性を意識した回答となっ

ている可能性が見て取れたほか、作業チームにおいても社会的な必要性が指摘されたところ、

主音声の5.1chとは別の音声として送る等により、地上デジタルテレビジョン放送と同様に

実現可能となる。 

 

（３）映像と音声のタイミング誤差 

映像と音声のタイミング誤差は、１次取りまとめにおいて「前提としていない」と仮置き

し、「全て未検討」としていた。動画配信サービスでは一般的に１フレーム以内が実現され

ており、また、地上デジタル放送IP再放送方式審査ガイドライン（平成23年８月１日 地上

デジタル放送補完再放送審査会）（以下「地デジIP再放送審査ガイドライン」という。）にお

いても１フレーム以内と規定されている35ことから、１フレーム以内に見直すことが適当と

考え、「１フレーム以内」に見直しを行った。 

 

（４）字幕表示タイミング誤差 

字幕表示タイミング誤差は、１次取りまとめにおいて「放送用字幕を変換して配信

（WebVTT/TTML）」と仮置きしつつ、字幕表示のタイミング精度や外字等の扱いについては「未

検討」としていた。字幕表示のタイミング精度や外字等の扱いについても検討を行うことが

適当と考え、「タイミング精度や外字等の扱いについて検討」に見直しを行った。 

 

（５）緊急地震速報（文字スーパーによるもの） 

緊急地震速報（文字スーパーによるもの）は、１次取りまとめにおいて「前提としていな

い」と仮置きし、「全て未検討」としていた。今般の実証事業では、緊急地震速報は「極め

て重要だ」との回答が65％と多く、ニーズが高いことが判明した。また、作業チームの構成

員からは、ニーズが高い緊急地震速報に関しては、CMAFを実装した上でMTEを活用した低遅

延のプッシュ型配信についても検討できるのではないかとの意見があった。さらに、地デジ

IP再放送審査ガイドラインにおいては、「文字スーパ（速報ニュース、編成ことわり、時報、

緊急地震速報など）については、映像・音声と同期表示させることなく、速やかに表示する

                                                        
34 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第 20 条において準用する第９条において、

「デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの

主たる機器の入力端子（総務大臣が別に告示で定める箇所とする。第十三条、第十七条及び第二十条

において同じ。）における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表

の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。」と規定されており、「一 デジタル放送

の標準方式のうち地上基幹放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信号を再放送する

場合」の区分の場合は、標準方式第７条第４項「音声信号のうち PES パケットによるものの最大入

力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。」に規定されている

とおりとなる。 
35 地デジ IP 再放送審査ガイドラインにおいては、「２．４ 技術面の同一性」において、「⑧ＩＰ再

放送方式に起因する映像に対する音声の相対タイミング誤差は、±１フレーム以内であること。」と

規定されている。 
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ことが望ましい。」と規定されている36ことも踏まえ、「速やかに表示させることが望ましい」

に要件を見直すとともに、「低遅延プッシュ型配信（MTE等）について検討」に見直しを行っ

た。 

 

４．権利保護 

（１）サービス提供区域 

サービス提供区域（地域限定性）は、１次取りまとめにおいて「サービス提供区域/対象

者の限定を考慮」と仮置きしていた。今般の実証事業では、「インターネットであれば離れ

た地域の放送番組も視聴したい」との回答が73％となり、離れた地域の放送番組の視聴ニー

ズは高かった。一方、ブロードバンド代替は、一般的な同時配信サービスとは異なり、地上

波放送の代替となるため、そのサービス提供区域は、代替する小規模中継局等の放送エリア

と同様とすべきである。このため、「サービス提供区域は、代替する小規模中継局等の放送

エリアに同じ」に見直しを行った。 

 

（２）視聴履歴 

視聴履歴は、１次取りまとめにおいて「特殊な対応なし」と仮置きし、「視聴データ管理

の内容は未検討」としていた。今般の実証事業では、視聴データの活用に対しては、セキュ

リティ上の不安よりも、便利な機能への期待が上回る結果となったことから、１次取りまと

めにおいてブロードバンド代替の課題として挙げた「デジタル技術の特性を活かしたサービ

スの向上」の方策のひとつとして、視聴データの活用についても積極的に検討を行っていく

べきと考え、「視聴データ管理の内容は未検討」を「視聴データの活用方法について検討」

に見直しを行った。 

 

５．利便性 

（１）データ放送 

データ放送は、１次取りまとめにおいては特段何も仮置きはせず、「提供可否や変換方法

などを含めて全て未検討」としていた。今般の実証事業では、データ放送は、「極めて重要」

又は「あるほうがよい」との回答が８割弱となり、そのニーズが高かったことから、技術的

な困難さがあるとしても、データ放送で提供している情報をどう提供していくかという「提

供の在り方」を含めて検討を行うべきと考え、「提供可否や変換方法などを含めて全て未検

討」を「提供の在り方について検討」に見直しを行った。 

 

（２）電子番組ガイド 

電子番組ガイドは、１次取りまとめにおいて「番組表」を提供機能として仮置きしていた。

                                                        
36 地デジ IP 再放送審査ガイドラインにおいては、「２．３ サービス・編成面の同一性」において、

「④字幕サービスについて、画面表示形式、映像・音声に対する表示タイミングが、地上デジタルテ

レビジョン放送の電波による受信の場合と同等であること。ただし、文字スーパ（速報ニュース、編

成ことわり、時報、緊急地震速報など）については、映像・音声と同期表示させることなく、速やか

に表示することが望ましい。」と規定されている。 
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今般の実証事業では、「番組表を表示する機能は不可欠だ」との回答が６割強と多く、その

ニーズは高いといった結果が得られた。また、作業チームの構成員からは、デジタル情報で

あることのメリットをより一層活用する方策を検証する観点から、例えば、EPGからダイレ

クトにチャンネルを切り替えたり、EPGと見逃し配信の番組や、既にダウンロードした番組

等をリンクさせる機能について検証に値するとの意見があった。これらを踏まえ、「デジタ

ル技術の特性を活かしたサービスの向上」の方策のひとつとして、単に番組表を提供するだ

けでなく、「番組表からのチャンネル切替え機能」を要件に追加するほか、「今後検討すべき

事項」を「番組表と録画・ダウンロード番組や見逃し配信番組とのリンク機能について検討」

に見直しを行った。 

 

（３）録画 

録画は、１次取りまとめにおいて「録画機能、見逃し配信・ダウンロード機能などは未検

討」としていた。今般の実証事業では、56％の方が見逃し配信機能があっても録画したいと

回答し、また、見逃し配信の期間は２週間～１ヶ月という回答が多数を占めた。さらに、作

業チームの構成員からは、権利保護機能付きのファイルのダウンロードや、現行よりも長い

期間視聴可能な見逃し配信などについて、実際に実装してその機能性や受容性を検証してい

くことが必要ではないかといった意見があった。これらを踏まえ、「録画（ストリーミング

動画の蓄積）の代替機能として、ファイルダウンロード機能及び見逃し配信機能」を要件に

追加するとともに、「今後検討すべき事項」を「録画（ストリーミング動画の蓄積）の実現

可否について検討」に見直しを行った。 

 

（４）受信機の使用感 

１次取りまとめにおいては、特段何も仮置きをしていなかった。今般の実証事業では、端

末の操作性について「操作は異なるが、難しくない」又は「違和感はあるが慣れそうだ」と

の回答が89％と多く、その受容性は高かった。一方、ユーザーアクセシビリティ確保の観点

からは、可能な限り地デジ放送の受信機と同等とすべきと考え、「可能な限り、地デジ受信

機と同等の操作性」を追記した。 

 

（５）チャンネル切替え時間 

１次取りまとめにおいては、「前提としていない」と仮置きし、「全て未検討」としていた。

今般の実証事業では、チャンネル切替えについて受容性は高かったものの、ユーザーアクセ

シビリティ確保の観点からは、可能な限りシームレスな切替えを可能とすべきと考え、「前

提としていない」を「可能な限り、シームレスなチャンネル切替えが可能なもの」に見直し

を行った。 
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第４章 今後の検討課題と検討の方向性 

  

ブロードバンド代替を実際に導入するに当たっては、以下に示すように、放送法（昭和25

年法律第132号）の規定との関係をどのように考えるかといった制度面における課題、地上

テレビジョン放送事業者がどのようなプロセスによって住民の方々の理解を得ていくべき

かといった運用面における課題等、様々な課題が想定される。 

本章においては、ブロードバンド代替を実際に導入するに当たっての課題について、１次

取りまとめで例示された課題と実証事業の実施を通じて抽出された課題とに分けて示すが、

これらのほかにも制度面・運用面において様々な課題があると考えられ、今後、それら様々

な課題について具体的に検討を進めていくべきである。 

 

１．１次取りまとめで例示された課題に係る検討状況と今後の検討の方向性 

１次取りまとめにおいては、現時点で想定される課題の例示として、（１）著作権等の権

利処理、（２）地域制御の有無、（３）住民理解・受信者対策、（４）ユーザーアクセシビリ

ティの確保、（５）デジタル技術の特性を活かしたサービスの向上及び（６）放送法との関

係等の６つの課題を挙げた。これら課題の検討状況と今後の検討の方向性は、以下のとおり

である。 

 

（１）著作権等の権利処理 

フタかぶせについては、その視聴者の受容性を実証事業において確認したところ、フタか

ぶせは「できればないのが望ましい」又は「受け入れられない」との回答が約７割と多い一

方で、「インターネット経由ならではの事象だとして、受け入れられる」との回答が約３割

との結果であった。 

小規模中継局等の代替がIPユニキャスト方式により行われる場合、フタかぶせは回避され

るべきものであり、この受容性の調査結果を踏まえつつ、許諾推定規定の創設等を内容とす

る著作権法の改正（令和４年１月１日施行）によってもなお解決していない課題としてどの

ようなものが考えられ、それを解決するためにはどのような対策が必要かについて更に検討

を進めていくべきである。 

 

（２）地域制御の有無 

地域制御については、今般の「仮置きした品質・機能要件」の見直しにおいて、一般的な

同時配信サービスとは異なり、地上波放送の代替であるため、サービス提供区域は、代替す

る小規模中継局等の放送エリアに同じとすべきと考え、「サービス提供区域は、代替する小

規模中継局等の放送エリアに同じ」とした。また、地域制御手段については、IPアドレス、

GPS、ユーザーID等、複数の手段が考えられる37。 

                                                        
37 地域制御の手段について、放送アプリケーションに関する基礎的調査においては、Ａ案では郵便

番号及びユーザーID、Ｂ案ではアプリケーション IDが検討されている。 
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今後は、こうした点を踏まえ、各地域制御手段のメリット・デメリットを含め、具体的に

検討を進めていくべきである。 

 

（３）住民理解・受信者対策 

住民理解・受信者対策について、実証事業では、総合的な受容性評価として、「もし放送

の代わりにインターネット経由で番組を視聴するとなった場合に受け入れられそうですか。」

との質問に対し、ミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリアの全体で約９割の被験者

が受け入れられるとの回答が得られた。他方、今般の実証事業は、既存のネット同時配信等

サービスを活用しての調査であったこと、被験者の数や調査対象地域の数に限りがあったこ

と等、一定の検証に留まった。また、ブロードバンド等の利用に係る費用については、「一

定程度の費用負担はやむを得ない」との回答が多かったものの、具体的に受容できる費用水

準については調査できていない。また、住民理解を得ていくためのプロセスについては、辺

地共聴施設エリアにおける実証事業の成果として、被験者が20名と限られる点に留意する必

要があるものの、切替え案内について、町会長・自治会長・組合長や行政機関からのもので

あると安心できるとの回答が多く、案内の媒体としては、「地域の回覧板」が安心との回答

が多数を占め、また、対面による説明会を評価する回答が約95％と多かった。切替え後に生

じる費用については、現状より多少高くなってもよいとする回答は16％と低い結果となった。

円滑な切替えを実現するには、このような結果を踏まえつつ、関係者が一体となって、事前

説明、切替え工事時の説明及びフォロー等を丁寧に行い、切替え実施の趣旨や内容、生じる

メリットやデメリット38について、住民の方々の十分な認識、理解を得た上で実施すること

が重要であるとの結果が得られた。 

今後は、こうした点を踏まえ、具体的に放送アプリケーションを試作し、被験者の数を増

やす等し、住民理解・受信者対策について更なる検討を進めていくべきである。 

 

（４）ユーザーアクセシビリティの確保 

ユーザーアクセシビリティについて、実証事業では、チャンネル切替えの操作性について

検証したところ、操作感が異なっても「難しくない」又は「慣れそうだ」との回答が約９割

と多く受容性が高いという結果が得られたものの、ユーザーアクセシビリティ確保の観点か

ら、可能な限りシームレスな切替えを可能とすべきと考え、「仮置きした品質・機能要件」

の見直しにおいて、「可能な限り、シームレスなチャンネルの切替えが可能なもの」とした。 

また、副音声の必要性については、実証事業では、アンケート調査において「あるほうが

よい」と「なくてもよい」がともに約４割と意見が分かれた一方、ヒアリング調査において

は、自分は使わないがあったほうがよいとの発言が多く、社会的な必要性を意識した回答と

なっている可能性が見て取れた。加えて、作業チームにおいてもその社会的な必要性が指摘

された。字幕については、実証事業では、アンケート調査において「極めて重要だ」又は「あ

るほうがよい」との回答が７割とニーズが高く、ヒアリング調査においては、耳の悪い方へ

の配慮等、社会的な重要性を指摘する声のほか、自身の耳が悪くなることへの懸念も聞かれ

た。これら踏まえ、「仮置きした品質・機能要件」の見直しにおいては、副音声は「最大入

                                                        
38 作業チームの構成員からは、辺地共聴施設については、施設の保険加入契約を断られること、ま

た、未保険の場合、組合員の方々に故障修理に伴う臨時の費用負担を生じる可能性があるとの意見

があった。 
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力音声チャンネル」の要件を「5.1ch」としているところ、主音声の5.1chとは別の音声とし

て送る等により実現することとし、字幕については「タイミング精度や外字等の扱いについ

て検討」とした。 

今後は、具体的に放送アプリケーションを試作し、ユーザーアクセシビリティについて更

なる検討を進めていくべきである。 

 

（５）デジタル技術の特性を活かしたサービスの向上 

デジタル技術の特性を活かしたサービスの向上について、実証事業では、インターネット

独自の機能として、約半数の被験者から PC やスマホでの視聴を利用したいと回答が得られ

たほか、録画については、「見逃し視聴機能があっても自宅のレコーダーでの録画もできた

ほうがよい」との意見が半数強と多く、レコーダーの代替としての見逃し視聴期間について

は意見が分かれるが２週間～１ヶ月分との回答が多いという結果となった。また、データ放

送については、「極めて重要」又は「あるほうがよい」との回答が８割弱とニーズが高く、

番組表については、「番組表を表示する機能は不可欠だ」という回答が６割強と多くニーズ

が高かった。視聴データ活用については、セキュリティ不安よりも便利な機能への期待が上

回った。 

この結果を踏まえ、「仮置きした品質・機能要件」の見直しにおいて、PCやスマホでの視

聴については「PC・スマホなどでの視聴可能性について検討」、録画については「録画（ス

トリーミング動画の蓄積）の代替機能として、ファイルダウンロード機能及び見逃し配信機

能」を要件とした上で「録画（ストリーミング動画の蓄積）の実現可否について検討」、デ

ータ放送については「提供の在り方について検討」、番組表については「番組表からのチャ

ンネル切替え機能」を要件とした上で「番組表と録画・ダウンロード番組や見逃し配信番組

とのリンク機能について検討」、視聴データ活用については「視聴データの活用方法につい

て検討」とした。 

今後は、具体的に放送アプリケーションを試作し、デジタル技術の特性を活かしたサービ

スの向上について更なる検討を進めていくべきである。 

 

（６）放送法との関係等 

放送法との関係等については、１次取りまとめにおいて、NHKのあまねく受信義務（放送

法第20条第５項）39、民間放送事業者のあまねく受信努力義務（同法第92条）40、災害放送実

                                                        
39 放送法第 20 条第５項においては、「協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョ

ン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。」と規定され

ている。 
40 放送法第 92 条においては、「特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者（電波法の規定

により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。）は、その基幹放送局

を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるよう

に努めるものとする。」と規定されている。 
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施義務（同法第108条）41、NHKとの受信契約（同法第64条第１項）42等との関係に関する課題

が挙げられている。 

これらのうち、災害放送関係では、実証事業において、緊急地震速報に対するニーズが非

常に高いという結果が得られており、「仮置きした品質・機能要件」の見直しにおいて、「速

やかに表示させることが望ましい」を要件とした上で、「低遅延プッシュ型配信（MTE等）に

ついて検討」とした。 

今後は、緊急地震速報について具体的に検証を行うとともに、その他の課題についても検

討を進めていくべきである。 

 

図４－１ １次取りまとめで例示された課題に係る検討状況と今後の検討の方向性 

 

                                                        
41 放送法第 108 条においては、「基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、

洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発

生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。」と規定

されている。 
42 放送法第 64 条第１項においては、「協会の放送を受信することのできる受信設備（次に掲げるも

のを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。）を設置した者は、同項

の認可を受けた受信契約（協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四

項において同じ。）の条項（以下この項において「認可契約条項」という。）で定めるところにより、

協会と受信契約を締結しなければならない。ただし、特定受信設備を住居（住居とみなされる場所と

して認可契約条項で定める場所を含む。）に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受

信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結して

いるとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条

項で定める場合は、この限りでない。」と規定されている。 
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２．実証事業の実施を通じて抽出された検討課題と検討の方向性 

１次取りまとめにおいて例示された課題以外にも、実証事業の実施を通じて新たな検討課

題が抽出された。 

具体的には、実証エリアにおける受容性の検証のうち、ミニサテライト局エリア及び小規

模中継局エリアにおける調査結果の分析・評価を通じ、「フィールド調査における未検討・

未到達課題」、「映像等関連要素に関する課題」及び「その他要素に関する課題」として計16

項目の課題が抽出された43。 

 

 

図４－２ 実証事業の実施を通じて抽出された検討課題と検討の方向性 

（ミニサテライト局エリア・小規模中継局エリア） 

  

                                                        
43 このほか、「放送機能関連要素に関する課題」としては、インターネットならではの機能（PC・ス

マホでの視聴、視聴データの活用等）、放送アプリケーションの機能（データ放送、緊急地震速報、

録画等）、ユーザインターフェース（テレビ画面、リモコン等）の課題が挙げられるが、全て１次取

りまとめで例示された課題に含まれることから、ここでは記載していない。 
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また、実証エリアにおける受容性の検証のうち、辺地共聴施設エリアにおける調査結果の

分析・評価を通じ、「切替えの案内文書に関する課題」、「切替えの説明会に関する課題」、「円

滑な切替えに係る課題」及び「事業全般に係る課題」として計13項目の課題が抽出された。 

 

  
図４－３ 実証事業の実施を通じて抽出された検討課題と検討の方向性 

（辺地共聴施設エリア） 
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第５章 今後の進め方 

 

第４章において述べたとおり、ブロードバンド代替を導入するに当たっての課題として、

１次取りまとめで例示したもののほか、実証事業の実施を通じて新たな課題も明らかとなっ

た。 

 

１次取りまとめにおいて述べたとおり、ブロードバンド代替を導入するに当たっての課題

については、着実な検討が求められるものであり、その検討に当たっては、実際に住民の方々

に代替手段を利用していただき、その声を聞くことが極めて重要である。 

この点、今般実施した実証事業では、現時点でブロードバンド代替のための配信サービス

が存在しないことから、既存のネット同時配信等サービスを活用して調査を実施するに留ま

った。しかし、当然のことながら、視聴者の受容性の検証や技術的な検証は、実際に代替す

るとなった場合に想定される形に可能な限り近い代替手段を活用して実施することが望ま

しい。 

このため、次の段階としては、今般の見直し後の「品質・機能要件」に可能な限り準拠し

てブロードバンド代替を想定した放送アプリケーション（配信プラットフォーム）を試作し

た上で、放送番組の配信を行う新たな実証事業を実施することにより、視聴者の受容性の検

証や技術的な検証を行うことが適当である。 

 

また、ブロードバンド代替が放送事業者の「経営の選択肢」として導入可能な環境を整備

するためには、視聴者の受容性の検証や技術的な検証のみならず、導入の手順や準拠すべき

条件等を示していくことが必要である。このため、第３章において取り扱った「品質・機能

要件」44に加え、第４章において述べた検討課題も踏まえ、ブロードバンド代替の「共通し

た全体の枠組みとして決定すべき事項」を取りまとめた「青写真（ブループリント）」の策

定や、放送事業者においてブロードバンド代替を検討する際の参考となる「標準的手順」の

策定等の取組が重要となる45。 

作業チームでは、今後、こうした取組を進め、小規模中継局等の次期更新スケジュール46

を踏まえ、ブロードバンド代替が放送事業者の新たな「経営の選択肢」となり得るか否かに

ついて、令和６年夏頃に結論を得ることを目指すこととする。 

 

                                                        
44 「品質・機能要件」は、ブロードバンド代替の「共通した全体の枠組みとして決定すべき事項」を

定める「青写真（ブループリント）」と一体不可分であるため、今後は「青写真（ブループリント）」

の中で一体的に検討・整理していくことも考えられる。 
45 辺地共聴施設をケーブルテレビに切替える実証事業を実施することにより、代替時の留意事項等

について更なる課題の抽出と対策の検討を進めることは、「標準的手順」の策定等の参考となる。 
46 地上テレビジョン放送事業者の小規模中継局等については、その更新が令和８年度（2026 年度）

から令和 10 年度（2028 年度）にかけて、その更新計画の策定が令和６年度（2024 年度）後半から

令和７年（2025年度）にかけて予定されている。 
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図５ ブロードバンド代替の「青写真（ブループリント）」 

 

「はじめに」において述べたとおり、人口減少や視聴スタイルの変化等、放送を取り巻く

環境が急速に変化する中において、良質な放送コンテンツを全国の視聴者に届けるためには、

放送事業者の放送ネットワークインフラに係るコスト負担を軽減することが重要であり、ブ

ロードバンドインフラの普及が全国的に進む中、ブロードバンド等による小規模中継局等の

代替は、そのための具体的方策のひとつとして期待される。 

他方で、ブロードバンド等による小規模中継局等の代替は、一般的なネット同時配信等サ

ービスとは異なり、従来からの電波による放送を代替しようとするものであり、放送事業者

及び視聴者の双方にとってこれまでに経験したことのない新たなサービスとなることから、

その実現までの道のりは決して平坦ではない。 

このため、新たな実証事業、ブロードバンド代替の「青写真（ブループリント）」や「標

準的手順」の策定といった今後の取組においては、放送事業者47、通信事業者、ベンダー、

視聴者、総務省等の関係者が、それぞれの知見やネットワーク等のリソースを持ち寄り、そ

の役割分担も含めて合意形成を図りながら検討を進めていくことが何よりも重要となる。ま

た、IPユニキャスト方式以外の代替手段も含めた最適な代替手段について検討を進めていく

ことも必要となる。 

作業チームでは、こうした認識の下、引き続き、ブロードバンド等による小規模中継局等

の代替について、より実践的に検討を進めていくこととし、関係者には今後の取組への積極

的な参画を期待したい。 

                                                        

47 NHKは、「NHK経営計画（2021-2023年度）」（2023年１月修正）において、「ネットワークコスト削

減等、視聴者の将来負担の軽減につながる先行支出等」として「総額 600 億円」を計上するとして

いる。その中で、「民間放送事業者と連携し、設備維持コストの抑制に取り組みます。」とし、「通信

などの代替手段検討」を挙げている（「NHK経営計画（2021-2023年度）の修正について（説明資料）」）。 
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１．開催要綱
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デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 

「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム｣ 

開催要綱（改訂版） 

１ 背景・目的 

 本作業チームは、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会（以下「検

討会」という。）の下で開催される会合として、小規模中継局等のブロードバンド等

（ケーブルテレビ、光ファイバ等）による代替可能性について検討することを目的と

する。

２ 名称 

本作業チームは「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チー

ム」と称する。

３ 検討項目 

（１）小規模中継局等のカバーエリアにおける代替手段の利用可能性

（２）代替手段としてのブロードバンド等に求められる機能・品質要件

（３）その他

４ 構成及び運営 

（１）作業チームの主査は、検討会座長が指名する。作業チームの構成員は、主査が

指名する。 
（２）主査は、必要があると認めるときは、主査代理を指名することができる。

（３）主査代理は主査を補佐し、主査不在のときは主査に代わって作業チームを招集
する。 

（４）主査は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことがで
きる。

（５）その他、作業チームの運営に必要な事項は、主査が定めるところによる。

５ 議事の取扱い 

（１）作業チームの会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより当

事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合そ

の他主査が必要と認める場合については、非公開とする。 

（２）作業チームの会議で使用した資料及び議事要旨については、原則として公開す

る。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の

利益を害するおそれがある場合その他主査が必要と認める場合については、非公

開とする。 

６ その他 

作業チームの庶務は、情報流通行政局放送政策課が、同局情報通信作品振興課、

放送技術課、地上放送課及び衛星・地域放送課地域放送推進室の協力を得て行うもの

とする。 
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「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム｣構成員名簿 

（敬称略・主査を除き五十音順、令和５年７月７日現在） 

＜構成員＞ 

（主査） 伊
い

 東
とう

  晋
すすむ

東京理科大学 名誉教授 

石
いし

 塚
づか

  功
いさお

日本テレビ放送網株式会社 技術統括局長 

市
いち

 川
かわ

 芳
よし

 治
はる

 日本放送協会 経営企画局専任局長 

大
おお

 矢
や

晃
てる

 之
ゆき

 ソフトバンク株式会社 執行役員 テクノロジーユニッ

ト統括 モバイル＆ネットワーク本部 本部長

小
お

川
がわ

 栄
えい

 治
じ

株式会社フジテレビジョン 技術局長 

落
おち

 合
あい

 孝
たか

 文
ふみ

 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 プロトタイプ政策

研究所所長・シニアパートナー弁護士 

京
きょう

屋
や

知
とも

 行
ゆき

 株式会社TBSテレビ メディアテクノロジー局長 

クロサカ タツヤ 株式会社企 代表取締役 

齋
さい

 藤
とう

  一
はじめ

株式会社テレビ東京 技術局長 

高
たか

 木
ぎ

武
たけ

 彦
ひこ

 株式会社テレビ朝日 技術局長 

髙
たか

 田
た

仁
ひとし

一般社団法人日本民間放送連盟 企画部長 

髙
たか

 田
だ

光
みつ

 浩
ひろ

 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 副理事長 

滝
たき

 川
がわ

 大
だい

 介
すけ

 東日本電信電話株式会社 ビジネス開発本部 クラウド 

＆ ネットワークビジネス部 基盤ネットワークサービス

担当 担当部長 

寺
てら

 田
だ

健
けん

 二
じ

日本放送協会 理事・技師長 

平
ひら

 林
ばやし

 義
よし

 和
かず

 西日本電信電話株式会社 バリューデザイン部 コミュニ

別紙 

付録ー4



ケーション基盤部門 NWサービス担当 担当部長

丸
まる

 田
た

徹
とおる

ＫＤＤＩ株式会社 執行役員 技術企画本部 副本部長 

三
み

友
とも

 仁
ひと

 志
し

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授 

森
もり

 川
かわ

 博
ひろ

 之
ゆき

 東京大学大学院工学系研究科 教授 

＜オブザーバ＞ 

岡
おか

 村
むら

 憲
のり

 優
まさ

 一般社団法人電子情報技術産業協会 

テレビネットワーク事業委員会 前委員長

長
なが

 田
た

三
み

紀
き

情報通信消費者ネットワーク 

林
はやし

秀
しゅう

弥
や

名古屋大学大学院法学研究科 教授 
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２．開催状況
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デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 

「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム｣ 

開催状況（第７回以降） 

 

○第７回（令和４年９月30日（金）16:00～） 

(1) 開催要綱の改訂及び議事の取扱いについて 

(2) 作業チームの今後の進め方について 

(3) 実証事業の実施計画案について 

(4) 意見交換 

 

○第８回（令和４年12月20日（火）14:00～） 

(1) 実証事業の調査結果の速報（基礎的調査・ミニサテライト局エリア） 

(2) 今後の実証事業の予定 

(3) 意見交換 

 

○第９回（令和５年１月20日（金）15:00～） 

(1) 実証事業の調査の速報（小規模中継局エリア） 

(2) 今後の実証事業の予定 

(3) 意見交換 

 

○第10回（令和５年２月21日（火）13:00～） 

(1) 実証事業の調査結果の速報①（小規模中継局エリア） 

(2) 実証事業の調査結果の速報②（辺地共聴施設エリア） 

(3) 今後の実証事業の予定 

(4) 意見交換 

 

○第11回（令和５年４月26日（水）17:00～） 

(1) 実証事業報告①（放送アプリケーションに関する基礎的調査） 

(2) 実証事業報告②（実証エリアにおける検証結果の評価・分析） 

(3) 意見交換 
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○第12回（令和５年５月25日（木）15:00～）

(1) 放送アプリケーションに関する調査結果を踏まえたブロードバンド代替の

今後の検討方針について

(2) 作業チームの今後の進め方について

(3) 「仮置きした品質・機能要件」の見直し案及び令和５年度実証事業案について

(4) 意見交換

○第13回（令和５年６月21日（水）15:00～）

(1) 放送アプリケーションのコスト試算モデルについて

(2) ２次取りまとめ案について

(3) 意見交換

○第14回（令和５年７月７日（金）15:00～）

(1) ２次取りまとめ案について

(2) 意見交換
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デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会

小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム
２次取りまとめ（案）

令和５年９月

～概要～



作業チームにおける検討の概要 1

○ 作業チームでは、１次取りまとめ以降、ブロードバンド代替（IPユニキャスト方式）の可能性について、実証事業を実施
しつつ、令和４年９月から令和５年７月にかけて計８回の会合を開催し、更なる検討を進めてきた。

○ 具体的には、実証事業の実施を通じて視聴者の受容性の検証、放送アプリケーションの構成・費用構造の分析等を
行った上で、ブロードバンド代替の可能性について検討するために仮置きしていた「品質・機能要件」の見直し、今後の
検討課題と検討の方向性について議論を行った。

実証エリアにおける受容性の検証 【第１章】

ミニ
サテライト局

エリア

小規模
中継局
エリア

辺地共聴
施設
エリア

実証エリアの選定

基礎的調査 【第２章・参考資料】

放送アプリケーションの構成・費用構造等

ネット同時配信等サービスの概要

フィールド調査

ネット同時配信等サービス
の視聴

アンケート調査・ヒアリング調査

調査結果の分析・評価

「仮置きした品質・機能要件」の見直し 【第３章】

今後の検討課題と検討の方向性 【第４章】

実
証
事
業

今後の進め方 【第５章】

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
による代替



第１章 実証エリアにおける受容性の検証

2



実証エリアにおける受容性の検証の全体像

○ 実証エリアにおける受容性の検証では、実証エリアとして、ミニサテライト局エリア１ヶ所、小規模中継局エリア１ヶ所及
び辺地共聴施設エリア１ヶ所を選定した上で、当該エリアの住民の方々にネット同時配信等サービスを視聴いただき、
アンケート調査及びヒアリング調査を行い、その結果について分析・評価を行った。

3

視聴者の
受容性

代替可能性

経済合理性

位置付け全体概要

フィール
ド調査

[ミニサテライト局・小規模中継局エリア]
○ 選定した実証エリアにおいて、世帯別調査（調査

Ａ）と集合検証（調査Ｂ）の２種類の調査を実施

○ 被験者に対し、ネット同時配信等サービス（NHKプ
ラス及びTVer）の視聴に基づいて、アンケート調査及
びヒアリング調査を実施

[辺地共聴施設エリア]

○ 選定した実証エリアにおいて、ケーブルテレビへの
切替えを行い、世帯別調査を実施

○ 被験者に対し、地上波放送との比較、切替えへの認
識等についてアンケート調査及びヒアリング調査を実
施

・通信に関する費用
・放送アプリケーショ
ンに関する費用等

↑
１次取りまとめ及び実
証事業の基礎的調査に
おいて検討

総合的な受容性評価

映像等関連 放送機能 その他

画質
ABR
遅延
音声

副音声
字幕

緊急地震速報
ﾁｬﾝﾈﾙ切替え等

番組表
ザッピング
データ放送

録画

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ速度
ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ
ｿﾌﾄｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ
地域限定性
独自の機能
フタかぶせ

費用

分析
評価

○ 単純集計

○ クロス集計

○ 相関分析

○ テキストマイニング



実証エリアの概要 ①ミニサテライト局エリア・小規模中継局エリア

はんのうかみあかだくみ

飯能上赤工局
はらいちば

・所在地： 埼玉県飯能市大字原市場
・電力： 0.01W
・カバー世帯数： 約500世帯

© OpenStreetMap contributors

出典： 放送エリア図・放送局名： 総務省関東総合通信局デジタル中継局開局情報

飯能上赤工局エリアの様子

4

○ 実証エリアは、サンプルとしての代表性や調査のフィージビリティ確保等の観点から選定。
○ 具体的には、ミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリアについては、以下の基準に基づき、

ミニサテライト局は「飯能上赤工局」、小規模中継局は「桐生梅田局」を選定。
a 関東広域圏内の局

b カバー世帯数が全国平均※に近い局
※ミニサテライト局は、そのカバー世帯数の全国平均である約580世帯を採用。小規模中継局は、そのカバー世帯数の全国平均である約１万500世帯を下回る局の平均（約2,200世帯）を採用。

c NHK２波、関東キー局５波及び独立局１波の計８波が揃っている局

d 放送エリアにおいてブロードバンドサービスが提供されている局

e 実証のフィージビリティが確保できる局（集合会場の確保、離島や大雪等がない等）

f 実証への協力の得やすさ（大規模観光地に該当しない、デジタル新局ではない）

きりゅううめだ

桐生梅田局
ひしまち

・所在地： 群馬県桐生市菱町
・電力： 0.1W
・カバー世帯数： 約1,800世帯

© OpenStreetMap contributors

桐生梅田局エリアの様子

出典： 放送エリア図・放送局名： 総務省関東総合通信局デジタル中継局開局情報

桐生梅田局

【ミニサテライト局エリア】 【小規模中継局エリア】



まちや

町屋テレビ共同聴視施設組合
まちやちょう

・所在地： 茨城県常陸太田市町屋町
・世帯数： 約330世帯

町屋町の様子

© OpenStreetMap contributors

5実証エリアの概要 ②辺地共聴施設エリア

○ 辺地共聴施設エリアについては、以下の基準に基づき、「町屋テレビ共同聴視施設組合」を選定。
a 住民の組合(非営利)が設置する施設

b 事業に対する住民(組合員)の合意が得られる施設

c 事業に対するケーブルテレビ事業者の協力が得られる施設

d 必要最小限のNHK２波及び関東キー局５波の計７波が揃っている施設

e 共聴エリアにおいてブロードバンドサービスが提供されている施設

f ケーブルテレビのサービスエリアに近接する施設

g 実証のフィージビリティが確保できる施設（集合会場の確保、離島や大雪がない等）



フィールド調査の全体像 6

○ フィールド調査では、選定した各実証エリアにおいて被験者を募集し、ミニサテライト局エリア及び小規模中継局エリアについ
てはネット同時配信等サービスを視聴いただき、その受容性等についてアンケート調査及びヒアリング調査を実施した。

○ 辺地共聴施設エリアについては辺地共聴施設からケーブルテレビへの切替えを実施し、切替え時の案内の在り方、辺地共聴
施設及び切替えに対する認識、将来の放送の在り方等についてアンケート調査及びヒアリング調査を実施した。

地域への説明

被験者の
募集

調査実施

結果集計

ミニサテライト局エリア・小規模中継局エリア 辺地共聴施設エリア

①

②

③

④

[ミニサテ：11月、小規模：12月～1月]

調査Ａ（世帯別調査）

• 機器設置、環境調査
• 番組視聴（見逃し配信）
• アンケート、ヒアリング

[ミニサテ：11/12、小規模：12/19・
1/15]

調査Ｂ（集合検証）

• 番組視聴（同時配信）
• アンケート、ヒアリング

• アンケート調査結果の集計
• ヒアリング内容のテキスト化

[９月～11月]
• 市役所、町屋テレビ共同聴視施設組合長への説明
• 組合長が切替え対象エリアの全世帯へ案内文書を
回覧

• 実証ケーブルテレビ事業者による説明会の実施

[11月～1月]
実証ケーブルテレビ事業者による説明会等で募集し、
協力同意書を提出した世帯の代表者を選定

[12月～１月]
• 実証ケーブルテレビ事業者によるケーブルテレビへの
切替え

[2月]
• ケーブルテレビ切替えと視聴に関する
アンケート、ヒアリング

※ 調査に当たっては、総務省及び実証事業請負事業者にヘルプデスクを設置（辺地共聴施設エリアについては、実証ケーブルテレビ事業者にも設置）

[ミニサテ：10月、小規模：10月～12月]
• 被験者の募集（郵便）

訪問日の設定（調査Ａ）
集合会場と日時の案内（調査Ｂ）

[ミニサテ：10月、小規模：10月～12月]
• 市役所、自治会長、町会長への説明
• 地域住民への回覧
• 説明会の実施



被験者の数と属性 7

○ 被験者の数は、ミニサテライト局エリアでのべ35名、小規模中継局エリアでのべ97名、辺地共聴施設エリアで20名。
○ いずれのエリアでも高齢者の割合が高く、インターネット利用度については、ほとんど利用しない人の割合はミニサテライト局エ
リア及び小規模中継局エリアでは低く、辺地共聴施設エリアでは高かった。テレビの視聴頻度はいずれのエリアでも高かった。

ミニサテライト局エリア 小規模中継局エリア 辺地共聴施設エリア

被験者数

[調査Ａ] 15名
[調査Ｂ] 20名

のべ35名（重複７名）

[調査Ａ] 39名
[調査Ｂ] 58名（１回目30名・

２回目28名）

のべ97名（重複22名）

20名

年代

70代以上：42.9%
（12/28）

70代以上：33.3%
（25/75）

70代以上：55.0%
（11/20）

（参考）平均年齢
• 上赤工地区：52.9歳
• （参考）埼玉県：46.8歳
• （参考）飯能市：48.9歳

• 梅田町1～5丁目：54.2歳
• （参考）群馬県：48.1歳
• （参考）桐生市：51.2歳

• 常陸太田市：54.1歳
• （参考）茨城県：48.2歳

インターネット利用度
スマホ含めインターネットを

ほとんど利用しない：

22.2% （6/27）

スマホ含めインターネットを
ほとんど利用しない：

12.5% （9/72）

自宅で固定インターネットを利用し
ていない：

70.0% （14/20）

テレビ視聴度
「毎日テレビを観る」
「毎日3時間以上観る」

92.9%
（26/28）

84.0%
（63/75）

85.0%
（17/20）



調査方法 8

視聴対象番組

◎同時配信番組 △見逃し配信番組

検
証
環
境

世帯別
○普段の視聴環境で調査できる
- 普段みているテレビを利用

△視聴環境が被験者で異なる

N/A
テレビ向けアプリサービス無
技術的・期間的に実施が困難

○
【調査Ａ】

世帯別・見逃し配信番組

集合
○共通した視聴環境で調査できる

△普段の視聴環境とは異なる

○
【調査Ｂ】

集合・同時配信番組

△
メリットが小さい

ミニサテライト局・小規模中継局エリア

• 既存のネット同時配信等サービスのNHKプラスとTVerを活用し、
調査Ａ（世帯別調査）と調査Ｂ（集合検証）の２種類の調査を実施

辺地共聴施設エリア

• 辺地共聴施設からケーブルテレビによる視聴に切り替えて、切替
え時の案内の在り方、辺地共聴施設及び切替えに対する認識、将
来の放送の在り方等についてアンケート調査及びヒアリング調査
を実施

環
境

調査A（世帯別調査）
• 普段の視聴環境での調査
• NHKプラス及びTVerの見逃し配信番組を視聴

調査B（集合検証）
• 共通した視聴環境での調査
• NHKプラス及びTVerの同時配信番組を視聴
• ブラインドテスト（被験者が同時配信番組か地上波放送番組のいずれ

を視聴しているのか分からない状態での調査）により実施

手
法

被験者へのアンケート調査及びヒアリング調査

環
境

• ケーブルテレビに切り替えて、被験者である各世帯の代表
者に対して調査を実施

• 各世帯でケーブルテレビを通じた放送番組を視聴

手
法

・被験者（各世帯の代表者）への
アンケート調査及びヒアリング調査

・共聴施設組合長へのヒアリング調査

調査Ａ（世帯別調査）と調査Ｂ（集合検証）の２種類の調査の実施

※調査期間中、既存共聴設備の引込線は残した。



ミニサテライト局エリア・小規模中継局エリア 調査Ａ（世帯別調査）の概要 9

○ 調査Ａ（世帯別調査）では、各世帯で普段から利用されているテレビで、NHKプラス及びTVerの見逃し配信番組の視聴による
検証を実施。

実施環境イメージ

HDMI搭載
テレビ

Wi-Fi

Wi-Fi
ルータ 光終端装置

調査対象宅内（各戸へ設置・工事）

実証事業請負事業者が設置・動作確認・環境確認を実施

アプリ内蔵
スティック型端末

※設置は実証事業請負事業者が作成するマニュアルをもとに各世帯にて実施
※世帯ごとの視聴・通信環境確認は実証事業請負事業者にて実施
※調査期間に、アンケート・ヒアリングの両方を実施

①
事前調査
［郵便・電話］

調査実施可能性の判定
・インターネット環境の有無
・テレビの視聴状況確認

②
設置・環境調査
［訪問］

実施環境設定、動作確認、環境確認
・NHKプラス又はTVerの視聴確認
・テレビサイズ、視聴距離、通信速度測定
・検証内容の説明、視聴日時と視聴番組1つを選定

③
番組視聴
アンケート回答
［電話］

視聴実施と視聴状況確認、アンケート実施
・操作をガイドし対象番組視聴の確認
・視聴終了時連絡とアンケート回答依頼

④
アンケート回収
ヒアリング調査
［訪問］

アンケート回収、ヒアリング実施
・アンケート内容を被験者と確認しながら
詳細ヒアリングを実施（約30分間）

・ヒアリング内容は許可を得て録音しテキスト化

調査Ａの実施手順

被験者自身により視聴環境を設定
（アプリ内蔵スティック型端末の設定等）



ミニサテライト局エリア・小規模中継局エリア 調査Ｂ（集合検証）の概要 10

○ 調査Ｂ（集合検証）では、集合会場（ホテル内会議室）に設置したサイズの異なる２つのテレビで、 NHKプラス及びTVerの同時
配信番組の視聴による検証を実施。

HDMI搭載
テレビ（65型・32型）

Wi-Fi
ルータ

集合会場で実施

PC

Wi-Fi

※
PC側で、解像度を
変更しながら調査

実施環境イメージ

①同時配信番組（高画質）視聴

調査Ｂの実施手順

②地上波放送番組 視聴

③地上波放送番組 視聴

④同時配信番組（中画質）視聴

⑤同時配信番組（高画質）視聴
・同時配信番組だと説明
・字幕表示

⑥同時配信番組（高画質）視聴

⑦地上波放送番組 視聴

⑧地上波放送番組 視聴

⑨同時配信番組（中画質）視聴

⑩同時配信番組（高画質）視聴
・同時配信番組だと説明
・字幕表示、チャンネル切替え

テレビ65型（32型）を視聴 テレビ32型（65型）を視聴

⑪ヒアリング調査
・被験者ひとりにつき基本的に実証事業請負事業者の研究員が1名付きヒアリング実施
（約20分間）

・ヒアリング内容は許可を得て録音し、全てテキスト化

・サイズの異なる２つのテレビ（65型・32型）で、同時配信番組又は地上波放送番組の
計10回を視聴

・ブラインドテストとして、被験者は同時配信番組か地上波放送番組のいずれを視聴して
いるのか分からない状態で調査を実施

画質、音声の評価

画質、音声の評価

画質、音声の評価

画質、音声の評価

画質、音声の評価
字幕表示の評価

画質、音声の評価
画面切替えの評価

画質、音声の評価

画質、音声の評価

画質、音声の評価

画質、音声の評価

実証事業請負事業者が設置・動作確認・環境確認を実施



ミニサテライト局・小規模中継局エリア 調査項目（調査Ａ・Ｂ共通） 11

★は実際の視聴体験を踏まえた調査

要素 小項目 内容

映像等
関連要素

a 画質 ※調査Ａ・Ｂともに★ 「画質の鮮明さ」「文字の読みづらさ」で地上波放送との違いを感じたか

b アダプティブビットレート（ABR） ABRが発生したように感じたか・ABRの発生をどの程度受け入れられるか

c 遅延 ※調査Ｂのみ★
30秒程度の遅延は受け入れられるか
※調査Aは見逃し配信番組の視聴のため、遅延については解説図により説明して評価。

d 音声 ※調査Ａ・Ｂともに★ 「音声」で地上波放送との違いを感じたか

放送機能
関連要素

e 副音声 インターネット経由の番組視聴を想定した場合に重要と考えるか

f 字幕 ※調査Ｂのみ★ インターネット経由の番組視聴を想定した場合に重要と考えるか

g 緊急地震速報 インターネット経由の番組視聴を想定した場合に重要と考えるか

h チャンネル切替え等
※調査Ａ・Ｂともに★

チャンネル切替え等の操作等が変わることによる混乱や支障の程度はどうか
※調査Ｂでは、チャンネル切替えは実証事業請負事業者の研究員が実施。
調査Ａでは、チャンネル切替えは被験者が実施し、加えて音量操作についても被験者が実施して評価。

i 番組表 普段番組表で観たい番組を探すか、テレビ上に番組表が表示されることは重要か

j ザッピング 普段ザッピングするか、ザッピングできることは重要か

k データ放送 インターネット経由の番組視聴を想定した場合に重要と考えるか

l 録画 普段録画するか、見逃し視聴は録画の代替となるか、見逃し視聴の希望期間

その他
要素

m インターネット速度 インターネット経由の番組視聴で速度に影響がでることが気になるか

n サイバーセキュリティ ウイルスなどのサイバーセキュリティは気になるか

o ソフトのアップデート処理等 IPユニキャストを提供するアプリケーションの更新等の作業に対する抵抗感はあるか

p 地域限定性 離れた地域（他県）の放送番組が観られるようになることを期待するか

q インターネット独自の機能 インターネットならではの機能への期待、PCやスマホでの視聴等に期待するか

r フタかぶせ フタかぶせをどの程度受け入れられるか

s 費用負担 初期費用や維持費に対する考え方

インターネット経由での番組視聴に対する
総合的な受容性評価 ※調査Ａ・Ｂともに★

もし放送の代わりにインターネット経由で放送番組を視聴する場合受け入れられるか



ミニサテライト局・小規模中継局エリアにおける調査結果 ①総合的な受容性評価

全く問題なく受け

入れられる

38%

少し違和感はあるが受

け入れられる

52%

違和感があるため受け

入れづらい

4%

全く受け入れられない

0%

わからない

6%

今回の視聴全体から感じることをお答えください。もし放送の代わり

に、インターネット経由で放送番組を視聴するとなった場合に

受け入れられそうですか。

（n=103）

調査A・B

内訳 調査A 調査B 計

全く問題なく受け入れられる 26 13 39

少し違和感があるが受け入れられる 24 30 54

違和感があるため受け入れづらい 3 1 4

全く受け入れられない 0 0 0

わからない 1 5 6

12

○ アンケートにおける設問「もし放送の代わりにインターネット経由で番組を視聴するとなった場合に受け入れら
れそうですか」 に対する回答を、「総合的な受容性評価」と位置付け、分析を実施。

○ ミニサテライト局及び小規模中継局エリアを集計した結果、９割の被験者がインターネット経由での番組視聴を
受け入れられるとの結果が得られた。



総合的な受容性評価において「受け入れづらい」と回答した４名の詳細分析

実証
エリア

調査
画質※

評価
（鮮明さ）

年代 画質や受容性に関する発言

ミニ
サテ

B × 70以上
映像は（中画質以外）鮮明だった気がした。インターネット（経由）になった際の受信料が気になる。インターネットになること自体は時代の流れだと思うが、
個人的には将来こうなると思うと受け入れづらいと思う。ネット契約がない人は移行したらどうするのか。

小規模 A ○ 70以上

画質の違いはあまり感じなかった。インターネットでテレビを見ることになって見逃しはできるけど録画はないですとなると、それはまずいと思う。普通の番
組が遅れるのはよいが、緊急地震速報が遅れるのは困る。フタかぶせは受け入れられない。今（実証では）はテレビが見れる上に見逃しで観ているからプ
ラスだが、総合的にこれに替わるとなると受け入れづらい。デメリットが出てくると困る。インターネットになったらNHKの受信料はどうなるのか。違和感があ
り受け入れづらいの（理由）は費用と、替わったときに（地上波と）同等のサービスを受けられるのかわからないから心配。あとは緊急時の遅延が気になる。
画質については違和感ない。

小規模 A × 60

文字の読みづらさはないが、画質が悪かった。これがテレビになるとなったら何とか我慢できるとは思うが。今の感覚だと録画は必要。30秒の遅延はやや
影響があるかと思う。フタかぶせはできればない方がよい。違和感は画質が大きいかな、一番重要なのは画質だと思う。録画は必要で、見逃しだけでは
ちょっと（足りないと思う）。日本全国が替わるならよいが、ある地域だけというのはちょっと。ある地域に行ったら画質が綺麗だけど、こっちに来たら違うよと
いうのは気になる。

小規模 A △ 50

画質は色が薄い気がした。テレビ（地上波）とも見比べて画質が薄かった。録画を今は使わないが、保存用として録画機能自体は必要。基本的には今ある
機能が犠牲になるのはよくないと思う。遅延は普段の番組視聴では気にならないが緊急時は結構なタイムラグだと思う。画質の低下については受け入れ
られない。テレビとして観るのであれば、テレビと同じもの（画質）をみせてほしい。フタかぶせは視聴中に出た。何を言っているかわからなくなる。これ（フタ
かぶせ）があると地域間格差みたいなのが起こることになるのでは。ネット契約していない世帯や光が来ていない地域が取り残されるのはあまり良い制度
設計とは言えないのでは。このままだと受け入れられない。普段の視聴にどれだけ近づけられるかだと思う。画質と操作性も気になる。

※ 画質評価（鮮明さ）：×違いを強く感じた、△違いをある程度感じた、〇あまり感じなかった

 総合的な受容性評価の全回答者（103名）のうち、「違和感があるため受け入れづらい」と回答した
４名について、「違和感があるため受け入れづらい」と回答した要因について分析。

 画質のみに限らず、録画、遅延、フタかぶせ、緊急地震速報の遅延、費用等の他の機能も含めて、
総合的に地上波放送と同等であることを望んでいることが読み取れる。

13
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○ 要素別分析では、映像等関連要素、放送機能関連要素及びその他要素の３つに分け、各項目の検証結果を分析したところ、その結果
概要は、以下のとおり。

ミニサテライト局・小規模中継局エリアにおける調査結果 ②要素別分析の結果概要

映像等
関連要素

a 画質 地上波放送番組との違いを感じないとの回答が多かったが、同時配信の中画質で地上波放送との違いを感じるとする回答が増加

b アダプティブビットレート（ABR）
ABRは、できれば無いのが望ましいとの回答が約７割と多かった
一方で、実際にABRの発生を体験したと感じた被験者の割合と「視聴中の画質の低下は全く受け入れられない」と回答した被験者
の割合に乖離があり、ABR発生の体験と受容性は必ずしも一致してないことが推察される

c 遅延 30秒程度の遅延については、「全く影響がない」又は「あまり影響がない」との回答が約８割と多く、受容性は高かった

d 音声 音声については、調査A、調査Bともに地上波放送番組との違いを感じた被験者は少なく、受容性が高かった

放送機能
関連要素

e 副音声
副音声のニーズについては、「あるほうがよい」と「なくてもよい」がともに約４割と意見が分かれた
ヒアリングからは、自分は使わないがあったほうがよいとの発言が多く、社会的な必要性を意識した回答となっている可能性がある

f 字幕
字幕は、「極めて重要だ」又は「あるほうがよい」との回答が７割となりニーズが高かった
耳の悪い方への配慮など社会的な重要性を指摘する声のほか、自身の耳が悪くなることへの懸念も聞かれた

g 緊急地震速報
緊急地震速報は、特に「極めて重要だ」とする回答が65％と多かった
ヒアリングからは、スマホにも通知が届くとの発言が多かったことが見て取れる

h チャンネル切替え等
調査Aの被験者はFire TV Stick上で動作するアプリを操作したが、「難しくない」又は「慣れそうだ」との回答が約９割と多く、
操作感が異なっても受容性は高かった
調査Bでチャンネル切替えのスムーズさについて、違いを感じた被験者は「切替えが遅い」と回答した

i 番組表
テレビ上に「番組表を表示する機能は不可欠だ」という回答が６割強と多く、ニーズが高かった
ヒアリングでは、今日見るテレビは新聞のテレビ欄から探すとの話も多かったが、その上でテレビでの表示も必要だと回答したことが見て取れる

j ザッピング
「観たい番組を簡単に探せるのであればザッピング以外の方法でも構わない」との回答が約７割と多かった。
Fire TV Stickのリモコンを被験者自らが操作した調査Aでも同様の傾向であった

k データ放送
データ放送は、「極めて重要」又は「あるほうがよい」との回答が８割弱となり、ニーズが高かった
ヒアリングからは、自分が使うか使わないかは半々であったが、いずれもあったほうがよいと考えていることが見て取れる

l 録画
録画は、「見逃し視聴機能があっても自宅のレコーダーでの録画もできたほうがよい」との意見が半数強と多数であった
レコーダーの代替としての見逃し視聴期間については意見が分かれるが２週間～１ヶ月分との回答が多かった

その他
要素

m インターネット速度
普段のインターネットの速度が気になるかについては、世帯の状況によって回答が分かれた
テレビ以外の端末への影響については、半数が現時点ではあまり気にならないと回答した

n サイバーセキュリティ 「非常に気になる」又は「やや気になる」との回答が約８割と多かった

o ソフトのアップデート処理 自動アップデートを約半数が望んでいる。アップデート自体無いほうがよい回答も約１割あった

p 地域限定性 インターネットであれば、離れた地域の放送番組も視聴したいと回答が約７割と多かった

q インターネット独自の機能
インターネット独自の機能として、約半数がPCやスマホでの視聴を利用したいと回答した
視聴データ活用は、セキュリティ上の不安よりも、便利な機能への期待が上回った

r フタかぶせ
フタかぶせは「できれば無いのが望ましい」又は「受け入れられない」との回答が約７割と多かった。特に、「できれば無いのが望ましい」が半
数強と多かった。他方、「インターネット経由ならではの事象だとして、受け入れられる」との回答が約３割あった
フタかぶせが実際に発生した調査Bと発生頻度が低いと考えられる調査Aで、調査結果はほとんど変わらなかった

s 費用負担 番組視聴がインターネット経由になった場合の費用を尋ねたところ、「一定程度の費用負担はやむを得ない」との回答が６割強と多かった
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大項目 小項目 内容

（１）切替え前の地上波放送視聴との比較
① 映像や音声の違い ｢映像や音声｣ で地上波放送視聴との違いを感じたか、違いがあればどのように感じたか

② 機能面での違い ｢機能面｣ で地上波放送視聴との違いを感じたか、違いがあればどのように感じたか

（２）切替えの案内文書の在り方

③ 内容確認と理解度 案内文書を読んだか、理解できたか

④ 工事までの期間 案内から切替え工事までの期間は適切か

⑤ 案内の信憑性 案内文書に対する不信感を感じたか

⑥ 適切な案内方法 安心と感じる案内の在り方（誰から、どのように届くとよいか）

（３）切替えの説明会の在り方

⑦ 参加の有無と理解度 説明会に参加したか、理解できたか

⑧ 必要性 説明会の必要性

⑨ 開催方法 説明会の開催方法

（４）将来の放送の在り方
（放送機能関連要素）

⑩ 番組表

将来の放送視聴における、以下の機能の重要性
・テレビ上の番組表
・字幕表示
・副音声
・データ放送
・緊急地震速報
・録画（普段録画するか）
・ザッピング

⑪ 字幕

⑫ 副音声

⑬ データ放送

⑭ 緊急地震速報

⑮ 録画の有無

⑯ ザッピング

⑰ 災害時の情報取得 災害時の情報の入手方法

（５）共聴施設及び切替えへの認識

⑱ 認知度と課題 共聴施設であることの認知、不安や課題の認識

⑲ 切替えのメリデメ 切替えにより良かったこと・悪かったこと

⑳ 工事における気付き 切替え工事で気になったこと

㉑ 費用 費用の考え方

（６）ケーブルテレビによる番組視聴に対
する総合的な受容性評価・その他

㉒ 視聴面・機能面 従来の視聴方式からの切替えについて、視聴面・機能面からどのように評価するか

㉓ 全体を通して 案内周知・説明会・工事実施・視聴等 全体に対する評価

㉔ 事業者に対して ケーブルテレビ事業者の提供サービスについての期待

※参考調査：
ケーブルテレビ代替では当該
の機能的な差分は発生しない
が、参考意見として聴取



辺地共聴施設エリアにおける調査結果 ①総合的な受容性評価

全く問題なく受け入

れられる

84%

少し違和感はある

が受け入れられる

16%

従来の視聴方式からの切り替えについてどのように捉えますか。

視聴面（画質・音声）、機能面から最も近い考えをお答えください。
（n=19）

内訳 計

全く問題なく受け入れられる 16

少し違和感があるが受け入れられる 3

違和感があるため受け入れづらい 0

全く受け入れられない 0

わからない 0

（参考）
［少し違和感があるが受け入れられる］3名の回答者のヒアリング時発言
※実証事業請負事業者の研究員が回答者へ少しの違和感の内容につい

て尋ねたもの

［背景と費用］
• 内容はよくわからないけど少し違和感がある。何でこういうことをやるん

だろうと思って。よく聞いたら、線とか全部設備がみんな新しく揃えな
きゃいけない、もう年数がたってるからだめだって。金額も跳ね上がると
かいうことなので。

• なぜケーブルテレビにするのかわからなかった。あとは負担がね。当然高
くなるということが。

［調査自体への違和感］
• 何でか、国の方針みたいな感じがしたんだね。無料ですよ、工事費全て無

料ですよなんていうから・・・感じたけどね。
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一切の費用負担は行い

たくない
0%

現状より安くなるなら

よい
16%

現状と同程度ならよい

68%

（場合によっては）

現状より多少高く

なってもよい
16%

地上波により放送番組を視聴する際、視聴者においては共聴組合費用が

必要でした。設備がケーブルテレビに変わることで費用負担が変わることがあります。

この費用について最も近い考えをお応えください。

（n=19）

費用負担

辺地共聴施設エリアにおける調査結果 ②要素別分析の結果 17
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案内の在り方

説明会
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第２章 放送アプリケーションに関する基礎的調査



協力ベンダー概要

会社名 株式会社 Jストリーム

従業員数 約600名（連結）

売上 124.1億円（2021年3月期、連結）

• 1997年5月に設立

• 日本初、国内最大の企業向けストリーミング専業企業

• 動画を活用する際に必要となる制作・配信・運用の全てに対応してお
り、お客様のニーズに応じた総合的なサービスを提供

• 課金決済・DRM、プロモーション・映像制作、Webサイト制作・運用、放
送機器のシステムインテグレーション、e-ディテール関連制作などのグ
ループ会社を保有

会社名 株式会社 インターネットイニシアティブ

従業員数 4,335名（連結） 2,461名（単体）

売上 2,263.4億円（2022年3月期、連結）

• 2022年12月で設立から30周年

• インターネットの黎明期から様々なストリーミング中継に関する取組を
実施

• 2016年に日本テレビとCDN事業会社JOCDNを設立。その後、民放、NHKを含
む第三者割当増資のもと、事業展開中

• LIVE/VOD配信に必要な機能をクラウドサービスとしてオールインワンで
提供する「IIJ Media Sphereサービス」を提供
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Ａ案の全体構成・アーキテクチャ

• BB代替の対象となる地域の全ての放送局が、東京と大阪に設置された配信プラットフォームに放送
コンテンツ等を送信し、CDNを通じて、受信世帯に設置された端末に放送される

• 既存のインターネット配信の仕組みと類似し、その技術／製品／人材を活用できる範囲が多い

運行装置
（マスター）

番組制作
設備

番組情報
システム

インターネット
／通信網

番組情報

⑧ 緊急情報

放送
コンテンツ

放送
コンテンツ

放送
コンテンツ

番組情報

受信世帯
地域の放送局 ⑦ アクセス

制御

⑥ 番組表
管理

① ENC
リアルタイム
エンコーダ

⑤ CDN ⑨ 端末

④ オリジン
サーバ

③ 回線（広域
イーサーネット）

／NW機器

② 配信PF
（東京 + 大阪）
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受信世帯
② 放送波毎データ生成

運行装置
（マスター）

+

送信設備

番組
制作
設備

番組
情報

システム

放送
コンテンツ

番組情報

地域の放送局

編成／運行情報

ふた／広告配信制御

アプリID
／機器ID

データ
分離

LIVE
エンコー
ディング

メタデータ
生成

③ 配信
オリジン
データ生成

（多重化）

⑤ 番組編成
関連情報

⑧ CDN

メタ
データ※

非映像
多重化
データ

映像データ 多重化
映像データ

⑨ 端末

① 配信PF

インターネット／通信網

見逃し配信
対応

配信先
情報

④ 配信
制御・管理

⑥ 配信先管理

⑦ 見逃し
配信システム

リアルタイム
配信

見逃し配信

配信PF内 or
クラウド

⑩ システム運用・監視

放送波
受信
設備

放送波

CDN設備内を想定

Ｂ案の全体構成・アーキテクチャ

• BB代替地域の放送波を配信プラットフォームで受信し、放送波毎にメタデータ※1と映像データを生
成し、それらのデータを多重化、配信制御・管理とCDNを通じて端末に放送される

• 放送波を利用するため、放送されている内容をそのまま配信されるとともに、放送事業者側設備の
変更が不要※2

※1「メタデータ」には、EPG情報、字幕データ、緊急放送データ、データ放送データが含まれる

※2 配信PFで実現される機能によっては、配信PF側でデータ放送のデータ取得等のため、放送局との回線等が必要になる可能性もある

※3              で示した機能については、概念検討のみを行い具体的な費用は試算に含まれない
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各ソリューションの特徴（概要）

A案 B案

 各地のBB代替対象地域と同一放送エリアごとに 分散 東京と大阪に 集約

 基本的に オンプレミス でシステムを構築
 動画配信サービス を活用し、IaaSサービス上での個別

開発で補完

1080p～232p ABR DRM字幕 緊急情報STB端末 音声2ch EPGアクセス制御 720p 字幕ｽﾏｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽでの視聴 データ放送AndroidネイティブAP 音声2ch EPG

 ドングル等に 視聴アプリケーションを導入（標準的） STBと視聴アプリケーション を合わせて提供（標準的）

 配信PF がSPOFになりうる（配信PFの冗長化は可能） 配信PFのシステム内に SPOFなし

 基本的に、放送局内での 工事なし 放送局内で 機器設置／回線工事あり（標準的）

 個別構築が多いため、基本的に 個別ニーズへ対応可 基本的に、全国で共通の基盤サービス を利用

 中心的な事業者以外にオンサイト保守等は現地で調整が
必要（アクセス制御／ユーザサポートを除く）

 放送局設置設備での保守以外は、構築～運用保守まで１
事業者で完結（アクセス制御／ユーザサポートを除く）

 別途、示す

 放送波から配信データを生成する 独自技術 を採用 既存のネット配信の技術（データ放送を除く）

 新規開発が多く、分散配置のため、不確定なことが多い 既存技術を活かすため 不確定要素は少ない

 スクラッチ開発等により 比較的時間を要する可能性 既存サービス利用により 比較的短時間

 構築時に必要な稼働がなく、導入が容易 通常の ネット同時配信と同様（標準的）

 別途、示す

視
聴
者
視
点

放
送
事
業
者
視
点

そ
の
他

① 設備の配置

② 構築／提供形態

③ 提供される
視聴環境

④ 導入容易性

⑤ 番組視聴の
障害に至る要因

⑥ 構築～運用に
必要なリソース

⑧ 個別ニーズ
への対応

⑨ 放送APの構築
／運用体制

⑩ 仮置きした品質・機能
要件との整合性

⑪ 必要な技術
／知見

⑫ 実現に向けた
予見可能性

⑬ 時間／プロセス

⑦ 導入容易性

⑭ 費用

モ
ノ

ヒ
ト

情
報

カ
ネ
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Ａ案における放送アプリケーションの費用に影響を与える要素

世帯数 で変化する費用

62,258 世帯
分類

※1 サービス提供される品目等であり、金額は標準定価

※2 個別開発によって提供される品目であり、金額は類似案件に基づく概算費用

内訳

① CDN※1

② 端末 (HW)※1

留意事項

 ①の費用に関して、トラヒック流量
をもとに課金されるが、一部トラ
ヒック量は配信サービスの基本料金
に含まれる

 ②の費用に関して、一定量の発注台
数をコミットした場合の概算費用を
もとに算出している

5年間の
総額

配信PF の数で変化する費用

なし

固定 の費用

① DRM※2

② 番組表管理※2

③ アクセス制御※2

④ 緊急速報※2

⑤ 視聴アプリケーション※2

 ①～④の費用に関して、厳密には、
これらの費用はBB代替の対象となる
「全てのBB代替の端末数」にも依存
するが、今回は簡便のため定数とみ
なす

 ⑤の費用に関して、端末に搭載され
る１種類の標準OSへの対応と仮定す
る

 ①～⑤の費用に関して、UIやロジッ
ク等の設計／デザインに関しては単
純なものを想定する

波数 で変化する費用

23 波

① リアルタイムエンコーダ※1

② 広域イーサネット回線※1

③ 配信PF側機器／ラック※1

④ 配信サービス（基本料金）※1

⑤ オリジンサーバ※1

 ①～⑤の費用に関しては、標準サー
ビス内での機能／サービス提供を想
定する

システム監視、ユーザサポート、プロジェクト管理 等は一切含まれていない

70 % 弱 程度なし10 % 程度 20 % 程度

固定
の費用

世帯数 で変化する費用
波数

で変化する費用

 全体費用の中で、「世帯数」に応じて発生する費用が約2/3を占める
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Ｂ案における放送アプリケーションの費用に影響を与える要素

世帯数 で変化する費用

62,258 世帯
分類

内訳

① 配信制御・管理(仮想サーバ、

ロードバランサー)※1

② CDN※1

留意事項

 ①の費用に関して、配信制御・管理
機能は独自設備構築とし、1万世帯毎
に1セットのHWを必要と見積もるが、
実装形態も含めて十分に検討／考慮
できていない

 ②の費用に関して、総トラヒック量
に対して1GBあたりの単価を単純積算
とした

5年間の
総額

配信PF の数で変化する費用固定 の費用

① 要件定義・全体設計※2

② 「放送波毎データ生成（デー
タ分離）」のソフトウェア※2

③ 視聴アプリケーション※2

 ①の費用に関して、規模や特殊性／
複雑性、スコープ等によって変化す
るが、類似の単純なリアルタイム配
信の事例を想定した

 ②の費用に関して、対象のソフト
ウェア開発費用を固定費とライセン
ス費（波数x利用期間）と設定した

 ③の費用に関して、端末に搭載され
るAndroidネイティブアプリの開発
し、UIやロジック等の設計／デザイ
ンに関しては単純なものを想定する

波数 で変化する費用

23 波

① 「放送波毎データ生成」内の
データ分離（チューナー）※2

② 「放送波毎データ生成（デー
タ分離）」のソフトウェア※2

 ①の費用に関しては、各配信PFに予
備機（コールドスタンバイ）を設置
することを想定した

 ②の費用に関して、対象のソフト
ウェア開発費用を固定費とライセン
ス費（波数x利用期間）と設定した

※1 サービス提供される品目等であり、金額は標準定価

※2 個別開発によって提供される品目であり、金額は類似案件に基づく概算費用

① DC関連設備(ラック、インターネッ

ト回線、LAN機器等）※2

② 放送波毎ﾃﾞｰﾀ生成（機器等）※2

③ 配信オリジンデータ生成※2

④ CDN（サポート）※2

 ①～③の費用に関しては、各配信PF
に設置される主な機材が含まれてい
るが、各DCの固有の状況やキャパシ
ティに応じた設計等は十分に考慮で
きておらず、また、都内のDCの一般
的な価格をもとに推計している

 ①と④のサポート費用に関しては、
1DCあたりの費用を単純積算とした

平日日勤以外の保守、システム監視、ユーザサポート 等は一切含まれていない

 全体費用の中で、「世帯数」に応じて発生する費用が大半占める

90 % 程度10 % 程度1 % 以下 1 % 以下

世帯数 で変化する費用
配信PF の数で
変化する費用

25



ブロードバンド代替のコスト試算モデル 26

※1 「1次取りまとめ」P28を参照。

※2 「参考資料２ 放送アプリケーションに関する基礎的調査に係る参考資料」の「■ A案 –費用構造分析における不確定要素」（P51）を参照。

※3 このコストは地域の全放送局をBB代替するコストに相当し、単体での現行コストとの比較においては、地域の波数等で按分する必要がある。

BB代替の 検討開始

対象放送設備による放送の受
信世帯が存在している地域
（BB代替の候補となるエリ
ア）を選定する

2.候補エリアの
特定

候補エリア

通信に関するコスト試算フロー

放送アプリケーションに関する
コスト試算フロー

BB代替の検討対象となる放送
事業者（放送波）と対象とす
る放送設備（小規模中継局
等）を決める

1.対象放送設備の

決定

対象放送設備

放送
事業者

波数A

対象放送設備による放送を受
信していると思われる世帯を
特定する

3.受信世帯の
特定

受信世帯 受信世帯数B

BB代替の コスト※3

12.通信の費用と
放送APの費用の合算

BB代替に係る通信や放送アプリケーションの費用分析から、比較的経済合理性が見出しやすい傾向が
分かっていることから、こうした傾向に着目して放送エリア内の全放送設備の中から候補を選定する
（場合によっては複数のパターンの候補を挙げる）ことが想定される。

【通信に関する費用】
• 単一の放送設備当たりの受信世帯数が少ないこと※1

【放送APに関する費用】
• BB代替を検討する範囲における合計の波数を抑えつつ、単一の放送設備当たりの受信世帯数が

少ない放送設備をなるべく多く集約すること※2

○ 放送アプリケーションの費用構造分析の結果を踏まえ、通信に関する費用のほか、放送アプリケーションに関
する費用も含めた形で、ブロードバンド代替に必要な費用を算定するための方法（コスト試算モデル）を取りまと
めた。



通信に関するコスト試算フロー

留意点

 フローの始点と終点のみを変更

 内容については変更していない
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放送アプリケーションに関するコスト試算フロー（Ａ案の場合） 28



今般の放送アプリケーションに関する基礎的調査により得られた成果 29

① 放送APの 構成イメージ を提示できた

 一般的なネット同時配信システムに採用されている構成と類似の構成に加え、放送
波を用いた構成についても詳細を検討できた

② 放送APの 必要機能 とその実装に向けた 検討ポイント を提示できた

 BB代替を実現するために放送APが備えるべき機能の詳細と、それを実装するために
検討を行う必要がある主な論点を洗い出すことができた

③ 放送APの構成毎の 特徴を分析する視点 を提示できた

 BB代替を実現する際に特定の構成／実装を選定することになるが、それらを分析／
評価するための多様な視点を洗い出すことができた

④ 放送APの 費用の項目 と 費用の多寡に影響を与える要因 が明確になった

 放送APの実現に向けて発生する主な費用項目を洗い出すことができ、どのような要
因によって費用の多寡が影響を受けるのか洗い出すことができた



• 調査結果として放送APの「費用の項目」と「費用の多寡に影響を与える要因」が明確になった

• 一方で、放送APシステムの精緻な費用の多寡が見出せず、１次取りまとめの通信の費用と統合したブロードバンド
代替全体での経済合理性の評価には至らなかった

• 競争法等に準拠しつつ全国レベルで実際の市場価格を用いた経済合理性の評価をオープンな場である作業チームで
行うことは難しいのではないか？

今回の取組（費用構造分析）を通して 明確になった事

 放送APを構成する「費用の項目」

 放送APの「費用の多寡に影響を与える要因」
（大規模にBB代替を適用する場合、特にCDNに関わる費用が全体費用に大きな影響を与える可能性が高い）

① BB代替の経済合理性を評価するための前提となる 放送APの費用の多寡を精緻に把握できなかった

 特に、端末（番組表表示、緊急情報の通知を含む）、アクセス制御、録画ニーズへの対応などの
具体的な要件が決まっておらず、想定費用の振れ幅が大きい

システムの仕様が曖昧

 今回は概算見積として「標準定価」等を用いて算出しているが、実際の市場価格から乖離してい
る可能性が高い

見積の金額が実際的な値付け
／市場価格から乖離 している

② 放送APと通信の費用を合わせた BB代替全体の経済合理性を評価できなかった

 BB代替における通信の費用は単一の放送設備毎に検討（ミクロの分析）ができたが、一方で共通
の固定費が無視できない放送APの費用は特定の放送設備のグループを想定した上で検討（マクロ
の分析）を行ったが、情報（全国の放送設備の状況）の不足等もあり、議論を統合できなかった

通信部分のミクロ分析と
放送APのマクロ分析が未統合

残された課題

今般の放送アプリケーションに関する基礎的調査の課題 30



31

第３章 「仮置きした品質・機能要件」の見直し



「品質・機能要件」の見直し 32

規定項目 規定内容 品質・機能要件 備考

対応デバイス テレビ スマートＴＶ向けアプリ ・BB代替用STBは未検討
・STB、ドングル等の活用可能性や特定のOSに依
存しない形での実現可能性を検討

PC、スマホ PC・スマホなど
・PC、スマホなどでの視聴可能性について検討
（視聴ソフトウェア、アクセス制御方法等）

ネットワーク条件 ネットワーク制御 なし（ベストエフォート）

通信容量 6.0Mbps（1080p） 3.0Mbps（720p）
1.5Mbps（540p） 768kbps（360p）
384kbps（252p） 192kbps（180p）

伝送遅延 映像・音声・データの
伝送遅延

約30秒程度 ・低遅延配信技術(CMAF等)は未検討
・低遅延配信技術(CMAF等)について検討

映像フォーマット 有効走査線数 1080 , 720 , 540 , 360 , 252 , 180
※ABR（アダプティブビットレート）を採用

音声フォーマット 最大入力音声チャンネル 2ch
5.1ch

・5.1chは未検討

映像・音声・字幕等
の同時性

緊急地震速報（文字スーパー
によるもの）

前提としていない
速やかに表示させることが望ましい

・全て未検討
・低遅延プッシュ型配信（MTE等）について検討

著作権保護 コンテンツ保護機能 AES128bit相当の暗号化

地域限定性 サービス提供区域 サービス提供区域／対象者の限定を考慮
サービス提供区域は、代替する小規模中継局
等の放送エリアに同じ

データ放送 提供機能 ・提供可否や変換方法などを含めて全て未検討
・提供の在り方について検討

電子番組ガイド 提供機能 番組表の提供
番組表からのチャンネル切替え機能

・プレイリスト機能は未検討
・番組表と録画・ダウンロード番組や見逃し配信
番組とのリンク機能について検討

その他 録画 録画（ストリーミング動画の蓄積）の代替機能
として、ファイルダウンロード機能及び見逃し
配信機能

・録画機能、見逃し配信・ダウンロード機能など
は未検討
・録画（ストリーミング動画の蓄積）の実現可否
について検討

※今般見直しを行った箇所は、赤文字・見え消し修正の箇所。

○ １次取りまとめの「仮置きした品質・機能要件」について、実証事業の結果等を踏まえ、次のとおり見直しを行った（主なものを抜粋）。

※今般見直しを行った箇所は、赤文字・見え消し修正の箇所。
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第４章 今後の検討課題と検討の方向性



１次取りまとめで例示された課題に係る検討状況と今後の検討の方向性 34

IPユニキャスト方式について、いわゆる「フタか
ぶせ」が回避され、放送の一部としての著作物
の利用が確保されるようにするため、著作権
法の改正によってもなお解決していない課題
があるか検討すべき。

（１）著作権等の権利処理

・ 放送コンテンツが他の地域でも視聴できるこ
とについて、どう考えるか議論すべき。

・ 仮に地域制御（対象エリアや対象者の制限）
を行う場合、どのような仕組みで確保されるか
検討すべき。

・ 「区域外受信」について、何らかの課題があ
るか検討すべき。

・ ブロードバンド等の利用に係る経済的負担や
放送との品質・機能の違いに関する住民視点
での受容性をどう確認するか検討すべき。

・ 大規模改修が生じうる集合住宅の居住者や
生活困窮世帯などを含め、どのようなプロセス
によって住民理解を得ていくべきか検討すべき。

（２）地域制御の有無 （３）住民理解・受信者対策

・ 操作性、一覧性など、受信端末が利用しや
すい環境が確保されるのか検討すべき。

・ 字幕の表示等に支障は生じないか検討す
べき。

・ 代替が実現され、更には上記のような機能
が実現・確保されるための課題についても検
討すべき。

（４）ユーザーアクセシビリティの確保

・ 放送との品質・機能の違いが想定される中、新
たな機能・サービスの提供について、どう考える
か議論すべき。

・ IPユニキャスト方式において視聴データが活用
される場合、放送におけるプライバシー保護に関
する要件の取扱いをどう考えるか検討すべき。

・ IPユニキャスト方式について「あまねく受信
（努力）義務」との関係をどう考えるか検討すべ
き。

・ 災害時の情報入手に支障が生じないために
どのような課題があり、どのような対策が必要か
検討すべき。

・ 限られた地域・受信者を念頭に置いたIPユニ
キャスト方式について、NHK受信料をどう考える
か検討すべき。

（５）デジタル技術の特性を活かし
たサービスの向上

（６）放送法との関連等

【検討状況】
○「フタかぶせ」は「できれば無いのが望まし
い」又は「受け入れられない」との回答が約７
割と多かった。

【今後の検討の方向性】
○権利処理に係る課題と対策について更に検
討。

【検討状況】
○「品質・機能要件」において、「サービス提供
区域は、代替する小規模中継局等の放送エ
リアに同じ」とした。

【今後の検討の方向性】
○IPアドレス、GPS、ユーザーID等、複数の制
御手段について、メリット・デメリットを含めて
検討。

【検討状況】
○ブロードバンド代替について約９割が受け入
れられるとの回答。

○住民理解を得ていくためのプロセスについ
て辺地共聴施設エリアにおいて調査。

【今後の検討の方向性】
○具体的に放送アプリケーションを試作し、被
験者の数を増やす等し、更に検討。

【検討状況】
○PC・スマホでの視聴、録画、番組表に対する
高いニーズを確認。

○視聴データ活用については、セキュリティ不
安よりも便利な機能への期待が上回った。

【今後の検討の方向性】
○具体的に放送アプリケーションを試作し、更
に検討。

【検討状況】
○緊急地震速報に対するニーズが非常に高
いという結果が得られた。

【今後の検討の方向性】
○緊急地震速報について具体的に検証を行う
とともに、その他の課題についても検討。

【検討状況】
○操作感が異なっても「難しくない」又は「慣れ
そうだ」との回答が計約９割。

○副音声及び字幕は、社会的な重要性が指
摘。

【今後の検討の方向性】
○具体的に放送アプリケーションを試作し、更
に検討。
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実証事業の実施を通じて抽出された検討課題と検討の方向性

（ミニサテライト局エリア・小規模中継局エリア）

項目 課題 検討の方向性

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
お
け
る

未
検
討
・
未
到
達
課
題

社会的な必要性 • 障害者などを含む社会的な評価が十分でない 社会的な必要性についても調査し、機能の在り方を考慮する

インターネットを利用していない被験者 • サンプル数が少なく、評価しきれていない 集合検証を行うなどして、ネット未契約者も被験者に加える

ITリテラシーとの関係
• インターネットを利用しない世帯の調査が不十分
• インターネット、スマホやPCの利用度でのみ評価している

インターネットリテラシーについても調査し、受容性との相関
や求められる機能を明確にする

複数端末利用における評価 • 各世帯１台のテレビでしか評価していない 複数端末同時視聴環境下での受容性を評価する

テレビの利用実態との関係
• 個人でテレビの重要度は異なるが同列として評価している
• 視聴時間やよく見る番組別等の視聴者属性別の評価が不

十分

日常生活におけるテレビの重要度を調査し、視聴時間やよく
見る番組といった視聴属性に合わせた受容性を評価する

自宅以外での視聴
• 車での視聴やオフィスでの視聴など、自宅以外の利用につ

いて未検討
自宅以外でテレビがどの程度視聴されているのかを調査の
上で検討を行う

映
像
等
関
連
要
素
に
関
す
る
課
題

画質に関する正確な評価

• 実証の視聴中にABRがほぼ発生せず、イメージのみの回答
に留まっている

• 特にスポーツなど動きのあるコンテンツでは、より高画質（例
えば、「6Mbps 1920✕1080」相当）での同時配信の評価が
必要

検証用の放送アプリケーションを実装し、ネット同時配信視聴
により受容性を評価をする

視聴コンテンツ別の評価 • スポーツなど動きのあるコンテンツでのサンプル数が少ない
検証用の放送アプリケーションを実装した上で、視聴コンテン
ツの種類を増やし、特にスポーツ番組視聴における受容性を
評価する

ながら視聴
• SNSやチャットなどの「ながら視聴」を想定した遅延評価を考

慮していない（特に若い世代向け）
アンケートやヒアリングにてSNSやチャットを用いた「ながら視
聴」における遅延等の受容性を評価する

そ
の
他
要
素
に
関
す
る
課
題

住民への代替の周知方法 • 誰からどのようにあるべきか、具体的な評価が不十分
サンプル数を増やし、アンケートとヒアリングにより、住民周
知の在り方と具体的な周知方法について検討を行う

代替対象世帯の特定方法
• 中継局を代替する場合に、当該中継局の電波を受信してい

る世帯を完全に特定することは難しい
可能な限り事前に特定することに努めるとともに、代替後に
おいても速やかな対応が取れるよう準備を進める

災害時/緊急時のテレビ視聴ニーズ • テレビが使えない場合の代替手段をどうすべきか 緊急情報取得手段を検討・整理する

（IPユニキャスト）
システムの所有と運用主体

• 代替プラットフォーム、放送アプリケーションの所有者及び運
用主体をどうするか

プラットフォームや放送アプリケーションの所有者・運用主体
について検討を行う

地域別、ローカル局における代替 • 地域やローカル局におけるニーズを把握できていない
地域やローカル局の実態を調査を実施するとともに、事業者
ヒアリング等による要望を整理する

導入後サポートの在り方 • 誰がどのようにサポートするべきか未検討
視聴者側の求めるサポートを調査するとともに、事業者によ
る実現可能性（コスト面含む）について検証を行う

代替手段のデリバリ
• 代替手段の具体的な実装方法が未検討
• 視聴者への放送アプリケーションの配布方法が未検討

放送アプリケーションの合理的な実装方法、視聴者への配布
方法について検討を行う
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第５章 今後の進め方



今後の進め方

○ １次取りまとめにおいて述べたとおり、ブロードバンド代替を導入するに当たっての課題については、着実な検討が求められる
ものであり、その検討に当たっては、実際に住民の方々に代替手段を利用していただき、その声を聞くことが極めて重要である。

この点、今般実施した実証事業では、現時点でブロードバンド代替のための配信サービスが存在しないことから、既存のネッ
ト同時配信等サービスを活用して調査を実施するに留まった。しかし、当然のことながら、視聴者の受容性の検証や技術的な検
証は、実際に代替するとなった場合に想定される形に可能な限り近い代替手段を活用して実施することが望ましい。

このため、次の段階としては、今般の見直し後の「品質・機能要件」に可能な限り準拠してブロードバンド代替を想定した放送
アプリケーション（配信プラットフォーム）を試作した上で、放送番組の配信を行う新たな実証事業を実施することにより、視聴者
の受容性の検証や技術的な検証を行うことが適当である。

○ また、ブロードバンド代替が放送事業者の「経営の選択肢」として導入可能な環境を整備するためには、視聴者の受容性の検
証や技術的な検証のみならず、導入の手順や準拠すべき条件等を示していくことが必要である。このため、第３章において取り
扱った「品質・機能要件」 に加え、第４章において述べた検討課題も踏まえ、ブロードバンド代替の「共通した全体の枠組みとし
て決定すべき事項」を取りまとめた「青写真（ブループリント）」の策定や、放送事業者においてブロードバンド代替を検討する際
の参考となる「標準的手順」の策定等の取組が重要となる。

作業チームでは、今後、こうした取組を進め、小規模中継局等の次期更新スケジュールを踏まえ、ブロードバンド代替が放送
事業者の新たな「経営の選択肢」となり得るか否かについて、令和６年夏頃に結論を得ることを目指すこととする。

○ ブロードバンドインフラの普及が全国的に進む中、ブロードバンド等による小規模中継局等の代替は、そのための具体的方策
のひとつとして期待される。他方で、ブロードバンド等による小規模中継局等の代替は、一般的なネット同時配信等サービスとは
異なり、従来からの電波による放送を代替しようとするものであり、放送事業者及び視聴者の双方にとってこれまでに経験したこ
とのない新たなサービスとなることから、その実現までの道のりは決して平坦ではない。

○ このため、新たな実証事業、ブロードバンド代替の「青写真（ブループリント）」や「標準的手順」の策定といった今後の取組にお
いては、放送事業者 、通信事業者、ベンダー、視聴者、総務省等の関係者が、それぞれの知見やネットワーク等のリソースを持
ち寄り、その役割分担も含めて合意形成を図りながら検討を進めていくことが何よりも重要となる。また、IPユニキャスト方式以
外の代替手段も含めた最適な代替手段について検討を進めていくことも必要となる。

○ 作業チームでは、こうした認識の下、引き続き、ブロードバンド等による小規模中継局等の代替について、より実践的に検討を
進めていくこととし、関係者には今後の取組への積極的な参画を期待したい。
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視聴者がブロードバンド代替で
利用する端末等の視聴環境

放送アプリケーションの
構築～運用に関わるヒト／組織

アクセス制御の
主幹

提供される
機能／仕様

視聴者への
提供物品

配信プラットフォーム

における
番組コンテンツの

取得方法

アクセス制御の
判断ロジック

配信PF構築の
プロジェクトオーナー

配信プラットフォーム

の提供事業者の数

利用側の
環境

提供側の仕組み
／条件

ステークホルダ

BB代替の
青写真

青写真（ブループリント）のイメージ（例）

配信プラットフォーム

の配置

録画ニーズへの
対応方法

通常の放送と
ブロードバンド代替

の混在

• 各主要論点に関して、全体の枠組
みとして決定すべき事項を青写真
に組込む

（例：「『品質・機能要件』において『字幕
表示』は必須だ」とするなら、字幕表示が青
写真に組込まれる）

放送アプリケーションを構成する
配信プラットフォーム等のシステム

※ 「品質・機能要件」は、ブロードバンド代替
の「共通した全体の枠組みとして決定すべき
事項」を定める「青写真」と一体不可分であ
るため、今後は「青写真」の中で一体的に検
討・整理していくことも考えられる。

○ ブロードバンド代替の実現可能な環境整備に向けた主要論点に係る対応方針を「個々の実装で検討すべき事項」と「共通した
全体の枠組みとして決定すべき事項」とに分け、後者を統合して「青写真（ブループリント）」 を策定する。

○ 具体的な内容は今後の検討となるが、例えば、放送アプリケーションの実装に向けた主要論点を「利用側の環境」、「提供側の
仕組み／条件」、「ステークホルダ」に分けて抽出・整理することが考えられる。
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1. はじめに 

「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」（座長：三友仁志 早稲田大

学大学院アジア太平洋研究科教授）から令和 4 年 8 月 5 日に公表された「デジタル時代に

おける放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」において、ブロードバンドの普

及やインターネット動画配信サービスの伸長と視聴デバイスの多様化、これらに伴う視聴

スタイルの変化と「テレビ離れ」などを背景に、取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い

情報発信、「知る自由」の保障、「社会の基本情報」の共有や多様な価値観に対する相互理

解の促進といった放送コンテンツの価値を、インターネット空間にも浸透させていくため

の方策の一つとして、日本放送協会（以下「NHK」という。）のインターネット配信の在り

方について引き続き検討することとされ、令和 4 年 9 月に、そのための検討組織として、

同検討会の下に「公共放送ワーキンググループ」が設けられた。 

放送は、有限希少な電波を用いて不特定多数に同時に同じ情報を提供する手段として大

きな社会的影響力を有しており、放送事業者は、放送法（昭和 25 年法律第 132 号）の規定

に基づいて、災害情報など公共性の高い情報をあまねく伝えるとともに報道は事実を曲げ

ないですること等の番組準則 1に則って、いわば「質の担保された情報」を提供する責務を

有している。その上で、放送法は、受信料を財源とする公共放送である NHK と主に広告

料収入を財源とするローカル局を含めた民間放送の二元体制を基本としており、相互に切

磋琢磨することにより放送界全体の発展が図られることを期待している。現在は、放送だ

けでなくインターネットへと情報空間が広がり、多様な主体によって多種多様な情報が流

通する状況になっているデジタル時代だからこそ、互いに切磋琢磨する中で創意工夫を凝

らして質の高い放送番組を制作・発信し、生活や経済活動に欠かせない国民の情報基盤と

しての使命を果たしてきた放送の役割の重要性はますます高まっている。 

また、コンテンツ産業は、我が国を牽引する重要な産業分野の一つであり、日本のソフ

トパワーとして大きな役割を果たすことが望まれている中、放送には、海外から高く評価

される優れた放送番組を制作することが大いに期待されることを踏まえれば、我が国の放

送制度の基軸である二元体制を確保し、我が国の放送コンテンツの制作力・発信力を維持・

強化することにより、我が国のコンテンツ産業の発展に寄与していくことが必要である。 

本取りまとめは、このような問題意識の下、二元体制の一翼を担う公共放送である NHK
が、このデジタル時代にどのような役割を果たすべきか、そして、これに対応した NHK の

                                                        
1 公共の福祉の観点からの放送番組の編集に関するルールとして、放送法第 4 条第 1 項に規定されている。放送事業者

は、国内放送等の放送番組の編集に当たっては、①公安及び善良な風俗を害しないこと、②政治的に公平であること、

③報道は事実をまげないですること、④意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らか

にすること、が求められている。 
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インターネット活用業務 2の在り方（放送制度の中でどのように位置付けていくべきか、規

制はどのように課されるべきか）、また、デジタル時代の NHK の事業運営を支える財源は

どのような形であるべきか、といった点について、本ワーキンググループとして計 13 回の

会合を開催し、オブザーバである NHK、（一社）日本民間放送連盟に加え、（一社）日本新

聞協会メディア開発委員会の参加も得ながら検討を行い、その結果を取りまとめたもので

ある。  

                                                        
2 放送法第 20 条第 2 項第 2 号及び第 3 号に規定する業務（任意業務）として行う業務。放送番組等を電気通信回線を通

じて一般の利用に供する業務、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に放送番組等を提

供する業務であり、現在 NHK は、NHK プラスや NHK オンデマンド等のサービスを実施している。 
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2. NHK の役割 

(1) 放送全体の発展への貢献 

放送法は、公共放送である NHK について、放送及びその受信の進歩発達に必要な業

務を行うことを目的とすることを定め、放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究

を行うことを必須業務 3とするなど、従来から放送全体の発展に貢献することを期待して

いる。近年のインターネットの普及により、情報空間がインターネットへと広がりを見

せる中、我が国のコンテンツ産業は、Netflix や Amazon Prime Video などの海外事業者

をはじめとする動画配信プラットフォーム事業者との激しい競争に直面している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図－1 日本のコンテンツ市場の内訳（2021 年）】 

我が国のコンテンツ産業の中でも、放送コンテンツは 3 割近くを占めており、依然と

して重要な地位にあることを踏まえ、本ワーキンググループにおいて、NHK の将来を検

討するに当たっては、単に放送業界のみならず、コンテンツ産業の今後についても視野

に入れて検討してきたところである。そうした観点から、NHK が、民間放送との二元体

制の下で、従来から時代や技術の変化に適切に対応しながら放送全体の発展に貢献して

きたことの延長線上にあるものとして、NHK は、放送コンテンツのプラットフォームと

して放送番組の流通を支え、二元体制を基本とする我が国の放送全体の発展に貢献して

いく役割を担うべきと考えられる。 

NHK には、こうした役割の下で、民間放送事業者等と協調・協力した取組を具体的に

進めていくことが期待される。その際、インターネットへと情報空間が広がった中で、放

送業界全体が動画配信プラットフォーム事業者等との視聴者獲得競争のフェーズに入っ

                                                        
3 放送法第 20 条第 1 項に規定されている、NHK が「行う」業務。 
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ていることを直視し、その中で放送コンテンツが埋没しないような仕組みをどのように

作り上げていくかという視点を持つべきである。もっとも、NHK には、放送コンテンツ

のプラットフォームとして、放送番組の流通のみならず、報道や教育といった一般的に

採算性が低いと考えられるが公共性の高いコンテンツの制作を支えていくことも期待さ

れる。 

我が国のコンテンツ産業の発展を視野に入れつつ、デジタル時代における我が国の放

送コンテンツの制作と、国内外への流通を促進するための具体的方策については、「放送

コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」（主査：山本龍彦 慶應義

塾大学大学院法務研究科教授）（以下、「コンテンツ WG」という。）において議論され、

取りまとめられており、そこで示された内容を踏まえ、総務省、NHK、民間放送事業者

など関係者が連携・協力して取り組んでいくことが重要である。 

また、放送全体の発展に貢献するプラットフォームとしてのNHKの役割については、

別途、「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」（主査：内

山隆 青山学院大学総合文化政策学部教授）（以下、「プラットフォーム TF」という。）

において取りまとめられた内容に沿って、その役割を果たすことが期待される。 

また、NHK が放送全体の発展に貢献していく役割の一つとして、放送ネットワークイ

ンフラ維持への貢献もある。この点については、放送法第 20 条第 6 項において、民間放

送事業者の放送ネットワークインフラ整備に対する NHK の協力努力義務が規定されて

いるが、さらに NHK の業務として位置付けることの必要性について指摘があったこと

も踏まえ、今後の法制化の過程で検討すべきである。 

さらに、民間放送事業者のみならず、新聞社・通信社等との適切な協調・競争関係を構

築することも、民主主義にとって重要な価値であるジャーナリズムを実践するメディア

の多元性 4を確保する観点から重要である。この点に関しては、NHK 自らが、本ワーキ

ンググループにおいて、新聞、民間放送、NHK という伝統メディアに対する国民の信頼

という構図が維持・強化されることは、NHK がインターネット業務を展開することの前

提であるとの考えを表明している。 

(2) インターネットを通じた放送番組の配信 

1.でも述べたとおり、ブロードバンドの普及やインターネット動画配信サービスの伸

長、視聴デバイスの多様化に伴い、視聴者のコンテンツ視聴スタイルも変化しており、い

わゆる若者の「テレビ離れ」に象徴されるように、視聴者の行動は、テレビ放送を通じた

                                                        
4 本ワーキンググループにおいて、「メディアの多元性」は、公共放送と民間放送との併存による二元体制に加え、国民

の知る権利を充足するためのメディアとして位置付けられる新聞社・通信社等とも共存・競争する状態を指す言葉とし

て用いている。なお、2022 年の G7 エルマウ・サミットで採択された「強じんな民主主義声明」においても、開かれ

た多元的議論を守る民主主義国として、「オンライン及びオフラインでの表現及び意見の自由を保護し、…メディアが

自由で独立した状況であることを確保する」との決意が示されている。 
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視聴から、インターネットを通じた視聴へと確実にシフトしている。 

例えば、総務省情報通信政策研究所の調査によると、平日における主なメディアの平

均利用時間について、令和 2 年度に初めてインターネットがテレビを上回り、令和 3 年

度、令和 4 年度には、その差は更に拡大している。また、休日における主なメディアの

平均利用時間については、令和 4 年度になって初めてインターネットがテレビを上回る

結果となり、テレビ離れが加速していると考えられる。 

 

 
（出典）総務省情報通信政策研究所「令和 4 年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 

【図－2 ［平日］主なメディアの平均利用時間（全年代）】 

 

 
（出典）総務省情報通信政策研究所「令和 4 年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 

【図－3 ［休日］主なメディアの平均利用時間（全年代）】 

このように、視聴者の多くが、インターネットを主な情報入手手段として利用しつつ

あることを踏まえると、インターネットを通じて放送番組を視聴者に提供する業務を、
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その実施の有無が NHK の判断に完全に委ねられている「任意業務 5」ではなく、その継

続的・安定的な実施 6が義務付けられる「必須業務」として位置付けることにより、イン

ターネットを通じた場合であっても、視聴者が継続的・安定的に放送番組を視聴できる

制度に変更していくべきである。 

現在の放送法は、公共放送と民間放送という二つの異なる性格の事業体が併存し、相

互に補完しつつ、切磋琢磨することにより、多様な放送が形成されていく二元体制を前

提として制度を構築している。こうした制度の下では、公共放送と民間放送が、同法が求

める相互の「併存」を前提として、いずれも編集の自律を保障された言論報道機関とし

て、各々に求められる役割を果たすために必要な事業形態と事業規模を維持しつつ、公

正な競争の下、より高品質で多様な放送番組の制作・流通に取り組んでいくことが期待

されていると考えられる。すなわち、現在の放送制度は、二元体制の一翼を担う NHK が

極端に縮小して社会に与える影響が限定的になることを想定しておらず、他方、NHK が

肥大化することで民間放送事業者の存続が危うくなることも想定していないと解するこ

とができる。 

こうした二元体制の下、NHK や民間放送事業者の活動が活性化され、更に新聞社・通

信社等の他のメディアとも相互に共存・競争することによって、多元的なメディアが形

成され、インターネットへと広がる情報空間全体のインフォメーション・ヘルス（情報的

健康）7が確保されていくものと考えられる。 

以上のような、現行の放送制度の趣旨に鑑みれば、NHK について、インターネットと

いう新たな伝送路を通じた放送番組の提供を必須業務化するに当たっては、こうした二

元体制の維持という観点から、具体的な制度を検討することが必要である。 

もっとも、NHK がインターネット上で活動することにより情報空間の弊害を直接是正

する可能性は限定的である可能性には留意する必要がある。一方で、今後増加が見込ま

れるテレビを持たない者に対しても、NHK がインターネットを通じて、国民全体が共有

すべき基本的情報を提供することは、日本社会の多様な構成員の知る権利をデジタル時

代に的確に対応した形で充足し、民間放送との二元体制の下、NHK が公共放送として、

社会の構成員の相互理解・対話を促進し、安定的・持続的に公衆を形成する 8役割を果た

                                                        
5 放送法第 20 条第 2 項に規定されている、NHK が「行うことができる」業務。 
6 放送法第 86 条において、NHK は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止

し、又はその放送を 12 時間以上（協会国際衛星放送にあっては、24 時間以上）休止することができない旨規定されて

いる。 
7 多様な情報にバランスよく触れることで、フェイクニュース等に対して一定の「免疫」（批判的能力）を獲得している

状態。なお、「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」（令和 4 年 8 月 5 日公表）p.18
参照。 

8 「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」（令和 4 年 8 月 5 日公表）p.17 において、

「放送は、NHK と民間放送事業者がこの二元体制の下で様々な情報発信を行うことを通じ、国民の『知る自由』 を保

障し、災害情報や地域情報等の『社会の基本情報』の共有や多様な価値観に対する相互理解の促進といった社会基盤と

しての役割を果たしてきたと言うことができる。また、その『公共性』に着目すれば、放送は公衆の包摂・形成であり、

社会の構成員の相互理解・対話を促進し、安定的・持続的に『公衆』を形成するという社会インフラとしての役割を果

たしてきたと言うこともできる。」とされている。 
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すことを可能とすると考えられる。 

以上をまとめると、視聴者のコンテンツ視聴スタイルが急速に変化する中、NHK は、

メディアの多元性を確保する上で重要な役割を果たす放送の二元体制の枠組みの下で、

放送という手段に加え、インターネットを通じて放送番組を視聴者に提供する役割を主

体的に担っていくべきと考えられる。 

なお、NHK と民間放送との並存と競争を旨とする二元体制の趣旨を踏まえ、公正競争

に関して NHK が配慮すべき旨の義務を法定することについて、本ワーキンググループ

において要望・指摘があったことも勘案して、今後の法制化の過程において検討すべき

である。  
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3. NHK のインターネット活用業務の在り方 

(1) 必須業務化の是非と範囲 

テレビなどの受信設備では NHK の放送番組を視聴することができるが、インターネ

ット活用業務が任意業務である現状においては、たとえ費用を支払う意思があっても、

テレビなどの受信設備を持たない限り、NHK の放送番組を継続的・安定的に視聴するこ

とはできない。 

インターネット活用業務を必須業務化するということは、こうした現状を変更するこ

とを意味する。具体的には、テレビなどの受信設備を持たないがインターネットを利用

できる環境にある者から、インターネットを通じて NHK の放送番組を視聴したいとの

求めがあれば、NHK には放送番組を提供する義務が生じる。これは任意業務とは異なり、

法律によって提供の義務が課されるものであり、放送法第 86 条により総務大臣の認可を

得ない限り放送の業務の廃止等はできない仕組みとされていること、また、テレビ放送

及びラジオ放送の全国普及を義務付けている放送法第 20 条第 5 項 9の趣旨を踏まえれ

ば、全国のどこであっても、インターネットを利用できる環境にある者からの求めに応

じて放送番組の同時・見逃し配信を継続的・安定的に行うことを義務付けられることを

意味する。 

また、必須業務である放送については、NHK の放送を受信することのできるテレビな

どの受信設備を設置した者は、放送法第 64 条第 1 項において、NHK と受信契約を締結

しなければならないと規定されており、この受信契約に基づく受信料は NHK の事業運

営の財源となる。この受信料制度については、最高裁判決 10において、「現実に原告（NHK）

の放送を受信するか否かを問わず、受信設備を設置することにより原告の放送を受信す

ることのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによって、原告が上記の者

ら全体により支えられる事業体であるべきことを示すもの」と判示されている。 

すなわち、受信料制度は、NHK の放送番組を受信することのできる環境にある者から

は広く公平に負担を求める趣旨であると解されることから、インターネット活用業務を

NHK の必須業務化する場合、テレビなどの受信設備は持たないがインターネットを通じ

て NHK の放送番組を視聴する者についても、NHK の放送番組を受信することのできる

環境にある者に該当する限りにおいて、相応の負担を求めることが適当であるとの考え

が導かれる。 

以上をまとめると、テレビなどの受信設備を持たずにインターネットを通じて視聴す

る者に対しても、NHK の放送番組を受信することのできる環境にある者に該当するとし

                                                        
9 NHK に対し、ラジオ放送及びテレビジョン放送の全国普及を義務付けている。 
10 最大判平成 29 年 12 月 6 日民集 71 巻 10 号 1817 頁（平成 23 年 11 月 16 日に、NHK が、受信契約を締結していな

い者に対し、受信契約の締結と受信料の支払を求め提訴した事案）。 
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て相応の費用負担を求め、継続的・安定的に放送番組の同時・見逃し配信を全国において

提供することが必須業務化の意味であると考えることができる。 

そして、本ワーキンググループにおいては、2.で述べたように、インターネットへと広

がる情報空間の中で、NHK には、日本の放送全体の発展により一層貢献するとともに、

視聴者の視聴スタイルの急速な変化に対応して、少なくとも地上波テレビ放送の放送番

組について、インターネットにより視聴者に同時・見逃し配信を行う役割が求められて

おり、それに応じた重い責任をNHKに対し課すことについては認識の一致を見ており、

こうした業務は必須業務とすべきものと考えられる。 

他方、衛星放送、国際放送、地上波ラジオ放送に関しては、NHK が果たすべき役割に

鑑み、これらの同時・見逃し（聞き逃し）配信を必須業務化すべきかどうかについて、こ

れまでの議論において、現時点では結論を導くに至る程度にまで議論が尽くされた状況

とは必ずしも言えないため、今後、本ワーキンググループにおいて速やかに検討し、年内

を目途に結論を得ることとする。 

なお、公共放送として、あるいは報道機関の一つとして、災害時の緊急情報や重大事件

など国民の生命・安全に関わる伝達の緊急度の高く、国民全体に広く確実に提供すべき

重要な情報については、費用を負担する者以外への提供が例外的に必要な場合があるこ

とに配慮すべきである。 

また、放送番組以外のコンテンツの伝送の範囲については下記の(2)、(3)、NHK の放

送番組を受信することのできる環境にある者に該当するとして費用を負担すべき者の範

囲は下記の 4.でそれぞれ検討する。 

(2) 必須業務として配信すべき情報の範囲 

① 放送番組と同一のもの（映像及び音声） 

これまで述べたとおり、テレビなどの受信設備を設置すれば視聴することができる

NHK の放送番組について、放送、インターネットといった伝送手段を問わず、視聴者

に対し NHK の放送番組を継続的・安定的に提供することが必須業務化の意味すると

ころであることから、必須業務化する場合には、放送番組そのもの（映像及び音声）の

提供は当然にその業務範囲に含まれると考えるべきである。 

② 放送番組以外のコンテンツ（テキスト情報等） 

放送番組（映像及び音声）以外のコンテンツとしては、現在、放送法第 20 条第 2 項
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第 2 号 11に基づき、NHK NEWS WEB や NHK ニュース・防災アプリ等において、主

にテキスト情報等（テキスト情報のほか、映像・画像情報を含む。以下同じ。）が「理

解増進情報」として提供されている。 

現行制度における理解増進情報は、放送法第 20 条第 2 項第 2 号の規定を受けて、

NHK が同条第 10 項の規定に基づき定める「インターネット活用業務実施基準 12」に

おいて、「放送したまたは放送する放送番組の編集上必要な資料その他の協会が放送し

たまたは放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報（放送番組または当該情

報を編集したものを含む。）」と定義されている。その上で、基本原則として、「法の趣

旨を踏まえ、特定の放送番組に関連付けられた補助的な情報の範囲のものとし、次の各

号のいずれかに該当するものに限る。」と規定され、放送番組を周知・広報するもの、

放送番組等を再編集したもの、放送番組の内容を解説・補足するもの等が限定列挙され

ている。 

本ワーキンググループでの議論においては、この理解増進情報について、実際には、

特定の放送番組に関連付けられた補助的な情報の範囲のものとは考えづらいものも含

め、NHK のインターネット活用業務として、NHK と放送受信契約を締結した者以外

の者にも無償で提供されているところ、これは、なし崩し的拡大であり、収支を勘案し

てインターネット事業に取り組む民間放送事業者その他の民間報道機関の経営に悪影

響を及ぼしているのではないかとの指摘があった。 

このような NHK による理解増進情報の提供によって、民間放送事業者その他の民

間報道機関の経営が、実際にどの程度の悪影響を受けているのかについては、エビデン

スベースで検証していくことが必要である。しかし、いずれの場合であっても、必須業

務化する場合の NHK のインターネット活用業務の範囲を画定するに当たっては、受

信料を財源とすることがいわゆる「国家補助（state aid）13」に該当し得るという意見

もあること、特に有力な公的事業体が国家補助を受けた場合、その経済活動は競争を歪

めるおそれがあることについての指摘を踏まえる必要があると考えられる 14。 

この点、NHK からは、本ワーキンググループに対して、インターネット活用業務を

必須業務化する場合の業務範囲については、「放送番組の同時・見逃し配信」と「報道

                                                        
11 NHK は、自らが放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放

送番組に対する理解の増進に資する情報を電気通信回線を通じて一般の利用に供することができる旨規定されている。 
12 https://www.nhk.or.jp/net-info/data/document/standards/221221-01-jissi-kijyun.pdf 
13 「国家補助」（state aid）は、EU の競争政策上の概念であり、欧州連合運営条約第 107 条において原則として禁止さ

れる国家補助について、「加盟国によって又は国家資源を通じて与えられる補助であって、いかなる形態によるかを問

わず、特定の行為や商品生産を優遇することで競争を歪める又は歪めるおそれのあるもの」（any aid granted by a 
Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition 
by favouring certain undertakings or the production of certain goods）と規定されている。 

14 本ワーキンググループ（第 6 回）において、京都大学大学院法学研究科の川濵昇教授から、NHK について、従来の

放送業務を超えた業務拡大を行う場合には、受信料を財源とすることは、講学上の「国家補助」に当たり、特に有力な

公的企業が「国家補助」を受けた場合の経済活動は競争を歪めるおそれがあるため、それが何らかの公共目的に照らし

て必要なものであるか、目的に照らしてその歪曲効果が是認できるものであるかのチェックが必要である、との指摘が

あった。 
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サイト（放送と同一の情報内容の多元提供）」が基本であり、これ以外は「放送と同様

の効用が異なる態様で実現されるもの」について限定的に提供することを想定してい

ること、そして、テキスト情報については、放送と同一の情報内容についてインターネ

ットの特性に合わせたものを提供することが基本であり、現在の放送番組に対する理

解増進情報は必然的に再整理され、付加的な情報によって放送への誘引効果を高める

ようなサービスについては今の形のまま残ることはない、との考えが示された。NHK
においては、本ワーキンググループにおいて「放送と同一の情報内容」や「放送と同様

の効用」について平易な説明を求める指摘があったことを踏まえ、より分かりやすい説

明に努めるべきである。 

このように、本ワーキンググループにおいて行われた、現在の理解増進情報に関する

様々な問題点の指摘や、受信料がいわゆる国家補助に当たるため NHK のインターネ

ット活用業務の拡大は競争を歪め二元体制を損なうおそれがあるという指摘を踏まえ、

NHK のインターネット活用業務を必須業務化する場合、その範囲は、放送番組の同時・

見逃し配信のみとし、テキスト情報等は一切提供しないという選択肢も考えられる。 

しかし、NHK の設置趣旨に鑑み、国民の知る権利への奉仕という公的な側面を勘案

すれば、民間放送事業者や新聞社・通信社等のほか、NHK を含めた様々な主体から、

視聴者が多元的に情報を受け取ることができる環境を整えることが望ましい。 

もっとも、NHK によるテキスト情報等の配信を認めるとしても、先に示した様々な

指摘も踏まえれば、メディアの多元性を確保する上で重要な役割を果たす放送の二元

体制が損なわれることがないよう、その範囲を限定して画定されるべきである。また、

インターネット活用業務を必須業務化する場合は、それに伴って、現在の理解増進情報

の制度は廃止され、必須業務として提供されるテキスト情報等として再整理されるべ

きである。 

これらの点を制度化する場合、インターネットを通じて提供すべき情報の範囲をあ

らかじめ法律において限定列挙し、費用負担者にどこまで提供すべきか等の提供条件

についても法律で画定することも選択肢となり得るが、これは、言論報道機関としての

性格を有する NHK に対する過度の制約となり、適当ではないと考えられる。 

そのため、制度化に当たっては、NHK が必須業務として提供するテキスト情報等は

放送と同一の情報内容を基本とする考え方を示していること、また、議論の過程で、

NHK は視聴者に対し、まずはテキストでなく放送番組として情報を伝達するよう努め

るべきとの指摘があったことも踏まえ、放送番組と同一の内容を基本としつつ、例え

ば、放送番組そのもの（映像及び音声）ではない情報については、ⅰ）災害時の緊急情

報や重大事件など国民の生命・安全に関わる伝達の緊急度の高い重要な情報、ⅱ）番組

表など放送番組に密接に関連する情報又は放送番組を補完する情報等に限定すること

とし、その旨を放送法に定性的に規定することで、テキスト情報等の外延を画定する方
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向で検討すべきである。 

その上で、費用負担者にどこまで提供すべきかといった点も含め、配信するテキスト

情報等の具体的な範囲や提供条件については、次に述べる担保措置（競争評価）のプロ

セスを経て定める制度とすべきである。その際、上記ⅰ）のような情報については、費

用を負担する者以外も含めた国民全体に広く確実に提供されることが例外的に必要な

場合があることに配慮すべきである。 

③ 配信すべき情報に関する規律 

インターネット活用業務を必須業務化する場合の業務範囲は、これまで述べたとお

り、放送番組と同一の内容が基本となる。 

放送番組と同一のものについては、放送法第 4 条の番組準則等の放送法上の規律 15

に則って制作・配信されることが前提となるため、情報の質が担保されると考えられ

る。それ以外のコンテンツについては、番組準則のような法律上の規制は課さず、NHK
における自主的な判断に委ねるべきであり、放送法の規律の下で放送番組について実

現されているのと同様に、自らの公共的性格及び使命に適したものとなるよう、NHK
の自主自律による対応が求められる 16 17。 

 (3) 放送の二元体制を維持するための担保措置 

① 配信すべき情報の範囲及び提供条件に関する判断の主体とそのプロセス 

放送法は、公共放送と民間放送という二つの異なる性格の事業体が、相互に補完しつ

つ、公正な競争環境の中で切磋琢磨し、多様な放送を形成していくという二元体制を基

本としている。放送だけでなくインターネットへと情報空間が広がる中にあっても、メ

ディアの多元性を確保する上で重要な役割を果たす放送の二元体制が損なわれてはな

らない。したがって、2.(2)で述べたとおり、NHK が、放送に加えてインターネットで

も放送番組等を視聴者に提供する役割を担うとしても、それは、メディアの多元性に資

する放送の二元体制の枠組みを前提とすることが求められる。 

                                                        
15 現行放送法においては、放送番組について、法律に定める権限に基づく場合でなければ干渉・規律されないとの放送

番組編集の自由を原則とした上で（第 3 条）、放送事業者の自主自律を基本とした番組準則への適合性の確保（第 4 条

及び第 81 条）や番組基準の策定・公表（第 5 条）等の措置が講じられている。また、NHK については、番組基準及

び放送番組の編集に関する基本計画について、経営委員会の議決事項とされている（第 29 条第 1 項第 1 号リ）。 
 これに対して、NHK のインターネット活用業務については、このような内容面での規律は課されていない。 

16 なお、NHK は、現行制度の下でも、インターネットでの情報発信について自主的にガイドラインを策定している。

「放送ガイドライン 2020 改訂版（インターネットガイドライン統合版）」（https://www.nhk.or.jp/info/pr/bc-
guideline/assets/pdf/guideline2020.pdf）の項目 3 参照。 

17 本ワーキンググループでは、インターネットによる放送番組等の配信を必須業務とする場合の内容面での規律につい

て、NHK の自主自律にとどめるのが妥当との意見もあった一方で、その前提としてＮＨＫが拠って立つ準則を法律上

明記すべきとの意見もあった。 

https://www.nhk.or.jp/info/pr/bc-guideline/assets/pdf/guideline2020.pdf
https://www.nhk.or.jp/info/pr/bc-guideline/assets/pdf/guideline2020.pdf
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NHK の業務拡大が競争を歪め二元体制を損なうおそれがあるとの指摘があること

を踏まえれば、NHK が必須業務としてインターネットを通じて放送番組等を提供する

に当たって、メディアの多元性を確保する上で重要な役割を果たす放送の二元体制が

損なわれないことを担保するための措置を講じることが必要である。言い換えれば、

NHK がインターネットを通じて放送番組等を提供するに当たって、放送の二元体制を

確保するために、NHK に重い責任と規律を課していくことが必須業務化の意義である

とも考えられる。 

そして、放送の二元体制、メディアの多元性は、ひとたび損なわれてしまうと回復す

ることは困難との指摘があることを踏まえ、NHK がインターネット活用業務を必須業

務として実施する前に、あらかじめメディアの多元性を確保する上で重要な役割を果

たす、NHK と民間放送の並存と競争による放送の二元体制を維持するための措置を講

じる仕組みとすることが適当である。 

このように、NHK のインターネット活用業務を必須業務化する場合には、民間放送

事業者等との公正な競争環境を確保することが必要であり、この点を踏まえた担保措

置を講じることが求められる。こうした観点から、2(2)でも述べたとおり、公正競争に

関して NHK が配慮すべき旨の義務を法定することについて、本ワーキンググループ

において要望・指摘があったことも勘案して、今後の法制化の過程において検討すべき

である。 

また、担保措置としての競争評価の仕組みの詳細を検討するに当たっては、基本的な

考え方として、自らの事業運営の状況や競合する市場の状況を把握できる NHK 自身

が、関係者の参加を得て、競争評価を実施し、必須業務としてのインターネット活用業

務の具体的範囲や提供条件を判断することも考えられる。すなわち、NHK には、事業

運営を担う執行部を監督する機関として経営委員会が存在することから、経営委員会

に競争評価の実効性を確保するための必要な権能を付与した上で、NHK から提案のあ

ったように、経営委員会の監督の下、執行部から独立した専門家からなる委員会が競争

評価を実施すれば足りるとも考えられる。 

しかし、受信料により支えられている NHK は、競争評価の仕組みをより公正かつ客

観的なものとすることで、民間放送事業者や新聞社・通信社等の関係者の理解を得つ

つ、国民の知る権利にとってマイナスとなる事態を厳に回避することが必要である。 

したがって、担保措置としての競争評価の仕組みは、まず、情報の提供主体である

NHK が上記の仕組みによって原案を策定し、その評価・検証を、NHK 以外の第三者

機関（電波監理審議会等）が、NHK が必須業務としてのインターネット活用業務を開

始する前など適時に、民間放送事業者、新聞社・通信社等の関係者の参加を得て実施し、

エビデンスベースで、インターネット活用業務の具体的な範囲や提供条件を決定する

仕組みとすべきである。 
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また、競争評価の手法としては、本ワーキンググループでは英国の「公共価値テスト」

やドイツの「三段階テスト」を念頭に議論を進めてきたが、英国のような仕組みの中で

も、公共的価値と市場競争への悪影響の程度とを単純に比較衡量することへの疑問が

呈されたことも踏まえて、よりエビデンスに立脚した評価手法の確立に向けて、更に詳

細に検討を深めるべきである。 
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（出典）公共放送ワーキンググループ第 6 回会合 資料 6-2 p.23 

【図－4 英国の公共価値テストと競争評価の実施手順】 

 
（出典）公共放送ワーキンググループ第 6 回会合 資料 6-2 p.28 

【図－5 ドイツの三段階テストの審査プロセス】 

なお、NHK が必須業務として実施するインターネット活用業務に要する費用につい

ても、競争評価を実施するに当たっての重要な一要素と考えられる。そのため、競争評

価の仕組みにおいては、必須業務として実施するインターネット活用業務の費用の規

模を明らかにすべきであるが、費用の規模が市場への影響に具体的にどのように寄与

するかについても専門的・技術的に検討する必要がある。その上で、費用の規模の拡大

が市場に悪影響を与え得ることが認められるのであれば、事前に、競争評価を実施すべ

きである。 
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さらに、NHK は、新規サービス又は既存サービスの大幅な変更を行う場合は、事前

の競争評価を実施するとの考えを示している。しかし、NHK が必須業務として実施す

るインターネット活用業務には、その性質上、競争を歪め二元体制を損なうおそれがあ

るとの指摘を踏まえれば、NHK が必須業務として実施するインターネット活用業務全

般について、競争上の問題が生じていないかを検証する「競争レビュー（仮称）」も定

期的に実施すべきである。 

② 判断の拘束力 

①のプロセスを経て行われる評価・検証の結果を受け、総務大臣は、評価・検証の結

果を踏まえて NHK 予算に意見を付し、国会に提出するものとし、これにより、国会で

の予算審議を通じて NHK の策定する原案の内容の適否が判断されるようにすべきで

ある。また、総務省は、国会での審議結果等を踏まえ、必要に応じ行政指導を行うこと

が考えられる。 

この点については、本ワーキンググループにおいても、NHK が策定する原案につい

て、総務省が、有識者等から構成される「検証会議（仮称）」を設置し、民間放送事業

者、新聞社・通信社等の関係者も参画する形で検証する仕組みとすること、電波監理審

議会に諮問し答申を得ること、総務大臣意見を付すとしてもＮＨＫが提供する個別の

コンテンツの是非に立ち入る内容とならないよう留意した運用とすべきとの指摘があ

ったことも十分に踏まえて、プロセスの具体化に向けた検討を進めるべきである。 

③ 当面取り組むべき事項 

①及び②で検討した担保措置（競争評価）の枠組みについては、本ワーキンググルー

プにおいても、利害関係者間の議論を速やかに開始し、その検討結果を法改正や今後の

運用に反映することが重要であるため、競争評価に関する準備組織を、総務省の関与の

下、早期に設定すべきとの指摘があったことも踏まえ、今後、法制化に向けて、NHK
が原案を策定するに当たり、総務省において、NHK に加え、民間放送事業者、新聞社・

通信社等の関係者が参加する場を設け、NHK が検討に着手することを促すなどして、

関係者の声を十分に反映するように努めるべきである。 

また、これまでの議論において、NHK は、インターネットを通じて提供される情報

について、その公共性及び市場競争への影響等について説明することが重要との指摘

があったことを踏まえ、こうした検討の場において、NHK は、提供する情報の範囲や

提供条件、その影響等について、明確な説明に努めるべきである。 
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4. インターネット活用業務の財源と受信料制度 

公共放送である NHK の運営に必要な費用を調達する手段としては、現行の受信料制度

のほかにも、視聴の対価として視聴料を徴収する方法や、諸外国でも採用されている広告

収入による方法、税収入による方法なども考え得るところである。 

しかし、視聴料を徴収する方法は、NHK と契約する者の関心や意向などを意識したコン

テンツ制作を助長しかねないなど、公共放送として備えるべき基本的な性格と相容れない

と考えられる。また、広告収入や税収入は、特定のスポンサーや国家・政治との関係で、

財源としての中立性・独立性を保てなくなるおそれがあるため、これも公共放送として備

えるべき基本的な性格と相容れないと考えられる。もっとも、国際放送 18については、将

来的な安定財源の確保のための方策として、英国の国際放送で採用されている広告収入に

ついて検討の余地がある。 

このように、公共放送の運営に必要な費用を調達する手段としては、現行の受信料制度

を維持することが適当であると考えられる。この点に関して、最高裁判決 19は、NHK の事

業運営の財源を受信料によって賄う仕組みは、「受信設備を設置することにより原告（NHK）

の放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによって、

NHK が上記の者ら全体により支えられる事業体であるべきことを示すもの」と判示して

いるが、その際、「特定の個人、団体又は国家機関等から財政面での支配や影響が原告（NHK）

に及ばないようにし、現実に NHK の放送を受信するか否かを問わず」とも述べており、

受信料制度が視聴料収入や広告収入、税収入のそれぞれのデメリットを克服しようとする

ものであることを示唆している。 

そして、3.(1)でも述べたとおり、インターネット活用業務を必須業務化する場合には、

テレビなどの受信設備を持たずにインターネットを通じて視聴する者に対しても、NHK の

放送番組を受信することのできる環境にある者に該当する限りにおいて相応の費用の負担

を求めることが適当であり、その具体的範囲は、NHK の事業運営の財源である受信料制度

について規定した放送法第 64 条第 1 項 20の「協会の放送を受信することのできる受信設

備…を設置した者」に基づいて定めることが適当である。また、先の最高裁判決は、「放送

法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告

（NHK）から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、

受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることと

したものであることは明らか」である旨述べている。すなわち、受信料制度の運用におい

ては、受信者の意思を尊重することが求められている。 
                                                        
18 NHK が必須業務として行う、法人向け・外国人向けの国際放送（放送法第 20 条第 1 項第 4 号）及び協会国際衛星放

送（同項第 5 号）。 
19 最大判平成 29 年 12 月 6 日民集 71 巻 10 号 1817 頁。脚注 11 参照。 
20 「協会の放送を受信することのできる受信設備…を設置した者は、…受信契約…の条項…で定めるところにより、協

会と受信契約を締結しなければならない。」と規定されている。 
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このような放送法の規定の趣旨を踏まえ、「協会の放送を受信することのできる受信設備

を設置した者」と同等と評価できる者を具体的にどのような範囲で捉えるかについては、

テレビとスマートフォン・PC 等の通信端末との性質の違いに着目すべきである。すなわ

ち、一般的に、テレビは、チューナーレステレビを除き、放送番組を視聴する機能をあら

かじめ有しているのに対し、スマートフォン・PC 等の通信端末は汎用的に用いられ、少な

くとも放送番組を視聴することが主たる用途として想定されているわけではない。 

このような性質の違いに鑑みれば、スマートフォン・PC 等の通信端末を取得・保有した

だけで「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」と同等と評価するこ

とは、視聴者の理解を得ることができないため、適当ではない。これに対して、テレビな

どの受信設備を持たないが、スマートフォン・PC 等の通信端末を用いて NHK の放送番組

等を視聴する意思を持って能動的な一定の行為を行った者であれば、汎用的な通信端末を

NHK の放送番組を視聴するための「受信設備」として「設置した」と評価することについ

て、視聴者の理解を得られやすいものと考えられることから、「協会の放送を受信すること

のできる受信設備を設置した者」と同等と評価される行為を行った者に対して、受信料制

度における公平負担の観点から、費用負担を求めることを基本とすべきである。 

もっとも、同等と評価される行為の具体的内容については、例えば、スマートフォンに

ついて、まず、その購入のみで費用負担を求めるべきではない。加えて、これまでの本ワ

ーキンググループにおいて、NHK の放送番組を視聴する意思が外形的に明らかになるよ

うな、ⅰ）アプリのダウンロード、ⅱ）ID やパスワードの取得・入力、ⅲ）一定期間の試

用、利用約款への同意などの行為も含めて解釈していくことが必要との指摘があったこと

を踏まえ、今後、総務省において制度化の検討を進める中で、これらの積極的な行為が費

用負担の要件であることを、視聴者にとってわかりやすい形で明確化を図っていくべきで

ある。 

また、現在のテレビなどの受信設備の設置に伴う受信契約は世帯単位 21となっているが、

スマートフォン・PC 等の通信端末からの能動的な行為を基に NHK と締結する契約を個人

単位とするのか、ID をいくつ払い出すか、何台の通信端末まで同一の ID で利用可能とす

るか等受信契約の単位に関する課題については、インターネットの普及等に伴う視聴実態

を勘案しつつ、引き続き検討すべきであり、この点についても視聴者にわかりやすい形で

周知等がなされることが期待される。 

上述のとおり、テレビなどの受信設備を持たないがインターネットを通じて NHK の放

送番組等を視聴しようとする者について、放送法第 64 条第 1 項の「受信設備を設置した

者」と同等と評価される者と捉えるべきであることを踏まえれば、これらの者に求められ

                                                        
21 放送法第 64 条第 3 項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた受信契約（日本放送協会放送受信規約）において規定

されており、具体的には、同規約第 2 条において、「放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の

世帯に属する 2 以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。」等と規定されてい

る。 
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る負担は、公共放送としての NHK の事業運営のための「特殊な負担金 22」としての性格

を帯びるものと考えることが適当である。 

そして、このように考えれば、NHK の事業運営は、テレビなどの受信設備の設置を通じ

て支払われる受信料と、それと同等と評価できる通信端末上の行為を通じて支払われる負

担金の全体で支えられるものと考えるのが自然であるが、視聴者に負担いただくものであ

る以上、総務省及び NHK においては、現在の NHK オンデマンド 23のように対価として

徴収するものではなく、その負担により得られる財源の使途について、2.(1)で述べたよう

な放送全体に貢献する役割に対応した NHK の事業運営費用にも充てられるべきものであ

ることを明確化すべきである。 

なお、テレビなどの受信設備は持たずともインターネットを通じて NHK の放送番組等

を視聴する者が支払う金銭を、テレビなどの受信設備の設置に伴う受信契約に基づく費用

の呼称としてこれまで定着してきた用語である「受信料」と呼称するか別の呼称とするか

は、今後、制度化を進める中で整理されるべき問題である。 

一方、いわゆる「ネット受信料」という呼称が流通し、スマートフォン・PC 等の通信端

末を保有しただけで NHK に対する費用負担が義務付けられるとの誤解が生じているとの

指摘があることを踏まえ、総務省や NHK においては、そのような誤解が生じることのな

いよう、国民・視聴者に対して丁寧な説明に努めるべきである。加えて、必須業務化に伴

う費用負担についても、NHK の放送番組のインターネットでの視聴を無料から有料にす

るものではなく、NHK の放送番組のインターネットで視聴できる機会を、テレビなどの受

信設備を持たない者に対して新たに広げ、それに伴って、テレビなどの受信設備を持って

いる者との公平負担の観点から相応の費用負担を求めるものであることについて丁寧な説

明を尽くすべきである。  

                                                        
22 受信料の法制上の位置付けについては、例えば、臨時放送関係法制調査会の答申（1964 年 9 月）においては、「国家

機関ではない独特の法人として設けられた NHK に徴収権が認められたところの、その維持運営のための『受信料』と

いう名の特殊な負担金と解すべき」、内閣法制局長官の答弁（1980 年 3 月参議院予算委員会）においては、「公共的放

送を NHK の業務として行わせるための一種の国民的な負担として受信料をとらえているわけであります」と示され

ている。 
23 放送法第 20 条第 2 項第 2 号の任意業務として NHK が行うサービス。衛星放送の一部の放送番組も含む放送番組を、

2～3 週間程度又は期間を定めずに提供するオンデマンド配信サービスであり、有料（月額 990 円等）により実施。 
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5. 今後の進め方 

これまで 13 回にわたり丁寧に議論を進め、NHK のインターネット活用業務を必須業務

化する際に必要となる制度の骨格に関わる基本的な事項については、議論を取りまとめる

ことができた。 

しかし、それぞれの箇所で言及してきた点を含め、今後検討すべき課題も多く残されて

おり、継続した議論・検討が不可欠である。その意味では、今般の取りまとめは、デジタ

ル時代にふさわしい放送制度の在り方の一つとして、NHK のインターネット活用業務の

在り方を継続して検討していくための議論の軸となる内容を提供するものと位置付けるこ

とができる。 

ついては、総務省においては、急速に進む視聴者の「テレビ離れ」（インターネットへの

シフト）に速やかに対応するため、所要の制度整備を早急に進めるとともに、以下の事項

についても、検討を行い、今後の制度整備や制度の運用に反映すべきである。 

(1) 地上波テレビ放送以外の放送番組の同時・見逃し配信 

3.(1)でも述べたとおり、衛星放送、国際放送、地上波ラジオ放送に関しても、今後、

NHK が果たすべき役割に鑑み、これらの同時・見逃し（聞き逃し）配信を必須業務化す

べきかどうかについて、速やかに検討する必要がある。 

(2) 必須業務として実施するインターネット活用業務の具体的な範囲・提供条

件 

3.(3)③でも述べたとおり、必須業務として実施するインターネット活用業務の具体的

な範囲や提供条件を定める担保措置（競争評価）の枠組みについては、本ワーキンググル

ープにおいても、利害関係者間の議論を速やかに開始し、その検討結果を法改正や今後

の運用に反映することが重要であるため、競争評価に関する準備組織を、総務省の関与

の下、早期に設定すべきとの指摘があったことも踏まえ、今後、法制化に向けて、NHK
が原案を策定するに当たり、総務省において、NHK に加え、民間放送事業者、新聞社・

通信社等の関係者が参加する場を設け、NHK が検討に着手することを促すなどして、関

係者の声を十分に反映するように努めるべきである。 

(3) その他 

本ワーキンググループでは、NHK のインターネット活用業務の在り方について、必須

業務化するか否かを中心に検討を行ってきたが、これに付随して、現行のインターネッ

ト活用業務を巡る下記の事項についても指摘があったことを踏まえ、総務省及び NHK



22 

は、現行制度の運用改善にも取り組むべきである。 

① インターネット活用業務に対する意見・苦情等を受け付ける仕組みの改善 

現在のインターネット活用業務実施基準では、インターネット活用業務について、競

合事業者等からの意見・苦情等を受け付ける仕組みが用意されている。こうした意見・

苦情等への対応については、NHK 会長の諮問機関である「インターネット活用業務審

査・評価委員会 24」に、インターネット活用業務の公共性及び市場競争への影響等、公

共放送の業務としての適切性を確保する観点からの検討を求め、その結果を尊重して

必要な措置を講ずることがあわせて規定されている。しかし、実態としては、この仕組

みは競合事業者等によって十分に活用されていない。 

今後、NHK のインターネット活用業務が必須業務として提供されることとなる場合

でも、同様の仕組みが継続されるとともに、適切に機能することが求められる。その際、

現在の仕組みがなぜ活用されていないのかについて検証を行い、運用上の問題点があ

るのであれば、NHK と競合事業者等で改善策について協議する等、現行制度の運用改

善に取り組むべきである。 

② NHK のガバナンス 

NHK のインターネット活用業務を必須業務化する場合において、メディアの多元性

を確保する上で重要な役割を果たす放送の二元体制を維持するための担保措置として、

NHKの経営委員会及び執行部がどのような役割を果たすべきかといったNHKのガバ

ナンスについても議論したが、今般の NHK のインターネット活用業務の設備調達に

係る事案 25に関連して、現状の NHK のガバナンスについても指摘が相次いだ。 

NHK は国民・視聴者が負担する受信料に支えられていることを踏まえ、その業務と

受信料、それらを規律するガバナンスについては一体的に不断の取組を進めることが

重要であり、特に、NHK の執行部を監督する経営委員会については、平成 19 年の放

送法改正 26をはじめとして、監督機能の強化・改善に不断に取り組んできた経緯があ

る。 

                                                        
24 インターネット活用業務における適切性を確保するため、NHK インターネット活用業務実施基準に則り、NHK 会長

の諮問機関として設置されている。同委員会は、NHK に寄せられたインターネット活用業務に関する競合事業者等か

らの意見・苦情等に対して採るべき対応を検討し、NHK は、その結果を尊重して必要な措置を講じることとされてい

る。また、インターネット活用業務実施計画の策定や実施状況の評価に当たり、公共放送の業務としての適切性を確保

する観点からの見解を述べる。 
25 2023 年、NHK が、インターネット活用業務について、現在認められていない衛星放送の放送番組の同時配信に向け

た設備の調達手続きを進めていた事案。NHK は、関連業務を停止するとともに、外部有識者から構成される「NHK 執

行部ガバナンスレビューに関する専門委員会」からの助言を踏まえ、同年 7 月 25 日に再発防止策を発表している。 
26 通信・放送分野の改革を推進するため、NHK に係る事項を中心として放送制度を改正するとともに、電波利用をよ

り迅速かつ柔軟に行うための手続を創設する等の所要の改正を行った法律。NHK 関係は、ガバナンス強化、放送番組

アーカイブのブロードバンドによる提供、新たな国際放送の制度化を内容としたもの。 



23 

今般の NHK のインターネット活用業務の設備調達に係る事案については、本年 7
月 25 日、再発防止策が NHK から発表され 27、これに対し、総務省から「再発防止に

取り組む決意の表れと認められるこの再発防止策を、NHK には着実に実行していただ

きたいと考えており、総務省としてはその動向をしっかりと見守ってまいりたい」とす

るコメントが公表されているところである 28 。 

NHK においては、再発防止策を着実に実行し、国民・視聴者からの信頼回復に取組

むべきであり、総務省においてもその動向を注視していくことが求められる。 

また、NHK のインターネット活用業務を必須業務化することで重い責任と規律を課

していくことの一環として、子会社 29を含む NHK のガバナンスについて見直す契機と

すべきとの指摘もあり、具体的には、地方公共団体のイベント等の公募について NHK
子会社が参加することの可否の検証の必要性についても指摘があったところである。 

NHK による子会社への出資については、放送法第 22 条の規定に基づき、NHK の

必須業務又は任意業務の遂行に必要がある場合に、これらの業務に密接に関連する事

業 30を行う者への出資に限定されており、こうした法の趣旨を踏まえ、総務省が「日本

放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン 31」（令和 4 年 10 月）

を策定している。地域におけるイベントの受注など、NHK の子会社の事業活動が放送

法の趣旨に沿ったものとなっているか、関係者の意見も聴きつつ、エビデンスベース

で、不断に検証していくことが求められる。  

                                                        
27 NHK（2023 年 7 月 25 日）「稟議事案に関する再発防止策について」 
（https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2023/20230725_2.pdf） 

28 総務省（2023 年 7 月 25 日）「NHK のインターネット活用業務に係る設備調達についての総務省コメント」 
（https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000266.html） 

29 2023 年 8 月 1 日現在、NHK の子会社（放送法第 21 条第 1 項）は 12 社（（株）NHK メディアホールディングス傘

下の子会社も含む。）、その他、関連会社（放送法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 10 号）第 30 条第 1 項第

11 号イ）は 4 社、関連公益法人等（同号ロ）は 6 団体存在している。 
30 放送法施行令（昭和 25 年政令第 163 号）第 2 条に掲げる「協会（NHK）の委託により、放送番組を制作し、放送番

組の制作に必要な装置を作成し、又は放送に必要な施設を建設し、若しくは管理する事業」等の計 14 事業。 
31 https://www.soumu.go.jp/main_content/000838082.pdf 

https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2023/20230725_2.pdf
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6. 結びにかえて 

NHK のインターネット活用業務の在り方の議論は、これと競合し得る民間放送事業者

や新聞社・通信社等との関係をどのように考えていくかという視点ももちろん重要である

が、本ワーキンググループの議論では、そうした業界の問題のみにとらわれるのではなく、

国民生活に浸透した放送、その中の NHK の将来の方向性について、放送番組が重要な役

割を果たしている我が国のコンテンツ産業全体の将来の方向性を視野に入れつつ、国民・

視聴者の目線を常に意識して検討を進めてきた。 

すなわち、テレビなどの受信設備を持っていない国民が確実に増えつつある状況の中で、

国民の知る権利に奉仕するメディアの一員である NHK がどのように振る舞えば、民間放

送事業者や新聞社・通信社等とあいまって、豊かなコンテンツを国民に届けられる社会に

なるか、そして、放送番組の制作・流通の過程でこれまで蓄積されてきた貴重な人材やノ

ウハウを今後どのように我が国のコンテンツ産業の発展に活かしていくべきか、という観

点から、関係者の意見を丁寧に聴きつつ、議論を重ねてきたところである 32。 

その結果、本ワーキンググループの構成員の総意として、我が国の放送の二元体制の下

で、インターネットの普及に伴い視聴者の行動が急速に変化する中でも、視聴者に継続的・

安定的に放送番組を届けていくこと、そして放送のプラットフォームとして放送全体の発

展に貢献していくことが公共放送としての NHK の役割であり、そうした役割を担ってい

く上では、インターネット空間へと広がる情報空間の中で、テレビなどの受信設備を持つ

人だけでなく、これを持たない人に対してもインターネットを通じて「豊かで、かつ、よ

い放送番組 33」を提供する責務を課すことが必要との結論に達した。 

そして、NHK にそのような責務を課すことに対応して、テレビなどの受信設備を持たな

い人からも相応の負担を求めるべきという結論も導いているが、これは、国民・視聴者に

新たに負担を課そうとするものではない。視聴者目線で見れば、公共放送を支える共同体

に属するかどうかの自由を確保しつつ、これまでテレビなどの受信設備を設置することで

しか共同体に属することができなかった状態から、テレビなどの受信設備を設置しなくて

もインターネットを通じて共同体に属する選択肢が新たに提供されるものであることを強

調しておきたい。 

5.で述べたとおり、今般の取りまとめは、新たな時代に対応した NHK のインターネッ

ト活用業務の在り方の基本的な骨格を示す一里塚であり、今後、歩みを止めることなく、

詳細な検討を進めていく必要がある。 

                                                        
32 主としてプラットフォーム TF 及びコンテンツ WG において、この点関係者ヒアリング等を実施し議論を重ね、放送

コンテンツの制作・流通促進に向けた具体的方策がとりまとめられているところである。 
33 放送法第 15 条において、NHK の目的として、「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように

豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送…を行う」ことが規定されている。 
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制度設計を検討する総務省、必須業務化した場合にインターネット活用業務の詳細を検

討する NHK においては、「国民・視聴者にとって何がベストか」を常に意識しながら取組

を進めていくことを期待するものである。 

民間放送事業者や新聞社・通信社等においては、メディアの多元性を確保する上で重要

な役割を果たす放送の二元体制を確保するための競争評価の詳細設計に積極的に参画する

ことを期待する。加えて、どうすれば、フェイクニュースも含めた多種多様な情報が流通

するインターネットの世界でも、信頼性の高い情報の提供を継続できるか、NHK、（一社）

日本民間放送連盟、（一社）日本新聞協会など、メディアの関係者が連携・協力して検討を

加速させることも期待するものである。NHK には、こうしたメディア間の連携・協力の場

面でも先導的な役割を果たすことを大いに期待したい。 

なお、情報空間全体のインフォメーション・ヘルスをいかに確保していくかという点に

関しては、本ワーキンググループの検討課題である「NHK のインターネット活用業務の在

り方」を議論するだけでは十分でないことは明らかである。例えば、利用者の ICT リテラ

シーを推進するための政策や、プラットフォーム事業者等による偽情報対策の推進の在り

方についても検討が進められており 34、本ワーキンググループでの検討内容も含め、これ

らの政策が相互に連携することによって、その目的を達成することができるものと考えて

いる。 

                                                        
34 例えば、偽情報等に対応した ICT リテラシー向上のための取組として、2021 年に開設したサイト「上手にネットと

付き合おう！～安心・安全なインターネット利用ガイド～」において、「SNS 等での誹謗中傷」、「インターネット上の

海賊版対策」、「ネットの時代におけるデマやフェイクニュース等の不確かな情報」といった「旬」のトピックを特集と

して掲載しているほか、2022 年 6 月に偽・誤情報に関する啓発教育教材「インターネットとの向き合い方～ニセ・誤

情報に騙されないために～」を開発・公表している。今後の ICT リテラシー推進方策については、同年 11 月に「ICT
活用のためのリテラシー向上に関する検討会」を立ち上げ、検討を進めている。また、「プラットフォームサービスに

関する研究会」（座長：宍戸 常寿 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授）を通じて、偽情報に関するプラットフォ

ーム事業者の取組とその透明性等に関するモニタリングを実施しており、2022 年 8 月に当該モニタリングの結果や海

外の動向に関する調査結果等を踏まえ、プラットフォーム事業者による適切な対応や透明性の確保のための今後の方

策の取組の方向性を示した第二次取りまとめを公表した。2023 年 3 月、同研究会において、各ステークホルダーによ

る自主的な対応をまとめた「偽情報対策に係る取組集 Ver1.0」を公表。同年 4 月 29 日及び 30 日に開催された G7 群

馬高崎デジタル・技術大臣会合の閣僚宣言において、偽情報対策に関する民間企業や市民団体を含む関係者によるプラ

クティス集（EPaD: Existing Practices against Disinformation）を作成することが宣言された。 
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デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 

「公共放送ワーキンググループ｣開催要綱 

 

１ 背景・目的 

本ワーキンググループは、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会

（以下「検討会」という。）の下で開催される会合として、検討会取りまとめの第４章

「放送コンテンツのインターネット配信の在り方」を踏まえ、インターネットを含め

て情報空間が放送以外にも広がる中において、信頼性の高い情報発信などの放送コン

テンツの価値を情報空間全体に浸透させる観点から、ＮＨＫのインターネット配信の

在り方等について検討することを目的とする。 
 

２ 名称 

本ワーキンググループは「公共放送ワーキンググループ」と称する。 

 

３ 検討項目 

（１）インターネット時代における公共放送が担うべき役割 

（２）ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方 

（３）ＮＨＫのインターネット活用業務に関する民間放送事業者との協力の在り方 

（４）ＮＨＫのインターネット活用業務の財源と受信料制度 

（５）その他 

 

４ 構成及び運営 

（１）本ワーキンググループの主査は、検討会座長が指名する。本ワーキンググルー

プの構成員は、主査が指名する。 

（２）主査は、本ワーキンググループを招集し、主宰する。 

（３）主査は、必要があると認めるときは、主査代理を指名することができる。 

（４）主査代理は主査を補佐し、主査不在のときは主査に代わって本ワーキンググル

ープを招集する。 

（５）主査は、必要に応じ、必要と認める者を構成員又はオブザーバとして追加する

ことができる。 

（６）主査は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

（７）その他、本ワーキンググループの運営に必要な事項は、主査が定めるところに

よる。 

 

５ 議事の取扱い 

（１）本ワーキンググループの会議は、原則として公開とする。ただし、公開するこ

とにより当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれが

ある場合その他主査が必要と認める場合については、非公開とする。 

（２）本ワーキンググループの会議で使用した資料及び議事要旨については、原則と

して公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並

びに公共の利益を害するおそれがある場合その他主査が必要と認める場合につ
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いては、非公開とする。 

 

６ その他 

本ワーキンググループの庶務は、情報流通行政局放送政策課が行い、必要に応じ

て関係課と連携して行うものとする。  
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「公共放送ワーキンググループ｣構成員名簿 

 

（敬称略・主査及び主査代理を除き五十音順） 

＜構成員＞  

  

（主査） 三
み

 友
とも

 仁
ひと

 志
し

 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授 

   

（主査代理） 山
やま

 本
もと

 隆
りゅう

 司
じ

 東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

   

 内
うち

 山
やま

  隆
たかし

 青山学院大学総合文化政策学部 教授 

   

 大
おお

 谷
たに

 和
かず

 子
こ

 株式会社日本総合研究所 執行役員法務部長 

   

 
落
おち

 合
あい

 孝
たか

 文
ふみ

 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 プロトタイプ政策

研究所所長・シニアパートナー弁護士 

   

 宍
しし

 戸
ど

 常
じょう

 寿
じ

 東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

   

 曽我部
そ が べ

 真
まさ

 裕
ひろ

 京都大学大学院法学研究科 教授 

   

 瀧
たき

  俊
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 雄
お

 株式会社マネーフォワード 執行役員CoPA 

Fintech研究所長 
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 情報通信消費者ネットワーク 

   

 林
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  秀
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 名古屋大学大学院法学研究科 教授 

   

   

＜オブザーバ＞  

 日本放送協会  

  一般社団法人日本民間放送連盟 

   

   

   

 

別紙 
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デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 

「公共放送ワーキンググループ」 

開催状況 

○第１回（令和４年９月21日（水）17:00～）

(1) 開催要綱の確認等

(2) 公共放送ワーキンググループについて

(3) 公共放送の現状について

(4) 公共放送ワーキンググループの論点(案)

(5) 意見交換

○第２回（令和４年10月17日（月）13:00～）

(1) 曽我部構成員プレゼンテーション

(2) 内山構成員プレゼンテーション

(3) 「公共放送に関するWEBアンケート調査」の結果について

(4) 質疑応答・意見交換

○第３回（令和４年11月24日（木）15:00～）

(1) ヒアリング①

・日本放送協会

(2) 質疑応答①

(3) ヒアリング②

・（一社）日本民間放送連盟 

・（一社）日本新聞協会メディア開発委員会 

(4) 質疑応答②

(5) 諸外国の公共放送に関する制度について（※第4回会合に持ち越し）

(6) 質疑応答③・意見交換

○第４回（令和４年12月22日（木）16:00～）

(1) 諸外国の公共放送に関する制度について

(2) 質疑応答①

(3) 前回会合における質問事項への回答

(4) 質疑応答②・意見交換

(5) これまでの議論の整理について

(6) 質疑応答③・意見交換

○第５回（令和５年２月24日（金）16:00～）
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(1) インターネット時代における公共放送の役割に関する論点と考え方（事務局） 

(2) 意見交換① 

(3) インターネット時代における公共放送の業務に関する論点と考え方（事務局） 

(4) 意見交換② 

 

○第６回（令和５年３月15日（水）16:00～） 

(1) 前回の議論の振り返り 

(2) インターネット活用業務の財源と受信料制度に関する論点 

(3) 意見交換 

(4) NHKインターネット活用業務の検討に対する民放連の見解と質問の提出について 

 

○第７回（令和５年４月27日（木）13:00～） 

(1) 前回の議論の振り返り 

(2) インターネット活用業務の財源と受信料制度に関する論点 

(3) 意見交換 

(4) NHKインターネット活用業務の検討に対する民放連の見解と質問の提出について 

 

○第８回（令和５年５月26日（金）15:00～） 

(1) 前回の議論の振り返り等 

(2) ヒアリング 

  ・日本放送協会 

(3) 質疑応答・意見交換 

 

○第９回（令和５年６月７日（水）10:00～） 

(1) 日本放送協会からの説明 

(2) 質疑応答① 

(3) ヒアリング 

・（一社）日本民間放送連盟 

・（一社）日本新聞協会メディア開発委員会 

(4) 質疑応答②・意見交換 

 

○第10回（令和５年６月30日（金）15:00～） 

 (1) 日本放送協会からの説明 

(2) （一社）日本民間放送連盟及び（一社）日本新聞協会メディア開発委員会の質

問への回答 

(3) 質疑応答・意見交換 

 

○第11回（令和５年７月24日（月）10:00～） 
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(1) これまでの主な検討項目について（事務局） 

(2) 質疑応答・意見交換 

 

○第12回（令和５年８月10日（木）16:00～） 

(1) これまでの主な検討項目について（事務局） 

(2) 質疑応答・意見交換 

 

○第13回（令和５年８月29日（火）15:00～） 

(1) 公共放送ワーキンググループ取りまとめ案について 

(2) 意見交換 
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２０２２年１１月２４日 

公共放送ワーキンググループに対する意見 

（総務省 第３回「公共放送ワーキンググループ」ヒアリング） 

一般社団法人日本新聞協会 

メディア開発委員会

インターネット上に大量の情報があふれ、フェイクニュース（偽情報）の拡散といった問題

が情報空間で顕在化するなか、正確な情報は欠かせず、信頼できる報道へのニーズはより高ま

っている。新聞・通信社は国内外に広く記者を配置し、社内に何重ものチェック体制を構築し、

正確で信頼できる情報の発信に努めている。 

公共放送ワーキンググループ（WG）ではインターネット上の情報空間の課題解決に向け、

NHKのインターネット業務を拡大すべきだとする議論がなされている。ネット上ですでに存

在感を高めているNHKが、巨額の受信料を財源にインターネット業務を際限なく拡大してい

けば、新聞をはじめ民間メディアとの公正競争が阻害され、言論の多様性やメディアの多元性

が損なわれかねない。言論・表現の自由や国民の「知る権利」を棄損し、民主主義の維持・発

展に影響を及ぼすことにもつながるのではないか。 

今般示された、NHKの経営計画（2021-23年度）の修正案で、受信料の１割値下げが盛り

込まれたが、NHKのこれまでの取り組みをもって、受信料、業務、ガバナンスの「三位一体

改革」が終わったとは到底いえない。公正な競争を阻害しないという観点が極めて重要で、

NHK自ら公共放送としてふさわしい業務範囲を絞り込み、それに見合った受信料体系を示す

べきで、不断の改革が求められる。 

NHKが公共的な役割を今後も果たさなければならない存在に変わりはない。WGにおいて

は、「本来業務化ありき」の議論ではなく、NHKの在り方をまず問い直し、公正競争の確保に

十分留意した精緻な議論を求めたい。そのことが、情報空間における言論の多様性やメディア

の多元性、民主主義の維持・発展につながると考える。 

以下、具体的に述べる。 

情報空間における多元性の価値について 

本年 8 月に公表された「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取り

まとめ」は、フェイクニュースやエコーチェンバーなど、ネット上の情報空間のゆがみを是正

するには、NHKと民放による「二元体制」がネット空間でも維持されることが重要だと指摘

した。しかし、ネット空間には NHK、民放だけでなく、新聞・通信社をはじめ多様な民間の

メディア事業者がすでに存在し、取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い情報を発信してい

る。第 2回WGで、曽我部真裕構成員は、NHKのネット業務拡大について「偽情報やフィル

ターバブルなど情報空間の弊害を直接是正する可能性は限定的」だと指摘した。さらに「二元

体制の維持はメディアの多元性の観点から新聞なども視野に入れるべきであり、NHKのネッ

参考-121



 

2 

ト進出がメディアの多元性によって提供される価値を毀損してはならない」との発言もあり、

当委員会も賛同するところだ。 

情報空間全体の環境をよりよくするために NHK がネットに先導的に広く進出したとして

も、他の報道機関があおりを受けてしまい、結果として改善につながらないならば本末転倒で

はないか。正確で信頼できる情報を発信するメディアの多元性こそが、健全な情報空間の基盤

になる。インターネットで多元的なジャーナリズムを維持していくため、WGには責任ある議

論を求めたい。 

 

公正な競争と求められる規律について 

公正な競争を阻害してはならない、という視点は極めて重要だ。NHKの受信料はそもそも

公共放送を維持・運営するために独占的に徴収権を与えられている「特殊な負担金」で、年間

収入は約 6800億円（2021年度）。インターネット業務はあくまで「放送の補完」との位置付

けでありながら、予算上限は 200億円にのぼっている。新聞・通信社は広告収入や課金型モデ

ルなど収支を勘案し、経営努力を積み重ねながら、ネット空間でも取材に裏打ちされた質の高

い報道とサービスを早くから提供してきた。200億円という NHKのネット予算の上限は、す

でに、新聞・通信社単独のデジタル事業の予算を大きく上回っている。NHKネット事業が本

来業務に格上げされた場合、予算の歯止めすらなくなる可能性があり、事業が継続できなくな

るメディアも出てきかねない。 

NHKは放送番組の「理解の増進に資する情報」との名目でネットコンテンツを展開してお

り、なし崩し的な業務拡大の一因となっている。「NHK NEWS WEB」や「NHKニュース防

災」アプリはコンテンツの内容や訪問者数を見る限りその存在感は大きく、デジタルサービス

での有料会員や広告収入獲得を目指す新聞・通信社と競合している。NHK が配信した記事が

検索サービス上で上位に表示されるなど、ウェブ上にニュースを配信する以上、本質的には民

間報道機関への影響は避けられないのではないか。ニュースを深掘りして解説するようなイン

ターネットでのオリジナルコンテンツを展開している事例も散見される。民間ならば有料にし

なければ採算が合わないものばかりだ。すでに外部のプラットフォームを通じてテキスト記事

を配信する事例も多くあるが、今後、さらにプラットフォーム事業者と結びつきを強め、配信

を拡大することになれば、民間報道機関のデジタル事業が影響を受けるのは明らかだ。 

理解増進情報は NHK 自らが「特定の放送番組に関連付けられた補助的な情報の範囲のも

の」と定義しているが、実態はこれを逸脱して拡大している。公正競争という観点だけでなく、

受信料制度との整合性の観点からも課題だ。「理解増進情報」の在り方を抜本的に見直すべき

だ。 

民間報道機関のデジタル事業との関係でいえば、NHKはすでに各種のデジタルサイネージ

（電子広告）にも記事を配信している。すでに NHK の子会社を通じた業務との競合により、

価格設定などに悪影響が生じたとの指摘もある。 

現状、インターネット業務は「放送の補完」であるにもかかわらず、すでに動画やテキスト

コンテンツ、アプリなどさまざまな形態で広がっている。今後、法的な位置付けを変えて、際

限なく拡大することを危惧する。公正競争の観点から客観的に判断する仕組みの構築を求める
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意見が複数の有識者から上がっており、その点は同意する。 

 

ＮＨＫ改革の評価について 

NHKのネット業務の在り方を議論するにあたって、これまでの改革の取り組みの評価がき

わめて重要だ。今般、NHK経営計画の修正案が示されたが、「三位一体改革」について、改革

が終わったとは評価していない。「本来業務化」ありきではなく、まず公共放送の役割につい

ての国民的な議論を尽くす必要がある。本業としての公共にふさわしい放送番組や事業はどの

ようなもので、そこから公共放送としてふさわしい業務範囲や付随する予算を導き出し、業務

範囲に応じた受信料制度をつくり、国民や視聴者が納得する料金水準を定める、というプロセ

スをたどるべきだと考える。 

それこそが、当委員会だけでなく政府・国会が繰り返し求めてきた業務、受信料、ガバナン

スを一体的に見直す「三位一体改革」の本旨ではないか。松本剛明総務大臣はNHKが三位一

体改革を不断に進めることが重要だとし、改革の中でネット業務の在り方について検討する必

要性について指摘した。さらに、「一層効率的な運営を通じ、さらなる値下げの原資が確保で

きるよう努力することが期待される」と述べたが、これに同意する。 

当委員会はこれまで、改革の進ちょくについて指摘や質問を重ねてきたが、十分な説明が果

たされていない。本業の放送番組では視聴者ニーズにかかわらず、公共放送としてふさわしい

ジャンルに集中すべきではないか。収支を勘案する民間では取り組みにくい報道・防災・教育・

福祉・伝統芸能などが公共放送にふさわしい分野といえないか。NHKがこれまで、こうした

分野で良質な番組を制作してきたことは評価しており、視聴率を意識せざるを得ない民放とは

異なる観点から番組制作に集中する必要があるのではないか。近年拡大傾向にある「番宣」に

ついても、放送時間を使ってまでやるべきものか再検討すべきだ。 

子会社の業務やガバナンスに関する改革についても課題は山積している。子会社が担うべき

業務は NHK本体同様、民間に担えない業務に限定するべきではないか。会計検査院から指摘

された業務の妥当性や内部留保・随意契約の割合についてその後の改善状況の具体的な開示を

求めたい。関連団体への業務委託はその業務に従事する出向者の給与を業務委託費として支払

う仕組みになっているケースもあり、会計検査院から経費削減に結びついていないと指摘され

ていた。改正放送法で中間持株会社の設立が認められたが、大事なのはグループ経営がどう変

わったかを検証することだ。改革にあたっては、経営委員会にも情報開示の徹底や監視強化の

舵取りを求めたい。 

 

情報空間における課題と新聞・通信社の役割について 

ネット空間が急拡大するなか、フェイクニュースの横行が民主主義への深刻な脅威になる。

新聞・通信社は一次情報に接し、多くのコストをかけて信頼できるニュースを手がけ、情報の

質の確保に努めている。メディア環境が激変するなかでも、世の中に流通するニュースの発信

源を担い、公共性の高い情報や地域情報などを届け続ける責務がある。 

しかし、情報空間が広がり、コンテンツと時間の奪い合いが激しくなるなか、ニュースの担

い手の確保も切実な課題だ。第 2回WGで野村総研が示した調査では、「報道・取材制作を担
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う事業者の衰退で報道コンテンツが手に入りにくくなる」ことに「問題」「どちらかといえば

問題」と答えた割合は 75％にのぼり、「地域で報道・取材する事業者の衰退で地域情報が届け

られにくくなる」ことにも、同様に 74％が問題視している。プラットフォームとの関係も含

めた持続可能なジャーナリズムの在り方に関する議論が国際的にも広がっている。 

ネットの情報空間においては、NHKだけでなく、ニュースの送り手でもある新聞・通信社、

民間放送事業者が、それぞれの役割を果たすことで、民主主義に資する多様な言論が維持され

ており、NHKの在り方について拙速な議論を行えば、こうしたシステムが毀損されかねない。

WGには、そうした観点から、三位一体改革をはじめ「NHKが取り組む業務」についてさら

なる議論を求めたい。 

以  上 
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公共放送WG 20230315ヒアリング資料 京都大学大学院法学研究科教授 川濵昇 
「公共放送のインターネット業務の拡大と公正競争－情報空間の健全化のための競争評価」 

Ⅰ はじめに－なぜ競争評価が必要か 

(1) Manifest Destinyを超えた「業務拡大」→フロンティア
従来型メディアの視聴からインターネットでの視聴へと移行しつつある。これに伴って、

公共放送のインターネット業務の本来業務化やこれに伴う業務拡大は当然のことのように
も見える。従来の放送をインターネット上でも視聴できるという意味でのインターネット
化は既に進展している。しかし、インターネットで展開される業態は、これに留まるもので
はない。また、様々に変化する可能性がある。 

(2) 伝統メディアのインターネット業務
公共放送のインターネット業務の本来業務化・業務拡大を正当化する根拠

  情報空間の健全化 
インターネットの進展とともに、変質する情報空間
アテンションエコノミー化、DPFによる伝統メディアのマージナル化 etc

→伝統メディア（放送・新聞 etc）の古典的言論のエコシステムの衰退
 問題発掘・ファクトチェックするための、調査、相互検証 etc 

伝統メディアも、インターネット空間で橋頭堡を築くための努力をしている 
→困難極まりない作業、
←国によっては、伝統メディアの機能強化のための施策

伝統メディアの一員としての公共放送のインターネット上での役割 

(3)業務拡大の進展と競争評価
しかし、 従来の放送業務を超えた業務を行う→新たな分野での「国家補助」事業の拡張
有力な公的企業が、国家補助を受けた経済活動を行うと競争歪曲のおそれがある。
仮に、歪曲効果があるなら、それが何らかの公共目的に照らして必要なものであるか、目

的に照らして釣り合いの取れた効果であるかをチェックする必要がある。 
このような競争歪曲効果は、不可逆的な変化をもたらすため事前にチェックする必要が

ある。 
公共放送が有力であり、国家補助が、影響を与える市場規模に比して大きい場合は特にそ

の必要性がある。制度や市場環境の違いによって差異はあるし、評価内容も異なる 
→先行例、Ofcom の競争評価（BBC の自己チェックへの審査）
Ⅱ以下はそれを参考にした。しかし、競争評価は各国の独自性がある。メディア空間のエ

コシステムが各国によって違う。同じ業務であっても悪影響が生じるセグメントも異なり
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得る。ＢＢＣで問題ないから日本も問題はないとは直ちに言えない（逆も言える）。日本語
の情報空間、メディアの特性などに注目して検討する必要がある。 
 
(4)競争評価のその他の機能 
(a)情報空間の健全性の維持 
 公正競争の確保だけではなく、伝統メディア空間（エコシステム）の脆弱化の防止 
  伝統メディアのインターネット内でのカンニバリズムでは無意味 
 健全化のための国家補助がかえって健全化を害する危険性 
 
(b)国家補助の正当性チェック 
 公益性審査（競争歪曲効果という反公益性を償う別個の公益性）は、当該国家補助がなぜ
必要かという観点からの，補助の適切性審査にもつながる。これは、業務拡大の内容があい
まいなまま進展する場合には重要。近時、国家補助規制（競争評価）の機能として重視され
ている。 
 
 
Ⅱ 競争評価の対象 
(1) 評価の行われる関連市場 
 インターネット業務への拡大と言っても、具体的に影響を受ける市場単位で検討すべき 
  ただし、重層的な市場画定 また、クロスネットワーク効果、補完的市場も重要。    
 
(2) どのような市場が考えられるか、 

インターネット業務の場合、伝統メディアが行っているインターネット上での業務が競
合するセグメントの第 1候補。ただし、その範囲を確定する作業が重要。 
留意点 
・個々の事実関係に依存する。ケースバイケースの作業 
・フォワードルッキングな評価のため、過去の需要代替性だけで断定できない。 
 →適切なサーベイ調査 etc、定性的評価も重要 
  単純な仮定的独占者基準は利用できない。影響を受ける競争者視点も重要。 
・影響を受ける事業者からの情報が端緒として重要 
 
・直接影響を受けるセグメントだけでなく、そのセグメントとクロスネットワーク効果
が及ぶセグメントでの悪影響も重要である。→市場画定の問題というより悪影響の評価
の問題として見ることもできる。 
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Ⅲ 競争への影響 
(1) 悪影響のレベル 
 国家補助は原則的に歪曲効果を持つ（レベルプレイングフィールドへの悪影響） 
 しかし、それを超えた悪影響をもつ場合もある。 
 「公正で効果的な競争への重大な悪影響」 
 国家補助によってよりよい取引条件を提示することそれ自体も大きな問題だが、(2)に至
ると特に問題が大きい。 
  
(2)「公正で効果的な競争への重大な悪影響」としてのクラディングアウト等 
有力な事業者が国家補助によって業務を展開することによって、競争事業者が締め出さ

れることになったり，投資やイノベーションを行うインセンティブが抑制される効果など、
競争する力を損なうものと考えられる場合が特に問題となる。 
業務の拡張は選択肢の拡大という意味で消費者厚生にかなっているが、それがクラウデ

ィングアウト等の効果を持つとかえって消費者の選択肢を減少させる。 
多様なメディアによる相互批判、相互検証といった、伝統メディアエコシステムの機能を

破壊しかねないという点にも注意。 
 この場合、公益的目的による正当化は妥当しないものと考えられるのではないか。 
  ∵補助の反公益性が高い 
 なお、公正競争への悪影響という反公益性を正当化するだけの公益性があるかないかの
審査（当事会社に説明責任がある）は、そもそも適切な業務拡張であるか否かの評価として
の側面も有していることに注意。→Ⅱ(4)(b) 
 
 
Ⅳ 競争評価のフレームワーク 
(1) 評価のタイミングー事前評価の必要性 
 不可逆性(ネットワーク効果 etc)、エコシステムを破壊したら戻しようがない 
 
(2) 評価の対象 
 規制コストや実効性からは、ある程度の規模に絞るのが得策かもしれない。 
 200 億円という金額が妥当か否かは別にして、これまで付随的業務について金額キャップ
をつけることで評価なしで済ませてきたのは、その点では賢明かもしれない。 
 Ofcom はかなり詳細に業務拡張を審査してきた。そこまで必要か？ 
絞り込みの基準、質的評価（従来の業務と大きく異なる態様のもの）、量的評価（「想定予

算規模で絞る」 
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2023年４月27日 

総務省・デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 

「公共放送ワーキンググループ」 御中 

一般社団法人 日本民間放送連盟 

ＮＨＫインターネット活用業務の検討に対する民放連の見解と質問について 

時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

平素より民間放送の活動にご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

下記のとおり、ＮＨＫインターネット活用業務の検討に対する見解と質問を提出いたしますの

で、ご査収のうえ、よろしくお取り計らいくださいますようお願いいたします。 

記 

１．民放連の見解 

・ 公共放送ＷＧの主な検討課題は、①インターネット時代に公共放送が担うべき役割、②ネット

活用業務の在り方、③その財源と受信料制度とされています。これまでの議論では、情報空間の

健全性を確保するためにＮＨＫはデジタル空間においても放送と同等の公共性を発揮することが

望ましいとの認識のもと、ＮＨＫのインターネットサービスの「必須業務化」が焦点となり、当初

設定された③の課題を後回しにして、民間事業者との公正競争の検討に着手しました。ＷＧのこ

うした議論の経過を踏まえて、私たちは３つの根本的な疑問や懸念をあらためて申し述べたいと

思います。 

【必須業務化と受信料制度・財源との関係について】 

・ 一つ目は、拡張するデジタル空間において独占的な受信料を財源とする公共メディアは真に必

要なのか、です。ＮＨＫによる綿密な調査結果がＷＧで開示され、ネット空間におけるＮＨＫの

情報提供への期待などが明らかになっています。ただ、ネット進出を強めることにより、視聴者・

国民の負担がどう変わるのかなどは現時点で見通しが立たず、財源をめぐるＷＧでの精緻な議論

を待つ必要があります。 

【必須業務化と情報空間の健全性確保について】 

・ 次に、ＮＨＫのネット業務の拡張の背景・理由とされる情報空間の健全性の確保についてです。

この問題の重要性に異論はありませんが、重要であるがゆえに、プラットフォーム事業者をはじ

め関係事業者や国民各層の代表を集めた大きな枠組みの議論がまずあってしかるべきです。ＮＨ

Ｋのネット業務を加速させるための「錦の御旗」として掲げられることに、強い違和感を覚えざ

るを得ません。

【放送法の下でのインターネット活用業務の適正規模・範囲について】 

・ そして最後に、これが最も大きな疑問と懸念ですが、通信と放送の間に伝送路の違いなどに依

拠した区分が厳然とある中で、放送法に存立基盤を置く特殊法人ＮＨＫがインターネット活用を

拡大するのには限界があるのではないかということです。2013年にＮＨＫのインターネット活用

業務の拡大を提言した総務省の「放送政策に関する調査研究会」は、「放送を目的に設立された特
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殊法人という性格から無限定の実施は不適切」と述べ、任意業務として実施できる判断基準につ

いて、▽公共性が認められる、▽放送の補完の範囲にとどまる（番組との密接関連性、支出規模）、

▽市場への影響の程度――の３点を示し、その後の放送政策の基礎となりました。インターネッ

ト活用業務の予算規模は10億円で始まり、40億円、受信料収入の2.5％、200億円と拡大した経緯が

ありますが、「放送」を規律するための放送法のもとで、それと矛盾しない形でインターネット活

用業務を広げてきたとも言えます。今般のＷＧの議論は、この従来の枠組みを一気に超えていこ

うとしているようにも見えます。 

・ 以上の問題意識に基づき、下記の質問をまとめました。ＮＨＫがかねて標榜されている「公共メ

ディア」への転換は、ＮＨＫ自身がその意図するところを社会に広く説明し、視聴者・国民、多岐

にわたる関係事業者などの理解と協力を得て、初めて進められるものです。議論が円滑に進み、

視聴者・国民各層に理解いただくためにも、ぜひ民放連の質問にご回答いただきたいと思います。

同じ放送法に立脚し、二元体制の一翼を担う民放事業者としてＮＨＫの在り方には極めて高い関

心を持っています。ＮＨＫの将来を決めようとする本ＷＧの議論を正しく理解させていただくた

めにも、ぜひ前向きにご対応くださるよう重ねてお願いいたします。 

・ 民放連はその回答を踏まえて、引き続き検討を深めてまいりますので、民放の意見を述べる場

を設けていただきたいと考えます。 

 

２．「公共放送ＷＧ」に対する質問 

【必須業務化と受信料制度・財源との関係について】 

① ＮＨＫの必須業務および任意業務の定義をご教示ください。 

② すでに幅広く展開されているＮＨＫのインターネット活用業務が、任意業務から必須業務に変

わることによって、視聴者・国民にとって何が変わるのか、よく分かりません。見解をご教示くだ

さい。 

③ 仮にＮＨＫインターネット活用業務を必須業務化する場合、ＮＨＫが負う義務や規律を具体的

にご教示ください。（例：放送に課されているあまねく受信義務、重大事故の報告、安全信頼性基

準の適合、放送番組審議会、受信料契約、▽現行のインターネット活用業務に課されている費用

上限、インターネット活用業務実施基準の認可、同実施計画の届出、▽業務管理体制（ガバナン

ス）など。） 

④ 放送法において、インターネット配信を放送のように規律する考えでしょうか。そうであれば、

その根拠をご教示ください。 

⑤ インターネット活用業務の必須業務化を志向するのであれば、インターネット視聴と受信料制

度・財源との整合性の検討が必要と考えますが、見解をご教示ください。必要とすれば、具体的な

検討はいつ開始するお考えでしょうか。 

⑥ ＮＨＫから、テレビ受信機を持たないがＮＨＫプラスを視聴したいニーズがあるとの説明があ

り、「公共放送ＷＧ」では、端末（アプリ）認証を行って課金するなどの意見がありました。これ

についても、受信料制度との整合性の検討が必要と考えますが、見解をご教示ください。 

 

【必須業務化と情報空間の健全性確保について】 

⑦ ＮＨＫのインターネット活用業務が、任意業務から必須業務に変わることによって、なぜ情報

空間の健全性が高まることになるのか、見解をご教示ください。 

⑧ 情報空間の健全性確保においては、「特定デジタルプラットフォーム提供者」のユーザへの責務
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など、放送法の外側にあるネット配信全般についての検討も必要と考えますが、「公共放送ＷＧ」

あるいは総務省において、そのような検討を行う考えはあるでしょうか。 

⑨ ＮＨＫのインターネット活用業務を必須業務化することは、わが国最大のメディアであるＮＨ

Ｋの強大な地位を、インターネットの世界において固定化しかねず、ひいては受信料財源の動画

配信事業者を新たに作ることになりかねないと考えますが、その社会的意味や是非を含め、見解

をご教示ください。 

 

【放送法の下でのインターネット活用業務の適正規模・範囲について】 

⑩ 仮にＮＨＫインターネット活用業務を必須業務化する場合、放送法第20条の第１項に限定列挙

された、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、衛星基幹放送、放送・受信の進歩発達に必要

な調査研究、国際放送等と同列に、インターネット業務を規定するお考えでしょうか。仮にイン

ターネット活用業務を区分し、一部を必須業務、残りを任意業務とする場合は、どのように規定

にするお考えでしょうか。 

⑪ ＮＨＫは電波の「放送」を行うために、テレビ受信機に紐づく受信料を独占的に徴収すること

が認められています。現行の受信料制度を継続する前提においては、「放送政策に関する調査研究

会」が述べたとおり「放送を目的に設立された特殊法人という性格から無限定の実施は不適切」

であり、ＮＨＫのインターネット活用業務は「放送」と同等かつ付随的（小規模）なサービスに限

られると考えますが、見解をご教示ください。 

⑫ 有力な公的企業が国家補助を受けた経済活動を行うと競争歪曲のおそれがあるとの指摘が有識

者からありました。公正競争の議論においては、先に具体的なサービスを特定して検討すべきで

あり、対象業務が抽象的なままでは、抽象的な議論にしかならないことを懸念しますが、見解を

ご教示ください。 

⑬ 民放連は2022年11月24日開催の「公共放送ＷＧ」第３回会合のヒアリングにおいて、ＮＨＫイ

ンターネット活用業務は公正競争を阻害しないために、▽放送番組の「理解増進情報」を拡大解

釈しない、▽ネットオリジナルコンテンツの制作・配信はしない、▽広告収入を得ない、▽予算に

厳格な歯止めを設ける――などの取り組みが最低限必要と述べました。こうした民放連の考えに

対する見解をご教示ください。 

 

以 上 
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２０２３年５月１９日 

総務省「公共放送ワーキンググループ」御中 

NHKインターネット活用業務の検討に対する意見 

一般社団法人日本新聞協会 

メディア開発委員会

総務省「公共放送ワーキンググループ」（以下、WG）はこれまでNHKインターネット活用

業務の在り方について検討してきた。当委員会は昨年 11 月 24 日の第 3 回会合に出席し、巨

額の受信料を財源に NHKがネット業務を際限なく拡大すれば、新聞をはじめ他メディアとの

公正競争が阻害され、言論の多様性やメディアの多元性が損なわれかねないと指摘した。また、

NHK の在り方をまず問い直した上で、公正競争の確保に十分留意する精緻な議論を求めた。

しかし、その後の貴 WG の検討状況を見る限り、こうした論点を十分に吟味しないままイン

ターネット業務の「本来（必須）業務化」ありきの議論をしているといわざるを得ない。議論

の前提として、NHK自らが考えるインターネット業務の具体像を示し、国民や視聴者、関係

する事業者の理解を得て進めることが必要であり、早期に実現すべきだ。 

当委員会の問題意識を以下に挙げるとともに、別紙に質問事項をまとめた。質問はNHKの

インターネット業務に関して議論する上で不可欠なポイントである。WG で議論をしたうえ

で一点一点、回答をお願いしたい。 

【情報空間の健全性確保とネット業務の関係】 

貴 WG が課題として掲げた情報空間の健全性は、放送制度・放送政策の枠組みを超えた問

題である。NHKがネット業務を本来（必須）業務にすれば、メディアの多元性や言論の多様

性に影響するというのは貴 WG でも指摘された問題である。こうした民主主義の根幹にかか

わる論点について、放送政策、なかでも公共放送を専門的に議論する貴 WG のみで結論を出

すのは妥当ではないのではないか。放送に関連する事業者や専門家だけでなく、より幅広い主

体を交えて開かれた議論が行われるべきだ。 

NHKのネット業務拡大が情報空間の健全性確保に不可欠だという論理にも、強い違和感が

ある。これまでの貴 WG の会合で「偽情報やフィルターバブルなど情報空間の弊害を直接是

正する可能性は限定的」（曽我部真裕構成員）という重要な指摘があったものの、その後は十

分な議論がなされていない。また、NHKだけでなく、民放や新聞なども公共的な役割を担い、

信頼できる情報を提供している。そうした視点を改めて確認し、NHKの役割、多様な報道機

関との競争環境について議論すべきだ。NHKのネット業務拡大が情報空間全体の改善にどの

程度寄与するか、その効果が他の報道機関などに与える悪影響より優先されるのかを示すべき

である。NHKがネット業務を拡大したとしても、メディアの多元性を損なうようでは本末転

倒といえる。一度棄損されたメディアの多元性や言論空間が元の姿を取り戻すことは難しく、

そうした点に留意した議論が行われるべきだ。 
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【受信料を原資としたネット業務拡大の是非】 

フェイクニュース（偽情報）の拡散など情報空間の課題が顕在化しているとの認識に賛同す

る。しかし、テレビ受像機にひも付く受信料を原資にする NHKがネット上の課題解決に向け

て役割を果たすことの是非については、十分に議論されていない。受信料は公共放送を支える

制度の根幹であり、国民や視聴者にとっても関心が高い。4 月 27 日の第 7 回会合でようやく

検討が始まったが、さらなる深掘りの議論が必要ではないか。 

 当委員会はかねて、NHKのネット業務について、放送番組に関連づけられた補助的な内容

の「理解増進情報」やプラットフォームとの結びつきの拡大などの課題も指摘してきた。ネッ

ト業務は放送の補完と規定されていながらなし崩し的に拡大している。そうした問題の検証も

不十分ではないだろうか。他の報道機関と比べて圧倒的に強固な体制もある中で、ネット業務

の拡大が他の民間メディアとの公正競争に与える悪影響を懸念している。一方で、受信料とい

う限られた財源の中で、ネット業務を際限なく拡大すれば、放送にそのしわ寄せが及ぶ可能性

もある。ネットを有効活用できない高齢者などへの影響も検討課題だと考える。 

貴 WG では、こうした懸念への議論が十分とは言えない。既存の補完業務では何ができな

いのか、本来業務化によって何を変えるのかなども、狙いを含めて具体的に示さないのは問題

だと考える。 

 

【議論の進め方に対する懸念】 

貴WGは 2月 24日の第 5回会合以降、事務局がまとめた資料「論点と考え方」に基づいて

テーマごとに検討している。テーマごとの個別の検討を終えた後、最終的に包括的に検討する

としているが、今夏に取りまとめを予定するなら十分な時間は残されていない。総務省がこれ

まで求めてきた業務・受信料・ガバナンスの「三位一体改革」の趣旨を踏まえればさまざまな

テーマを関連付けた議論が極めて重要であり、このままでは全体として整合性が取れた結論が

得られるのか疑問だ。多くの論点で二者択一の議論がなされ、「本来（必須）業務化ありき」

で審議が進められているという懸念が拭いきれない。スケジュールのみを優先し、検討を拙速

に進めてはならない。 

 

【NHKによる説明の必要性】 

複数の有識者から指摘があった通り、本来、NHK自らが考える業務の将来像を説明するこ

とが議論の出発点であるべきだ。NHKが目指す「本来（必須）業務化」の範囲はどこまでか。

同時配信、見逃し配信、オンデマンド、もしくはテキストも含むのか。料金は、アプリ導入に

よる課金制か、無料か。民間メディアが被る悪影響をどう考慮するのか。NHKの意見表明が

いまだになく、貴 WG が、こうした議論を抜きにしたまま、「NHK はネット空間でも公共的

な役割を果たすべき」という抽象的な意見のみで「本来（必須）業務化」に突き進んでいるよ

うに見えるのは大きな問題だ。NHKに対して、早期に貴WGの会合で説明することを要請し

てほしい。その際NHKは、これまで指摘があった理解増進情報に対する懸念や、構成員で意

見が一致した事前の競争ルールの導入などについても考えを述べ、国民や視聴者、関係する事

業者の理解を得るべきだ。また貴 WG には、その回答を踏まえて当委員会にも意見を述べる

場を設けてほしい。 

以  上 
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公共放送WGに対する質問事項 

  

 ①NHK のネット業務拡大がどのように情報空間の健全性確保につながるかは明確でなく、

メディアの多元性から見ると逆効果になりかねないとの指摘もある。NHKのネット業務

拡大と、情報空間の健全性確保の関係についてどう考えるのか。 

②NHKはすでに理解増進情報などの名目でネット業務を幅広く展開している。現状のネッ

ト業務は情報空間の課題解決にどの程度寄与してきたと考えるのか。 

③民主主義を維持するためのメディアの多元性の重要性をどう捉えているのか。NHKのネ

ット業務拡大によって、メディアの多元性にどの程度影響が出ると考えるのか。 

④仮に NHKのネット業務を必須業務とする場合、新聞・通信社や民放以外の事業者への影

響も考慮する必要はないか。他にどのような企業や組織、団体に影響が出ると考えるか。

またこうした事業者からも意見を聞く必要性をどう考えるか。 

⑤放送の持つ公共性と、ネット空間の公共性の違いをどのように考えるか。ネット空間の公

共性をどのような枠組みで制度化するのか。通信・ネットの領域を放送法の改正で規定す

ることは適切なのか。放送制度の枠を超えた議論が必要になると考えるが、どう対応する

か。 

 ⑥「NHKニュース防災」アプリや「NHK NEWS WEB」「NHK政治マガジン」など、理

解増進情報として展開しているサービスは、受信料を支払わなくても利用できる。受信料

制度の整合性などをどう考えるか。ネットのオリジナルコンテンツも多いが、問題はない

とみているのか。必須業務化を考える際に検証する必要はないのか。 

 ⑦ネット業務の必須業務化の可否については、NHKがまず具体的な業務構想を示し、その

効果、他の事業者や市場への影響について十分議論を重ねた上で検討すべきではないか。

これまでの議論の進め方はあるべき姿とは順序が異なっているのではないか。 

 ⑧任意業務から必須業務となった場合、具体的に業務展開はどう変わるのか。あるいは何が

可能になるのか。任意業務のままでは、具体的にどのようなデメリットがあり、変更する

必要があると考えるのか。国民・視聴者にとっても分かりやすく説明すべきではないか。 

 ⑨受信料という原資だけでなく、受信料を基に築き上げてきた組織体制や設備などもあり、

報道分野でのNHKは圧倒的な存在感がある。ネットを必須業務にした場合も巨大な組織

や人員を活用すれば、収支を勘案してネット業務に取り組む他の報道機関は公正な競争が

難しいのではないか。 

 ⑩NHKの業務、受信料、ガバナンスの「三位一体改革」は道半ばだ。ネット業務拡大を議

論する前に、まずは、貴 WG でこれまでの NHK による「三位一体改革」の検証をする

べきではないか。また、「経営委員会のガバナンスを含む、ＮＨＫのガバナンス改革が必

要」との指摘もあったが、どう検討するのか。 

 

以  上 

別紙 
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２０２３年６月７日 

「NHKのインターネット活用業務の今後について」に対する意見 

（総務省 第９回「公共放送ワーキンググループ」ヒアリング） 

一般社団法人日本新聞協会 

メディア開発委員会

当委員会は 5月 19日付で、総務省「公共放送ワーキンググループ（WG）」に「NHKイン

ターネット活用業務の検討に対する意見」を提出した。その際、NHKのネット業務について

議論する際に不可欠な前提として 10項目の質問を示した。民放連も質問を提出している。ま

ず、速やかにこうした懸念や疑問に関して討議し、回答するよう改めて求める。また、回答

後、WGがとりまとめをする前に当委員会に意見表明する機会を設けていただきたい。 

当委員会は 19日付の意見で、NHK自らがインターネット活用業務の希望を具体的に示す

べきだと指摘していた。貴WGの第 8回会合でNHKは必須業務化の範囲などについて初め

て考えを表明したが、「放送と同様の効用」や「『放送』と同一の情報内容」など具体性を欠

く説明を繰り返した。なぜ必須業務化が必要なのか、必須業務化で何をどう変えるのかとい

う根本的な疑問への回答はなく、視聴者や利用者にとって重要なサービスの具体像、有料・

無料エリアの線引きも示さなかった。当委員会が繰り返し指摘してきた理解増進情報の課題

についても、懸念を払拭する説明はなく、構成員の質問と返答の内容がかみ合わない場面も

目立った。抽象的な議論に基づいて制度設計を進めれば、現状の理解増進情報のように業務

範囲が際限なく拡大することになりかねない。新聞をはじめ他メディアとの公正競争が阻害

され、言論の多様性やメディアの多元性が損なわれかねない、との懸念は深まった。こうし

た問題を解消しないまま議論を取りまとめることは、制度設計を事実上、総務省や NHK に

委ねることに等しいのではないか。一度棄損されたメディアの多元性や言論空間が元の姿を

取り戻すことは難しく、情報空間の健全性確保といった点にも逆行する可能性がある。 

競争評価などを NHK 内部で済ませる考え方にも異論が相次いだ。ガバナンスの在り方に

ついてさらに検討を深めるべきだ。第 8 回会合以降、NHK が業務として認められていない

衛星放送のネット配信経費を予算に盛り込んでいた問題が判明した。NHKは、内部では 4月

に発覚し、5月 16日の経営委員会に報告したにも関わらず、その後 2週間も公表せず、報道

があった翌 30 日に初めて説明した。経営委員会や監査委員会を含めたガバナンスの問題が

以前から指摘される中、放送同様 NHK 内部の監督・監査のみでインターネット活用業務を

チェックしていくことが難しいという実態が明らかになった。これまで当委員会が重要性を

指摘してきた、業務・受信料・ガバナンスの「三位一体改革」が不十分であることの証左と

いえる。受信料収入で運営する組織であるにもかかわらず、意思決定の過程やその透明性を

軽視しているのではないか。貴WGで議論する領域との関係も密接で、公表しないまま必須

業務化の意見を表明したことは適切だったのか。 

6 月 2 日に公表された議事録によれば、経営委員会と執行部で経営委員会の役割をめぐり

激しい衝突があった。両者の間で責任の所在が整理できていないことも、ガバナンス上の大
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きな課題だ。議論の前提条件が揺らぎかねない問題が相次いで発覚したことを踏まえ、貴WG

としてインターネット業務の必須化を論じる前に、過去のインターネット業務予算や三位一

体改革の進捗状況を NHKに確認し、検証する必要があると考える。 

 第 8 回会合での NHK の説明に対する当委員会の考え方や疑問点を以下の通りまとめた。

民放連や構成員からも多数の意見・質問が出されているが、回答が示されていない。貴 WG

には、NHKから明確な説明を得た上で、この夏にも予定していた取りまとめを見送り、懸念

の一つ一つについて丁寧に時間をかけて議論するよう求める。 

 

【１．大前提となる視聴者・国民の期待、本検討会・WGで示されたご期待・ご要望】 

基本的な考え方 

・視聴者から期待されているという「情報空間の参照点」の趣旨が不明瞭である。なぜ情報

空間の健全性確保につながるのか、なぜそのために必須業務化が必要なのか、新聞や民間

放送も同様の役割を果たしているのではないかなど、疑問点は多い。また、NHKが情報空

間の参照点を果たしていけるかを議論するためには、具体的な業務やサービスの在り方を

もとに検討すべきだと考える。 

 

【２．NHKのインターネット活用業務に関する基本的な考え方】 

インターネット活用業務に関する基本的な考え方 

・なぜ必須業務化が必要なのか、また、今の補完業務ではなにができないのか具体的な説明

がなされていない。 

・「放送と同様の効用」の定義があいまいで、必須業務化の範囲として適当ではない。現状の

「理解増進情報」もあいまいな定義を拡大解釈し、なし崩し的な業務拡大につながってき

た。構成員から「歯止めがないと言われている理解増進情報と同じ問題が発生するのでは

ないか」との指摘もあったが、同様の事態が起こりかねない。 

・「放送と同様の効用」について議論するのであれば、放送の効用をどのように定義し、どう

効用を測るのかを明確にすべきである。 

 

【３．業務範囲・ガバナンス・負担の在り方】 

基本：「放送の同時配信・見逃し」「報道サイト（「放送」と同一の情報内容の多元提供）」 

・報道サイトが「基本」に含まれていることに疑問と懸念がある。例示されている「NHK 

NEWS WEB」について、当委員会は理解増進情報の具体的な事例として、メディアの多元

性や公正競争の観点から懸念を示してきたが、こうした懸念に対し説明がなされていない。 

・「『放送』と同一の情報内容」の定義があいまいで、拡大解釈につながりかねない。現状の

「NHK NEWS WEB」は、放送内容を再構成するなどして、コンテンツの内容が放送番組

と必ずしも同一とは言えない。また、仮に同一の情報内容であっても、さまざまな機能を

加え提供されている。コンテンツが放送と同一の情報内容であれば、無制限でネット展開

できるとの考え方には疑問だ。 
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放送と同様の効用で異なる態様のもの 

・「放送と同様の効用」「異なる態様」の定義があいまいで拡大解釈につながりかねない。効

用と態様は密接に関連しており、提供する態様が違えば効用も変化することも想定される。

同様の効用だと判断できる根拠も不明だ。 

・「基本」とされた報道サイトなどの部分と、どのように扱いが異なるのかわからず、評価で

きない。 

・「教育コンテンツ」については、報道機関だけでなく、多数の民間企業がネット上で展開し

ている。そうした領域でのネット展開拡大については、さまざまな民間企業からも意見を

聞くべきではないか。 

 

プラットフォーム等を通じた提供をどのように考えるか 

・当該部分の資料は説明が著しく欠落している。 

・「実質的に『自身による提供』であれば、同様の扱いではないか」との記述について、「実

質的に」という文言により拡大解釈が推し進められる恐れが強い。これまでの貴WGでも

構成員からプラットフォームを通じた事業展開について競争政策の観点から慎重な検討を

求める意見があり、当委員会としてもプラットフォーム事業者と結びつきを強めることに

ついて懸念を示してきた。既存の 3 号受信料業務との関係も分からない。第 8 回会合でも

明確な説明はなく、重要な論点にもかかわらず議論を深めることはできていない。 

・「その他の提供形態」については子会社経由等の有料提供を打ち出しているが、原価配賦の

操作によりコストの大部分を受信料負担とすることで、市場競争を破壊する恐れがある。 

 

ガバナンスの在り方 

・「国家補助」事業の拡大に際しては事前ルールの明確化の必要性が指摘され、構成員の議論

でも一致していた部分だ。今回、構成員から多数指摘があったように、経営委員会など NHK

内部による競争評価では、公正競争に対する懸念は払拭されないのではないか。英 BBCの

事例を基に「公共価値テスト」の事例などを紹介しているものの、具体像が明確ではない。

重要な部分にも関わらずあいまいなままでは議論を深めることも難しい。 

・インターネットのニュースに関する市場は、ニュースを発信する事業者だけでなく、流通

に携わるプラットフォーム事業者などさまざまなステークホルダーがおり、複雑になって

いる。必須業務化すると、公正競争への懸念はさらに高まるが、内部のみで競争評価がで

きるのか疑念がある。 

・「公共価値テスト」の対象として新規内容で一定の規模にかかるものが挙げられているが、

これまで、「理解増進情報」のように既に実施しているネット業務についても懸念が示され

ている。仮に公共価値テストのような枠組みを導入するとすれば、こうした懸念があるサ

ービス全てを対象にすべきではないか。 

・構成員から必須業務化した場合の費用上限の考え方について指摘を受け、「考え方はあり得

る」との回答があった。競争ルールだけでなく、自主的な規律の枠組みの重要性も指摘さ

れていたが、具体的な費用上限も含め、NHKが具体的に説明すべきではないか。 
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負担の在り方 

・スマートフォンを所有すればすぐに受信料支払いの対象になることはないということは理

解できるが、「“受益感”が公平性を上回る有料契約＝“サブスク”でもない形」など表現

が抽象的で意味を正確に捉えづらい。議論をすることが困難ではないか。 

・現状、「フリーライドがある」との認識が示されているが、今後この部分をどう整理してい

くかが分からない。 

・放送の視聴者しか視聴できない「公平性」の課題があるとし、コールセンターに寄せられ

た声や SNS 上の意見が紹介されているが、「月数件」などとあり、制度改正を進めるほど

多くの意見だと言えるのか。 

 

（情報空間全体の）多元性確保への貢献 

・情報空間の多元性確保へ貢献するため、他のメディアとの協力に取り組むとの説明は意義

深い。ただし、この点は「本来業務」と資料に記載しており、法定の「必須業務」と別の考

え方なのか、明確にすべきだ。 

・新聞・通信社は正確で信頼できる情報の発信などによって情報空間へ貢献できるよう努め

ており、多元性確保に資する取り組みは重要になる。他方、具体的にどのような全体像を

描き、どのように取り組んでいくのかイメージをつかめなかった。 

 

以  上 
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「NHKのインターネット活用業務の今後について」に関する疑問点 

 

①「情報空間の参照点」は新聞社や民間放送も同様の役割を果たしていると考えることもで

きるが、NHK の特殊な概念なのか。そうだとすれば、その具体像はどのようなサービス

や事業展開なのか。 

②なぜ必須業務化が必要なのか、また、今の補完業務では何ができないのか。NHKとして必

須業務化を行いたいのか。NHKがいう「必須業務」と「本来業務」の定義は異なるのか。 

③「放送と同様の効用」とは、具体的には何を指すのか。既存の「理解増進情報」との関係は

どう整理されるのか。 

④後述のように必須業務の範囲について、「放送の同時配信・見逃し」「報道サイト（「放送」

と同一の情報内容の多元提供）」「放送と同様の効用で異なる態様のもの」の３層で整理さ

れているが、それぞれ具体的にどのようなサービスイメージや料金体系、規律の在り方を

想定しているのか。 

⑤「ニュース防災アプリ」など現在展開しているサービスの中で、「報道サイト」に該当する

ものは何か。「『放送』と同一の情報内容」と「理解増進情報」との関係はどう整理される

のか。 

⑥なぜ「異なる態様」で「放送と同様の効用」が実現できるものがあると言えるのか。 

⑦「基本」とされた部分と、「放送と同様の効用で異なる態様のもの」では、どのように扱い

やルールが異なるのか。とりわけ「報道サイト」との線引きが難しいように感じるが、ど

のように整理するのか。 

⑧既存の外部事業者を通じたコンテンツ提供のルール（3号受信料業務や、2号受信料業務で

展開するプラットフォームを通じた展開など）とはどのように整理できるのか。「自身によ

る提供」のルールが他と異なるのはなぜか。 

⑨「子会社経由等の有料提供」が市場に与える影響をどのように考えるのか。 

⑩競合する民間事業者から、どのように意見を聞くのがよいと考えているか。 

⑪費用上限の導入を検討するか。仮に導入した場合、どのような形になると想定するか。 

⑫新たなサービスではどこまでが無料で、どこからが受信料の対象になるのか。ペイウォー

ルなどを設ける可能性はあるのか。また、ペイウォールを設ける場合、「フリーライド」と

の関係はどう考えるのか。 

⑬「フリーライド」と認識があるにもかかわらず、理解増進情報をはじめネット業務を拡大

してきたことをどう説明するのか。 

⑭「同様の負担」の「同様」とは、料額の水準も含めたものか。 

⑮ネット業務の必須業務化について、メディアの多元性にどの程度影響があると考えている

のか。また、その点を踏まえ、多元性確保への貢献に向けどのような取り組みを行いたい

と考えているのか。 

 

以  上 
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（一社）日本民間放送連盟の質問への回答 

公共放送ワーキンググループ 

令 和 ５ 年 ６ 月  

① ＮＨＫの必須業務および任意業務の定義をご教示ください。

（回答） 

 ＮＨＫの必須業務とは、放送法（昭和 25年法律第 132号）第 15条に定められたＮＨＫの目的

を達成するために、行うこととされている業務（同法第 20 条第１項）をいい、ＮＨＫの任意

業務とは、ＮＨＫの目的を達成するために、行うことができることとされている業務（同条第

２項）をいいます。

② すでに幅広く展開されているＮＨＫのインターネット活用業務が、任意業務から必須業務に変

わることによって、視聴者・国民にとって何が変わるのか、よく分かりません。見解をご教示くだ

さい。

（回答） 

これまでのワーキンググループでは、以下のような議論がなされています。 

 テレビ受信機を持っていないからという理由だけでＮＨＫの放送に接することができないの

は厳しいので、必須業務化することで、テレビ受信機を持っていない人たちにも放送と同じも

のを同時に流してほしい

 任意業務では、テレビをお持ちでない方に対してはＮＨＫのコンテンツが提供できない状態で

あるが、必須業務という位置付けになれば、テレビを持っているかどうかに関わらず、ＮＨＫ

のコンテンツにアクセスできるという意味で、新聞や民間放送と同様に、ＮＨＫもインターネ

ット上で多元性確保の役割を果たすことができる

 インターネット配信領域での国際競争上の圧力と、市場の導入期であることを鑑みれば、業界

リーダーとしてＮＨＫに先行して開拓してもらうことも一種のミッションとして考えられる

 必須業務化によりテレビを持ってない方に対しＮＨＫが新聞や民放と同じ土俵に立つ、その上

で公正な競争環境が確保されれば、多元性確保に資するとの考えに立てるかとの構成員からの

質問に対し、日本新聞協会メディア開発委員会から、その考え方は全く同じだと思うが、現状

でも補完業務で上限２００億円という、民間からしたら莫大なお金を投じて、無料でニュース

防災アプリ等を提供しているわけで、現状でも一定程度同じ土俵で多元性の確保はなされてい

ると思う。これが必須業務になることによって、そんなに予算は増えないという言い方もされ

ているが、そうなると、補完業務と必須業務でどこがどう変わって、同じ土俵の度合いがどこ

までさらに高まるのか、多元性の度合いがどこまでさらによくなるのか、はっきりしない旨回

答があった

このような議論も踏まえ、引き続き、議論・検討を進めていきます。 
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③ 仮にＮＨＫインターネット活用業務を必須業務化する場合、ＮＨＫが負う義務や規律を具体的

にご教示ください。（例：放送に課されているあまねく受信義務、重大事故の報告、安全信頼性基

準の適合、放送番組審議会、受信料契約、▽現行のインターネット活用業務に課されている費用上

限、インターネット活用業務実施基準の認可、同実施計画の届出、▽業務管理体制（ガバナンス）

など。） 

④ 放送法において、インターネット配信を放送のように規律する考えでしょうか。そうであれば、

その根拠をご教示ください。 

 

（回答） 

本ワーキンググループでは、「ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方」を検討項目の一つとし、

その中で、インターネット活用業務に課される規制の在り方についても現在、議論を進めていると

ころです。 

これまでのワーキンググループでは、以下のような議論がなされています。 

 インターネット活用業務が必須業務化した場合「あまねく義務」との関係はどうなるのか。実

務上どのようなことが考えられるのかとの構成員からの質問に対し、ＮＨＫから、ネットは原

理的にベストエフォートの技術であることから、その点を踏まえつつ、一定のサービスレベル

を確保する取り組みが必要と考える旨回答があった 

 放送法と同様の規律がインターネット活用業務にもかかるとした場合に、ＮＨＫが業務を行う

上で支障があるか否かとの構成員からの質問に対し、ＮＨＫから、放送は時系列的に提供して

いくものであり、提供の態様がインターネットとは異なるほか、通信と放送の必然的な技術的

差異もあるため、形式的に規律をかけるのではなく、自律的に、実質的に、公平性や多角的論

点提示等の確保が行えるようにしていただきたい旨回答があった 

 インターネット上のコンテンツに放送の規律を当てはめるのではなく、自主自律に委ねるべき 

 仮に必須業務化した場合に、今と同じ程度の費用上限がある場合に何か支障があるかとの構成

員からの質問に対し、ＮＨＫから、一定の費用上限はあり得るが、現在規模から増加していく

ような認識は持っていない旨回答があった 

 必須業務化するのであれば、執行部を監督する経営委員会の強化はマストだが、それでは足り

ないと思っているので、費用の上限も含めて実施基準を策定して、総務省の認可制度にかから

しめることが必要 

 必須業務については、はるかに重い責任や規律がかかっているところ、従来の規律やガバナン

ス体制のままで十分かが問われている 

 インターネット活用業務が仮に本来業務化した場合にどういったセーフガード措置が必要か

との構成員からの質問に対し、貴連盟から、インターネット活用業務の実施基準の変更は事前

認可にしたほうがいい。今、ＮＨＫはこれからどんどんインターネット活用業務にかける経費

を増やしていくコンディションにはないと思うが、やはり一定の目安というのは必須業務にな

っても必要ではないかとの旨の回答があった。また、日本新聞協会メディア開発委員会から、

本来業務化になったとしても、やはりガバナンスは必要。仮に本来業務化にするのであれば、

逆に実施基準をしっかり決めてやっていくことは必要と思う旨回答があった 

このような議論も踏まえ、本ワーキンググループでどこまで議論し、どのような内容をとりまと

め、総務省にその後の具体的検討を求めていくべきかも含め、引き続き、議論・検討を進めていき

ます。 

 

参考-203
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⑤ インターネット活用業務の必須業務化を志向するのであれば、インターネット視聴と受信料制

度・財源との整合性の検討が必要と考えますが、見解をご教示ください。必要とすれば、具体的な

検討はいつ開始するお考えでしょうか。 

⑥ ＮＨＫから、テレビ受信機を持たないがＮＨＫプラスを視聴したいニーズがあるとの説明があ

り、「公共放送ＷＧ」では、端末（アプリ）認証を行って課金するなどの意見がありました。これ

についても、受信料制度との整合性の検討が必要と考えますが、見解をご教示ください。 

 

（回答） 

本ワーキンググループでは、「インターネット活用業務の財源と受信料制度」を検討項目の一つと

し、現在、議論を進めているところです。 

これまでのワーキンググループでは、以下のような議論がなされています。 

 放送の分野で受信者共同体に入る人たちには受信料制度をとり、テレビを持っていないが同時

同報のサービスを利用するという道を開く場合は、フリーライドできないようにして公平性を

担保する観点から何らかの負担を求めることは正当化でき、受信料制度と矛盾しないのではな

いか 

 テレビを持っていないが同時同報のサービスを利用するという道を開く場合に、フリーライド

できないようにして公平性を担保する観点から何らかの負担を求めるという考え方について、

どう考えるかとの構成員からの質問に対し、貴連盟から、例えばＮＨＫプラスについて、この

ワーキンググループでの議論でもアプリで視聴の意思を確認してそれを有料化するという意

見があったが、それはＮＨＫオンデマンドの有料提供と同じ性格のものなのか。どういうもの

をイメージされているのかよく分からない旨回答があった 

 テレビを設置しない人のうち、テレビを設置するのと同等の「公共放送を受信できる環境にあ

る者」として、インターネット端末を通じてＮＨＫのコンテンツを受信するために能動的な行

動をとった人から負担を求めることが適切ではないか 

 あるいは、放送コンテンツは、直接視聴しなくても、時代を共有することも含めて利便を受け

るので、全世帯が幅広く費用を負担することが望ましいのではないか 

 ＮＨＫが必須業務化と受信料制度・財源との関係をどのように考えているのか、ネット経由の

みの視聴にどのような負担を求めるのかを、抽象的な言葉ではなく具体的に提案したうえで、

議論を行うべき 

 スマートフォンを所有すればすぐに受信料支払いの対象になるわけではないことは理解でき

るが、「“受益感”が公平性を上回る有料契約＝“サブスク”でもない形」などＮＨＫの資料の

表現が抽象的で、誰もが意味を正確に捉えて議論をすることが困難。「フリーライドがある」

との認識もＮＨＫの資料に示されているが、今後この部分をどう整理していくかがわからない 

このような議論も踏まえ、引き続き、議論・検討を進めていきます。 
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⑦ ＮＨＫのインターネット活用業務が、任意業務から必須業務に変わることによって、なぜ情報

空間の健全性が高まることになるのか、見解をご教示ください。 

⑨ ＮＨＫのインターネット活用業務を必須業務化することは、わが国最大のメディアであるＮＨ

Ｋの強大な地位を、インターネットの世界において固定化しかねず、ひいては受信料財源の動画

配信事業者を新たに作ることになりかねないと考えますが、その社会的意味や是非を含め、見解

をご教示ください。 

 

（回答） 

これまでのワーキンググループでは、以下のような意見が出ています。 

 インターネット配信領域での国際競争上の圧力と、市場の導入期であることを鑑みれば、業界

リーダーとしてＮＨＫに先行して開拓してもらうことも一種のミッションとして考えられる 

 日本では、同時配信の実施が遅れた結果、情報空間に若い世代が参加できなかったり、偽情報

が流布されたり、場が海外サービスに左右されたりすることが危惧される。ＮＨＫに先導的な

役割を果たさせることで、健全な情報空間を確保することがデジタル社会の基本政策として必

要 

 国民全体が共有すべき基本的情報を、信頼性をもって、かつアテンション・エコノミーの虜に

ならない形で提供できるのが公共放送の強み。テレビ保有率が低下傾向にあり放送の視聴習慣

が失われつつある中、公共放送のもたらす便益を放送を見ない層にもどのような形で提供して

いくかが重要 

 もっとも、情報空間の弊害（偽情報、フィルターバブルなど）を直接是正する可能性は限定的 

 必須業務という位置付けになれば、テレビを持っているかどうかに関わらず、ＮＨＫのコンテ

ンツにアクセスできるという意味で、新聞や民間放送と同様、ＮＨＫもインターネット上で多

元性確保の役割を果たすことができる 

 ＮＨＫが視聴者から期待されているという「情報空間の参照点」の趣旨が不明瞭。なぜ情報空

間の健全性確保につながるのか、なぜそのために必須業務化が必要なのか、新聞や民間放送も

同様の役割を果たしているのではないかなど、疑問点が多くある 

なお、松本総務大臣は、国会において、放送は、公共性の高い情報をあまねく伝える、いわば「質

の担保された情報」を提供するといった使命があり、我が国では、公共放送と民間放送とが切磋琢磨

する二元体制の下で、多元な主体による多様な放送が確保されてきたところ、インターネット上で

膨大な情報が行き交う今だからこそ、情報の出し手として存在意義があり、メディアとしての重要

性は増してきている旨を答弁しています 

こうした点も踏まえ、引き続き、議論・検討を進めていきます。 
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⑧ 情報空間の健全性確保においては、「特定デジタルプラットフォーム提供者」のユーザへの責務

など、放送法の外側にあるネット配信全般についての検討も必要と考えますが、「公共放送ＷＧ」

あるいは総務省において、そのような検討を行う考えはあるのでしょうか。 

 

（回答） 

本ワーキンググループにおいては、第１回会合の事務局資料において示されているとおり、 

（１）インターネット時代における公共放送が担うべき役割 

（２）ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方 

（３）インターネット活用業務に関する民間放送事業者のとの協力の在り方 

（４）インターネット活用業務の財源と受信料制度 

 を主な検討項目としています。 

 この点に関し、これまでのワーキンググループでは、以下のような議論がなされています。 

 情報空間の健全性確保については、本ワーキンググループだけではなく親会の検討会でも検討

されているところがあり、ワーキンググループの中だけで、ＮＨＫ以外のメディアも含め、ど

ういう役割なのかという議論まではされていないと思われる。一方で、全体としては、メディ

ア全体としてどういう形で推進していくのかといった議論自体はされている部分があり、互い

にレポーティングしあうような会議間の関係性もあるので、一般的な会議体の進め方としては

あり得ると思う。 

 さらに、どういう形で議論を行っていくと議論が深まるのかとの構成員からの質問に対し、貴

連盟から、放送事業者だけではなくて関係するプラットフォーム事業者も入れるということで

あり、その意味では、すでに総務省では「プラットフォームサービスに関する研究会」があり、

そこでは基本的にプラットフォーム事業者の自主自律に任せるという結論だったが、その上で、

放送の中で情報空間の健全性の話をするのは、話の途中から始まっている感じがする旨回答が

あった。 
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⑩ 仮にＮＨＫインターネット活用業務を必須業務化する場合、放送法第 20条の第１項に限定列挙

された、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、衛星基幹放送、放送・受信の進歩発達に必要

な調査研究、国際放送等と同列に、インターネット業務を規定するお考えでしょうか。仮にインタ

ーネット活用業務を区分し、一部を必須業務、残りを任意業務とする場合は、どのように規定にす

るお考えでしょうか。 

 

（回答） 

本ワーキンググループでは、「ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方」を検討項目の一つとし、

その中で、放送法におけるＮＨＫのインターネット活用業務の位置付けについても現在、議論を進

めているところです。 

これまでのワーキンググループでは、以下のような議論がなされています。 

 インターネット活用業務は必須業務として考えていくべきであり、その上で課題をクリアして

いくべき 

 「インターネット活用業務」は外延が不明確なので、どこまでが必須業務かは別途議論が必要 

 今後、インターネット活用業務が必須業務化したときには、ＮＨＫプラスで地上波のすべての

番組を流す方向なのか、また、ＢＳの番組についてはどう考えているのかとの構成員からの質

問に対し、ＮＨＫから、地上波を念頭に置いており、なるべくすべての番組を流していきたい

が、ＢＳについてはこれからの課題と考えている旨回答があった 

 ＮＨＫの資料にある「放送と同様の効用」はＮＨＫプラスのことを指すのか。また、ＮＨＫ Ｎ

ＥＷＳ ＷＥＢの内容のうち、放送と本当に同一の文字化された内容を特定のコンテンツとし

てみなして、それ以外のところを理解増進情報として定義して、そこは必須業務に含めないと

いう整理が現時点で可能なのかとの構成員からの質問に対し、ＮＨＫから、ＮＨＫプラスが基

本であるが「報道サイト」をまとまりとして考えていきたい、テキストを何でもやろうという

わけではなく、テキストも含めた理解増進情報の部分について再整理をしっかり検討していき

たい旨回答があった 

 ＮＨＫの資料にある「放送と同一の情報内容」や「放送と同様の効用」は、判断基準が不明確。

特に後者の概念は曖昧であり、現在の理解増進情報と同様に、際限なく拡大する危険性をはら

んでいるため不適切 

 ＮＨＫは必須業務化の範囲について「放送と同様の効用」「『放送』と同一の情報内容」など具

体性を欠く説明を繰り返した｡抽象的な議論に基づいて制度設計を進めれば、業務範囲の際限

ない拡大につながりかねない 

具体的な規定ぶりについては、本ワーキンググループにおける検討結果の取りまとめを踏まえ、

総務省において検討されるべき事柄であると考えていますが、本ワーキンググループでどこまで議

論し、どのような内容をとりまとめるべきかも含め、引き続き、議論・検討を進めていきます。 
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⑪ ＮＨＫは電波の「放送」を行うために、テレビ受信機に紐づく受信料を独占的に徴収することが

認められています。現行の受信料制度を継続する前提においては、「放送政策に関する調査研究会」

が述べたとおり「放送を目的に設立された特殊法人という性格から無限定の実施は不適切」であ

り、ＮＨＫのインターネット活用業務は「放送」と同等かつ付随的（小規模）なサービスに限られ

ると考えますが、見解をご教示ください。 

（回答） 

本ワーキンググループでは、「ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方」や「インターネット活

用業務の財源と受信料制度」を検討項目の一つとし、現在、議論を進めているところです。 

これまでのワーキンググループでは、以下のような議論がなされています。 

 公共放送の活動領域を広く認めることによってメディア間の競争が阻害され、全体として情報

空間の環境の改善につながらなかったりむしろ悪化してしまったりすることは避けなければ

ならず、全体として何が最適なのかを考慮しつつ、公共放送の活動領域やその規律、費用負担

のあり方を、拙速にならない形で検討する必要 

 ＮＨＫが受信料を財源にインターネット活用業務を際限なく拡大すれば、公正な競争が阻害さ

れ、言論の多様性やメディアの多元性が損なわれ、国民や社会に不利益を及ぼしかねない 

 必須業務化をしていく場合には、競争評価の仕組みを適切に構築、運用することによって、際

限なく拡大するという懸念が払拭できる可能性があるのではないか 

 一部報道によるとテキストニュースを縮小する方針とのことだが、ＮＨＫニュースウェブやテ

レビマガジン等のテキスト系の報道について、今後どうするつもりなのかとの構成員からの質

問に対し、ＮＨＫから、放送でやるべきものをネットでやるということであり、放送でやらな

いようなものはなるべくネットでやらないということが必須業務化。ＮＨＫの本来業務として

の仕事をネットでもやっていきたいということであり、ＮＨＫの役割が純化すると、やるべき

ものがクリアになってくると考える。どういう業務が本来業務としてふさわしいのか、「放送

と同等の効用」にふさわしいのかは、再整理をしっかりしていく必要があると考えている旨回

答があった 

 どういう競争評価の枠組みであれば際限なく拡大される可能性がなくなると考えるかとの構

成員からの質問に対し、貴連盟から、そもそも理解増進情報はインターネット活用業務の範囲

を実体的に広げるために使われてきた言葉。現行法とＮＨＫのインターネット活用業務実施基

準でどこまでができることになっているのか、ＮＨＫはどこまでやっているのかというレビュ

ーが実はないのではないか。ベン図等で明らかにして、現行制度ではできないが、ＮＨＫとし

てやってみたいということを話すのが先ではないかとの旨の回答があった。また、日本新聞協

会メディア開発委員会から、業務を際限なく拡大することになりかねない現状があるので、公

正競争が阻害され再現性が損なわれかねないという懸念が深まっている中で、そもそも理解増

進情報の定義の中に「個別番組に紐付く」というのがあったと思うが、いろんな番組に紐付い

ているのかどうかわからないようなものも現状でもたくさんあるので、その定義もしっかり整

理していくべき旨回答があった 

このような議論も踏まえ、引き続き、議論・検討を進めていきます。 
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⑫ 有力な公的企業が国家補助を受けた経済活動を行うと競争歪曲のおそれがあるとの指摘が有識

者からありました。公正競争の議論においては、先に具体的なサービスを特定して検討すべきで

あり、対象業務が抽象的なままでは、抽象的な議論にしかならないことを懸念しますが、見解をご

教示ください。 

（回答） 

本ワーキンググループでは、「ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方」を検討項目の一つとし、

その中で、インターネット活用業務に課される規制の在り方についても現在、議論を進めていると

ころです。 

これまでのワーキンググループでは、以下のような議論がなされています。 

 ＮＨＫが新たな業務を実施する場合に公共性を持つのか、具体的にどこまで実現できているの

かについて、どの時点でチェックするのかを、具体的に制度設計として整理する必要がある。

その際、ＮＨＫ自身が公共性や適切性等についてどこまで明確な考えを持ち、具体的なファク

トや予測を立てて審査する体制を有するかどうかに依存する 

 審査主体には専門的能力と情報収集能力の確保が不可欠。仮に民間の報道機関の経営情報も収

集する可能性を考えれば、どの主体が担うのかとは別に、守秘義務を課した専門家に基礎的な

分析を委託する手続も考える必要がある 

 ステートエイドの問題は抜きがたく、競争ルールの整備や運用について、協会内部のガバナン

スだけで事足りるということには賛同できない。必須業務化するのであれば、執行部を監督す

る経営委員会の強化はマストだが、それでは足りないと思っているので、費用の上限も含めて

実施基準を策定して、総務省の認可制度にかからしめることが必要 

 仮に必須業務化した場合に、今と同じ程度の費用上限がある場合に何か支障があるかとの構成

員からの質問に対し、ＮＨＫから、一定の費用上限はあり得るが、現在規模から増加していく

ような認識は持っていない旨回答があった 

 インターネット活用業務が仮に本来業務化した場合にどういったセーフガード措置が必要か

との構成員からの質問に対し、貴連盟から、インターネット活用業務の実施基準の変更は事前

認可にしたほうがいい。今、ＮＨＫはこれからどんどんインターネット活用業務にかける経費

を増やしていくコンディションにはないと思うが、やはり一定の目安というのは必須業務にな

っても必要ではないかとの旨の回答があった。また、日本新聞協会メディア開発委員会から、

本来業務化になったとしても、やはりガバナンスは必要。仮に本来業務化にするのであれば、

逆に実施基準をしっかり決めてやっていくことは必要と思う旨回答があった 

 強い批判が出ている理解増進情報についてＮＨＫとしてどのように評価するか、また、放送番

組に関連しないようなコンテンツの配信についてどのように考えているのかとの構成員から

の質問に対し、ＮＨＫから、インターネット活用業務が「放送番組の理解増進情報」ではなく

必須業務となることで、公共放送のミッションそのものを体現する引き締まったものになると

考えている旨回答があった 

このような議論も踏まえ、引き続き、議論・検討を進めていきます。 

  

参考-209
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⑬ 民放連は 2022年 11月 24日開催の「公共放送ＷＧ」第３回会合のヒアリングにおいて、ＮＨＫ

インターネット活用業務は公正競争を阻害しないために、▽放送番組の「理解増進情報」を拡大解

釈しない、▽ネットオリジナルコンテンツの制作・配信はしない、▽広告収入を得ない、▽予算に

厳格な歯止めを設けるなどの取り組みが最低限必要と述べました。こうした民放連の考えに対す

る見解をご教示ください。 

（回答） 

本ワーキンググループでは、「ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方」を検討項目の一つとし、

その中で、放送法におけるＮＨＫのインターネット活用業務の位置付けやインターネット活用業務

に課される規制の在り方についても現在、議論を進めているところです。 

これまでのワーキンググループでは、以下のような議論がなされています。 

 強い批判が出ている理解増進情報についてＮＨＫとしてどのように評価するか、また、放送番

組に関連しないようなコンテンツの配信についてどのように考えているのかとの構成員から

の質問に対し、ＮＨＫから、インターネット活用業務が「放送番組の理解増進情報」ではなく

必須業務となることで、公共放送のミッションそのものを体現する引き締まったものになると

考えている旨回答があった 

 どういう競争評価の枠組みであれば際限なく拡大される可能性がなくなると考えるかとの構

成員からの質問に対し、貴連盟から、そもそも理解増進情報はインターネット活用業務の範囲

を実体的に広げるために使われてきた言葉。現行法とＮＨＫのインターネット活用業務実施基

準でどこまでができることになっているのか、ＮＨＫはどこまでやっているのかというレビュ

ーが実はないのではないか。ベン図等で明らかにして、現行制度ではできないが、ＮＨＫとし

てやってみたいということを話すのが先ではないかとの旨の回答があった。また、日本新聞協

会メディア開発委員会から、業務を際限なく拡大することになりかねない現状があるので、公

正競争が阻害され再現性が損なわれかねないという懸念が深まっている中で、そもそも理解増

進情報の定義の中に「個別番組に紐付く」というのがあったと思うが、いろんな番組に紐付い

ているのかどうかわからないようなものも現状でもたくさんあるので、その定義もしっかり整

理していくべき旨回答があった 

 本来的な財源というより民放への協力資金として広告収入を得ていくことも将来的に考えら

れるが、ＮＨＫとしてどう考えるかとの構成員からの質問に対し、ＮＨＫから、論点としては

あり得るが、広告財源と受信料財源は放送の二元体制のコアである旨回答があった 

 仮に必須業務化した場合に、今と同じ程度の費用上限がある場合に何か支障があるかとの構成

員からの質問に対し、ＮＨＫから、一定の費用上限はあり得るが、現在規模から増加していく

ような認識は持っていない旨回答があった 

 必須業務化した場合、ＮＨＫにおいてインターネット活用業務に関する費用の範囲や上限をあ

る程度明確にした上で、ほかの業務との費用の按分方法も適正に定めるなど、会計上の透明性

確保を図っていく必要がある 

 インターネット活用業務が仮に本来業務化した場合にどういったセーフガード措置が必要か

との構成員からの質問に対し、貴連盟から、インターネット活用業務の実施基準の変更は事前

認可にしたほうがいい。今、ＮＨＫはこれからどんどんインターネット活用業務にかける経費

を増やしていくコンディションにはないと思うが、やはり一定の目安というのは必須業務にな

っても必要ではないかとの旨の回答があった。また、日本新聞協会メディア開発委員会から、

本来業務化になったとしても、やはりガバナンスは必要。仮に本来業務化にするのであれば、

逆に実施基準をしっかり決めてやっていくことは必要と思う旨回答があった 

このような議論も踏まえ、引き続き、議論・検討を進めていきます。 

参考-210
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（一社）日本新聞協会メディア開発委員会の 

質問への回答 

公共放送ワーキンググループ 

令 和 ５ 年 ６ 月 

① ＮＨＫのネット業務拡大がどのように情報空間の健全性確保につながるかは明確ではなく、メ

ディアの多元性から見ると逆効果になりかねないとの指摘もある。ＮＨＫのネット業務拡大と、情

報空間の健全性確保の関係についてどう考えるのか。

② ＮＨＫはすでに理解増進情報などの名目でネット業務を幅広く展開している。現状のネット業

務は情報空間の課題解決にどの程度寄与してきたと考えるか。

（回答） 

これまでのワーキンググループでは、以下のような意見が出ています。 

 インターネット配信領域での国際競争上の圧力と、市場の導入期であることを鑑みれば、業界

リーダーとしてＮＨＫに先行して開拓してもらうことも一種のミッションとして考えられる

 日本では、同時配信の実施が遅れた結果、情報空間に若い世代が参加できなかったり、偽情報

が流布されたり、場が海外サービスに左右されたりすることが危惧される。ＮＨＫに先導的な

役割を果たさせることで、健全な情報空間を確保することがデジタル社会の基本政策として必

要

 国民全体が共有すべき基本的情報を、信頼性をもって、かつアテンション・エコノミーの虜に

ならない形で提供できるのが公共放送の強み。テレビ保有率が低下傾向にあり放送の視聴習慣

が失われつつある中、公共放送のもたらす便益を放送を見ない層にもどのような形で提供して

いくかが重要

 もっとも、情報空間の弊害（偽情報、フィルターバブルなど）を直接是正する可能性は限定的

 必須業務という位置付けになれば、テレビを持っているかどうかに関わらず、ＮＨＫのコンテ

ンツにアクセスできるという意味で、新聞や民間放送と同様、ＮＨＫもインターネット上で多

元性確保の役割を果たすことができる

 ＮＨＫが視聴者から期待されているという「情報空間の参照点」の趣旨が不明瞭。なぜ情報空

間の健全性確保につながるのか、なぜそのために必須業務化が必要なのか、新聞や民間放送も

同様の役割を果たしているのではないかなど、疑問点が多くある

なお、松本総務大臣は、国会において、放送は、公共性の高い情報をあまねく伝える、いわば「質

の担保された情報」を提供するといった使命があり、我が国では、公共放送と民間放送とが切磋琢

磨する二元体制の下で、多元な主体による多様な放送が確保されてきたところ、インターネット上

で膨大な情報が行き交う今だからこそ、情報の出し手として存在意義があり、メディアとしての重

要性は増してきている旨を答弁しています 

こうした点も踏まえ、引き続き、議論・検討を進めていきます。 

参考-211



2 

 

③ 民主主義を維持するためのメディアの多元性の重要性をどう捉えているのか。ＮＨＫのネット

業務拡大によって、メディアの多元性にどの程度影響が出ると考えるのか。 

④ 仮にＮＨＫのネット業務を必須業務とする場合、新聞・通信社や民放以外の事業者への影響も

考慮する必要はないか。他にどのような企業や組織、団体に影響が出ると考えるか。またこうし

た事業者からも意見を聞く必要性をどう考えるか。 

⑨ 受信料という原資だけでなく、受信料を基に築き上げてきた組織体制や設備などもあり、報道

分野でのＮＨＫは圧倒的な存在感がある。ネットを必須業務にした場合も巨大な組織や人員を活

用すれば、収支を勘案してネット業務に取り組む他の報道機関は公正な競争が難しいのではない

か。 

 

（回答） 

 本ワーキンググループでは、「ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方」を検討項目の一つとし、

現在、議論を進めているところです。 

 これまでのワーキンググループでは、以下のような議論がなされています。 

 ＮＨＫのインターネットへの進出がメディアの多元性によって提供される価値を毀損してはな

らない。ＮＨＫのネット進出により他メディアの存在が脅かされるとしたら、情報空間を悪化さ

せることになり本末転倒 

 必須業務化をしていく場合には、競争評価の仕組みを適切に構築、運用することによって、際限

なく拡大するという懸念が払拭できる可能性があるのではないか 

 審査主体には専門的能力と情報収集能力の確保が不可欠。仮に民間の報道機関の経営情報も収

集する可能性を考えれば、どの主体が担うのかとは別に、守秘義務を課した専門家に基礎的な分

析を委託する手続も考える必要がある 

 ステートエイドの問題は抜きがたく、競争ルールの整備や運用について、協会内部のガバナンス

だけで事足りるということには賛同できない。必須業務化するのであれば、執行部を監督する経

営委員会の強化はマストだが、それでは足りないと思っているので、費用の上限も含めて実施基

準を策定して、総務省の認可制度にかからしめることが必要 

 仮に必須業務化した場合に、今と同じ程度の費用上限がある場合に何か支障があるかとの構成

員からの質問に対し、ＮＨＫから、一定の費用上限はあり得るが、現在規模から増加していくよ

うな認識は持っていない旨回答があった 

 必須業務化した場合、ＮＨＫにおいてインターネット活用業務に関する費用の範囲や上限をあ

る程度明確にした上で、ほかの業務との費用の按分方法も適正に定めるなど、会計上の透明性確

保を図っていく必要がある 

 インターネット活用業務が仮に本来業務化した場合にどういったセーフガード措置が必要かと

の構成員からの質問に対し、日本民間放送連盟から、インターネット活用業務の実施基準の変更

は事前認可にしたほうがいい。今、ＮＨＫはこれからどんどんインターネット活用業務にかける

経費を増やしていくコンディションにはないと思うが、やはり一定の目安というのは必須業務

になっても必要ではないかとの旨の回答があった。また、貴委員会から、本来業務化になったと

しても、やはりガバナンスは必要。本来業務になったからこそ、逆に実施基準をしっかり決めて

やっていくことは必要と思う旨回答があった 

 このような議論も踏まえ、引き続き、議論・検討を進めていきます。 

参考-212
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⑤ 放送の持つ公共性と、ネット空間の公共性の違いをどのように考えるか。ネット空間の公共性

をどのような枠組みで制度化するのか。通信・ネットの領域を放送法の改正で規定することは適

切なのか。放送制度の枠を超えた議論が必要になると考えるが、どう対応するか。 

 

（回答） 

これまでのワーキンググループでは、以下のような議論がなされています。 

 今もうこれだけ時代が移ってきている中で、１人１台のテレビはないけれども、１人１台のスマ

ホがあるという状態の中で、自分と常に一緒にいるもののところで放送を見たい。それも同時放

送以外の形でもいろいろ選択ができるような形で見たいというのは、本当に時代の動きだと思

うので、これは本来業務としてガバナンスを効かせながら見ていくものだろう 

 重要なのは、時代の変化の中にあって、メディアから情報を受ける国民にとって、より多様で、

そして普段の生活のみならず災害時の非常時等、様々な意味で役に立つプログラムが提供され

ることであると考える。国民の受益の中身がよりリッチになるように必要なことは何か、議論を

尽くすべき 

 テレビ受信機を持っていないからという理由だけでＮＨＫの放送に接することができないのは

厳しいので、必須業務化することで、テレビ受信機を持っていない人たちにも放送と同じものを

同時に流してほしい 

 任意業務では、テレビをお持ちでない方に対してはＮＨＫのコンテンツが提供できない状態で

あるが、必須業務という位置付けになれば、テレビを持っているかどうかに関わらず、ＮＨＫの

コンテンツにアクセスできるという意味で、新聞や民間放送と同様に、ＮＨＫもインターネット

上で多元性確保の役割を果たすことができる 

 このような考えに立てるかとの構成員からの質問に対し、貴委員会から、その考え方は全く同じ

だと思うが、現状でも補完業務で上限２００億円という、民間からしたら莫大なお金を投じて、

無料でニュース防災アプリ等を提供しているわけで、現状でも一定程度同じ土俵で多元性の確

保はなされていると思う。これが必須業務になることによって、そんなに予算は増えないという

言い方もされているが、そうなると、補完業務と必須業務でどこがどう変わって、同じ土俵の度

合いがどこまでさらに高まるのか、多元性の度合いがどこまでさらによくなるのか、はっきりし

ない旨の回答があった  

 具体的な規定ぶりについては、本ワーキンググループにおける検討結果の取りまとめを踏まえ、

総務省において検討されるべき事柄であると考えていますが、本ワーキンググループでどこまで議

論し、どのような内容をとりまとめるべきかも含め、引き続き、議論・検討を進めていきます。 
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⑥ 「ＮＨＫニュース防災」アプリや「ＮＨＫ ＮＥＷＳ ＷＥＢ」「ＮＨＫ政治マガジン」など、理

解増進情報として展開しているサービスは、受信料を支払わなくても利用できる。受信料制度の

整合性などをどう考えるか。ネットのオリジナルコンテンツも多いが、問題はないとみているの

か。必須業務化を考える際に検証する必要はないのか。 

 

（回答） 

 インターネット活用業務については、総務大臣の認可を受けたインターネット活用業務実施基準

に従って行わなければならないとされ（放送法第 20条第 12項）、総務大臣が認可するに当たって

は、インターネット活用業務の種類、内容及び実施方法並びに料金その他の提供条件に関する事

項が受信料制度の趣旨に照らして不適切なものでないことを審査することとなっています（同条

第 11項第３号）。 

 これまでのワーキンググループでは、以下のような議論がなされています。 

 強い批判が出ている理解増進情報についてＮＨＫとしてどのように評価するか、また、放送番

組に関連しないようなコンテンツの配信についてどのように考えているのかとの構成員からの

質問に対し、ＮＨＫから、①現在の「理解増進情報」は「放送番組の理解増進情報」となってい

るため、個別放送番組と結びつくネットコンテンツ等が理解増進のために制作、提供される形

となっている。放送が必須業務であることから、これにネットから誘導を図る効果は存在して

おり、一定の評価はできる。②インターネット活用業務が「放送番組の理解増進情報」ではなく

必須業務となることで、公共放送のミッションそのものを体現する引き締まったものになると

考えている旨回答があった 

 必須業務化をしていく場合には、競争評価の仕組みを適切に構築、運用することによって、際限

なく拡大するという懸念が払拭できる可能性があるのではないか 

 どういう競争評価の枠組みであれば際限なく拡大される可能性がなくなると考えるかとの構成

員からの質問に対し、日本民間放送連盟から、そもそも理解増進情報はインターネット活用業

務の範囲を実体的に広げるために使われてきた言葉。現行法とＮＨＫのインターネット活用業

務実施基準でどこまでができることになっているのか、ＮＨＫはどこまでやっているのかとい

うレビューが実はないのではないか。ベン図等で明らかにして、現行制度ではできないが、ＮＨ

Ｋとしてやってみたいということを話すのが先ではないかとの旨の回答があった。また、貴委

員会から、業務を際限なく拡大することになりかねない現状があるので、公正競争が阻害され

再現性が損なわれかねないという懸念が深まっている中で、そもそも理解増進情報の定義の中

に「個別番組に紐付く」というのがあったと思うが、いろんな番組に紐付いているのかどうかわ

からないようなものも現状でもたくさんあるので、その定義もしっかり整理していくべき旨回

答があった 

 インターネット活用業務が仮に本来業務化した場合にどういったセーフガード措置が必要かと

の構成員からの質問に対し、日本民間放送連盟から、インターネット活用業務の実施基準の変

更は事前認可にしたほうがいい。今、ＮＨＫはこれからどんどんインターネット活用業務にか

ける経費を増やしていくコンディションにはないと思うが、やはり一定の目安というのは必須

業務になっても必要ではないかとの旨の回答があった。また、貴委員会から、本来業務化になっ

たとしても、やはりガバナンスは必要。仮に本来業務化にするのであれば、逆に実施基準をしっ

かり決めてやっていくことは必要と思う旨回答があった 

このような議論も踏まえ、引き続き、議論・検討を進めていきます。 
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⑦ ネット業務の必須業務化の可否については、ＮＨＫがまず具体的な業務構想を示し、その効果、

他の事業者や市場への影響について十分議論を重ねた上で検討すべきではないか。これまでの議

論の進め方はあるべき姿とは順序が異なっているのではないか。 

（回答） 

 ＮＨＫからは、５月２６日の第８回会合において、 

 ＮＨＫには「情報空間の参照点」と同時に、「多元性の確保への貢献」が求められているのでは

ないか 

 業務範囲については「放送と同時配信・見逃し」と「報道サイト（「放送」と同一の情報内容の

多元提供）」が基本であり、これら以外は「放送と同様の効用が、異なる態様」で実現されるも

のについて実施 

 ガバナンスについては、新規内容で一定の規模にかかるものは、（経営委員会の監督のもと）い

わゆる「公共価値テスト」を事前実施ののち、追加することとなるのではないか 

 また、ＢＢＣ等で行われているように、数年に一度、全体状況の変化に合わせた競争レビューを

行うこともあり得るのではないか 

 といった考えが示されたところであり、この内容も踏まえ、引き続き、議論・検討を進めていきま

す。 
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⑧ 任意業務から必須業務となった場合、具体的に業務展開はどう変わるのか。あるいは何が可能

になるのか。任意業務のままでは、具体的にどのようなデメリットがあり、変更する必要がある

と考えるのか。国民・視聴者にとってもわかりやすく説明すべきではないか。 

（回答） 

 これまでのワーキンググループでは、以下のような議論がなされています。 

 テレビ受信機を持っていないからという理由だけでＮＨＫの放送に接することができないの

は厳しいので、必須業務化することで、テレビ受信機を持っていない人たちにも放送と同じも

のを同時に流してほしい 

 任意業務では、テレビをお持ちでない方に対してはＮＨＫのコンテンツが提供できない状態で

あるが、必須業務という位置付けになれば、テレビを持っているかどうかに関わらず、ＮＨＫ

のコンテンツにアクセスできるという意味で、新聞や民間放送と同様に、ＮＨＫもインターネ

ット上で多元性確保の役割を果たすことができる 

 インターネット配信領域での国際競争上の圧力と、市場の導入期であることを鑑みれば、業界

リーダーとしてＮＨＫに先行して開拓してもらうことも一種のミッションとして考えられる 

 必須業務化によりテレビを持ってない方に対しＮＨＫが新聞や民放と同じ土俵に立つ、その上

で公正な競争環境が確保されれば、多元性確保に資するとの考えに立てるかとの構成員からの

質問に対し、日本新聞協会メディア開発委員会から、その考え方は全く同じだと思うが、現状

でも補完業務で上限２００億円という、民間からしたら莫大なお金を投じて、無料でニュース

防災アプリ等を提供しているわけで、現状でも一定程度同じ土俵で多元性の確保はなされてい

ると思う。これが必須業務になることによって、そんなに予算は増えないという言い方もされ

ているが、そうなると、補完業務と必須業務でどこがどう変わって、同じ土俵の度合いがどこ

までさらに高まるのか、多元性の度合いがどこまでさらによくなるのか、はっきりしない旨回

答があった  

このような議論も踏まえ、引き続き、議論・検討を進めていきます。 
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⑩ ＮＨＫの業務、受信料、ガバナンスの「三位一体改革」は道半ばだ。ネット業務拡大を議論する

前に、まずは、貴ＷＧでこれまでのＮＨＫによる「三位一体改革」の検証をするべきではないか。

また、「経営委員会のガバナンスを含む、ＮＨＫのガバナンス改革が必要」との指摘もあったが、

どう検討するのか。 

（回答） 

 ＮＨＫについては、国民・視聴者の負担する受信料で支えられていることを踏まえ、業務・受信

料・ガバナンスの「三位一体改革」に不断に取り組むことが求められます。ＮＨＫも、５月２６日の

第８回会合において、今後とも三位一体改革について不断の取組を継続していく旨を表明していま

す。 

 インターネット活用業務を必須業務化するとした場合における経営委員会を含むガバナンスの在

り方については、これまでのワーキンググループにおいて、以下のような意見が出ています。 

 公共的な情報流通を担保し、国民の知る権利を実現すると同時に、ＮＨＫが突出して情報空間を

歪めたりしないという点でイギリスやドイツのような仕組みが非常に重要となるが、この議論

をする以上は、ＮＨＫのガバナンスの問題の議論は不可避であり、当然に経営委員会のガバナン

スの問題が極めて重要 

 ステートエイドの問題は抜きがたく、競争ルールの整備や運用について、協会内部のガバナンス

だけで事足りるということには賛同できない。必須業務化するのであれば、執行部を監督する経

営委員会の強化はマストだが、それでは足りないと思っている 

 ＮＨＫが新たな業務を実施する場合に公共性を持つのか、具体的にどこまで実現できているの

かについて、どの時点でチェックするのかを、具体的に制度設計として整理する必要がある。そ

の際、ＮＨＫ自身が公共性や適切性等についてどこまで明確な考えを持ち、具体的なファクトや

予測を立てて審査する体制を有するかどうかに依存する 

 審査主体には専門的能力と情報収集能力の確保が不可欠。仮に民間の報道機関の経営情報も収

集する可能性を考えれば、どの主体が担うのかとは別に、守秘義務を課した専門家に基礎的な分

析を委託する手続も考える必要がある 

このような意見も踏まえ、引き続き、議論・検討を進めていきます。 
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２０２３年６月２９日 

総務省「公共放送ワーキンググループ」御中 

総務省「公共放送ワーキンググループ」の議論に対する意見 

一般社団法人日本新聞協会 

メディア開発委員会

当委員会は、今般、総務省の要請を受けて同省の「第 10回公共放送ワーキンググループ

（WG）」に出席するにあたり、下記の意見を述べる。 

当委員会はこれまで NHKのインターネット業務に関して、貴WGに度々懸念や疑問を示

してきた。昨年 11月 24日は「巨額の受信料を財源に NHKがネット業務を際限なく拡大す

れば、新聞をはじめ他メディアとの公正競争が阻害され、言論の多様性やメディアの多元性

が損なわれかねない」と指摘した。今年 5 月 19日は「NHKインターネット活用業務の検討

に対する意見」を提出し、NHKのネット業務について議論する際に「不可欠な前提」として

10項目の質問を示した。6月 7日には当委員会や民放連が指摘する懸念や疑問に関して速や

かに討議し、回答するよう改めて求め、第 8 回会合で示された NHK のネット業務に関する

説明への考え方や疑問点も示した。 

当委員会が繰り返し懸念や疑問を提示しているのは、NHK のネット業務がメディアの多

元性や言論の多様性に与える影響は民主主義の維持・発展にかかわる重大な論点であり、議

論の出発点となると考えているからだ。一度棄損されたメディアの多元性や言論空間が元の

姿を取り戻すことは難しく、情報空間の健全性確保といった点にも逆行する可能性がある。

しかし、貴WGの議論ではこうした点に関する懸念が依然として払拭されたとはいえず、疑

問への明確な回答も示されない。改めて、速やかな議論と回答を求める。 

NHK が業務として認められていない衛星放送のネット配信経費を予算に盛り込んでいた

問題が判明したことも踏まえ、当委員会は NHK のガバナンスのあり方について検討を深め

ることも求めた。公表された NHK 経営委員会の議事録で経営委員会と執行部の間で責任の

所在が整理できていない大問題も露呈している。宍戸常寿構成員も「経営委員会が説明し、

三位一体改革について議論すべきだ」と発言した。貴WGは、早急に経営委を招き、ガバナ

ンスについて協議すべきである。

NHKは今般の問題を受け、外部有識者の専門委員会を設置した。7月末までに一定の方向

性をまとめる方針という。NHK のガバナンスは、ネット業務の議論の前提条件である。貴

WG には、今夏拙速に方針を取りまとめることなく、専門委の検討結果の妥当性や、それが

NHK の再発防止策にどう反映されたかを確認した上で、ネット業務に関して本格的な議論

をするよう強く望む。 

以  上 
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構成員からの質問への（一社）日本民間放送連盟による回答 

令和５年７月 

長田構成員 

・ 視聴者はテレビだけではなくネットでも放送番組を見たいと思っているし、実際に、放送番組

をネットでも見ていることは確実。こうした視聴者の「インターネットでも放送番組を見たい」と

いうニーズに対応するために、テレビを持っていない人でもインターネットでＮＨＫのコンテン

ツを見られるようにすることには、反対しないか。改めて確認したい。

（回答） 

 テレビ受像機を持たない人にも NHK のテレビ番組をインターネット経由で見られるようにす

ることについて、理解はできますが、受信料制度との整合性や財源の問題を整理しないままで

は、その是非を判断できません。このため、回答を差し控えます。

大谷構成員 

・ 「任意業務を必須業務にすると何が変わるのかがわからない」という意見について、必須業務化

とは、「テレビを持たない人であっても、テキスト情報だけでなく、ＮＨＫの放送番組がインター

ネットでも見られるようになること」を意味すると考えている。この点については、６月 30日の

第 10回会合において、民放連・新聞協会とも認識に相違がないことが確認できたと考えているが、

この点について、異論がないことを改めて確認したい。

（回答） 

同上（以下再掲） 

 テレビ受像機を持たない人にも NHK のテレビ番組をインターネット経由で見られるようにす

ることについて、理解はできますが、受信料制度との整合性や財源の問題を整理しないままで

は、その是非を判断できません。このため、回答を差し控えます。

宍戸構成員 

・ ６月 30 日の第 10 回会合において、民放連から、受信料制度との整合性について重要であるが

財源の問題をどうするか理解できていないとの回答があったが、この点については、①受信契約

締結者との関係では、必須業務化された同時配信等は、デジタル社会にふさわしいアップデート

であり、視聴者の支払う受信料の価値・効率を高めるもの、②非締結者との関係では、フリーライ

ドを排除し、受信者共同体に加入し放送制度を支えることに自らコミットした者に負担を求める

受信料制度の趣旨から見ても、受信料相当額の支払いを求めることが適当といった整理も示した

が、それでは不十分という考えか。(なお、資料 10-5(2)の 1番、8番も参照のこと)

（回答） 

 ②について、▽その受信料相当額の「支払い」の法的位置づけや名称をどうするのか（受信料

なのか、有料サービスなのか、どちらでもない第３のカテゴリーなのか）、▽公共放送を支え

る「特殊な負担金」である受信料制度の本旨に整合するのかどうかは、慎重に議論する必要が

あると考えます。
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構成員からの質問への（一社）日本新聞協会メディア開発委員会による回答 

令和５年７月 

長田構成員 

① 視聴者はテレビだけではなくネットでも放送番組を見たいと思っているし、実際に、放送番組

をネットでも見ていることは確実。こうした視聴者の「インターネットでも放送番組を見たい」と

いうニーズに対応するために、テレビを持っていない人でもインターネットでＮＨＫのコンテン

ツを見られるようにすることには、反対しないか。改めて確認したい。

（回答） 

・ 当委員会は NHKインターネット業務の必須業務化について反対します。インターネット活用業

務の必須業務化は、なし崩し的・際限のない業務拡大につながりかねないためです。まずは受

信料制度との関係、競争ルール、審査・チェック体制、NHK 全体のガバナンス体制などについ

て丁寧に議論すべきだと考えます。これらの論点は NHKの在り方に関してより根源的なテーマ

であり、議論の方向性によって業務範囲に関する考え方も変わる可能性があります。こうした

重要な論点について十分に議論しないまま、必須業務化の業務範囲だけを取り出して拙速に議

論を進めることには賛同できません。

・ 「テレビを持っていない人でもインターネットで NHKのコンテンツを見られるようにすること

に反対しないか」との質問ですが、すでにそうした人でもインターネットでかなりの量の NHK

のコンテンツを無料で見られるようになっています。例えば、ニュース番組そのものは NHKプ

ラス以外に出していなくても、番組内で取り上げているニュース自体は理解増進情報の名目で、

記事として NHK NEWS WEBや「NHKニュース防災」アプリ上で、無料で配信しています。「政治

マガジン」などオリジナルコンテンツも展開しています。当委員会はこうした事例を基に、デ

ジタルサービスでの有料会員や広告収入獲得を目指す新聞・通信社と公正な競争になっていな

いこと、業務がなし崩し的に拡大していることを繰り返し指摘し、受信料を支払っていなくて

も「フリーライド」できることをどう考えるのか、を問うてきました。これらの事業が新聞社

には到底投下できない 200 億円規模の巨額の予算で、収支を気にせず運営されています。した

がって、「見られるようにする」か否かが問題ではなく、すでに「見られるようになっている」

現状の問題点についてしっかりと議論してほしい、というのが私たちの問題意識です。アンフ

ェアな競争に直面する私たちの懸念が全く払拭されていない以上、質問へのお答えは「反対し

ます」となります。

・ 受信料制度との関係も重要な論点です。6 月 30 日に NHK が総務省の公共放送ワーキンググル

ープに提示した資料では、必須業務の基本とされる「報道サイト」について、「様々なデバイ

ス・認証等なしで閲覧可能」と明記しました。これはフリーライドの問題を解消しないまま、

ニュースを無料で提供し続けるという趣旨だとしか理解できず、私たちが示し続けてきた懸念

に全く応えていない、と考えています。現状のように巨大な規模で NHKが無料のニュースコン

テンツを流し続ける状況が続けば、「受信料を払わず、ネットで無料コンテンツを見た方がよ

い」という視聴者が増えることにはならないでしょうか。

・ 新聞・通信社は民間企業として事業を展開する以上、収支を勘案して事業を展開することは欠

かせません。購読料や広告料で収入を得た上で、コストなども勘案して可能な範囲でサービス

を展開しています。ネット上で無料で見られるニュースも、広告収入を得て成り立っています。

現在、新聞・通信社はデジタル事業に注力し、ここ数年、多くの地方紙でもサブスクリプショ

ンサービスが始まりました。巨額の予算をもとに、収支を勘案せず、無料で記事を提供し続け

ることができる NHK の存在感は既に強大であることを改めて認識していただきたいと考えま
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す。全国の新聞・通信社が懸命に努力をしているときに、受信料という巨大かつ圧倒的に有利

な財政基盤を持つ NHK の業務をネットの市場で拡大させることの影響をどのように考えるの

か、その疑問に答えてほしいと考えています。また、これまでの理解増進情報が市場に与えて

きた影響をどのように考えるのか、検討をしてほしいと考えています。 

 

② 先日の質疑で、新聞協会から「同時配信の必須業務化に反対ではない。ただ、国民が見たいと思

っているものを出さなければいけないのは新聞も同じ。ＮＨＫに 200 億円もの資金で参入される

と多様性・多元性が損なわれる」との回答があった。 

ＮＨＫも民放も新聞も、テレビ、紙面、インターネットのそれぞれで、視聴者が見たいコンテン

ツを一生懸命競い合って作ってほしいし、それが視聴者の一番望むことである。 

なので、新聞協会の回答は、必須業務化自体が問題なのではなく、ＮＨＫが肥大化しないように

チェックしながら、「国民が見たいコンテンツ」で勝負していきたいという趣旨に受け取ったが、

そのような考えでよいか。 

 

（回答） 

・ 私たちは必須業務化自体が問題だと考えています。 

・ 「視聴者が見たいコンテンツを一生懸命競い合って作ってほしいし、それが視聴者の望むこと

である」というのはその通りだと考えます。新聞・通信社は国民・視聴者やユーザーの支持を

得られるよう、さまざまなメディアと競争しながら報道・事業活動に取り組んでいます。しか

し、私たちが問題視しているのは、NHK とは「公正」な競争が成り立つのかという点です。受

信料という強固な財源を持つ NHKと、収支を勘案しながら事業展開する民間メディアでは、財

政基盤が全く異なります。インターネットの世界では様々な民間メディアが読者・視聴者や広

告収入を巡り激しい競争をしています。そこで、NHK という取材網も人員も圧倒的に巨大で、

かつ他メディアとは全く異なる収入構造を持つ主体が「必須業務化」の名の下に業務を拡大す

れば、アンフェアな競争で退場を余儀なくされるメディアが生まれ、メディアの多元性や言論

の多様性が損なわれかねません。 

・ それは多様な情報を享受できなくなるという意味で、国民・消費者の真の利益に反する結果に

なるのではないでしょうか。私たちはこうした懸念を繰り返し指摘してきましたが、依然とし

て払拭されていません。したがって、必須業務化自体が問題だと考えているというのが私たち

の回答です。 

・ 「NHKが肥大化しないようにチェックしながら」とのご指摘もありますが、具体的にはどのよ

うな枠組みでチェックしていくのでしょうか。WGの議論では、NHK内部のみのチェックでは不

十分との声もありました。これまで NHKは、理解増進情報の名目でなし崩し的な業務拡大を行

い、民間メディアは不公平、不利な競争を強いられてきたと考えています。真に有効な枠組み

を見出さないまま先に必須業務化の方向を打ち出すのは政府の検討機関として無責任な姿勢

だと言わざるをえません。 

 

③ また、新聞協会からは、「ＷＧからの回答がない」ことや「ガバナンスの問題」を理由に「夏に

取りまとめを見送るべき」との意見が出されている。 

しかし、国民からすれば、インターネットがこれだけ当たり前になって、テレビがなくてもイン

ターネットで民放や新聞のコンテンツはすでに見られるのに、ＮＨＫのニュースやドキュメンタ

リーを見るのをどうして早くできるようにしないのかという素朴な疑問がある。 

ガバナンスの問題はしっかりやってもらうべきだが、それは前回の会合でもしっかりやると総
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務省が答えていたし、視聴者からすれば、一刻も早く結論を出すべきだし、それがＷＧとしてのき

ちんとした回答にもなると思うが、それでも新聞協会は見送るべきとの考えか。いつだったらい

いのか。 

 

（回答） 

・ 理解増進情報の野放図な拡大や公正競争の確保、受信料制度との関係、ガバナンスはいずれも

真の視聴者利益を保つために極めて重要な論点です。これらについて WG が具体的な結論を持

たないまま必須業務化のみ先行して方向性を打ち出すのは、国民・視聴者をないがしろにした

議論だと考えます。したがって、私たちは WG の議論の現状を踏まえれば、今夏のとりまとめ

は見送るべきだと考えます。 

・ NHKが受信料を財源にしている以上、民間企業との公正な競争を考えるためには慎重な検討が

欠かせません。これまでの会合でも、「国家補助」事業の拡張は民間企業との競争を歪めかね

ない、との指摘もありました。NHK がインターネットでの業務を拡大した結果、民間企業の経

営が成り立たなくなってしまえば、視聴者・国民は確かで多様な情報が得られなくなってしま

います。長期的に考えれば、真の視聴者利益をむしろ損なう、といった点が私たちの懸念です。

こうした疑問を解消するような検討を行うとともに、国民にとってわかりやすい形で議論して

ほしいと考えています。 

・ また、「総務省がしっかりガバナンスをやる」といっても、それが実効的に機能するかは別の

問題です。衛星放送の予算問題でガバナンスの問題がより明確になったように、極めて重要な

課題であり、WGが具体的なガバナンス強化策について方向性を示さず、取りまとめを優先する

ことには危惧を覚えています。 

・ 繰り返しになりますが、現状の理解増進情報のなし崩し的な拡大に鑑みれば、ガバナンスは重

要な論点の一つだと考えています。これまで私たちが強い懸念を示してきた理解増進情報をど

う評価するのか、受信料制度との整合性をどうとるのか。こうした点に納得できる回答が得ら

れない限り、私たちの懸念は払拭されないと考えています。その点を置き去りにして、「一刻

も早く結論を出すべきだ」というのが WGの回答であれば到底賛成できません。 

 

大谷構成員 

① 「任意業務を必須業務にすると何が変わるのかがわからない」という意見について、必須業務化

とは、「テレビを持たない人であっても、テキスト情報だけでなく、ＮＨＫの放送番組がインター

ネットでも見られるようになること」を意味すると考えている。 

この点については、６月 30 日の第 10 回会合において、民放連・新聞協会とも認識に相違がな

いことが確認できたと考えているが、この点について、異論がないことを改めて確認したい。 

 

② 放送においては、ＮＨＫと民放の二元体制で「丁寧な取材に裏打ちされ信頼性を高める努力を

払った情報（信頼できるコンテンツ）」を放送番組により提供している。しかし、ＮＨＫのインタ

ーネット活用業務が任意業務である現状においては、テレビを持たない人からすれば、インター

ネット上では、この二元体制が実現できていない（テキストは見られるが放送番組は見られない）

ことになる。 

松本大臣が６月 19日のタスクフォースでもおっしゃっていたように、インターネットには多種

多様な情報が流れているからこそ、必須業務化することで、現在、テレビで実現している二元体制

をインターネットでも実現することが重要と考えている。 

このように、必須業務化によりＮＨＫの放送番組がテレビを持っていない人にも提供されるこ
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とで、インターネットを含めた情報空間全体で二元体制が確保され、このことが新聞等のメディ

アの提供する情報とも相俟って情報空間の健全性の確保につながり、伝送路を問わず、「信頼でき

るコンテンツ」に触れる機会をより充実させることは視聴者にとって必要と思われるが、この点

についても反対なのか。 

 

（回答） 

・ 当委員会は NHKインターネット業務の必須業務化について反対します。インターネット活用業

務の必須業務化は、なし崩し的・際限のない業務拡大につながりかねないためです。受信料制

度との関係、競争ルール、審査・チェック体制、NHK全体のガバナンス体制など NHK の在り方

に関するより根源的な論点について十分に議論がなされておらず、放送番組の配信という個別

の業務範囲についてまだ判断できる段階にないと考えています。 

・ 「必須業務化とは、テレビを持たない人であっても、テキスト情報だけでなく、NHKの放送番

組がインターネットでも見られるようになること」とのご説明ですが、すでにそうした人でも

インターネットでかなりの量の NHKのコンテンツを無料で見られるようになっています。 

・ ご質問の「テキスト情報だけでなく」という記述について強い違和感があります。現状の「理

解増進情報」については公正競争の観点から懸念があり、また、フリーライドの問題も存在し

ています。当委員会は、テレビを持たない人であっても、すでに無料のテキスト情報を大量に

見ることができていることは問題だと捉えています。ご質問は、現状の業務範囲を追認してい

るように読め、当委員会は認識が異なります。必須業務化によって、有料になるのか無料にな

るのか、料金体系はどうなるのかといった点は、民間メディアにとって極めて関心の高い事項

ですが、まだ明確な回答が得られていません。 

・ WGでは当初、必須業務化の目的について、「現状の情報空間がフェイクニュースやアテンショ

ンエコノミーなどの課題を抱えており、その解決のために公共放送がネット空間に出るべき」

という趣旨の文言を示していました。しかし、「テレビを持たない人であっても、NHKの放送番

組がインターネットでも見られるようになること」が検討の目的に変わったのでしょうか。フ

ェイクニュースやアテンションエコノミーの問題解決にどれだけ NHK のネット必須業務化が

有効なのか、WGとして分析した結果を示していただきたいと思います。 

・ ご質問（２）にある視聴者にとって「信頼できるコンテンツ」に触れる機会を充実させること

は重要ですが、新聞等はこうした情報を既に提供しています。そうした中で、受信料を原資に

した NHK のインターネット業務をさらに拡大させることが民間メディアに与える影響を懸念

しています。民間企業の経営が成り立たなくなってしまえば、視聴者・国民は確かで多様な情

報が得られなくなってしまいます。長期的に考えれば、真の視聴者利益をむしろ損ないかねな

い、というのが私たちの懸念です。 

・ NHKが提出した資料では、必須業務化した後に新たなサービスなどを始める際には欧州の仕組

みにのっとって事前に評価、審査を受けるという趣旨の記載がありますが、この仕組みではま

さに「公共性」と「民間の市場への悪影響」を天秤にかけて評価、審査するということになっ

ています。そしてそのためのデータや資料はサービスを提供する側（NHK 側）が提供すること

になっています。まずは現状の問題について、このプロセスで評価してみてはいかがでしょう

か。そうした現状評価もなしに必須業務化を打ち出すのはあまりに性急だと考えます。 

・ また、かねて指摘してきたとおり、放送制度の原則である二元体制をインターネット空間に持

ち出すことは不適切だと考えています。インターネット空間は放送事業者だけでなく、新聞・

通信社や情報の流通に携わるプラットフォーム事業者を含め多様な主体によって構成されて

いるためです。こうした考え方に基づき、NHK のインターネット業務が際限なく拡大すること

を強く危惧しています。 
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２０２３年７月２４日 

総務省「公共放送ワーキンググループ」御中 

NHKインターネット業務の「必須業務化」に対する意見 

一般社団法人日本新聞協会 

メディア開発委員会

当委員会は、総務省「公共放送ワーキンググループ（WG）」で議論されているNHKのイ

ンターネット業務の必須業務化に対して、あらためて反対する。現状、ネット業務は放送の

「補完」であるにもかかわらず、なし崩し的な業務拡大が行われてきた。必須業務化によっ

て際限なく拡大する恐れがあり、メディアの多元性や言論の多様性の観点から懸念を繰り返

し指摘してきたが、こうした懸念は依然拭えない。全国の地方新聞社からも「現状の業務で

もすでに脅威であり、予算規模を考えると太刀打ちできない。これ以上拡大すれば事業が立

ち行かず、地方から言論の多様性が失われかねない」といった危惧の声が寄せられている。 

NHK が今後のネット業務に対する具体的な希望を示したのはわずか 2 か月前のことであ

り、前回の会合で補足の説明もあったが、サービスの具体像や料金体系など依然不明瞭な点

は多い。業務範囲だけでなく、受信料制度との関係、競争ルール、審査・チェック体制、NHK

全体のガバナンス体制などの重要な論点についての議論が尽くされていない。これらの論点

は NHK の在り方に関してより根源的なテーマであり、議論の方向性によって業務範囲に関

する考え方が変わる可能性がある。こうした重要な論点について十分に議論せず、必須業務

化の業務範囲だけを取り出して拙速に議論を進めることには賛同できない。また、公正な競

争を実現するために有効な枠組みを見出さないまま先に必須業務化の方向を打ち出すのは、

無責任な姿勢と言わざるを得ない。この夏に拙速に方針をとりまとめることなく、議論を深

めてほしい。 

6 月 30 日の WG 第 10 回会合では、当委員会が 5 月 19 日に示した質問への「回答」が示

された。しかし、過去の意見の紹介にとどまっており、質問に対する正面からの回答とは言

えない。不十分な点が多く疑念や懸念が払拭されていないため、さらに議論を重ね回答を求

める。WG での議論が尽くされないと回答できないという説明だったが、議論の大前提であ

る本来業務化の目的や理由について明確な考えが示されなかった点は疑問だ。当初示してい

た「情報空間の健全性確保」についても、構成員から「弊害を直接是正する効果は限定的」

などの指摘もあった。必須業務化について議論しているにもかかわらず、なぜそれが必要な

のかという根幹の部分が揺らいでいるのではないか。 

業務として認められていない衛星放送のネット配信経費を予算に盛り込んでいた問題で明

らかになったように、ガバナンスは重要な論点だ。しかし、具体的なガバナンス強化策につ

いて方向性を示さず、取りまとめを優先することには危惧を覚える。6 月 2 日に公開された

5 月 16 日の NHK 経営委員会の議事録では「執行の定義」「監督のあり方」などガバナンス

の根幹にかかわる重要な論点について経営委と執行部の認識がまったく異なり、再発防止策
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の取りまとめについても双方が押し付け合っているようなやりとりが露呈した。これまで

NHKが「三位一体改革は進んでいる」と言ってきたことが根底から覆され、ガバナンス不全

に陥っていた実態が明らかになった。こうした問題を改善するためには、NHKの経営委と執

行部を含めたNHK全体のガバナンス改善策を構築することが不可欠であるにもかかわらず、

この問題の再発防止策では執行部が外部による専門委員会を設置した形になっている。執行

部を監督する立場である経営委員会のガバナンス改革も不可欠であり、そうした全体の改革

が進まないうちに、ネット配信の必須業務化を前提とする議論を拙速に進めることには到底

賛同できない。 

 

第 10 回会合では NHK からこれまでの説明の補足があったが、とりわけ必須業務の「基

本」に「報道サイト」を位置付けることは不適切だと考える。「『放送』と同一の情報内容」と

説明しているが、定義があいまいだ。理解増進情報と同様、その範囲が際限なく拡大するこ

とになりかねない。現状の「NHK NEWS WEB」は、放送内容を再構成するなどして、コン

テンツの内容が放送番組と必ずしも同一とは言えない。仮に同一の情報内容であっても、さ

まざまな機能を加え提供されている。コンテンツが放送と同一の情報内容であれば、無制限

でネット展開できるとの考え方は疑問だ。また、「様々なデバイス・認証等なしで閲覧可能」

と明記しているが、いわゆる「フリーライド」の問題を解消しないまま、ニュースを無料で

提供し続けるという趣旨だとしか理解できず、当委員会がこれまで示し続けてきた懸念に全

く応えていない。必須業務化によって、有料になるのか無料になるのか、料金体系はどうな

るのか、といったユーザーにとって極めて重要な点も明確に示されていない。 

また、理解増進情報を「再整理」するとし、その方向性について「放送への“誘引”効果を

高めるようなサービスについては、今の形のまま残ることはない」「“純化”されていく」な

どと説明している。しかし、理解増進情報の問題は番組への誘引を高めるようなサービスで

はなく、オリジナルコンテンツを展開するなどなし崩し的にサービスが拡大してきたことだ。

WG は既存の理解増進情報がどう整理されるのか詳細な説明を NHK に求めるとともに、こ

れまでの業務展開が市場に与えてきた影響について検討すべきだ。 

 

前回会合では、構成員から「国民やユーザー視点が重要だ」との指摘も寄せられた。極め

て重要な指摘で、新聞・通信社は国民・視聴者やユーザーの支持を得られるよう、さまざま

なメディアと競争しながら報道・事業活動に取り組んでいる。しかし、NHKと新聞・通信社

では公正な競争は極めて困難であり、メディアの多元性や言論の多様性が損なわれかねない。

長期的に見れば多様な情報を享受できなくなるという意味で、国民や消費者の真の利益に反

する結果になるのではないか。これまでの会合で、「国家補助」事業の拡張は民間企業との競

争を歪めかねない、との指摘もあり、多くの構成員から事前ルールの必要性を指摘する声が

あった。一度棄損されたメディアの多元性や言論空間が元の姿を取り戻すのは難しいという

ことが構成員の間でも理解されているものと考える。だからこそ、前回会合で一部の構成員

から「まずは踏み出せばよい」といった意見が出たことは極めて残念だ。引き続き、メディ

アの多元性や言論の多様性に配慮した検討を求めたい。 

以  上 
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2023年８月 
（一社）日本民間放送連盟 

放送の多元性確保に向けたご提案 

【ＮＨＫのインターネット活用業務】 
・ ＮＨＫが、テレビ放送で果たしている公共的役割を、インターネットでも果たしたいとするな
らば、「放送と同じものをネットに出す」ことが原則だと考えます。

・ ＮＨＫのインターネット活用業務に関しては、新聞協会や民放連など幅広い利害関係者が参画
した競争評価会議を新設し、「必須業務」「任意業務」の全般について、その是非を十分に議論する
ことが必要です。

・ 利害関係者間の議論をすみやかに開始し、その検討結果を法改正や今後の運用に反映すること
が重要ですので、競争評価に関する準備組織を早期に設置していただきたいと考えます。

【受信契約者と非契約者の公平性担保】 
・ ＮＨＫの「報道サイト」や「ニュース・防災アプリ」は現在、無料・無認証で閲覧・利用できま
すが、受信契約者と非契約者の公平性担保（フリーライド防止）や民間事業者との公正競争確保の
観点から、原則として受信契約に紐づいた認証を必須とすべきです。

・ 例外として無料・無認証で提供する情報は、災害関連（放送法108条）、国民保護関係（国民保
護法50条ほか）など法律に基づく義務的分野に限るものと考えます。

【放送法へのＮＨＫの新しい責務の明記】 
次の２件を放送法に明記することを提案します。 

①公正競争確保に関する責務
・ ＮＨＫがインターネット活用業務を行うにあたり、メディアの多元性・多様性が損なわれるこ
とになれば、国民にとって不利益が生じます。

・ 仮に、インターネット活用業務をＮＨＫの必須業務に加えるのであれば、放送法においてＮＨ
Ｋの公正競争確保の義務を定め、さまざまな担保措置の法的根拠とすることが必要と考えます。 

②放送ネットワークインフラの維持に関する責務
・ ＮＨＫと民放の共同利用型モデルの実現は喫緊の課題ですが、放送法上の明確な裏付けがな
いままでは、暗礁に乗り上げるのではないかと危惧します。このため、放送法20条第１項（ＮＨ
Ｋの必須業務）に、放送ネットワークインフラの維持に関する責務を明記する法改正を行って
いただきたいと考えます。

・ ＮＨＫには特殊な「負担金」である受信料を財源として、全国津々浦々まで恒久的に放送を届
け続けるための役割、すなわち民放も含めた放送ネットワーク全体を維持するための役割を果
たしてもらいたいと考えます。

・ 特にローカル局の過重な負担になっている「小規模中継局」「ミニサテ」の維持・運用につい
ては、ＮＨＫ、民放の区別なく「あまねく受信」に関するＮＨＫの措置義務の一環と位置づけ、
ＮＨＫが相応の役割を継続的に担う必要があると考えます。

以 上 

参考-234



1 

２０２３年８月１０日 

総務省「公共放送ワーキンググループ」御中 

総務省「公共放送ワーキンググループ」の検討に対する意見 

一般社団法人日本新聞協会 

メディア開発委員会

当委員会は、総務省「公共放送ワーキンググループ（WG）」で検討されている NHK の

インターネット業務の必須業務化について改めて反対する。放送のために受け取った受信

料を大規模にネットの無料コンテンツに使ってきた現行の「理解増進情報」と同様に、な

し崩し的な業務の拡大を招くことを強く懸念している。 

まず、理解増進情報について改めて問題点を指摘したい。理解増進情報は受信料を財源

としており、かつ「無料」で展開されている。ネットでも放送と同じ内容か、あるいはそ

れ以上のコンテンツが無料で見られる現状は、「受信料を払ってテレビで視聴するのは損

だ」と視聴者に感じさせているのではないか。NHK 自身が、受信料を払う人との間で「不

公平感が存在している」「タダ乗り」「フリーライド」などの課題があると述べている。そ

の問題についてなぜ議論を尽くさないのか。まず受信料制度と現状の理解増進情報の矛盾

についてＮＨＫの考え方をただし、整合性がとれるよう見直すべきではないか。 

当委員会の新聞・通信社は全て民間企業である。受信料のような収入はなく、全ての業

務は厳格にコストを考慮して実施している。本業である報道・ニュース配信に関しても、

本質的な意味で「無料」はあり得ない。ユーザーがネットで無料で閲覧できる情報も、提

供する側は広告収入を得ていたり、購読への誘引戦略があったりする。対価を得ず収支を

意識せずに済む理解増進情報とは、とてもフェアな競争はできない。この機に地方紙から

も改めて意見を聞いたが、「理解増進情報はやめるべきだ」という声が相次いだ。当委員

会は必須業務化の議論の前提として理解増進情報の問題を WG でも真摯に取りあげてほ

しいと考え、「NHK は無料のテキスト（文字ニュース）業務から完全に撤退すべき」と主

張する。 

次に、必須業務化について意見を申し上げたい。必須業務化の目的は何か。WG 事務局

が作成した資料では「テレビを持たない人が NHK のコンテンツに触れるようにする」と

の意見が多く提示されている。しかし、これまで述べた通り、ネットでは既に「ニュース・

防災」アプリや「NHK NEWS WEB」などで大規模かつ無料の NHK コンテンツに触れ

ることができる。地方紙を含め多くの新聞社が「アンフェアな競争だ」と主張するほどの

規模だ。「いまはネットで見ることができないから、必須業務化で見られるようにすべき」

と受け取れる表現をあえて打ち出す狙いはどこにあるのか。当委員会は「必須業務化の真
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の目的は何か。必須業務化しなければできないことは何か」と繰り返しＷＧに質問・意見

を提出してきたが、いまだにこの根幹部分に明確な回答はない。理解増進情報の総括をせ

ず、あたかも現状では取り組めないから新たにネット業務をするかのような論理はとても

受け入れられない。「現状でも理解増進情報として、NHK はネットでコンテンツを無料で

提供している。だが、新たにしなければならない業務があるため、必須業務化をすべきだ」

という論理を明示するのが筋ではないだろうか。 

 

 前回 WG では、インターネット活用業務の利用者に対して費用負担を求めることが必

須業務化の前提として議論された。国民の立場からすれば、この点の方がはるかに関心が

高いのではないか。「ネットで見られるようにする」は現状でも実施している一方、「費用

負担を求める」は現状では実施していない新たなテーマだ。WG の議論を見る限り、スマ

ートフォンを所有すればすぐに受信料支払いの対象になるわけではないことはわかるが、

ネットで視聴する人に費用負担を求める「ネット受信料」の導入こそが、必須業務化の「真

の狙い」ではないかとの疑念も生じてくる。当委員会はこれまでも、必須業務化を議論す

るのであれば、受信料制度の在り方も根本から検討するべきだ、と主張してきた。現状の

受信料制度を維持した上で、ネットでの費用負担を国民に求める「ネット受信料」を導入

しようとするのであれば、国民の理解を得られるよう丁寧な議論をすべきではないか。受

信料制度の拡大に強い懸念を抱く。「放送」のための受信料と、「ネット」のための負担を

受け取るのは同じ NHK だ。NHK の在り方とともに受信料制度を根本から検討し、明確

に必須業務化の政策目的を示した上で議論をするべきである。 

 

WG の資料では「二元体制」について繰り返し言及されているが、新聞・通信社や多様

な事業者が存在するネット空間に NHK が進出する影響は大きい。地方紙からは「有料の

デジタル会員制のサービスにシフトしつつあるが、経営安定の柱となるまでにはまだ時間

がかかる。必須業務化によって無料配信が際限なく拡大すれば、地方紙のデジタル収入へ

の影響は甚大である」「コスト度外視のコンテンツ制作と広告の全くないネット情報の発

信は NHK に絶対的優位がある」など強い懸念の声が出ている。NHK がインターネット

という伝送路にニュースを配信する以上、本質的には民間報道機関への影響は避けられず、

必須業務化は放送政策にとどまらない影響がある。一度毀損
き そ ん

されたメディアの多元性や言

論空間が元の姿を取り戻すのは難しく、WG は早急に結論を急ぐべきでないと考える。 

 

以  上 
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２０２３年８月２９日 

総務省「公共放送ワーキンググループ」御中 

議論の取りまとめに対する意見 

一般社団法人日本新聞協会 

メディア開発委員会

当委員会はこれまで、NHKのインターネット業務について、業務範囲や受信料制度、ガバ

ナンスなども含めNHKの在り方を根本から議論するよう求め、「必須業務化」について反対

してきた。前回の会合ではネット業務の一部について「本来業務化」する方向性が構成員の

間で一致し、議論の取りまとめを進めることとなった。検討すべき課題が山積し、当委員会

の懸念が解消されない中で取りまとめられるならば、賛成できず、遺憾だ。 

当委員会が積み残しの課題となっていると考える点を以下に示す。 

・必須業務化の政策目的を明確にすべきだ。複数の構成員から「テレビを持たない人がNHK

のコンテンツに触れられるようにする」などの説明があったが、必須業務化しなくても可

能だと考える。必須業務化しなければできないことについて明確に示すべきだ。 

・「理解増進情報」の問題について、WGとして総括すべきだ。公正な競争が成り立たないだ

けでなく、受信料制度との整合性の観点からも問題がある。NHKに必要なデータの提供を

求めるなどして、制度の運用や競争への影響について検証すべきだ。 

・放送番組以外のネット業務の範囲を、際限ない業務拡大につながらないよう厳格に定義す

べきだ。前回の会合では放送番組以外のネット業務の範囲について、「定性的に法定する」

方向で構成員の意見が一致した。しかし、理解増進情報の「放送番組に対する理解の増進

に資する情報」というあいまいな定義がなし崩し的な業務拡大につながってきたことを踏

まえると、厳格なルールが必要だ。

・必須業務化を議論するのであれば、受信料制度の在り方も根本から検討するべきだ。現状

の受信料制度を維持した上でそれを拡大し、ネットでの費用負担を新たに求めることには

懸念や疑念を感じる。

・NHKのガバナンスをどのように確保していくか、明確に考えを示すべきだ。その必要性は

BSネット配信予算問題を見れば明らかであり、NHKの再発防止策について、WGは妥当

性や運用を検証すべきだ。また、執行部と経営委員会との責任の所在の整理も含め、抜本

的なガバナンス確保の在り方についても検討を深めるべきだ。 

これらの課題には、メディアの多元性や言論の多様性から極めて重要な論点も含まれてい

る。WGとして議論を深めた上、取りまとめることを求める。 

以  上 
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公共放送ワーキンググループ
取りまとめ（案） 概要

令和５年９月６日



１．ＮＨＫの役割 1

（１）放送全体の発展への貢献

・ 我が国のコンテンツ産業の中でも放送コンテンツが依然として重要な地位にあることを踏まえ、
NHKの将来を検討するに当たって、単に放送業界のみならず、コンテンツ産業の今後についても視
野に入れて検討。

・ そうした観点から、ＮＨＫは、放送コンテンツのプラットフォームとして放送番組の流通を支え、
二元体制を基本とする我が国の放送全体の発展に貢献していく役割を担うべき。

・ 我が国の放送コンテンツの制作と国内外への流通を促進するための具体的方策については、「コン

テンツWG」において取りまとめられており、その内容を踏まえ、関係者が連携・協力して取り組んで
いくことが重要。放送全体の発展に貢献するプラットフォームとしてのＮＨＫの役割については、
「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」において取りまとめられた内
容に沿って、その役割を果たすことが期待される。

・ ＮＨＫが放送全体の発展に貢献していく役割の一つとして、放送ネットワークインフラ維持への貢

献もある。この点について、さらにＮＨＫの業務として位置付けることの必要性について指摘があっ
たことも踏まえ、今後の法制化の過程で検討すべき。

・ 民間放送事業者のみならず新聞社・通信社等との適切な協調・競争関係を構築することも、民主主
義にとって重要な価値であるジャーナリズムを実践するメディアの多元性を確保する観点から重要。

（２）インターネットを通じた「放送番組」の配信

・ 視聴者のコンテンツ視聴スタイルが急速に変化する中、ＮＨＫは、メディアの多元性を確保する上
で重要な役割を果たす放送の二元体制の枠組みの下で、放送という手段に加え、インターネットを通
じて放送番組を視聴者に提供する役割を主体的に担うべき。

・ ＮＨＫと民間放送との並存と競争を旨とする二元体制の趣旨を踏まえ、公正競争に関するＮＨＫの
配慮義務を法定することについて、今後の法制化の過程で検討すべき。



２．ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方 2

（１）必須業務化の是非と範囲

・ テレビなどの受信設備ではＮＨＫの放送番組を視聴することができるが、インターネット活用業務が
任意業務である現状においては、たとえ費用を支払う意思があっても、テレビなどの受信設備を持たな
い限り、ＮＨＫの放送番組を継続的・安定的に視聴することはできない。

・ インターネット活用業務の必須業務化は、こうした現状を変更すること。放送法第86条や同法第
20条第5項の趣旨を踏まえれば、全国のどこであっても、インターネットを利用できる環境にある者
からの求めに応じて放送番組の同時・見逃し配信を継続的・安定的に行うことを義務付けられるこ
とを意味する。

・ また、受信料制度は、ＮＨＫの放送番組を受信することのできる環境にある者からは広く公平に負担
を求める趣旨であると解されることから、テレビなどの受信設備は持たないがインターネットを通じて
ＮＨＫの放送番組を視聴する者についても、後の３．に示すとおり、ＮＨＫの放送番組を受信すること
のできる環境にある者に該当する限りにおいて、相応の費用負担を求めることが適当。

・ 以上から、テレビなどの受信設備を持たずにインターネットを通じて視聴する者に対しても相応の費
用負担を求め、継続的・安定的に放送番組の同時・見逃し配信を全国において提供することが必須業務
化の意味であり、少なくとも地上波テレビ放送の放送番組の同時・見逃し配信を必須業務とすべき。

・ 衛星放送、国際放送、地上波ラジオ放送に関しては、今後、本ワーキンググループにおいて速や
かに検討し、年内を目途に結論を得ることとする。

・ なお、公共放送として、あるいは報道機関の一つとして、災害時の緊急情報や重大事件など国民
の生命・安全に関わる伝達の緊急度が高く、国民全体に広く確実に提供すべきである重要な情報に
ついては、費用を負担する者以外への提供が例外的に必要な場合があることに配慮すべき。



２．ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方 3

（２）必須業務として配信すべき情報の範囲

① 放送番組と同一のもの（映像及び音声）

・ 放送番組と同一のもの（映像及び音声）は当然にその業務範囲に含まれると考えるべき。

② 放送番組以外のコンテンツ（テキスト情報等）

・ テキスト情報等は、メディアの多元性を確保する上で重要な役割を果たす放送の二元体制が損なわ
れることがないよう、その範囲を限定して画定されるべきである。そのため、インターネット活用業
務を必須業務化する場合は、それに伴って、現在の理解増進情報の制度は廃止されるべき。

・ 制度化に当たっては、放送番組と同一の内容を基本としつつ、例えば、放送番組そのもの（映像及
び音声）ではない情報については、

ⅰ）災害時の緊急情報や重大事件など国民の生命・安全に関わる伝達の緊急度の高い重要な情報

ⅱ）番組表など放送番組に密接に関連する情報又は放送番組を補完する情報

等に限定することとし、その旨放送法に定性的に規定すべき。

・ その上で、配信するテキスト情報等の具体的な範囲や提供条件については、メディアの多元性を確
保する上で重要な役割を果たす放送の二元体制の維持の観点から実施される担保措置（競争評価）の
プロセスを経て定める制度とすべき。その際、ⅰ）のような情報については、費用を負担する者以外
も含めた国民全体に広く確実に提供されることが例外的に必要な場合があることに配慮すべき。



２．ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方 4

（２）必須業務として配信すべき情報の範囲

③ 配信される情報に関する規律

・ 放送番組と同一のものについては、放送法第４条の番組準則等の放送法上の規律により情報の質
を担保。

・ それ以外のコンテンツに対しては、番組準則のような法律上の規制は課さず、ＮＨＫの自主的な
判断に委ねるべき。

（３）放送の二元体制を維持するための担保措置

① 配信すべき情報の範囲及び提供条件に関する判断の主体とそのプロセス

・ ＮＨＫがインターネット活用業務を必須業務として実施する前に、あらかじめ、メディアの多元
性を確保する上で重要な役割を果たす、ＮＨＫと民間放送の並存と競争による放送の二元体制を維
持するための措置を講じる仕組みとすることが適当。

・ 担保措置としての競争評価の仕組みは、まず、情報の提供主体であるＮＨＫが原案を策定し、そ
の評価・検証を、ＮＨＫ以外の第三者機関（電波監理審議会等）が、ＮＨＫが必須業務としてのイ
ンターネット活用業務を開始する前など適時に、民間放送事業者、新聞社・通信社等の関係者の参
加を得て、エビデンスベースで実施する仕組みとすべき。

・ ＮＨＫが必須業務として実施するインターネット活用業務全般について、競争上の問題が生じて
いないかを検証する「競争レビュー（仮称）」も定期的に実施すべき。



２．ＮＨＫのインターネット活用業務の在り方 5

（３）放送の二元体制の維持のための担保措置

② 判断の拘束力

・ ①のプロセスを経て行われる評価・検証の結果を受け、総務大臣は、評価・検証の結果を踏まえてNHK
予算に意見を付し、国会に提出するものとし、国会での予算審議を通じてＮＨＫの策定する原案の内容の
適否が判断されるようにすべき。

・ 総務省は、国会での審議結果等を踏まえ、必要に応じ行政指導を行うことが考えられる。

・ 総務大臣意見を付すとしても、ＮＨＫが提供する個別のコンテンツの是非に立ち入る内容とならないよう
留意した運用とすべき等の指摘があったことも十分に踏まえて、プロセスの具体化に向けた検討を進めるべき。

③ 当面取り組むべき事項

・ 今後、法制化に向けて、NHKが原案を策定するに当たり、総務省において、NHKに加え、民間放
送事業者、新聞社・通信社等の関係者が参加する場を設け、NHKが検討に着手することを促すなど
して、関係者の声を十分に反映するように努めるべき。

・ こうした検討の場において、NHKは、提供する情報の範囲や提供条件、その影響等について、明
確な説明に努めるべき。



３．インターネット活用業務の財源と受信料制度 6

・ インターネット活用業務を必須業務化する場合には、テレビなどの受信設備を持たずにインター
ネットを通じて視聴する者に対しても、ＮＨＫの放送番組を受信することのできる環境にある者に
該当する限りにおいて相応の費用の負担を求めることが適当であり、その具体的範囲は、放送法第
64条第１項の「協会の放送を受信することのできる受信設備…を設置した者」に基づいて定めるこ
とが適当。

・ スマートフォン・ＰＣ等の通信端末を取得・保有しただけで「協会の放送を受信することのでき
る受信設備を設置した者」と同等と評価することは、視聴者の理解を得ることができないため、適
当ではない。これに対して、「協会の放送を受信することができる受信設備を設置した者」と同等
と評価される行為を行った者に対して費用負担を求めることを基本とすべき。

・ 同等と評価される行為の具体的内容については、例えば、スマートフォンについて、まず、その
購入のみで費用負担を求めるべきでない。加えて、ＮＨＫの放送番組を視聴する意思が外形的に明
らかになるような、ⅰ）アプリのダウンロード、ⅱ）ＩＤやパスワードの取得・入力、ⅲ）一定期

間の試用・利用約款への同意などの行為も含めて解釈していくことが必要との指摘も踏まえ、今後、
総務省において制度化の検討を進める中で、これらの積極的な行為が費用負担の要件であることを、
視聴者にとってわかりやすい形で明確化を図っていくべき。

・ 現在のテレビなどの受信設備の設置に伴う受信契約は世帯単位となっているが、スマートフォン
やＰＣ等の通信端末からの能動的な行為を基にＮＨＫと締結する契約を個人単位とするのか等受信
契約の単位に関する課題については、インターネットの普及等に伴う視聴実態を勘案しつつ、引き
続き検討すべき。

・ ＮＨＫの事業運営は、テレビなどの受信設備の設置を通じて支払われる受信料と、それと同等と
評価できる通信端末上の行為を通じて支払われる負担金の全体で支えられるものと考えるのが自然。
その負担により得られる財源の使途について、放送全体に貢献する役割に対応したＮＨＫの事業運
営費用にも充てられるべきものであることを明確化すべき。
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・ 総務省においては、急速に進む視聴者の「テレビ離れ」（インターネットへのシフト）に速やかに
対応するため、所要の制度整備を早急に進めるとともに、以下の事項についても、検討を行い、今後
の制度整備や制度の運用に反映すべき。

（１）地上波テレビ放送以外の放送番組の同時・見逃し配信

・ 衛星放送、国際放送、地上波ラジオ放送に関しては、今後、本ワーキンググループにおいて速や
かに検討し、年内を目途に結論を得ることとする。

（２）必須業務として実施するインターネット活用業務の具体的な範囲・提供条件

・ 今後、法制化に向けて、NHKが原案を策定するに当たり、総務省において、NHKに加え、民間放
送事業者、新聞社・通信社等の関係者が参加する場を設け、NHKが検討に着手することを促すなど
して、関係者の声を十分に反映するように努めるべき。

（３）その他

・ 必須業務として提供されることとなる場合でも、現行のインターネット活用業務に関する競合事業
者等からの意見・苦情等を受け付ける仕組みと同様の仕組みが継続されるとともに、適切に機能する
ことが求められる。現行の仕組みがなぜ活用されていないのかについて検証を行い、運用上の問題点
があるのであれば、現行制度の運用改善に取り組むべき。

・ ＮＨＫのガバナンスについて、７月に発表された再発防止策を、NHKは着実に実行すべきであり、
総務省においてもその動向を注視していくことが求められる。また、地域におけるイベントの受注な
ど、ＮＨＫの子会社の事業活動が放送法の趣旨に沿ったものとなっているか、不断に検証していくこ
とが求められる。



デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 

放送コンテンツの制作・流通の促進に関する 

ワーキンググループ

取りまとめ（案）

２０２３年（令和５年）９月６日 
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テキストボックス
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１．基本認識 

デジタル化が社会全体で急速に進展する中、放送の将来像や放送制度の在り方について、

中長期的な視点から検討を行うため、総務省において、令和３年（2021 年）11 月から「デジタル

時代における放送制度の在り方に関する検討会」（座長：三友仁志・早稲田大学大学院アジア

太平洋研究科教授）が開催され、令和４年（2022 年）８月に「デジタル時代における放送の将来

像と制度の在り方に関する取りまとめ」が公表された。 

同取りまとめにおいて、「人口減少や視聴スタイルの変化等、放送を取り巻く環境が急速に変

化する中においては（略）良質な放送コンテンツを全国の視聴者に届けるため、放送事業者の

放送ネットワークインフラに係るコスト負担を軽減し、コンテンツ制作に注力できる環境を整備し

ていくことが重要である」と言及されている。 

上記の環境整備が効果的なものになるためには、放送事業者によるコンテンツの制作の促

進に加え、そうしたコンテンツがより幅広く視聴されるよう、放送やインターネット上における流通

の一層の促進が重要となると考えられる。特に、地域情報の発信において、今後ローカル局に

は大きな役割が期待されている。 

以上を踏まえ、「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」（以下「本

ワーキンググループ」という。）を開催し、デジタル時代における、放送コンテンツの制作・流通を

促進するための方策の在り方について検討を行い、今般、現状及び課題、そして対応策を取り

まとめたところである。 

 

 

２．検討の背景（放送コンテンツを取り巻く環境） 

（１） コンテンツ産業の市場規模 

我が国の 2021 年のコンテンツ産業の市場規模は 12 兆 4,719 億円であり、このうち、放送コ

ンテンツ（地上テレビ番組、衛星・CATV 番組）は３兆 5,507 億円で、全体の 28.5％を占め、コン

テンツ産業の要となっている。 

 

図表２－１ コンテンツ産業の市場規模 
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他方、我が国の 2021 年度の放送の市場規模（放送事業者全体の売上高）は３兆 7,157 億円

であり、新型コロナウイルス感染症が発生した 2020 年度以降は増減しているものの、長期的に

は横ばいで推移している。 

 

図表２－２ 我が国の放送事業の市場規模 

 

また、我が国の 2022 年の総広告費は７兆 1,021 億円であり、近年においては新型コロナウイ

ルス感染症の影響により減少したが、その後回復傾向にある。内訳を見ると、地上波テレビの広

告費は１兆 6,768 億円（前年比 2.4％減）となっており、長期的には微減傾向となっている一方、

インターネット広告は３兆 912 億円（前年比 14.3％増）と堅調に伸びており、2019 年には地上波

テレビの広告費を初めて上回り、2022 年において、その差はさらに拡大している。 

 

図表２－３ 我が国の媒体別広告費の推移 
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我が国の放送コンテンツの海外輸出額は毎年度増加傾向にあり、2020 年度の 571.1 億円に

対し、2021 年度は 655.6 億円に伸びているが、そのうち９割がアニメである。 

 
図表２－４ 我が国の放送コンテンツの海外輸出額 

 

（２） 動画配信サービスの伸長と視聴端末・視聴スタイルの多様化 

ブロードバンドの普及や映像配信技術・インフラの進展等を背景として、動画配信サービスが

伸長するとともに、スマートフォンやタブレット端末等の視聴端末の多様化や、動画配信におけ

るタイムシフト視聴といった視聴スタイルの多様化が進んでいる。 

 

①  動画配信サービスの伸長 

動画配信サービスでは、放送コンテンツを含む様々な映像コンテンツが、スマートフォンや

タブレット、インターネットに接続するテレビ受信機（コネクテッドテレビ、スマートテレビ、結線

テレビ等）等に対応する形で提供されている。 

「NETFLIX」・「Amazon Prime Video」・「Disney+」等の世界的な動画配信プラットフォームに

よるサービスや、「TVer」・「NHK プラス」などの放送事業者による見逃し配信サービス、

「Hulu」・「TELASA」・「テレ東 BiZ」・「FOD」・「NHK オンデマンド」などの放送事業者による

VOD（Video On Demand）サービスが提供されている。 
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図表２－５ 世界的な動画配信サービスの現状 

 

 

図表２－６ 民間放送事業者によるインターネット配信サービスの取組（キー局） 
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図表２－７ 民間放送事業者によるインターネット配信サービスの取組（キー局以外の例） 

 

 

図表２－８ ＮＨＫによるインターネット配信サービスの取組 

 

②  視聴端末・視聴スタイルの多様化 

ブロードバンドの進展やスマートフォンやタブレットの普及に伴い、多くの人が、いつでも、

どこでも、インターネットにアクセスし、多様な端末で映像コンテンツを視聴することが可能に

なった。 

「インターネット利用」時間と「テレビ視聴」時間を比較すると、令和２年度において、平日１

日の平均利用時間での「インターネット利用」が「テレビ視聴」を初めて超過し、令和４年度で

は、「インターネット利用」と「テレビ視聴」との時間差がさらに拡大している。 
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図表２－９ インターネット利用の伸長 

 

テレビ受信機でリアルタイムに放送コンテンツを視聴するという従来の視聴スタイルは減少

している一方、放送コンテンツを視聴するデバイスがテレビ受像機以外にスマートフォン、タ

ブレット等多様化しており、放送コンテンツの視聴機会は分散化している。若年層（16～29 歳）

では、スマートフォンでテレビ番組を視聴する人は半数を超え、また好きな時間に、手元の端

末で見るという個人志向が強まるなど、視聴端末や視聴スタイルの多様化が進んでいる。そ

のような中で視聴者に放送コンテンツが視聴され続けるためには、魅力的なコンテンツを制

作することや、放送コンテンツを提供する動画配信プラットフォームの在り方が重要になって

いる。 

 
図表２－10 インターネットでの放送コンテンツの視聴 
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図表２－11 視聴スタイルの変化 

 

また、テレビ受信機をインターネットに接続する割合は 2021 年５月に 50％を超え、テレビ

受信機は放送番組を視聴するだけの端末ではなくなり、動画配信サービスを視聴する機能

を併せ持った端末となっている。なお、このインターネットに接続するテレビ受信機に関して

は、テレビ向けＯＳを提供している世界規模のプラットフォーム事業者の支配力が強まってい

ることへの懸念などが指摘されているところ、公正取引委員会が、動画配信サービスを含むコ

ネクテッドテレビ関連分野について、市場構造や競争圧力等の状況を調査し、競争状況を

評価する実態調査を行っているなどの動きがある。 

 

 

 

図表２－12 テレビ受信機のネット接続率の推移 
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３．課題とその検討の方向性 

（１） コンテンツ制作・流通に関わる人材の確保・育成方策を含む制作・流通環境の改善の在り方 

① 放送コンテンツの制作・流通に関わる人材の確保・育成方策  

＜現状＞ 

放送が、引き続き、国民の「知る自由」を保障し、災害情報や地域情報等の「社会の基本

情報」の共有や多様な価値観に対する相互理解の促進といった社会基盤としての役割を果

たし続けるためには、放送コンテンツの制作・流通に関わる人材を確保・育成することや製作

取引の適正化などの制作・流通環境の改善を図ることは必要不可欠である。 

放送事業者にとっては、放送対象地域向けに放送コンテンツを制作し、放送することが基

本にあり、特にローカル局や地方の番組制作会社が制作するコンテンツは、報道番組・情報

番組が中心で、番組自主制作比率は平均 10％程度となっており、放送対象地域外の視聴

者を意識した放送コンテンツの制作の機会や、番組販売やインターネット配信といった放送

対象地域の視聴者に向けた放送以外の流通の機会が少なく、これらに関わる人材の確保・

育成が十分にできない状況にある。 

特にローカル局や中小の番組制作会社では、必要最小限の人員で業務を行っているた

め、人材育成に時間と費用を割くことは容易ではない。一部の事業者では、海外事業者との

共同制作を行う総務省事業や周年番組の制作の機会等を活用して OJT による人材育成を

行う等の工夫をしている。 

海外展開については、一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構（BEAJ）が、キー

局や NHK が持つ海外展開のノウハウをローカル局等へ共有する取組を行っている。 

 

＜課題＞  

撮影や編集作業の効率化・高度化、リモート制作などの導入が急がれるが、海外展開やイ

ンターネット配信に関するコンテンツ制作、販路の検討・確保も含めた流通のノウハウの蓄積

には至っていない場合が多い。 

実際に、海外の放送事業者やインターネット配信事業者と共同制作を行う際に、バーチャ

ルプロダクションや AI を活用した制作を提案されたが、対応できる人材がおらず苦労したと

いう事例や、観光や地域産品の EC（電子商取引）と連動させたインターネット配信を行う際に、

クラウドの活用や EC サイトの構築などデジタル技術に対応できる人材不足に直面したため、

クラウドを扱える資格取得時の報奨金制度を新設するなど、社内のデジタル人材育成制度を

充実させたといった事例がある。 

また、ローカル局や番組制作会社は番組販売や共同制作、インターネット配信の経験が

少なく、契約交渉や権利処理のノウハウを持った人材がいまだ不足している。 
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図表３－１ コンテンツ制作におけるデジタル技術の活用 

 

＜対応策＞ 

放送事業者や番組制作会社、ケーブルテレビ事業者等は、海外の放送事業者や動画配

信事業者など、最新映像技術やデジタル技術を活用したコンテンツ制作に先進的に取り組

んでいる事業者との共同制作を通じて、最新映像技術やデジタル技術を活用した制作、番

組販売や共同制作、インターネット配信を行う際の契約交渉や権利処理のノウハウの獲得を

図ることが必要である。 

特に、海外を含む、放送対象地域以外の地域向けのコンテンツを制作する機会が不足し

ているローカル局や番組制作会社、ケーブルテレビ事業者等については、国がコンテンツの

制作・流通の機会を提供することにより、不足しているノウハウの獲得・共有の支援を行うこと

が必要である。その際、視聴動向の変化なども踏まえつつ、放送対象地域以外の地域の視

聴者にとっても魅力的なコンテンツを制作する視点を持つことや、地域内外の複数のローカ

ル局をはじめとする映像コンテンツ制作事業者との連携、デジタル人材との連携など、多様

なプレイヤーが参画する形でのコンテンツの制作・流通への挑戦を支援することも重要であ

る。 

また、放送業界内においても、事業者間の競争関係に留意しつつ、キー局やＮＨＫが持

つ制作・流通のノウハウを共有する取組を強化する必要がある。その際、技術的なノウハウや

契約交渉・権利処理のノウハウだけでなく、放送を取り巻く環境変化等の基本認識や課題感、

倫理や規範的意識などについての共有も図る必要がある。 

 

② 放送コンテンツの製作取引の一層の適正化 

＜現状＞ 

良質で魅力ある放送コンテンツの製作・流通を促進し、放送及び関係業界の発展につな

げるため、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」とい

う。）を策定しているほか、製作取引適正化に関する総務省及び民間における取組について
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専門的見地から助言を得ること等を目的として「放送コンテンツの適正な製作取引の推進に

関する検証・検討会議」（以下「検証・検討会議」という。）を定期的に開催することにより、放

送コンテンツの適正な製作取引を推進している。また、民間でも、「放送コンテンツ適正取引

推進協議会」において、放送事業者と番組製作会社の各業界団体・会員社の情報共有を促

進する取り組みが行われている。 

 
図表３－２ 「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の概要 

 

ガイドラインの令和４年度フォローアップ調査の結果においては、放送事業者と番組製作

会社の間で各社の製作取引の実態に対する認識（例えば書面交付の有無についての認識

など）に乖離が見られた。 

 

＜課題＞  

コンテンツ製作に係るインセンティブや創意工夫の意欲を削ぐ、又は下請事業者の働き方

改革を阻害するような取引慣行の改善により、放送コンテンツの制作・流通に関わる優れた

人材を継続的に確保する必要がある。 

また、ガイドライン第７版で整理した著作権の帰属に関する業務委託の類型に当てはまら

ない事例があることにより、協議が円滑にできていなかったり、十分な協議を行っていないケ

ースや、放送コンテンツの二次利用について適正な対価の支払が行われないケースがいま

だにある、などの指摘があり、実態把握の必要性が生じている。 
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図表３－３ 「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」令和 4 年度フォローアップ調査結果 

 

＜対応策＞ 

放送コンテンツの製作取引の実態調査やガイドラインの遵守状況に係る指導を徹底すると

ともに、当該調査の結果等を踏まえ、検証・検討会議において議論を行い、必要に応じてガ

イドラインの改訂や周知広報等の措置を講じるなど、ガイドラインの普及・定着を図ることによ

り、放送コンテンツの製作に係る取引環境の一層の適正化を推進する。 

上記の取組みを進めるに当たっては、下請けである番組製作会社を含めた放送コンテン

ツ制作に係るサプライチェーン全体における取引環境や就業環境の改善が、良い人材を集

めることにつながっていくことから、検証・検討会議における議論に当たっては、下請事業者

における働き方改革や親事業者による働き方改革の下請事業者へのしわ寄せ等の影響にも

留意するべきである。 

 

（２） 放送コンテンツを通じた我が国・地方の魅力の世界への発信を促進する方策の在り方 

① 海外の放送事業者や動画配信サービス事業者等との取引機会を拡大するための方策 

＜現状＞  

放送コンテンツの海外展開は、我が国・地方の自然や文化、地域産品・農産品等に対する

関心を高め、訪日外国人観光客の増加や地域産品等の販路拡大などの経済的な効果が見

込まれるだけでなく、我が国に対するイメージ向上にも寄与し、ソフトパワーの強化につなが

ることが期待されるものである。 

我が国の放送コンテンツの海外輸出額は毎年度増加傾向にあり、ジャンル別で見ると「ア

ニメ」が、輸出先別で見ると「アジア」、「北米」、「欧州」が堅調な伸びを示している。 
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図表３－４ 我が国の放送コンテンツの海外輸出額（詳細） 

 

放送コンテンツを含む映像コンテンツの国際的な取引は、主に世界各地で開催される国

際見本市で行われている。新型コロナウイルス感染症の影響下においては、オンライン取引

が試行的に行われ、今後は、国際見本市等における対面での取引とオンライン取引を使い

分ける形で取引が行われていく見込みである。 

我が国の放送事業者等における海外展開の取組は、いくつかの段階に分かれる。キー局

や準キー局、大手番組制作会社等は MIPCOM 等のトップ水準の国際見本市に常に出展し、

世界市場におけるブランディングと利潤追求の段階にあると言える。一方、ローカル局や中

小の番組制作会社等は、国の補助金等を活用し、ATF や TIFFCOM 等の地域規模の国際

見本市に共同出展し、映像コンテンツの売り手としての立ち位置を確立しようとする者もある

が、海外展開は視野に入れず、放送対象地域内の放送に専念する者もある。 

一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構（BEAJ）は、国際見本市等における個社

のプロモーション活動の後押しをする共同プロモーション活動や、キー局・NHK が持つ放送

コンテンツの海外展開に関するノウハウのローカル局等への共有などにより、我が国の放送

コンテンツの海外展開強化に取り組んでいる。 

 

＜課題＞  

キー局や準キー局、大手番組制作会社であっても、国際見本市において、コンテンツ産

業の市場規模が大きな国を中心に、国・地域単位での大規模出展がある中では、取引機会

獲得は容易ではない。 

ローカル局や中小の番組制作会社は、制作している放送コンテンツが報道番組や情報番

組が中心であることもあり、出展できる放送コンテンツが少ない、番組販売の契約交渉の経験

がない、出展・渡航費用等の課題などを理由に多くの者は国際見本市への出展も難しく、海

外の番組流通事業者とのネットワークの構築の機会獲得が困難である。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響下において、デジタルカタログやオンラインでの取
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引ができる環境の必要性が顕在化したが、オンライン取引の環境整備や当該取引に係る放

送事業者や番組制作会社におけるノウハウの獲得が不十分である。 

 

＜対応策＞ 

海外の放送事業者や動画配信サービス事業者等との取引機会の拡大を図るため、放送コ

ンテンツの海外展開に取り組む放送事業者等は国際見本市へ積極的かつ継続的に出展す

ることが必要であり、その際、個々の事業者によるプロモーションの効果を高めるため、出展

事業者が共同して日本発コンテンツのプロモーションを行うことも重要である。 

さらなる取引機会の拡大を図るため、国際見本市以外の取引機会として、デジタル基盤を

活用した通年の情報発信や取引が可能となる環境の整備や、JETRO 等の海外拠点を活用

した取引機会の獲得にも取り組むことが必要である。 

こうした取組は、放送分野だけで取り組むのではなく、映画、アニメ、出版等コンテンツ産

業全体で、官民が連携して推進していくことが必要である。 

  

② 海外展開の意欲があるローカル局や番組制作会社等の後押しをするための方策 

＜現状＞ 

ローカル局や地域の番組制作会社、ケーブルテレビ事業者等による放送コンテンツの海

外展開は、総務省事業を活用し、地域の自然、文化、地場産品・農産品等の地域の魅力を

題材とした放送コンテンツを海外の放送事業者等と共同制作し、海外の放送で発信するもの

がほとんどである。 

総務省事業を契機として、海外の放送事業者との連携関係ができ、地方自治体や地元企

業等から協賛を得て事業化する事例や、総務省事業から得たノウハウを基に海外向け EC 事

業を立ち上げる事例なども出てきているが新型コロナウイルス感染症の影響下において、ほ

とんどの事業者が事業の継続・拡大が難しい状況にあった。 

また、世界的な動画配信プラットフォームを通じて、地域を題材としたドラマの海外展開を

行っている事例も出てきている。 
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図表３－５ 放送コンテンツを活用した地域情報発信の支援（補助事業） 

 

＜課題＞  

放送事業者にとっては、放送対象地域向けの放送コンテンツを制作し、放送することが基

本にあるため、放送対象地域の外、特に海外に向けた放送コンテンツを制作する機会が少

なく、ノウハウを研鑽できていない場合が多い。キー局や NHK には一定のノウハウの蓄積が

あるが、放送業界全体での共有は十分ではないとの指摘もある。 

また、世界的な動画配信プラットフォームを活用した海外展開については、キー局や NHK

であっても経験が多くなく、放送業界にそのノウハウが十分に蓄積されていない。 

ローカル局等の海外展開のほとんどが、放送対象地域向けに制作した放送コンテンツに

英語又は一次展開先の言語の字幕を付したものであり、複数地域への展開を試みる場合に、

展開先の地域特性や文化等を踏まえたコンテンツの制作やプロモーションが十分ではない。 

海外展開に取り組むローカル局等からは、海外展開を行う際の権利処理のノウハウや必

要な人材が不足している、放送事業者や動画配信サービス事業者との契約交渉のノウハウ

がなく、相手に有利な契約を締結することになってしまう、海外展開できる放送コンテンツの

数が少なく、売り手との取引機会の獲得や円滑な交渉が難しいといった課題が指摘されてい

る。 

また、地域の魅力を発信する場合は、地方自治体や地域企業等との連携が必要不可欠

であるが、地方自治体や地域企業等との連携機会の確保や事業資金の獲得、円滑な協業

が課題であることも指摘されている。 

 

＜対応策＞ 

展開先の地域特性や文化等も踏まえたコンテンツ制作、権利処理や契約交渉など、キー

局や NHK が持つ海外展開のノウハウの共有を深化させるとともに、国際見本市等における

出展・取引機会を確保し、実践を通してノウハウの習得を図ることを支援する必要がある。 

また、世界的な動画配信プラットフォームの活用など、キー局や NHK であっても経験が多
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くない海外展開の類型については、官民が連携し、取引実態の把握や課題と対応策、共有

すべきノウハウなどの整理を行う必要がある。 

地方創生の観点からも、ローカル局等が地方自治体や地域企業等と連携し、我が国・地

域の魅力を世界へ効果的に発信する取組が持続可能なものとなることは重要であるため、意

欲ある事業者に対してチャレンジできる機会を提供するなどの国の支援を強化することが必

要である。 

 

（３） 放送コンテンツのインターネット配信の推進の在り方 

① ローカル局によるインターネット配信促進方策 

＜現状＞  

放送事業者によるインターネット配信は、「TVer」・「NHKプラス」などの同時配信・見逃し配

信サービス、「Hulu」・「TELASA」・「テレ東 BiZ」・「FOD」・「NHK オンデマンド」などの放送事

業者による VOD サービス等が提供されている。 

 

図表３－６ 【再掲】民間放送事業者によるインターネット配信サービスの取組（キー局） 
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図表３－７ 【再掲】ＮＨＫによるインターネット配信サービスの取組 

 

ローカル局は、「TVer」や系列キー局のインターネット配信プラットフォーム、名古屋地区の

「Locipo」などの複数のローカル局が連携して構築したインターネット配信プラットフォーム、

北海道テレビ放送の「HOD」などの自社で構築したインターネット配信プラットフォーム、九州

朝日放送の「アサデス。アプリ」などの放送番組の同時配信等をスマートフォン上で視聴でき

るアプリ、YouTube 等を活用してインターネット配信を行っている局があるが、大半はニュース

や情報番組の YouTube 配信やスマートフォン向けの配信である。 

 

図表３－８ 【再掲】民間放送事業者によるインターネット配信サービスの取組（キー局以外の例） 

 

平日１日のメディアの平均利用時間は、令和２年度にはじめて「インターネット利用」が「テ

レビ視聴」を上回り、令和４年度にはその差はさらに拡大した。視聴者が社会生活を営む上

で必要な情報を入手する方法は、テレビ受信機で視聴する放送から、スマートフォンやタブ
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レット、パソコン等で利用するインターネットに移行しつつある。 

 

図表３－９ 【再掲】インターネット利用の伸長 

 

放送コンテンツの視聴も、テレビ受信機でリアルタイムに視聴するだけでなく、スマートフォ

ンやタブレット等で好きな時間に、手元の端末で見るという個人志向が強まるなど、視聴端末

や視聴スタイルの多様化が進んでいる。 

 

図表３－10 【再掲】インターネットでの放送コンテンツの視聴 
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図表３－11 【再掲】視聴スタイルの変化 

 

放送コンテンツを視聴する端末であるテレビ受信機も、インターネットに接続する割合が

2021 年５月に 50％を超え、動画配信サービスを視聴する機能を併せ持った端末に変化した。 

 

図表３－12 【再掲】テレビ受信機のネット接続率の推移 

 

＜課題＞ 

放送はこれまで、放送法の下で「質の担保された情報」を届けてきたが、多種多様な情報

が流通する現代の情報空間の中では、こうした放送の役割の重要性は益々高まっており、放

送がこうした役割を引き続き果たしていくためには、キー局のみならず、ローカル局にもインタ

ーネット配信の充実が期待されるが、現状は、一部の局がニュースや情報番組の YouTube

配信やスマートフォン向け配信を実施するにとどまる。 

インターネット配信に取り組んでいるローカル局からは、インターネット配信を前提とした権
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利処理のノウハウやこれに対応できる人材が不足している、動画配信サービス事業者との契

約交渉のノウハウがなく、相手に有利な契約を締結することになってしまうといった課題が指

摘されている。 

また、放送事業者、番組制作会社等と動画配信サービス事業者との契約においては、コン

テンツ制作者側に交渉力がないために、動画配信サービス事業者に重要な知的財産（全て

の著作権、世界における永久の利用権等）を囲い込まれたり、コンテンツ制作者側が十分な

対価還元を受けられない契約を締結することになってしまうといった課題も指摘されている。 

 

図表３－13 ローカル局における権利処理の課題①（権利処理体制の問題） 

 

 

図表３－14 ローカル局における権利処理の課題②（人員・ノウハウの不足） 
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＜対応策＞ 

インターネット配信を行う場合の権利処理や動画配信サービス事業者との契約交渉につ

いて、コンテンツ制作・流通の現場の状況把握をしつつ、官民が連携し、共有すべきノウハウ

の整理や、インターネット配信に取り組むローカル局の連携・サポート体制の構築に向けた検

討に早急に着手する必要がある。 

なお、現在、政府全体でデジタルアーカイブの議論も検討されているところであるが、NHK

をはじめデジタルアーカイブされた放送コンテンツに関して、飛躍的な充実や活用促進に向

けた課題把握に務めていくことも重要である。 

 

図表３－15 デジタルアーカイブに関する我が国の取組 

 

②  放送コンテンツの流通促進に向けた動画配信プラットフォームの在り方 

＜現状＞  

前述のとおり、視聴者が社会生活を営む上で必要な情報を入手する方法は、テレビ受信

機で視聴する放送から、スマートフォンやタブレット、パソコン等で利用するインターネットに

移行しつつある。 

情報空間は、インターネットを含め、放送以外にも広がっているが、インターネット空間では、

アテンションエコノミー1が形成され、フィルターバブル 2やエコーチェンバー3、フェイクニュー

                                                
1 人々の関心や注目の度合いが経済的価値を持つという概念。 
2 アルゴリズムがネット利用者個人の検索履歴やクリック履歴を分析し学習することで、個々のユ

ーザにとっては望むと望まざるとにかかわらず見たい情報が優先的に表示され、利用者の観点に

合わない情報からは隔離され、自身の考え方や価値観の「バブル（泡）」の中に孤立するという情

報環境。 
3 ソーシャルメディアを利用する際、自分と似た興味関心をもつユーザをフォローする結果、意見

をＳＮＳで発信すると自分と似た意見が返ってくるという状況を、閉じた小部屋で音が反響する物

理現象にたとえたもの。 
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スといった問題が顕在化しており、取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い情報発信、「知

る自由の保障」、「社会の基本情報」の共有や多様な価値観に対する相互理解の促進といっ

た放送の価値は、情報空間全体における健全性の確保の観点から、その役割に対する期待

が増している。 

 

図表３－16 インターネット空間における社会問題 

 

視聴者は、放送コンテンツを視聴する場合、放送波経由でテレビ受信機を用いて視聴す

るか、インターネット経由でスマートフォン、タブレット、パソコン、インターネットに接続したテ

レビ受信機を用いて視聴するが、インターネット経由での視聴は、放送事業者が提供する有

料又は無料の数々の動画配信プラットフォームや YouTube 等で、視聴したいコンテンツを選

択することになる。 

 

＜課題＞ 

インターネット経由での視聴において、数々の動画配信プラットフォームにより様々なコン

テンツが提供されているが、視聴端末や視聴スタイルの多様化の中、前述のとおり、アテンシ

ョンエコノミーの形成、フィルターバブル、エコーチェンバー、フェイクニュースといった問題が

顕在化しており、社会の基本情報へのアクセスがなく、適切な情報に接することができないと

の指摘や、世代間で認識を共有するということができず、情報の偏りによる社会の分断を発

生させるおそれがあるとの指摘もあった。そのような中、放送が期待される役割を果たし続け

るためには、視聴者が信頼性の高い放送コンテンツを容易に視聴できる環境が必要である。 

放送コンテンツを視聴する専用端末であったテレビ受信機においても、インターネットに接

続して動画配信サービスのコンテンツを視聴することが可能となっており、上記の環境が同様

に求められている。 

また、放送対象地域の視聴者に確実に地域情報を届けるためには、地域の視聴者が地域

情報に到達しやすい形でインターネット配信を行いたいが、ローカル局がそれぞれにインタ

ーネット配信プラットフォームを開発、運営するには費用面、人材面でリソースが不足しており
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現実的ではなく、他方、規模の大きなインターネット配信プラットフォームを活用するとローカ

ル局の放送コンテンツは埋もれてしまい、地域の視聴者に地域情報を確実に伝えることがで

きないのではないかとの懸念があり、地域間格差の問題につながるのではないかとの指摘や、

インターネット配信の取組を前進させづらいとの指摘もあった。 

また、インターネット上におけるデータ利活用の動きの中で、視聴者が不安を感じない形

でのインターネット配信サービスによる動画の視聴データの利活用についても議論の必要性

について指摘があった。 

なお、英国では、バランスがとれた多様な番組を提供し、幅広く国民の多様なニーズや関

心に応えることを目的として、公共サービステレビジョン放送事業者のコンテンツをスマート

TV 上で優先表示することを義務づける措置がメディア法案に盛り込まれている。 

 
図表３－17 プラットフォーム等の活用による放送コンテンツのインターネット上における流通促進方策に関する英国の動向  

 

＜対応策＞ 

視聴者がインターネット経由で放送コンテンツを容易に視聴できる環境の早期実現のため、

まずは、インターネットに接続するテレビ受信機において、複数のインターネット配信プラット

フォームが連携し、当該プラットフォームが配信する放送コンテンツの一覧性が確保される入

口（仮想的なプラットフォーム）からの適切な導線の実現に向けて、視聴者にとっての利便性

という観点からも、容易に放送コンテンツを視聴できる表示・操作性について、放送事業者や

様々な関係者共同による枠組みにおける検討・検証を官民が連携して行うことが必要である
4。 

その際、視聴者の視点（視聴実態、視聴の仕方や上記取組みに対する理解など）に留意

し、また、ローカル局が提供する地域情報等の放送コンテンツに地域の視聴者等が到達しや

すい仕組みに配意する必要がある。また、視聴データの活用に関する視聴者のプライバシ

                                                
4 「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」（主査：内山隆・青山学院大

学総合文化政策学部教授）でも同様の議論が行われた。 



25 
 

ー面に係る受容性等についても検証し、今後、「放送分野の視聴データの活用とプライバシ

ー保護の在り方に関する検討会」においてインターネット配信サービスによる動画の視聴デ

ータを活用する場合の視聴者の個人情報の取扱いについて、更に検討を深めていく必要が

ある。 

 

 

４．おわりに 

本ワーキンググループは、2022 年（令和４年）12 月 16 日の第１回会合以降、計９回の会合を

重ね、デジタル時代における、放送コンテンツの制作・流通を促進するための方策の在り方に

ついて議論を重ねてきた。 

検討にあたっては、放送コンテンツ産業が置かれている概況、動画配信サービスの伸長、昨

今の視聴スタイルの変化・多様化などの状況把握を行いつつ、放送コンテンツ制作・流通を担

う放送事業者、番組制作会社、動画配信プラットフォーム、海外展開を支援する組織等からのヒ

アリングを行い、また海外の制度等の紹介を含め、課題を認識し、対応策を議論いただいた。 

議論を踏まえ、本取りまとめにおいて示した３点の柱は、いずれも放送コンテンツをめぐる視

聴環境の変化に対応するべく取組むべき対応策を示しているものであり、今後はこれに基づき、

総務省において必要な措置を講じていくことが望ましい。 

上記の措置を有効に進めていくために重要な点は、措置の背景となる課題や危機感を共有

し、キー局や NHK の持つノウハウの共有等を含め協調していくことである。特に、インターネット

配信やデジタル技術の進展等による視聴スタイルの大きな転換期に置かれているという視聴者

の視点を念頭に置きつつ対応していくことが肝要である。また、環境変化が激しい分野であるこ

とから、引き続き状況に応じて課題の抽出、対応方策の検討を続ける努力も必要である。 

本ワーキンググループとしては、上記の関係者が、以上の観点を踏まえて、連携・協力を強

め、良質な放送コンテンツ制作や流通に注力できるようになることを期待したい。 
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別添１ 開催要綱 

 

デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 

「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」 

開催要綱 

 

１．背景・目的 

デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会（以下「検討会」という。）

のとりまとめにおいて、ローカル局をはじめとする放送事業者の設備負担軽減に係る提

言の中で、コンテンツ制作に注力できる環境を整備していくことが重要であると言及さ

れている。 

こうした環境を整備する観点からは、放送事業者によるコンテンツの制作の促進に加

え、そうしたコンテンツがより幅広く視聴されるよう、放送やインターネット上におけ

る流通の一層の促進が重要となると考えられる。特に、地域情報の発信において、今後

ローカル放送局には大きな役割が期待されている。 

以上を踏まえ、検討会の下に開催される会合として、「放送コンテンツの制作・流通

の促進に関するワーキンググループ」を開催し、インターネット時代における、放送コ

ンテンツの制作・流通を促進するための方策の在り方について、関係事業者等の協力を

得つつ、検討を行う。 

 

２．名称 

本ワーキンググループは「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググ

ループ」と称する。 

 

３．検討項目 

（１）放送コンテンツの流通の促進について 

（２）放送コンテンツの制作の促進について 

（３）その他 

 

４．構成及び運営 

（１）本ワーキンググループの主査は、検討会座長が指名する。本ワーキンググループ

の構成員は、主査が指名する。 

（２）主査は、本ワーキンググループを招集し、主宰する。 

（３）主査は、主査代理を指名することができる。  

（４）主査代理は主査を補佐し、主査が不在のときは主査に代わって本ワーキンググル

ープを招集し、主宰する。  
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（５）主査は、必要と認める者を構成員又はオブザーバとして随時追加することができ

る。 

（６）主査は、必要に応じ、構成員及びオブザーバ以外の関係者の出席を求め、意見を

聴くことができる。 

（７）その他、本ワーキンググループの運営に必要な事項は、主査が定めるところによ

る。 

５．議事の取扱い  

（１）本ワーキンググループの会議は、原則として公開とする。ただし、公開すること

により当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場

合その他主査が必要と認める場合については、非公開とする。 

（２）本ワーキンググループの会議で使用した資料については、原則として総務省のホ

ームページに掲載し、公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権

利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他主査が必要と認める

場合については、非公開とする。 

（３）本ワーキンググループの会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省

の ホームページに掲載し、公開する。 

６．その他 

本ワーキンググループの庶務は、情報流通行政局情報通信作品振興課が、同局放送政

策課の協力を得て行うものとする。 
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別紙 

「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」 

構成員名簿 

（敬称略・主査を除き五十音順） 

＜構成員＞ 

（主査） 山本
やまもと

 龍彦
たつひこ

  慶應義塾大学大学院法務研究科 教授 

（主査代理） 内山
うちやま

 隆
たかし

青山学院大学総合文化政策学部 教授 

（主査代理） 鳥海
とりうみ

 不二夫
ふ じ お

 東京大学大学院工学系研究科 教授 

荒井
あ ら い

 ひろみ 理化学研究所革新知能統合研究センター 

ユニットリーダー

有賀
あ り が

 敦
あつ

紀
のり

 中央大学文学部心理学専攻 教授 

大谷
おおたに

 和子
か ず こ

 株式会社日本総合研究所 執行役員 法務部長 

落合
おちあい

 孝
たか

文
ふみ

 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 

プロトタイプ政策研究所所長・シニアパートナー弁護士 

音
おと

 好宏
よしひろ

 上智大学新聞学科 教授 

長田
な が た

 三
み

紀
き

情報通信消費者ネットワーク 

西田
に し だ

 亮
りょう

介
すけ

 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 准教授 

長谷川
は せ が わ

 敦士
あ つ し

 武蔵野美術大学造形構想学部 教授 

株式会社コンセント 代表取締役社長 

林
はやし

 秀
しゅう

弥
や

名古屋大学大学院法学研究科 教授 

福井
ふ く い

 健
けん

策
さく

 骨董通り法律事務所 代表 弁護士 

計 13 名 

（オブザーバ）

日本放送協会、一般社団法人日本民間放送連盟、株式会社ＴＢＳテレビ、株式会社テレビ朝日、株式会社テレビ東京、

日本テレビ放送網株式会社、株式会社フジテレビジョン、株式会社 TVer、一般社団法人大手家電流通協会、 

一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）テレビネットワーク事業委員会、一般社団法人 IPTV フォーラム、 

一般社団法人放送サービス高度化推進協会（A-PAB）、一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構（BEAJ）、 

グーグル合同会社、ヤフー株式会社、Netflix 合同会社、一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟（ATP）、 

一般社団法人全国地域映像団体協議会、一般社団法人日本動画協会 

経済産業省商務情報政策局コンテンツ産業課 

情報流通行政局情報流通振興課、総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
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別添２ 開催状況 
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別添２ 開催状況 

「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」 

開催状況 

○第１回（令和４年12月16日（金）10:00～）

（１）開催要綱の確認等

（２）放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループについて

（３）放送コンテンツを取り巻く現状について

（４）放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループの論点（案）

（５）立教大学社会学部砂川ゼミへのヒアリング

（６）意見交換

○第２回（令和５年２月21日（火）10:00～）

（１）放送コンテンツの流通の現状

（２）インターネット上における流通に関するヒアリング

（３）意見交換

○第３回（令和５年３月22日（水）13:00～）

（１）音構成員プレゼンテーション

（２）地域からの情報発信に関する放送局の取組についてのヒアリング

（３）意見交換

○第４回（令和５年４月６日（木）13:00～）

（１）コンテンツビジネスの現在に関するヒアリング

（２）グローバルに通用するコンテンツの制作・流通に関するヒアリング

（３）意見交換

○第５回（令和５年４月24日（月）13:00～）

（１）NHKとの共同制作による流通促進に関するヒアリング

（２）第１回から第４回までを踏まえた意見交換

○第６回（令和５年６月２日（金）13:00～）

（１）これまでの議論を踏まえた論点整理

（２）意見交換
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○第７回（令和５年６月16日（金）13:00～）

（１）プラットフォーム等の活用による放送コンテンツのインターネット上におけ

る流通促進方策に関する英国の動向

（２）これまでの議論の整理（プラットフォーム等の活用による放送コンテンツの

インターネット上における流通促進方策関係）

（３）意見交換

○第８回（令和５年８月９日（水）13:00～）

（１）取りまとめ骨子（案）

（２）意見交換

○第９回（令和５年８月24日（木）13:00～）

（１）取りまとめ（案）

（２）意見交換
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別添３ 課題ごとの構成員等の主な意見 
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別添４ 参考資料 
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5

Google Chromecast
Netflix Amazon Prime Video
Amazon Fire TV

4
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2,186

55

268569
2021

11.4%
2020

11.2 %
2019

11.0 %
2018

10.8%
2017

10.7 %
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放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ取りまとめ（案）の概要

視聴者の視聴スタイルの多様化、動画配信サービスの急速な伸長など放送コンテンツを取り巻く環境が変化する
中、コンテンツ産業を牽引する放送が、これまで果たしてきた社会的役割を引き続き果たしていくための課題と対応
策を取りまとめ。

制作・流通環境の改善 我が国・地方の魅力の世界発信 インターネット配信の促進

人材の確保・育成

製作取引の一層の適正化

取引機会の拡大

意欲あるローカル局等の後押し

ローカル局による取組の促進

配信プラットフォームの在り方

◆ 放送事業者には放送対象地域外への発信
（インターネット配信や海外展開）を意識し
た制作機会、これに対応できる人材が不足

 先進的に取り組んでいる事業者との共同制
作の機会を通じ、デジタル技術の活用や契
約交渉、権利処理のノウハウ等の事業者
間の共有を図る

◆ 放送事業者と番組製作会社の間の認識の
乖離やガイドラインで整理した著作権の帰
属に関して類型に当てはまらない事例が存
在するとの指摘

 実態調査・指導を徹底するとともに、
検証・検討会議で必要な措置を検討

 番組製作会社の働き方改革にも留意

◆ 国際見本市へ出展しても、個社の取組だけ
では取引機会の獲得やネットワーク構築が
困難

 個社による国際見本市での取引機会の獲
得やネットワーク構築の試みの効果を高め
る共同プロモーションの実施

 デジタル基盤を活用した通年での情報発信
や取引が可能となる環境整備 等

◆ 総務省事業を活用して地域の魅力発信を
通じて地方創生に貢献するローカル局等は
あるが、海外事業者との共同制作の機会・ノ
ウハウ不足、地域との連携機会の確保など
が課題となり、自走化に至る事例がわずか。

 海外事業者との共同制作の機会や地域と
連携した地域情報発信の機会など、意欲あ
る者がチャレンジできる機会の提供

◆ 放送が社会的役割を果たしていくためには、
視聴スタイルの多様化に対応し、インター
ネット配信を充実させることが必要

◆ ローカル局ではデジタル技術の活用や契
約交渉、権利処理のノウハウ・人材が不足

 ローカル局が契約交渉や権利処理を円滑
に実施できるノウハウの獲得等に向けた官
民連携による検討 等

◆ インターネット経由での視聴において、放送
が期待される役割を果たし続けるためには、
視聴者が信頼性の高い放送コンテンツを容易
に視聴できる環境が必要。

 コネクテッドテレビ上で放送コンテンツが視聴
しやすい一覧性等の表示・操作性が確保され
る入口（仮想的プラットフォーム）からの適切
な導線の実現
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１．基本認識 

 

放送は、有限希少な電波を用いて不特定多数に同時に同じ情報を提供する手段として

大きな社会的影響力を有しており、放送事業者は、放送法（昭和 25 年法律第 132 号）の

規定に基づいて、災害情報など公共性の高い情報をあまねく伝えるとともに報道は事実

を曲げないですること等の番組準則に則って、「質の担保された情報」を提供する責務を

有している。その中で、我が国の放送は、受信料を財源とする公共放送である日本放送

協会（以下「ＮＨＫ」という。）と、主に広告料収入を財源とする地域のローカル局を含

めた民間放送事業者（以下「民放」という。）による二元体制の下、互いに切磋琢磨し創

意工夫を凝らして質の高い放送番組を制作・放送し、生活や経済活動に欠かせない国民

の情報基盤としての使命を果たしてきた。 

近年、ブロードバンドやスマートフォン等の急速な普及に伴い、国民・視聴者が社会

生活を営む中で必要な情報を入手する方法の多様化が進み、放送等の伝統メディアから

インターネットへと移行しつつある。他方、インターネットについては、膨大な情報が

氾濫する中で、個々人の考え方に合わない情報からは隔離され自身の価値観の中で孤立

してしまうフィルターバブルや、フェイクニュース等の問題が指摘されている。 

こうしたフィルターバブルやフェイクニュース等の問題が顕在化するデジタル時代に

おいてこそ、「質の担保された情報」としての放送の価値に対する期待は益々高まってい

ると言える。また、我が国の放送番組は、コンテンツ産業の３割近くを占めており1、我

が国を牽引する産業分野としても期待が高まっている。 

国民・視聴者のいないところに放送の未来はない。国民・視聴者の視聴スタイルの急

速な変化を明確に意識して、デジタル時代においても放送コンテンツが国民・視聴者に

確実に届くために、放送全体で速やかに対応していく必要がある。 

特にＮＨＫは、放送法に根拠を置き、その運営や業務について同法で規定され、受信料

を財源とする公共放送として、「豊かで、かつ、良い放送番組」2を提供することに加え、

放送全体のプラットフォームとして、放送番組の流通を支え、二元体制を基本とする我

が国の放送業界全体の発展に貢献していくことが求められている。 

本タスクフォースでは、国民・視聴者の視点に立ち、ＮＨＫと民放双方の放送コンテ

ンツが効率的かつ効果的に届けられるようにするための「あるべき姿」の実現に向けた

課題とその検討の方向性を提示する。  

                                                       
1 「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査（令和５年６月）」（総務省情報通信政策研究

所）によれば、2021 年（令和３年）における我が国のコンテンツ産業の市場規模 12 兆 4,719 億円のう

ち、地上テレビ番組の規模は２兆 6,951 億円（21.6％）、衛星・CATV 番組の規模は 8,556 億円（6.9％）

となっている。 
2 放送法第 81 条第１項において、「協会は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、第

四条第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。」として、同

項第１号において「豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすととも

に文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。」と規定されている。 
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２．課題とその検討の方向性 

（１）地上放送の放送ネットワークインフラの効率化 
 
 ＜現状＞ 

・ ＮＨＫは、中波放送と超短波放送のいずれか及びテレビジョン放送が全国におい

て受信できるように措置することが義務付けられている3。民放は、その放送対象地

域内で放送があまねく受信できるように努めることとされている4。 

・ 現状、全ての放送事業者がハード・ソフト一致の形態を選択し、自らが免許人とし

てハード（親局・中継局）を構築し、保有・運用・維持管理している。 

・ 地上波中継局の「共同利用」の実現を可能とする放送法及び電波法の一部を改正す

る法律（令和５年法律第 40 号）が成立している。 

・ ＮＨＫは、「ＮＨＫ経営計画（2021-2023 年度）」（2023 年１月修正）において、「運

用共同化」・「共同建設化」を含め、「ネットワークコスト削減等、視聴者の将来負担

の軽減につながる先行支出等」として「総額 600 億円」を計上しているところ。 

・ 一般社団法人日本民間放送連盟は、中継局の共同利用を最重要課題として掲げ、そ

の前提として、持続的な経済合理性の確保及び地域事情への配慮を求めている。 

 

＜課題＞ 

  ・ 国民・視聴者が質の高い放送コンテンツを視聴できる持続可能な仕組み作りとし

て、放送ネットワークインフラの効率化が必要ではないか。 

・ 地上波中継局の共同利用については、ＮＨＫと民放の自主的な検討を尊重すべき

だが、それだけで十分か。全国各地の民放ローカル局の実情を汲みつつ、民放ローカ

ル局の具体的な経営の選択肢を増やすべく、ＮＨＫと民放が具体的に協議を進める

場が必要ではないか。 

  

＜検討の方向性＞ 

  ・ 地上波中継局の「共同利用」の実現を可能とする放送法及び電波法の一部を改正

する法律（令和５年法律第 40 号）の成立を受けて、その早期実現に向け、競争法を

遵守した形で、ＮＨＫ、民放キー局、民放ローカル局等の関係者からなる全国レベ

ル及び地域レベルでの協議の場を年内目途に設置5すべき。 

・ その協議の場においては、民放ローカル局の参画も得ながら地域事情を踏まえる

とともに、全国に地域放送局を有するＮＨＫは、地上波中継局のコスト分析や仕様

検討等、競争法を遵守しつつ、中心的な役割を果たすべき。  

                                                       
3 放送法第 20 条第５項において、「協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送

がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。」と規定されている。 
4 放送法第 92 条において、「特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者（電波法の規定により

衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。）は、その基幹放送局を用いて

行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるもの

とする。」と規定されている。 
5 少なくとも全国レベルの協議の場は、年内を目途に設置すべき。 
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【関連する構成員等の主な意見】 

・ ＮＨＫとの協力が具体化できなければ、致命傷になるローカル局も出てくると思われる。でき

る限り多くの放送コンテンツが今後も持続的に提供できる環境整備につながるよう議論を尽く

すべき。（第１回：落合構成員） 

・ 放送のハード設備は構造転換を進めてコストを下げ、受信料を下げるなどしなければ若い人は

テレビから離れてしまう。（第１回：坂本構成員） 

・ 本タスクフォースとしては、少なくとも大きな方向性を示し、関係者が前向きに議論できる「場」

の設定を考えるべき。（第１回：曽我部構成員） 

・ 独禁法の観点でカルテルにならないような配慮は必要であり、共同発注行為や共同購入に一定

の制限はあり得る。競争法上適正に行える範囲になっているか検討する可能性はあるが、具体的

な議論の進捗に合わせて議論していくことが大事ではないか。（第２回：落合構成員） 

・ ＮＨＫと民放の協議について、全国レベルでの議論をしていくのに加えて、地域レベルでのＮ

ＨＫと民放ローカル局との協議の場も必要。それぞれの議論を共有して円滑に進めることのほ

か、地域ごとの状況を踏まえた議論にしていくためにも必要。（第３回：落合構成員） 

・ 県単位の個別分析が必要で、細やかなコンサルティング的アプローチをＮＨＫに支援いただき

たい。（第３回：クロサカ構成員） 

・ 中継局の共用については、議論を急ぐべき。競争法の観点を配慮しながら、一元化できるよう

な議論の場所を早急に設ける必要がある。地域や場所によっては複雑な個別事情があるとのこと

であり、詳細を把握しながらの対応が重要。少し矛盾するが、急いで丁寧に進めて行く必要。Ｎ

ＨＫや民放だけではなく総務省も一体になって検討する必要がある。（第４回：クロサカ構成員） 

 

・ 持続可能性のある二元体制の維持・強化に向け、放送ネットワークの最適化について、民放と

連携を深めて推進していきたい。個々の事業者の判断の尊重を前提に、適切な情報交換、勉強会

等の実施から開始していきたい。（第１回：ＮＨＫ） 

・ 地上波中継局（共同利用）については、経済合理性の確保と地域事情への配慮が大前提。（第１

回：一般社団法人日本民間放送連盟） 

・ 民放が受け入れやすいＮＨＫからの提案を待っている。当事者間の検討を見守りつつ、ニーズ

に合致した環境整備の後押しを。（第２回：一般社団法人日本民間放送連盟） 

・ 可視聴エリアの拡充は緊急災害時の放送のために重要と認識。また、共同利用の推進は財務上

メリットがあり、検討の価値はある。（第２回：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社） 

・ 全局が 1 台の放送機から電波発射出来れば、設備の省電力化、経費削減に寄与すると考える。

ただ、各社の現状設備の更新時期と放送機統一化の時期を合わせるのが困難か。（第２回：株式会

社テレビ神奈川） 

・ 中継局の共同利用について、ローカル局の負担軽減につながるのであれば賛成。地域事情など

に配慮すべき。（第３回：株式会社テレビ大分） 

・ ハード会社への期待はあるが、ＮＨＫと民放の間で耐用年数や設備の仕様・コストの考え方が

異なるほか、新たに発生する「会社の運営コスト」をどのように回収するかという課題もある。

経済合理性は地域ごとに見極める必要がある。（第３回：株式会社南日本放送） 
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（２）衛星放送における番組制作 

 
 ＜現状＞  

  ・ ＮＨＫは、基幹放送普及計画（昭和 63 年郵政省告示第 660 号）において、ＢＳプ

レミアムについて外部制作事業者の企画・制作能力を放送番組に活用することが求

められており、外部制作比率の努力目標6が規定されている。 

  ・ ＮＨＫは、ＢＳ右旋の３波（ＢＳ１・ＢＳプレミアム・ＢＳ４Ｋ）の見直しとし

て、2023 年（令和５年）12 月に新ＢＳ２Ｋ（ＮＨＫ ＢＳ）と新ＢＳ４Ｋ（ＮＨＫ 

ＢＳプレミアム４Ｋ）に再編し、2024 年（令和６年）３月末をもってＢＳプレミア

ムを削減する予定7としている。 

 

＜課題＞  

  ・ ＮＨＫが公共放送として「豊かで、かつ、良い放送番組」を提供するためには、

放送番組の役割や特性を踏まえつつ、多様な企画や専門性を持つ外部制作事業者と

の連携を進めていくことが必要ではないか。 

・ 我が国コンテンツ産業の発展に資する観点から、ＮＨＫによる放送全体への貢献

という役割を踏まえ、コンテンツ産業の重要なプレイヤーである外部制作事業者と

の連携を進めていくことが必要ではないか。 

・ 多様性を生み出す観点から、番組制作会社のみならず、民放ローカル局やケーブル

テレビにもできることがあるのではないか。 

・ ＮＨＫの有する様々な優れたノウハウ等の普及につながるよう、外部制作事業者

との連携を促し、我が国の映像産業の底上げ、競争力の強化につながるようにしてい

くべきでないか。 

 

＜検討の方向性＞ 

  ・ 本年（令和５年）12 月からのＮＨＫ衛星放送の再編に伴い、現行の外部制作比率

の努力目標に代わり、実質的に現行以上となるよう、ＮＨＫ新ＢＳ２Ｋ・新ＢＳ４

Ｋそれぞれについて、「外部制作事業者に著作権が帰属する放送番組（外部制作事業

者及びＮＨＫの双方に帰属するものを含む。）」を対象とする新たな目標を設定する

こととし、総務省において関係者の意見を踏まえつつ検討の上、本年 12 月の衛星放

送の再編にあわせて基幹放送普及計画を改正すべき。また、ＮＨＫ及び総務省は、

新たな目標について外部制作事業者に周知すべき。 

 

                                                       
6 基幹放送普及計画に規定されている外部制作比率の努力目標は、以下の（１）及び（２）のとおり。 

（１）各年度の総放送時間のうち、①外部制作事業者（国内の事業者に限る。以下この注釈において同

じ。）に制作委託した放送番組及び②ＮＨＫと外部制作事業者とで共同制作した放送番組の放送時間

が占める割合が 16％以上。 

（２）各年度の総放送時間のうち、①企画競争によって制作委託した放送番組（ＮＨＫの子会社への委

託を含む。）及び②外部制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占める割合が 50％以上。 
7 ＮＨＫは、2024 年（令和６年）３月末のＢＳプレミアムの削減について、2023 年（令和５年）12 月よ

り、ＢＳプレミアムの画面上で周知を行う等、削減の円滑な実施に取り組むこととしている。 
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  ・ 放送コンテンツの二次利用促進に向け、放送コンテンツ製作取引における著作権

等の帰属等8の基本的な考え方を整理した「放送コンテンツの製作取引適正化に関す

るガイドライン」9の一層の普及・定着を図るべき。 

  ・ 外部制作事業者への発注方法を含め、「豊かで、かつ、良い放送番組」の制作につ

ながる質的な側面を考慮した目標や評価方法について検討すべき。 

  

                                                       
8 二次使用料の分配を含む。 
9 https://www.soumu.go.jp/main_content/000720416.pdf 
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【関連する構成員等の主な意見】 

 

・ ＮＨＫが様々な作り手との協働に役割を見いだしているのであれば、様々な制作事業者を活用

し、広く生活者に有意義な情報を提供する存在であってほしい。（第１回：仙北構成員） 

・ 情報空間の多様性や人材育成などの面でも外部制作会社の役割は大きく、外部制作比率の設定

は重要。（第２回：曽我部構成員）  

・ 衛星放送を支えてきた制作会社は有力なプレイヤーであり、ＮＨＫの衛星放送の魅力、維持発

展の解を、ＮＨＫが示していくことが重要。ＮＨＫをうまく使うことによって、日本の多様性が

より出てくるときの、その元になるものが実は制作会社だったり、ローカル放送局だったり、場

合によってはケーブルテレビだったりということに、今以上にすることができるのではないか。

（第２回：音教授） 

・ ＢＳの外部制作比率のように国の目標として定めるほかにも、中期経営計画やその他公表され

る資料で番組制作者に予見可能な形で計画を具体的に示せないか。（第３回：落合構成員）  

・ ＮＨＫが様々な番組制作会社と連携を深めていければ、コンテンツの質がより高まることが期

待されるため、広く生活者に有意義な情報を提供することにつながる。是非とも進めていただき

たい。「番組制作会社が著作権を持つ番組」を外部制作比率の新たな努力目標にしようとするＮ

ＨＫの提案は非常に良い。番組制作会社との対話を進め、公共放送としてより良い番組作りに取

り組んでいただきたい。（第４回：仙北構成員） 

・ 著作権の在り方については、ＮＨＫにも協力いただき、ＡＴＰ（一般社団法人全日本テレビ番

組製作社連盟）もさらに理解を深め、二次利用しやすくする検討をしていただきたい。（第４回：

クロサカ構成員）  

・ 量と質、特に質をちゃんと担保しながら量的目標を達成するような目標マップみたいなものを

考える必然性はないだろうか。（第４回：内山主査） 

・ 全映協（一般社団法人全国地域映像団体協議会）のアンケートでは、ＮＨＫが企画募集をして

いることがあまり知られていないことが分かった。周知に関しては、ＮＨＫが取り組む必要もあ

るし、民間側で広める必要もある。（第５回：落合構成員）  

・ 個々の事業者を生き残らせるためというロジックではなく、視聴者に対してより質の高い番組

を最終的に提供していくことを最終目標とするべき。 前回会合でも言ったが、現実的なフィー

ジビリティを考えていただくしかないと思う。数字の塩梅の決定については、総務省が基幹放送

普及計画の中で適性に調整するのがバランスとしてよい。（第５回：内山主査）  

 

・ 新ＢＳ２Ｋ（ＮＨＫ ＢＳ）・新ＢＳ４Ｋ（ＮＨＫ ＢＳプレミアム４Ｋ）に対し、波の特性や

役割に合わせてそれぞれ努力目標を設定。対象の取引は「番組制作会社が著作権を持つ番組（Ｎ

ＨＫと共同保有を含む）」とする。（第３回：ＮＨＫ） 

・ 前回会合で来年度からの衛星放送の外部制作比率について、新ＢＳ２Ｋ・新ＢＳ４Ｋのそれぞ

れの役割や特性を踏まえて、２波それぞれに努力目標を設定すること、対象取引は、番組制作会

社が単独もしくはＮＨＫと共同で著作権を持つ番組として、番組制作会社の権利確保に資するこ

とを示したが、この方針についてＡＴＰには御理解いただいたと受け止めた。（第４回：ＮＨＫ）  

・ ＡＴＰとしては、ＢＳの２チャンネルのそれぞれについて外部制作比率の目標が設定されるこ

と、また、これまでの指標の算定の考え方を変更し、「番組制作会社が著作権を持つ番組」を対象

とすることについて、ＡＴＰの意見を踏まえていただいたものとして高く評価し、歓迎します。

（第４回：一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟（ＡＴＰ）） 
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（３）放送コンテンツのインターネット配信の推進 
 
 ＜現状＞  

  ・ ＮＨＫは、2020 年（令和２年）４月より、地上放送の常時同時配信及び１週間の

見逃し配信サービスとして、「ＮＨＫプラス」を開始。また、ＮＨＫがインターネッ

ト活用業務を行うに当たり民放と協力して取り組んでいくことは重要との観点から、

ＮＨＫに対し、民放によるインターネット番組配信の円滑な実施に必要な協力をす

る努力義務10が課されている。 

・ 民放各社は、無料動画配信サービス「ＴＶｅｒ」をはじめ、無料・有料を問わず見

逃し配信等のサービスを提供している。 

 

＜課題＞ 

  ・ 国民・視聴者からすれば、ＮＨＫや民放の放送コンテンツをテレビでもインター

ネットでも見たいというのが当たり前の時代になっており、放送事業者の競争領域

は「放送」に閉じなくなっている。取材力や発信主体としての信頼性に裏打ちされ

た放送コンテンツに国民・視聴者が触れることのできる環境をインターネット上に

も早急に確立することが必要ではないか。 

・ その際、国民・視聴者の利便性を追求する観点から、「アクセス性」・「一覧性」の

確保を目指すべきであり、そのプラットフォームの在り方としては、既にいくつかの

プラットフォームが存在している現状を踏まえ、それぞれの特性を活かした検討を

行うべきではないか。 

  

＜検討の方向性＞ 

  ・ 国民・視聴者にとっての利便性確保の観点から、民放ローカル局の意見も丁寧に

聞きつつ、インターネット動画配信サービスによる動画の視聴データの適切な活用

にも意識して、既存プラットフォーム間での連携や仮想的なプラットフォームの構

築により、ＮＨＫと民放の地域情報を含めた放送コンテンツへの「アクセス性」及

びその「一覧性」が確保できる環境を整備すべき。 

・ インターネット接続テレビ上での「アクセス性」・「一覧性」確保の在り方につい

て、放送事業者、メーカー等による検討体制を年内に設置すべき。実証事業を本年度

から実施し、来年度を目途に、関係者の参照に資する技術仕様を策定すべく検討す

べき。その際、英国等における優先表示（プロミネンス）の動向等も参考にし、一覧

性を確保するために必要となるメタデータの適切な取扱い等に留意して検討すべき。 

・ 放送コンテンツの二次利用促進に向け、放送コンテンツ製作取引における著作権

等の権利の帰属等の基本的な考え方を整理した「放送コンテンツの製作取引適正化

に関するガイドライン」の一層の普及・定着を図るべき。  

                                                       
10 放送法第 20 条第 15 項において、「協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放

送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、

他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなけれ

ばならない。」と規定されている。 



9 

 

【関連する構成員等の主な意見】 

・ 有料動画配信市場ではどんどん外資勢に押されている現状がある。直近では外資のシェアが半
分を超えた。視聴者のネット接触時間の増長と合わせて、国内だけにシェアを持つことの危険を
訴えたい。（第１回：内山主査） 

・ 一視聴者としては放送のコンテンツをテレビでもネットでも見たいというのが当たり前になっ
ている時代。一覧性を持ってインターネットでも民放もＮＨＫも見たいという視聴者がいっぱい
いると思う。（第２回：長田構成員） 

・ ＮＨＫプラスやＴＶｅｒにローカル局のコンテンツが乗り、それが探しやすくなるような一覧
性のあるプラットフォームになることができれば、これは視聴者にとっても選択肢が広がる点で
有益。（第２回：大谷構成員） 

・ ネット配信の実証事業を行ってみれば、どういう課題があるのか気づきもあると思う。（第２
回：長田構成員） 

・ ニュースも含めたＮＨＫと民放の一覧性のあるプラットフォームがあれば国民生活センターの
啓発コンテンツのようなものも視聴者に届けやすい。課題を整理し、スピード感をもって推進し
ていただきたい。（第２回：仙北構成員） 

・ 視聴者から見て一覧性のある入り口からＮＨＫプラスやＴＶｅｒにリンクしていくようなプラ
ットフォームが実現すれば、ＮＨＫが放送業界に貢献した十分な実績にもなるのではないか。（第
２回：大谷構成員） 

・ 各ローカル局のアンテナショップが一堂に集まったプラットフォームという考え方について、
そういうお客様を引き寄せるようなプラットフォームの在り方というのも考えていく価値があ
るという、よいヒントをいただけたと思う。（第３回：大谷構成員） 

・ ＮＨＫ・民放各社・ローカルなど色んなコンテンツが一覧性をもって見つけられるような形で
プラットフォームを実現してほしい。ＮＨＫの地方局を核として真剣に考えていただきたい。（第
３回：長田構成員） 

・ テレビということで議論していると、日本のテレビ産業の中のいろんなバランスとかに目が行
きがちだが、ネットメディアと戦うためにはどうしたらいいかを考えるべきであり、放送全体で
何かしらのプラットフォームをつくっていくことが重要。物理的なプラットフォームに統一する
ということではなく、複数のプラットフォームがあっても、それらが相互に連携したり、ひとつ
の窓の中に全部あることで、国民に一番リーチできるのではないか。あわてて物理的に統一する
ことに進まなくてもよい。仮想的・擬似的なプラットフォームをまずは目指すことが重要。（第３
回：三友構成員） 

・ 多様性に対応したプラットフォームのニーズがあると考える。文字放送なども含めた多言語対
応など、海外の方や年配の方など多様な方がシンプルな操作で誰もが良い情報に触れられる役割
を、放送事業者の共通プラットフォームで準備いただくことが公共的な役割として重要ではない
か。（第４回：坂本構成員） 

・ テレビのチャンネルを合わせるように、その場所に行って視聴者自身の希望に応じて、好きな
チャンネル・プラットフォームを選べるような場所、Netflix のプレゼンにもあった相互推奨が
あるとか、番組間の連携をたどってより興味の深掘りが出来るとかそういった緩やかなつながり
を持って、日本のテレビのコンテンツの魅力を見せていく取組を急ぎ進めて行く必要がある。（第
４回：松下構成員） 

・ 放送由来のコンテンツは非常に信頼できる。その理由はコンテンツ作成にお金を掛けて、チェ
ックも行っていることを踏まえ、これが放送で出ていくときに意味のある価値のあるもの、つま
りはトラストの観点で、ネット配信の議論を進めていくことが必要である。（第４回：クロサカ構
成員） 

・ インターネット配信において重要なのは閲覧履歴等のデータを、明確な規律の下で適正に利用
し、ユーザの便益の向上につなげることである。ＮＨＫと民放が連携した配信プラットフォーム
の拡充において、こうした配信データの取扱いや、放送における視聴データとの連携等の課題を
解決する検討が必要である。（第４回：クロサカ構成員） 

・ ＴＶｅｒが若い世代のユーザーも確保していることが分かり、テレビ離れが言われる中で心強
く感じた。無料の短尺動画ばかりではなく、国内のしっかりしたコンテンツを見てもらうことは
重要。（第５回：松下構成員） 

・ キーワードは「連携を密にする」、「コミュニケーションを取る」である。ＴＶｅｒの業績が伸
びているのは、ローカル局との密な連携やユーザーの声を聞いていることが要因であると思う。
（第５回：仙北構成員） 

・ ＮＨＫのプラットフォームにローカル局がコンテンツを出しても、地域の人に確実に届く仕組
みがあるのかということや経済的なメリットがあるのかということが示されておらず、エリア事
情も様々なので、多くのローカル局を交えた丁寧な議論が必要。（第３回：株式会社テレビ大分） 
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（４）衛星放送の放送ネットワークインフラの効率化 
 
 ＜現状＞ 

・ 衛星放送は、広域性・経済性・大容量性・高品質性という特徴を有するメディアで

ある。 

・ 制度上、ソフト（放送の業務）とハード（衛星）が分離しており、ハードについて

は、ＢＳ放送においては株式会社放送衛星システム（B-SAT）、ＣＳ放送においてはス

カパーJSAT 株式会社が提供している。 

・ 衛星放送は、高品質、高機能、多チャンネルのサービスを提供する放送メディアと

して、その開始以来、成長を続けてきたが、近年では、インターネット動画配信サー

ビスの台頭等を受け、市場規模、加入件数ともに横ばいないし減少傾向となっている
11。 

 

＜課題＞ 

  ・ 衛星放送についても、地上放送と同様、国民・視聴者が質の高い放送コンテンツ

を視聴できる持続可能な仕組み作りとして、放送ネットワークインフラの効率化が

必要ではないか。 

・ 国民・視聴者にとっての衛星放送の意義を改めて認識しつつ、質の確保とコストの

抑制の両立を図るため、共同衛星、管制の在り方等について専門的・実務的な検討の

場が必要ではないか。 

  

＜検討の方向性＞ 

  ・ 衛星放送の質の確保とコストの抑制の両立を図るため、共同衛星、管制の在り方

等について、株式会社放送衛星システム（B-SAT）、スカパーJSAT 株式会社等の関係

者からなる検討の場を早急に設置すべき。 

・ その検討の場においては、共同衛星の打上げを視野に、関係者の理解を得つつ、質

の確保とコスト抑制に資する課題の整理とその課題解決方策について検討し、可能

なものについて年度内を目途に中間報告を行うべき。 

 

  

                                                       
11 放送を巡る諸課題に関する検討会「衛星放送の未来像に関するワーキンググループ」報告書（2021 年

10 月 29 日）「第２章 衛星放送の現状・課題」「１．衛星放送をめぐる環境の変化」による。 
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【関連する構成員等の主な意見】 

・ 衛星は営利事業とはいえ、日本にとって衛星放送がどうあるべきかという方針がなければ判断

できない点もある。（第１回：クロサカ構成員） 

・ 衛星分野での共同衛星、管制など大きなコストの低下が期待できることについては、早期に検

討の場を設ける必要。（第１回：大谷構成員） 

・ 衛星打上げのコストや共同衛星の運用実績も踏まえ、将来形について早期の整理が必要。専門

的に議論できる場を総務省が整備することが重要。（第２回：落合構成員） 

・ 少し時間をかけて検討できるようなワーキンググループということもあり得る。（第２回：大

谷構成員） 

・ 衛星放送がなくなるリスクは排除しなければならない。安く安定したサービス提供を合わせて

考える必要があり、結論ありきではなくプロセスも当事者で話し合うことが重要。（第２回：音教

授） 
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（５）国際発信の強化 
 
 ＜現状＞  

  ・ ＮＨＫは、外国人向け・在外邦人向けにテレビ・ラジオ国際放送を実施している

（一部、インターネットでも配信している。）。外国人向けのテレビ国際放送は、「Ｎ

ＨＫワールドＪＡＰＡＮ」として、報道、文化、情報、ドキュメンタリー、科学等の

番組を放送している。 

  ・ 放送法の規定12に基づき、我が国の文化、産業等の事情を海外へ紹介し、我が国に

対する正しい認識を培うことにより、国際親善の増進及び外国との経済交流の発展

等を図るとともに、在外邦人に対して必要な情報を提供するための要請放送を実施

している。 

 

＜課題＞ 

・ 国際的にも放送からインターネットへのシフトは進んでおり、国際発信について

も、インターネットを含めた情報空間全体で考えていくことが必要ではないか。 

・ 我が国コンテンツ産業の発展のため、海外との競争を意識しつつ、可能な範囲でＮ

ＨＫと民放とが協調して前向きに取り組んでいくことが必要ではないか。 

  

＜検討の方向性＞ 

  ・ ＮＨＫ国際放送については、我が国国際発信のフラッグシップの役割を担うもの

として、外国人や在外邦人のアクセス方法の見直しや提供コンテンツの充実等を図

るべき。具体的には、①インターネット配信の強化、②コスト負担の軽減（インタ

ーネット配信の活用による伝送コストの軽減等）、③コンテンツ調達の在り方（番組

制作の競争性・透明性の確保、民放や株式会社日本国際放送（ＪＩＢ）等の外部リ

ソースの活用等）、④財源の在り方（要請放送交付金の使途、広告収入の可能性等）

を含め、それらの課題や課題解決方策について検討を行う場を早急に設置すべき。 

・ その際、ＮＨＫが国際放送で培ってきた放送コンテンツの制作やローカライズ等

のノウハウ・技術を放送業界全体で共有することについても検討すべき。 

・ 検討の結果は、可能なものについて年内を目途に中間報告を行うべき。 

 

 

  

                                                       
12 放送法第 65 条第１項において、「総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項（邦人の生命、身体

及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項

その他の国の重要事項に係るものに限る。）その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放

送を行うことを要請することができる。」と規定され、また、同法第 67 条第１項において、「第六十五条

第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用及び前条第一項の命令

を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。」と規定されている。 
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【関連する構成員等の主な意見】 

・ 本タスクフォースは、産業としてＮＨＫと民放の「協調」の側面を取り上げる場であり、国内

勢で日本のメディアシーンを盛り上げていきたいという趣旨。今後のインターネット空間・情報

空間での他産業や海外との競争を意識したものであり、その趣旨を理解の上、前向きな議論をお

願いしたい。（第１回：内山主査） 

・ ＮＨＫが国際的にもテレビからネットにシフトしていく中で、外国人に見ていただくという観

点でインターネット配信を強化していく必要性が高まっている。（第３回：落合構成員） 

・ ＮＨＫの国際放送については国からの要請に基づく交付金が入っており、最終的には受信料と

一体で使用されているため、交付金がどういう形で使われているのか分からない部分がある。Ｎ

ＨＫ自体のガバナンス・透明性の向上のほか、様々なプラットフォームとしてのＮＨＫの活用を

考えていくに当たっては、どの財源がどのように使われているかについて、ＮＨＫの説明責任を

問うていくことが大事。（第３回：落合構成員） 

・ ＮＨＫの国際放送は日本のフラッグシップとして役割を果たしている。国内で徴収した受信料

で支弁することについてより理解を得ていくためにも、オールジャパンで国際に出て行くことは

重要であり、そうすれば民放のコンテンツものせることの意味も出てくる。費用を支弁するひと

つの方法として、海外向けについては広告収入を検討してもよいのではないか。（第３回：三友構

成員） 

・ 編成によってあらかじめ調達方法が絞られてしまっているという側面があり、番組制作事業者

の選定プロセスにおいて透明性や競争性を高める必要がある。（第３回：クロサカ構成員） 

・ ＮＨＫの国際放送については、これまでネット配信の強化、広告収入の可能性、番組制作の競

争性の確保、国からの要請放送交付金を含めた財源の透明性等、様々な議論が展開されてきたが、

いずれも重要な意見であったと感じている。本タスクフォースでは、国際放送の視聴環境の拡大

や、放送コンテンツの拡充の観点での課題解決に向けて一定の方向性をつけているところである

が、更なる課題についても引き続き検討し具体化することが重要。（第４回：クロサカ構成員） 

・ 国際発信について、広告収入の可能性について検討いただきたい。その際、二元体制の維持を

考えた時に、コンテンツを制作する際にＮＨＫの行動原理が民放と同じになると二元体制の維持

ができなくなる。ＮＨＫの行動原理を変えないような形での、広告料を原資とした民放への協力

活動、民放への分配などを慎重に設計することは重要。（第４回：落合構成員） 

・ 今後海外で生活している現地の方々にどのようにリーチしていくのかということについて、Ｎ

ＨＫの様々な知見、必要なライツクリアランスや二次利用などについて、放送事業者や制作会社

等に提供いただけないか検討していただきたい。（第５回：クロサカ構成員） 

 

・ ＪＩＢ（株式会社日本国際放送）の海外展開のためにどのような部分で協業できるか、日本の

コンテンツが海外に出て行くために取り組めることがあるか、模索したい。本タスクフォースの

議論の中でＮＨＫが持つノウハウを認識したところ。膨大なコンテンツに字幕を付けたり、ロー

カライズする上で効率がいい体制ができているのでないかと思う。民放局の立場としては聞きづ

らいこともあるかもしれないため、ＢＥＡＪの立場として、今後ヒアリングを進めて参考にでき

る部分、共有できる部分の有無など聞いていきたい。（第５回：一般社団法人放送コンテンツ海外

展開促進機構（ＢＥＡＪ）） 

・ 本日の発表を聞いて、ＢＥＡＪと協力していく余地があると感じた。連絡を密に取りたい。（第

５回：株式会社日本国際放送（ＪＩＢ）） 
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３．今後の進め方 

 

本タスクフォースは、2023 年（令和５年）６月 19 日の第１回会合以降、約２ヶ月間で計

６回の会合を重ね、公共放送ＮＨＫが放送全体のプラットフォームとして果たすべき役割

について、国民・視聴者の目線で短期集中的に議論を重ねてきた。 

 

本タスクフォースの役割は、各検討項目について現時点で何らかの結論を導くことでは

なく、今後、具体的な検討を進めていくための「道標」として、課題とその検討の方向性

を示すことにある。それゆえに、今後は、本取りまとめにおいて示した「道標」に基づき、

新たな検討の場において具体的な検討を進めていくことが何より重要となる。 

 

インターネットを含め情報空間が放送以外にも広がる中、放送が今後もその社会的役割

に対する国民・視聴者の期待に応えていくためには、インターネットメディアにおける海

外勢との競争環境の現状も踏まえつつ、ＮＨＫ、民放等の関係者が協調できるところは協

調を模索していく必要がある。 

 

関係者の協調を進めるに当たっては、将来的な展望を見据えた上で、これまでは必ずし

も関係が密でなかった場合も含めて「関係者」の範囲を捉え直し、その新たな「関係者」

間においてコミュニケーションを取り、互いの課題を共有することから始めることが肝要

である。 

 

また、放送業界は、多様性と多元性の追求を基本テーゼのひとつとして持つ産業領域で

あることにも鑑み、個々の経営主体の意思や判断は尊重されるべきものであり、これを尊

重しつつ、健全な情報空間の確保という社会的役割に対する期待に積極的かつ持続的に応

えていくことが求められる。 

 

本タスクフォースとしては、ＮＨＫ、民放をはじめとする「関係者」が、こうした基本

的認識の下、一丸となって精力的に検討を進めていくことを期待しており、本取りまとめ

がその一助となれば幸いである。 
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デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 

「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」開催要綱 

１ 背景・目的 

 本タスクフォースは、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会（以

下「検討会」という。）及びその下で開催される各ワーキンググループにおいて、デジ

タル時代においてＮＨＫが担うべき役割について議論が進められる中、ＮＨＫによる

「日本の放送業界への貢献」という観点も踏まえ、「放送業界に係るプラットフォー

ム」としての役割について、具体的な検討を行うことを目的とする。なお、既に検討

会及びワーキンググループの検討項目となっているものも含め、本タスクフォースで

一括して集中的に議論を行うものとする。

２ 名称 

本タスクフォースは「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスク

フォース」と称する。

３ 検討項目 

（１）地上波放送の中継局

（２）衛星放送の番組制作

（３）インターネット配信

（４）衛星放送

（５）国際発信

（６）その他

４ 構成及び運営 

（１）本タスクフォースの主査は、検討会座⻑が指名する。本タスクフォースの構成
員は、主査が指名する。

（２）主査は、本タスクフォースを招集し、主宰する。

（３）主査は、必要があると認めるときは、主査代理を指名することができる。

（４）主査代理は主査を補佐し、主査不在のときは主査に代わって本タスクフォース

を招集する。 

（５）主査は、必要に応じ、必要と認める者を構成員又はオブザーバとして追加する

ことができる。 

（６）主査は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

（７）その他、本タスクフォースの運営に必要な事項は、主査が定めるところによる。 

５ 議事の取扱い 

（１）本タスクフォースの会議は、原則として公開とする。ただし、公開することに

より当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある

場合その他主査が必要と認める場合については、非公開とする。 

（２）本タスクフォースの会議で使用した資料及び議事要旨については、原則として
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公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並びに

公共の利益を害するおそれがある場合その他主査が必要と認める場合について

は、非公開とする。 

 

６ その他 

本タスクフォースの庶務は、情報流通行政局放送政策課が行い、必要に応じて関

係課と連携して行うものとする。 
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（別紙） 

「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」 
構成員名簿 

（敬称略・五十音順） 

＜構成員＞

（主査） 内
うち

山
やま

 隆
たかし

青山学院大学総合文化政策学部 教授 

大谷
おおたに

和子
かずこ

 株式会社日本総合研究所 執行役員法務部長 

落合
おちあい

孝
たか

文
ふみ

 
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業  

プロトタイプ政策研究所所長・シニアパートナー弁護士 

クロサカ タツヤ 株式会社企 代表取締役 

坂本
さかもと

有
ゆ

芳
か

鳴門教育大学学校教育研究科 教授 

仙北
せんぼく

 由美
ゆ み

 独立行政法人国民生活センター 広報部地方支援課長 

曽我部
そ が べ

 真
まさ

裕
ひろ

 京都大学大学院法学研究科 教授 

長田
ながた

 三
み

紀
き

情報通信消費者ネットワーク 

松下
まつした

東子
もとこ

株式会社野村総合研究所 プリンシパル 

三友
みとも

 仁
ひと

志
し

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授 

＜オブザーバ＞ 

日本放送協会 

一般社団法人日本民間放送連盟 
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参考２ 開催状況 
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「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」 

開催状況 

 

 

○第１回（令和５年６月19日（月）15:00～） 

(1) 開催要綱の確認等 

(2) 放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース 

について 

(3) 現状と課題 

(4) 大臣挨拶 

(5) 日本放送協会説明 

(6) 意見交換 

 

○第２回（令和５年６月29日（木）13:00～） 

(1) ヒアリング① 

 ・一般社団法人日本民間放送連盟 

・東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 

・株式会社テレビ神奈川 

 (2) 音教授プレゼンテーション 

 (3) ヒアリング② 

・Netflix 合同会社 

(4) 質疑応答・意見交換 

 

○第３回（令和５年７月11日（火）10:00～） 

(1) ヒアリング① 

 ・株式会社テレビ大分 

 ・株式会社南日本放送  

 (2) ヒアリング② 

・日本放送協会 

 (3) これまでの議論の整理 

(4) 意見交換 

 

○第４回（令和５年７月25日（火）10:00～） 

(1) ヒアリング 

 ・一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟 

(2) 論点整理 

(3) 意見交換 
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○第５回（令和５年８月４日（金）10:00～） 

(1) ヒアリング 

 ・一般社団法人全国地域映像団体協議会 

 ・株式会社 TVer 

 ・株式会社日本国際放送 

 ・一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構 

(2) 論点整理 

(3) 意見交換 

 

○第６回（令和５年８月25日（金）13:00～） 

(1) 取りまとめ案 

(2) 意見交換 
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参考３ タスクフォースにおける各検討項目 

に係る参考資料 
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タスクフォースにおける各検討項⽬に係る参考資料

０. 背景
１. 地上放送の放送ネットワークインフラの効率化
２. 衛星放送における番組制作
３. 放送コンテンツのインターネット配信の推進
４. 衛星放送の放送ネットワークインフラの効率化
５. 国際発信の強化

0．背景

1
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放送を巡る社会環境の変化

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

総世帯（テレビ）

29歳以下（テレビ）

総世帯（スマートフォン）

92.9%

80.9%

88.6%

98.8%

94.4%
（％）

（出典）内閣府「消費動向調査」

若者を中心としたテレビ離れ若者を中心としたテレビ離れ

■世帯主別普及率 「カラーテレビ」 対 「スマートフォン」

■日本の広告市場 「テレビ」 対 「インターネット」

スマートフォンは
堅調な伸び

テレビは若年層
中心に逓減傾向

インターネット（緑）
（2021年 約２兆7千億円）

地上テレビ（橙）
（2021年 約1兆7千億円）

■1日15分以上テレビを見る率 （「行為者率」：平日平均）

（出典）ＮＨＫ放送文化研究所「国民生活時間調査」

54%

49%

79%

40

50

60

70

80

90

100

2005 2010 2015 2020 2025

10代男性

20代男性

国民全体

世代交代等で
テレビ離れが
加速する可能性

（％）

■主なメディアの平均利用時間（全年代・平日）

テレビ（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）視聴（赤）： 146.0分
インターネット利用（青） ： 176.8分

（出典）総務省「令和３年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 （出典）電通「2021年日本の広告費」

インターネット利用の進展インターネット利用の進展

「ネット」が
「地上テレビ」を
追い抜いた

「ネット利用」が「テレビ（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
視聴」を初めて超過

2

① 放送ネットワークインフラ
○⼩規模中継局等の「共同利⽤型モデル」

⇒ 柔軟な参⼊制度、NHKによるコスト負担等
○⼩規模中継局等のブロードバンド等による代替

⇒ 実証事業
○マスター設備の効率化（IP化、クラウド化等）

⇒ 安全・信頼性の要求条件

② 放送コンテンツのインターネット配信
○インターネット空間への放送コンテンツの価値の浸透
○放送同時配信等サービスの後押し

⇒ 継続検討
○NHKのインターネット活⽤業務の⾒直し

⇒ NHKによる社会実証も踏まえ、継続検討

③ 経営基盤の強化
○安定的な経営環境の実現 マスメディア集中排除原則の⾒直し
○コンテンツ制作への注⼒ 複数地域での放送番組の同⼀化

2030年頃の「放送の将来像」
設備コストの負担軽減
ブロードバンド基盤やデジタル技術を積極的に活⽤ 放送の価値のインターネット空間への浸透

柔軟な制度⾒直しにより、経営の選択肢を拡⼤

放送を取り巻く⼤きな環境変化
• ブロードバンドの普及、動画配信サービスの伸⻑
• 「テレビ離れ」、情報空間の放送以外への拡⼤
• ⼈⼝減少の加速

デジタル時代における放送の意義・役割
• 災害情報や地域情報等の「社会の基本情報」の共有
• 取材や編集に裏打ちされた信頼性の⾼い情報発信
• 情報空間におけるインフォメーション・ヘルスの確保

⇒

「デジタル時代における放送制度の在り⽅に関する検討会」取りまとめ（令和４年８⽉５⽇公表）の概要
（座⻑︓ 三友仁志・早稲⽥⼤学⼤学院アジア太平洋研究科教授）

法律改正事項

3
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○ 現⾏放送法では、放送対象地域ごとに放送番組が
異なるものとされており、現在の地上テレビ局は、
同⼀化は認められていない。

○ 将来的に更なる固定的費⽤の抑制が求められるな
か、個々の地上テレビ局単独での対応には限界。

○ 今後の経営形態の合理化に資するよう、放送番組
の同⼀化が必要。

放送法及び電波法の⼀部を改正する法律（令和５年法律第４０号） （令和５年６⽉２⽇公布）の概要

○ 放送対象地域⾃体は変更せず、希望する地上テレビ
局が、総務⼤⾂の認定を受けることにより、複数の放
送対象地域において放送番組を同⼀化できる制度を創
設する。（例えば、同系列の隣県で同⼀化）

○ 認定の要件として、同⼀化が可能な放送対象地域の
数の上限や、地域情報発信を確保するための仕組みを
講じることを求める。

○ 現状、全ての地上テレビ局が、ソフト（放送番組の
制作・送出）とともに、ハード（親局・中継局）を⾃ら
構築し、保有・運⽤・維持管理。

○ 中継局の更新を控え、費⽤対効果の低い中継局の
全てを個社で保有し続けることは限界。

○ 将来的な経営形態の合理化も⾒据え、現在の地上テ
レビ局が、中継局の保有・運⽤・維持管理を担うハー
ド事業者（共同利⽤会社）の利⽤を可能とする。（NHK
と⺠放の連携も想定）

○ ＮＨＫが、⾃らの設備だけでなく、⼦会社である
ハード会社の設備を⽤いることを可能とする。

○ 現状では、マスター設備（番組送出設備）や中継局
などの放送設備の多くを、地上テレビ局が⾃ら設置。

○ 今後、クラウド化など外部利⽤が進んでいくこと
が予想される。（特にマスター設備などの更新は⼤きな負
担）

○ 外部利⽤の際の監督規定の新設を⾏う。
○ 具体的には、外部利⽤を含む業務管理体制の適合維
持義務を課し、その履⾏を担保する制度とする。

現状と課題 改正の概要

３. 放送番組の同一化について

１. 中継局の共同利用について

２. 放送設備の外部利用への対応について

※ 公布の⽇から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏予定。（⼀部の規定（準備⾏為）は公布⽇施⾏）

4

我が国のコンテンツ市場規模

出典：「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査（令和５年度６月）」（総務省情報通信政策研究所）

5

○ 2021年（令和３年）における我が国のコンテンツ産業の市場規模12兆4,719億円のうち、地上テレビ番組の
規模は２兆6,951億円（21.6％）、衛星・CATV番組の規模は8,556億円（6.9%）となっている。
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１．地上放送の放送ネットワークインフラの効率化

6

放送ネットワークインフラに係るこれまでの経緯

令和５年１⽉ NHK経営計画（2021~2023年度）の修正
→ ⺠間放送事業者との放送ネットワークの効率的運⽤、改正放送法の協⼒努⼒義
務等として、総額600億円を⽀出

令和４年８⽉ デジタル時代における放送の将来像と制度の在り⽅に関する取りまとめ
→ 「複数の地上基幹放送事業者の放送ネットワークインフラをまとめて保有・運⽤・維

持管理する「共同利⽤型モデル」が経営の選択肢となり得る」と提⾔

令和４年６⽉ 放送法改正
→ NHKによる⺠放への協⼒の努⼒義務について規定を追加

令和５年６⽉ 放送法等の改正
→ 中継局の共同利⽤を可能とするための規定を整備

7
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基幹放送の受信に係る事業者の責務（いわゆる「あまねく受信」）

○放送法（昭和25年法律第132号）

（義務）
第⼆⼗条 （略）
２〜４ （略）
５ 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなけれ
ばならない。

６〜19 （略）

（基幹放送の受信に係る事業者の責務）
第九⼗⼆条 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者（電波法の規定により衛星基幹放送の業務に⽤いられる基

幹放送局の免許を受けた者を除く。）は、その基幹放送局を⽤いて⾏われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放
送があまねく受信できるように努めるものとする。

 ＮＨＫは、中波放送と超短波放送のいずれか及びテレビジョン放送が、全国において受信できるように措置するこ
とが義務付けられている。

 地上系基幹放送事業者は、その放送対象地域内で、放送があまねく受信できるように努めることとされている。

【送信対策】中継局の整備 【受信対策】辺地共聴施設の整備

受信点設備等

線路アンプ調整

受信点設備等

線路アンプ調整

※⾃治体や地域住⺠による共聴組合等が設置する場合がある。

8

地上テレビジョン放送の送信にかかる経費（NHK）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

親局 ⼤規模局
重要局 ⼩規模局 ミニサテ局 NHK共聴

世帯カバー率

年間維持経費

80% 14%
3%

1%

80億円 40億円 60億円 10億円 40億円

\180 \550 
\3,600 \2,300 

\24,000 

\0

\10,000

\20,000

親局 ⼤規模重要局 ⼩規模局 ミニサテ NHK共聴

世帯当たりの年間経費⽐較
110億円/年

今後、世帯数の減少が進むと
⼈⼝減少地域のサービス維持が課題となる

1%

NHK受信料 地上契約⽉額1,225円（年14,700円）※⼝座・クレジット２か⽉払

今後10年間に想定される
設備の更新・維持に係る
年間あたりの経費

【出典】 「デジタル時代における放送制度の在り⽅に関する検討会」第２回会合（令和３年12⽉６⽇） 資料２－４（⽇本放送協会提出資料） スライド48

9
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⺠放の地デジ送信維持費

【出典】 「デジタル時代における放送制度の在り⽅に関する検討会」第８回会合（令和４年４⽉15⽇） 参考資料３（⼀般社団法⼈⽇本⺠間放送連盟提出資料） スライド２

10

⽇本放送協会経営計画（2021〜2023年度）

【出典】 【修正部分】⽇本放送協会経営計画（2021〜2023年度）※2023年1⽉修正

11
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デジタル時代における放送の将来像と制度の在り⽅に関する取りまとめ（抜粋）
第３章 放送ネットワークインフラの将来像
１．「共同利⽤型モデル」の検討
（１）総論
③今後の⽅向性

放送ネットワークインフラに係るコスト負担を軽減し、コンテンツ制
作に注⼒できる環境を整備していく観点から、例えば、株式会社放
送衛星システム（基幹放送局提供事業者）のような、複数の地
上基幹放送事業者の放送ネットワークインフラをまとめて保有・運
⽤・維持管理する「共同利⽤型モデル」が経営の選択肢となり得る。

（中略）
この「共同利⽤型モデル」が具体的な選択肢となるよう、総務省

も適切に関与しつつ、ＮＨＫ及び⺠間放送事業者をはじめとした
関係者間で具体的な検討・協議を進めていくべきである。

（中略）
また、「共同利⽤型モデル」の留意点としては、放送設備の安

全・信頼性の引き続きの確保、放送ネットワークインフラの保有・運
⽤・維持管理を⾏う事業者の収益性の確保等が考えられ、これら
の留意点についても「共同利⽤型モデル」の実現に当たっては併せ
て検討が必要である。

（２）地上基幹放送局
②今後の⽅向性

地上テレビジョン放送を⾏う地上基幹放送局について、諸外国の
制度及び設備運⽤の事例も参考に、更なる効率化を図る観点から、
中継局の保有・運⽤・維持管理を担うハード事業者（基幹放送局
提供事業者）の設⽴も経営の選択肢となり得る。その際、ＮＨＫ
及び⺠間放送事業者ともに現在よりもコスト削減が図られることを前
提とすべきである。

ハード事業者を設⽴する時期については、2026年〜2028年頃
（令和８年〜令和10年頃）に想定されるミニサテライト局の更新
開始を⾒据え、更新することとなったミニサテライト局の保有（資産計
上）が可能となるタイミングが考えられ、設⽴形態としては、ＮＨＫ及
び⺠間放送事業者による共同出資等が考えられる。

（中略）
また、ハード事業者の対象エリア（全国単位、地域ブロック単位、

各放送対象地域単位）は、ハード事業者の持続可能性、競争性、
ガバナンス体制の確保等の観点を考慮して検討すべきと考えられる。
なお、地域によっては地⽅公共団体等が保有する中継局も存在して
いるところ、これらについても地⽅公共団体等と調整の上でハード事業
者の対象設備となり得ると考えられる。

加えて、ハード事業者のステイクホルダーは多岐に渡ることが想定さ
れるため、透明性の確保やデジタル技術の導⼊等において、事業運
営のためのガバナンスが適切に確保されるべきである。

ハード事業者の設⽴と並⾏して、⺠間放送事業者よりもＮＨＫの
中継局が⾼コストであるとの調査結果も出ていることから、検証・シミュ
レーションを⾏ってその要因を分析し、合理的な仕様とすべきである。

なお、設⽴されたハード事業者においても、安全・信頼性に関する
技術基準の遵守や災害発⽣時のオペレーションの確保は引き続き適
切に⾏っていくべきである。

12

全国地上デジタル放送推進協議会について
（１）⽬的

地上放送のデジタル化を円滑に推進するため、⼀般放送事業者、⽇本放送協会、総務省及び各地域の地上デジタル放送推
進協議会（以下「地域協議会」という。）の間で検討を⾏うことを⽬的とする。

（２）主な検討事項
① アナログ周波数変更対策の円滑な実施に関する事項
② デジタル放送の送受信の技術に関する事項
③ デジタル放送の普及推進に関する事項

（３）基本構成

構成員︓各地域協議会代表（３２地域）、⼀般放送事業者代表（２名）、 ⽇本放送協会（２名）、総務省（２名）
総 会

全国協議会の会議運営についての連絡、調整を⾏うため、総会の下に置く会議。
構成員︓会⻑、副会⻑２名、総務省２名、運営委員１１名

運営委員会

総合推進部会 技術部会 対策部会

※平成27年6⽉に解散

13
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２．衛星放送における番組制作

14

BSプレミアムにおける外部制作に係る要件
概要
 2006年の「通信・放送の在り⽅に関する懇談会」において、以下が提⾔された。

① ⽇本のソフトパワーの強化を実現するため、放送事業者は、番組の外部調達や取引の在り⽅を⾒直
し、外部調達の増⼤に努めることが期待される。

② 特に、公共放送であるＮＨＫは、番組制作の⼀定割合以上をＮＨＫの⼦会社以外の外部から調
達すべきである。

 これを受け、基幹放送普及計画において、BSプレミアムについては、外部の事業者の企画・制作能⼒を
放送番組に活⽤することが求められている。

基幹放送普及計画（告⽰）抜粋
イ 衛星基幹放送
Ｃ A(A)の放送については、その周波数(右旋円偏波の電波に係るものに限る。)の1の範囲内において、次の(A)及び(B)に

掲げる各1系統の放送を⾏うこと。
(Ａ) 衛星基幹放送の広域性、経済性、⼤容量性及び⾼品質性を⽣かした情報の提供を⾏う総合放送 ←BS１
(Ｂ) 外部の事業者の企画・制作能⼒を放送番組に活⽤し、過去の優れた⽂化の保存並びに新たな⽂化の育成及

び普及を促進することを⽬的とする総合放送 ←BSプレミアム
Ｄ （略）
Ｅ C(B)の放送については、次の(A)及び(B)に掲げる事項に取り組むものとする。

(Ａ) 各年度の総放送時間のうち、協会が外部制作事業者(国内において放送番組の制作の事業を⾏う者(協会の
⼦会社及び関連会社を除く。)をいう。以下同じ。)に制作を委託した放送番組(協会の⼦会社及び関連会社を介し
て制作を委託したものを含む。)及び協会と外部制作事業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める割合
が百分の⼗六以上となるよう努めること。

(Ｂ) 各年度の総放送時間のうち、協会が企画競争等に付して他に制作を委託した放送番組及びそれ以外の外部
制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占める割合が百分の五⼗以上となるよう努めること。

15
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ＮＨＫ衛星波の１波削減について

 ＮＨＫは、昨年10⽉、中期経営計画（2021-2023年度）の変更案において、衛星波のうち、右旋の３波（BS1・BSプレ
ミアム・BS4K）の⾒直しを⾏い、2024年3⽉末に、ＢＳプレミアムを削減することを公表。

 2024年度以降、BSプレミアムの番組の⼀部を他のチャンネルに移すなど編成上の⼯夫に努め、「ＮＨＫ ＢＳ」と「ＮＨＫ
ＢＳプレミアム４Ｋ」が、２Ｋと４Ｋそれぞれの特性を⽣かしたコンテンツを柔軟に編成していく番組再編を⾏うとしている。

ＢＳ１

ＢＳプレミアム

ＢＳ４Ｋ

番
組
改
定

２０２３年度中

12/1

ＮＨＫ ＢＳ

画⾯上の周知等

3⽉末

停波

NHK ＢＳプレミアム４Ｋ

２０２４年度

NHK ＢＳ８Ｋ

16

今後のNHKにおける衛星波の削減⽅針

［NHK中期経営計画（2021-2023年度）抜粋］（2021年１⽉公表）

放送波の整理・削減にあたっては、現在提供しているコンテンツに対するニーズを踏まえ、視聴者のみなさまの利便性を
損なわないことに留意しながら進めます。
衛星波は２Kのうち１波を削減、将来的に右旋は１波化を視野に検討
○ 衛星波のうち、右旋の３波（BS1・BSP・BS4K）の⾒直しを⾏い、2023年度中に２Kのうち１波を削減します。

削減にあたっては、番組の⼀部を他の放送波に移すなど編成上の⼯夫に努めます。さらに、将来的には４Kの普及
状況を⾒極めて、１波への整理・削減も視野に⼊れて検討を進めます。

○ BS８Kについては、効率的な番組制作や設備投資の抑制を徹底し、東京オリンピック・パラリンピック後に、あり⽅に
関する検討を進めます。

［変更後のNHK中期経営計画（2021-2023年度）抜粋］（2023年１⽉変更）

 2024年３⽉末に衛星波は２Kのうち１波を削減します。

衛星波を「新BS４K（仮称）」と「新BS２K（仮称）」の２波とし、２K・４Kそれぞれの特性を⽣かしたコンテンツを
柔軟に編成し、地上波では味わえない新たな価値を創造します。
 新BS４K（仮称）は、世界に通⽤する多彩なコンテンツ／⾼精細クオリティを提供します。
 新BS２K（仮称）は、衛星放送の魅⼒を凝縮し、ライブ感を重視した機動的な編成を⾏います。

17
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BSプレミアムの外部制作⽐率

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

（⽬標①）外部制作
事業者への委託等に
より制作した番組の
割合

19.9% 15.5% 15.7% 16.3% 17.3% 17.5% 20.3% 18.8% 21.8% 20.3% 19.9%

（⽬標②）企画競争
等を通じ制作委託し
たり外部制作事業者
が制作参加したりし
た番組

35.0% 35.6% 36.3% 37.7% 40.0% 41.7% 42.2% 43.7% 44.9% 44.5% 46.8%

（出典）各年度の⽇本放送協会業務報告書
ＢＳプレミアムの外部制作⽐率の推移

⽬標②︓５０％以上⽬標①︓１６％以上

外部制作事業者の活⽤に関する努⼒⽬標の設定

各年度の総放送時間のうち、以下に該当する放
送番組の放送時間

• ＮＨＫが外部制作事業者（国内の番組制
作事業者（ＮＨＫ⼦会社及び関連会社を
除く。））に制作を委託した放送番組

• ＮＨＫが⼦会社及び関連会社を介して外部
制作事業者に制作を委託した放送番組

• ＮＨＫと外部制作事業者が共同で制作した
放送番組

各年度の総放送時間のうち、以下に該当する放送
番組の放送時間

• ＮＨＫが企画競争等に付して他に制作を委託
した放送番組（競争の結果、ＮＨＫ⼦会社及
び関連会社が落札等した場合を含む。）

• 外部制作事業者が制作に参加した放送番組
• ⽬標①の放送番組

⽬標値に算⼊されない番組（例）

• ＮＨＫの内部制作番組
• ＮＨＫ⼦会社等に制作を委託した番組

（企画競争による場合を除く）
• ＮＨＫと⼦会社等が共同で制作した番

組（企画競争による場合を除く）
• 海外からの購⼊番組
• 国際共同制作番組

18

３．放送コンテンツのインターネット配信の推進
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NHKが実施している主なインターネット配信サービスの概要
 ＮＨＫは、2008年12⽉から、⾒逃し・オンデマンド配信サービス「ＮＨＫオンデマンド」を開始。
 2020年4⽉からは、常時同時配信・１週間の⾒逃し配信サービス「ＮＨＫプラス」を開始。

ＮＨＫプラスＮＨＫプラス

・地上波（総合・教育）の放送番組の同時配信及び⾒逃し番組配信
（原則１週間）サービス。
※同時配信については、原則すべて。
（総合テレビは24時間、Eテレは19時間）

・無料だが、受信契約を確認できない者には、同時配信の画⾯上に受信
契約確認メッセージを表⽰し、⾒逃し番組配信は利⽤不可。

・登録完了者数は約３７３万件（2023年３⽉末時点）
・訪問ユーザ数（UB数※）は週平均約１５２万。

※⼀定期間内にサイトを訪問した重複のないユーザー数。

2022年度予算 27.5億円（3号有料業務含む）
2023年度予算 31.8億円（3号有料業務含む）

・衛星放送の⼀部番組も含む放送番組を、2〜3週間程度
⼜は期間を定めずに提供するオンデマンド配信サービス。

・有料（⽉額990円か1本あたり110円〜330円）

（ＮＨＫプラス リーフレットより作成）

ＮＨＫオンデマンド

らじる★らじる

・ラジオ放送（第１、第２、ＦＭ）
の同時配信、聴き逃し配信
（2011年９⽉から）

ＮＨＫニュース・防災アプリ
・災害情報等のニュースを同時配信（2016年から）
・理解増進情報の配信

ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮ
・外国⼈向け国際放送（テレビ・ラジオ）
の同時配信、オンデマンド配信

2022年度予算 190.1億円（国内︓159.3億円、国際︓30.8億円）
2023年度予算 197.5億円（国内︓167.0億円、国際︓30.4億円）

・会員登録者数は約325万⼈
（2023年３⽉末時点）
・10,000本以上の番組を提供。

インターネット活⽤業務（2号受信料財源業務）インターネット活⽤業務（2号受信料財源業務）

インターネット活⽤業務（2号有料業務）インターネット活⽤業務（2号有料業務）

20

ＮＨＫの業務

• インターネット活⽤業務の種類・内容・実施⽅法
• インターネット活⽤業務の実施に要する費⽤に関する事項
• 料⾦その他の提供条件に関する事項 等

⽬的外業務
（放送法第20条第３項） ■施設・設備の提供・賃貸 ■番組制作の受託等

NHKのインターネット活⽤業務の制度的位置付け

必須業務
（放送法第20条第１項） ■国内放送 ■国際放送 ■放送に関する研究開発等

任意業務
（放送法第20条第２項）

■インターネット活⽤業務

■放送番組等の外国放送事業者への提供 ■附帯業務（番組の周知広報、テキスト出版、受信相談等）

認可要件
• ＮＨＫの⽬的達成に資すること
• 過⼤な費⽤を要するものでないこと
• 受信料制度の趣旨に照らして不適切ではないこと 等

 NHKプラス、NHKオンデマンドなどのインターネット活⽤業務は、NHKの「任意業務」として実施。
 実施に当たっては、NHKが定める実施基準を総務⼤⾂が認可する仕組みとしており、「必須業務」である放送を補完

するものとして、「⽬的達成に資すること」「過⼤な費⽤を要するものでないこと」「受信料制度の趣旨に照らして不適切
でないこと」などを要件としている。

インターネット活⽤業務実施基準 （総務⼤⾂認可）

ＮＨＫプラス ＮＨＫオンデマンド NHKワールドJAPAN
ネットサービス

NHKワールドプレミアム
ネットサービス

国内地上波番組の
• 放送同時配信
• ⾒逃し配信

（第2号）

国内地上波・衛星波
番組の
• オンデマンド配信

（第2号）

外国⼈向け国際放送
番組の
• 放送同時配信
• オンデマンド配信

（第2号）

• 邦⼈向け国際放送番組の⼀部の
放送同時配信・オンデマンド配信

（第2号）
• ⽇本語テレビ番組（邦⼈向け国

際放送番組含む）を外国動画
配信事業者への提供を予定

（第3号）
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インターネット活⽤業務に関する⺠間放送事業者への協⼒努⼒義務

放送法
（業務）
第20条
15 協会は、第⼆項第⼆号の業務を⾏うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地⽅向けの放送番組を電気通信回線を通じて⼀般の利⽤に供する

よう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協⼒をするよう努めなければならない。

 我が国の放送は、ＮＨＫと⺠間放送の⼆元体制の下で発展してきたところであり、NHKがインターネット活⽤
業務を⾏うに当たっても、⺠間放送事業者と協⼒して取り組んでいくことは重要との観点から、令和元年の放
送法改正（令和２年（2020年）１⽉１⽇施⾏）により、NHKに対し、⺠間放送事業者によるインターネット番組配
信の円滑な実施に必要な協⼒をする努⼒義務が課された。

 NHKには、こうした努⼒義務を⼗分に踏まえ、⺠間放送事業者の求めに応じ、その取組の具体化を図ることが
期待されている。

NHKにおける取組実績
① 「Tver」を通じた番組提供（2019年8⽉〜）
② 「radiko」を通じた番組提供（2017年10⽉〜）
③ JOCDN株式会社への出資（2020年2⽉に0.9億円を出資）
④ NHKプラス等の実施により得られた知⾒の⺠間放送事業者との共有

（参考）NHKに期待される取組
• 共通配信基盤の構築・利⽤
• 共通ポータルサイトやアプリ等の構築・提供、
• 権利処理や視聴関連情報の適正な利活⽤等に係る様々な関係者間の調整

（出典）令和元年「放送法の⼀部を改正する法律」 ⽴案担当者解説（総務省学術雑誌『情報通信政策研究』 第3巻第1号）p22

22

⺠間放送事業者によるインターネット配信の取組（在京キー局）

無料
及び
有料

有料

無料

⽇本テレビ テレビ朝⽇ TBS テレビ東京 フジテレビ

TVer
5700万アプリDL （2023年1⽉）

Hulu
利⽤者数未公開

TELASA
利⽤者数未公開

Paravi
1000万アプリDL（2021年４⽉）

※2023年6⽉末で終了し、U-NEXTに統合

FOD
2300万アプリDL 
（2021年12⽉）

テレ東BIZ
有料会員数10万⼈
（2021年８⽉）

⽇テレ無料!(TADA)
アプリDL数未公開

テレ朝動画
アプリDL数未公開

TBS FREE
アプリDL数未公開

同時配信 ⾒逃し配信 VOD配信 ライブ配信

2023年3⽉時点(予定含む)で、
BS・独⽴局を含め、

全国122局の配信実績あり

ネットもテレ東
500万アプリDL

（2021年12⽉）
⾒逃し配信 VOD配信
ライブ配信⾒逃し配信 VOD配信

VOD配信 ライブ配信

⾒逃し配信 VOD配信
ライブ配信

⾒逃し配信 VOD配信 ⾒逃し配信 VOD配信 ライブ配信

⾒逃し配信 VOD配信

⾒逃し配信 VOD配信
ライブ配信

⾒逃し配信 VOD配信
ライブ配信

出典：各社の決算資料、各サービスサイト等を参考に総務省が作成

○ ⺠放各社は、⺠放公式テレビポータル「TVer」をはじめ、無料、有料を問わず、各社が⾒逃し配信等のサービス提
供を⾏っている状況。

○ 2021年10⽉から、TVerにおいて⽇本テレビが毎⽇19時から23時頃までの放送番組の同時配信を開始し、2022
年４⽉から、同サービス、同時間帯において、テレビ朝⽇、TBS、テレビ東京、フジテレビによる同時配信も開始。

23
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⺠間放送事業者によるインターネット配信の取組（在京キー局以外の例）

○ ローカル局各社においても、⺠放公式テレビ配信サービス「TVer」 に番組提供を⾏っているほか、⾃社ウェブサイト・
アプリ等で同時配信・⾒逃し配信等を⾏っている。

カンテレドーガ
（関⻄テレビ）

○ ⾒逃し配信、VOD配信を無料
で提供しているほか、広告無しで
視聴可能な有料プランにも対応

hod
（北海道テレビ）

○ ⾒逃し配信のほか、「⽔曜どうで
しょう」などHTB制作のバラエティなど、
幅広いジャンルのVOD配信を無料
（会員登録要）⼜は有料で提供

IRAW by RCC 
（中国放送）

○ 広島のニュース・天気・暮らし・グル
メ情報を集約

○ 番組連動機能を有する⾒逃し
配信や、放送されない広島のスポーツ
等のライブ配信のほか、緊急ニュース
の通知や災害時の情報を提供

南海放送アプリ
（南海放送）

○ 番組宣伝等の動画を掲載してい
るほか、将来的には⾃社制作番組の
同時配信も視野

○ アプリ内から公式YouTubeチャン
ネル等にも簡単にアクセス可能

ミヤテレMoTTo
（宮城テレビ）

○ ⾒逃し配信やダイジェスト、学⽣
との共同制作や震災復興に焦点を
当てたオリジナルコンテンツ等を無料
で配信

エムキャス
（東京MX、群⾺テレビ）

○ 同時配信、⾒逃し配信、VOD
配信に対応

○ ⼀部対応番組では⽣投票や
プレゼント応募など視聴している番組
と連動したコンテンツ視聴が可能

○ 2022年３⽉時点で315万アプリ
DLを記録

Locipo
（東海テレビ、中京テレビ、
CBCテレビ、テレビ愛知）

○ 同 時 配 信 、 ⾒ 逃 し 配 信 、
VOD配信に対応しており、災害
時には緊急ライブ配信が可能

どこでもアサデス。
（九州朝⽇放送）

○ 「アサデス。KBC」の同時配信に対
応しているほか、天気予報、ニュース、
ポイントサービス等のサービスをあわせて
提供

出典： 各サービスサイト等を参考に総務省が作成
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地域における映像コンテンツ制作

⺠放各局における番組⾃主制作⽐率（2021年度）

出典︓「⽇本⺠間放送年鑑」各年度版等をもとに事務局作成
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キー局 準キー局 中京広域局 北海道 東北 信越 関東 東海 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

各放送事業者の事業規模［売上⾼（平均）］（2021年度）

キー局
2,186億円

ローカル局
55億円

中京広域局
268億円

準キー局
569億円

ローカル局の主な⾃主制作番組
報道・情報番組、地⽅議会中継、地元開催のスポーツ中継 等

2021年度
11.4%

2020年度
11.2%

2019年度
11.0%

2018年度
10.8%

2017年度
10.7%

ローカル局の
番組⾃主制作⽐率（平均）

10.0%

ローカル局

○ ローカル局が⾃主制作するコンテンツは報道・情報番組等が主であり、番組⾃主制作⽐率はおおむね10%
程度。
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○ 在京キー局の同時配信等に対する関東以外からの視聴ニーズが相当程度存在している⼀⽅、地元ローカル局
の同時配信等に対する視聴ニーズも（それと同等以上に）存在している。

在京キー局とローカル局がどちらもエリア制限を掛けずに全国で常時同
時配信を実施した場合の利⽤意向（関東以外の在住者のみ回答）

なぜ（同時配信で）地元ローカル局の放送を視聴したいと
思われるのでしょうか。（いくつでも）（n＝1084）

出典：⺠放onlineローカル局の同時配信へのニーズはキー局以上にある可能性も〜同時／⾒逃し視聴サービスの利⽤意向に関する調査結果④
（https://minpo.online/article/post-70.html）

視聴者へのローカル局への期待 26

４．衛星放送の放送ネットワークインフラの効率化
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衛星放送のメディアとしての特性

一つの送信点から一波で全国をカバーす
ることにより経済的、効率的に全国放送を

実現することが可能であり、離島等に
おける難視聴解消にも適していること。

広帯域の伝送路を設定し、数多くの高画
質番組を同時に提供することが可能であり、
かつ、視聴者の数がどれほど増えても、

それによって品質の劣化が生じないこと。

広域性
経済性

大容量性
高品質性

（注）ＮＨＫの受信契約に占める衛星契約の比率（令和４年３月末現在）

28

衛星放送の現況について

衛星放送

衛星基幹放送 衛星一般放送

ＢＳ放送

ＢＳ：Broadcasting Satellite

東経110度ＣＳ放送

ＣＳ：Communication Satellite
東経124/128度ＣＳ放送

【ハード事業者】

㈱放送衛星システム（Ｂ－ＳＡＴ）

【ソフト事業者】

衛星基幹放送事業者：23者

【ハード事業者】

スカパーＪＳＡＴ㈱

【ソフト事業者】

衛星基幹放送事業者：20者

【ハード事業者】

スカパーＪＳＡＴ㈱

【ソフト事業者】

衛星一般放送事業者：２者

＜番組数＞

（右旋）４Ｋ：６番組 ＨＤ：29番組

（左旋）８Ｋ：１番組 ４Ｋ：３番組

＜番組数＞

（右旋）ＨＤ：42番組 ＳＤ：12番組

（左旋）４Ｋ：８番組

＜番組数＞

４Ｋ：1番組 ＨＤ：136番組 等

＜普及状況＞

ＮＨＫ-ＢＳ契約件数：2269.8万件

ＷＯＷＯＷ加入者数 ： 254.9万件

＜普及状況＞

スカパー！サービス

加入者数：211.3万件

＜普及状況＞

スカパー！プレミアムサービス

加入者数：69.2万件

（注１）衛星一般放送には、東経124/128度ＣＳ放送のほかに東経144度ＣＳ放送及び東経154度ＣＳ放送もあり。

（注２）ＢＳ放送及び東経110度ＣＳ放送のソフト事業者には兼営２者を含む。

（注３）番組数は令和５年６月１日時点。

（注４）普及状況の加入者数は令和５年５月末時点。ＮＨＫ-ＢＳの契約件数は令和５年４月末時点。
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衛星放送に⽤いられている主な⼈⼯衛星

● （H12～）ＢＳデジタル放送
● （H14～）東経１１０度ＣＳデジタル放送 東経１２４／１２８度

東経１１０度

●（H8～）東経１２４／１２８度ＣＳデジタル放送

衛星名 軌道位置 国際周波数割当上の位置づけ 放送種別 運用開始 管理会社

① BSAT-3a 東経110度 放送衛星業務 衛星基幹放送 平成19年10月 ㈱放送衛星システム

② BSAT-3b 東経110度 放送衛星業務 衛星基幹放送 平成23年７月 ㈱放送衛星システム

③ BSAT-3c
/JCSAT-110R

東経110度
放送衛星業務

固定衛星業務（宇宙から地球）
衛星基幹放送 平成23年９月

㈱放送衛星システム
スカパーJSAT㈱

④ JCSAT-110A 東経110度 固定衛星業務（宇宙から地球） 衛星基幹放送 平成29年４月 スカパーJSAT㈱

⑤ BSAT-4a 東経110度 放送衛星業務 衛星基幹放送 平成30年12月 ㈱放送衛星システム

⑥ BSAT-4b 東経110度 放送衛星業務 衛星基幹放送 令和２年９月 ㈱放送衛星システム

⑦ JCSAT-4B 東経124度 固定衛星業務（宇宙から地球） 衛星一般放送 平成24年８月 スカパーJSAT㈱

⑧ JCSAT-3A 東経128度 固定衛星業務（宇宙から地球） 衛星一般放送 平成19年３月 スカパーJSAT㈱

運用中の主な衛星

⑥

②

⑤

⑦ ⑧

衛星基幹放送

衛星一般放送

③
④

①

（令和５年４⽉１⽇現在）

放送衛星システム（Ｂ-ＳＡＴ）︓ ５機
スカパーＪＳＡＴ ︓ ４機
（うち１機は共同衛星（BSAT-3C/JCSAT-110R））
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衛星基幹放送における衛星放送事業者の免許・認定

基幹放送局提供事業者

（放送局の管理・運用主体）

電波法に基づく

『 免 許 』

（免許期間５年、再免許あり）

・番組規律（公序良俗等）

・有料放送の約款の届出等

・衛星基幹放送事業者への役務提供義務

・役務の料金その他の提供条件の届出

【ハード】 【ソフト】

衛星基幹放送事業者

（放送番組の編集主体）

放送法に基づく

『 認 定 』

（認定期間５年、認定更新あり）

放送番組の
送信の委託

【免許要件】

・経理的基礎、技術的能力

・技術基準適合性

・外国性の排除 等

【認定要件】

・経理的基礎、技術的能力

・マスメディア集中排除原則への適合

・外国性の排除 等

《ＢＳ放送》 株式会社放送衛星システム（Ｂ-ＳＡＴ）

《ＣＳ放送》 スカパーＪＳＡＴ株式会社

《ＢＳ放送》 ２３者

《ＣＳ放送》 ２０者（東経110度ＣＳ放送）

31
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⺠間衛星放送事業者の収⽀状況（推移） 32

出典：第16回会合（令和５年３月13日） スカパーJSAT株式会社提出資料

衛星の統合、衛星管制の効率化（スカパーJSAT説明資料） 33
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５．国際発信の強化

34

① 放送時間 １日約２３．７時間 （うち、要請放送は１２時間）

② 使用言語 英語

③ 放送区域 ほぼ全世界をカバー

④ 送信施設 外国衛星３２基

テレビ国際放送の現状

直径２．５～６メートルのアンテナで受信可能
（主に事業者向け）

主として小さなアンテナで受信可能
（主に一般家庭向け）概要

配信形態

（令和５年３月末時点）

35
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出資している⺠間企業 持株⽐率

⺠間
放送

⽇本テレビ放送網 2.56%

東京放送ホールディングス 2.56%

フジ・メディア・ホールディングス 2.56%

テレビ朝⽇ホールディングス 2.56%

制作
会社 共同テレビジョン 2.56%

ＩＴ
企業

⽇本マイクロソフト 2.56%

ＮＴＴコミュニケーションズ 2.56%

商社

伊藤忠商事 5.12%

丸紅 5.12%

住友商事 2.56%

⾦融
⼤和証券グループ本社 2.56%

みずほ銀⾏ 2.56%

NHK
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

NHKエンタープライズ 5.12%

NHKグローバルメディアサービス 7.69%

（計１億９千万円）

㈱⽇本国際放送（Japan International Broadcasting Inc.）の概要
（令和４年３⽉現在）

設⽴年⽉⽇

資本⾦

事業内容

体制

平成20年4⽉4⽇

３億9千万円
NHK2.0億円（持株⽐率51.28%）
⺠間1.9億円（持株⽐率48.72%）

• テレビ国際放送向け番組の企画・制作
• 衛星放送を使⽤したテレビ国際放送
• インターネットを活⽤した海外向けテレビ国際放送の送信
• 配信ルートの整備 (NHK WORLD/jibtv、NHK WORLD 

PREMIUM)
• その他 テレビ国際放送に付随する業務

代表取締役社⻑ 髙尾 潤
従業員数 ９１名（令和４年３⽉現在）

36

＜番組表（イメージ）＞

・ ＮＨＫワールドJAPANでは、１時間のうち前半は「NHK NEWSLINE」、後半は音楽、旅行、ライフスタイルなどを含む文化・情報や
ドキュメンタリー、科学等の番組を放送。６時間をひとつの単位として番組編成を行い、１日４回繰り返して放送。

・ 「NHK NEWSLINE」を「要請放送」としてカウントして、放送時間を算出している。

８ 30

NHK NEWSLINE

CYCLE AROUND JAPAN

９ 30

NHK NEWSLINE

Journeys in Japan

10 30

NHK NEWSLINE

Dining with the Chef

11
NHK NEWSLINE

The Signs

12 30

NHK NEWSLINE

Medical Frontiers

13 30

NHK NEWSLINE

DEEPER LOOK from NY

・NHK NEWSLINE
毎日生放送されている

ニュース番組。番組名を
「NEWSLINE」から変更し、
リポートや解説を充実。
※内容は毎正時更新

＜主な番組＞

・ CYCLE AROUND 
JAPAN

自転車ならではのス
ピードと目線で各地を駆
け抜け、新しい日本の姿
を紹介する番組。

30

NHKワールドJAPAN（テレビ）の番組構成

・Medical Frontiers
世界をリードする日本の

医療・サービスと日常の
中で簡単にできる健康法
を発信する情報番組。

＜討論番組＞

・DEEPER LOOK from NY
社会、経済、国際関係、文

化等の関心の深いテーマにつ
いて、世界各地のキーパーソ
ンに深く鋭く対論で切り込んで
いく。

・NEWSROOM TOKYO
日本とアジアの1日の 動

きを、現場からの中継やリ
ポートを中心に、専門家や
取材記者の解説を交え、深
く分かりやすく伝える大型
ニュース番組。

・GLOBAL AGENDA
世界のオピニオンリーダーによる

討論を通じて、国際政治・経済から
環境問題など、幅広いテーマで日
本と世界が直面する課題の解決に
向けた提言を行う大型討論番組。
月１回程度放送。

＜大型ニュース番組＞

・The Signs
コロナ禍で日々生み出さ

れるニューノーマルの兆し
を描き出す番組。

※番組情報は、2023年3⽉現在

37
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要請放送
 放送法の規定に基づき、ＮＨＫに国際放送を⾏うことを要請することにより、我が国の⽂化、産業等の事情を海

外へ紹介し、我が国に対する正しい認識を培うことによって、国際親善の増進及び外国との経済交流の発展等を図
るとともに、在外邦⼈に対して必要な情報を提供するために実施している。

国際戦略調査

１．制度の概要
• 総務⼤⾂は、NHKに対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を⾏うことを要請することができる

（放送法第65条）。
• 放送法第67条の規定に基づき、要請放送実施に要する費⽤は、国として予算計上。

※令和４年度予算は、テレビ：約26.3億円、ラジオ：約9.6億円。合計約35.9億円。
２．要請内容
• 邦⼈の⽣命、⾝体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の⽂化、伝統及び社会経済に係る重

要事項、その他国の重要事項について、外国⼈向けのテレビ国際放送（英語等）、邦⼈向け及び外国⼈向けラジオ国際
放送（⽇本語・中国語・朝鮮語）の実施を要請。

【出典】ＮＨＫ 2022年度 第４四半期業務報告

• NHKは、年２回、「国際戦略調査」を実施し、世界
各地の⼈々に、四半期ごとのリーチとともに、「ＮＨ
Ｋの国際放送を通して、⽇本への理解を促進できて
いるか」について調査している。

• 令和４年度に実施した調査では、NHKの国際放
送に接触した「リーチ者」は、接触していない「⾮リーチ
者」よりも⽇本に対する理解度が統計的に⾼く、⾼
⽔準を維持していることから、国際放送が理解促進
に貢献していることが確認された。

38

国際放送のインターネット配信

テ
レ
ビ

■ 在外邦⼈に向けて⽇本語で放送するとともに、外国放送事業者に番組提供
■ NHKのニュース・情報番組等の放送に加え、⼦供向け番組、スポーツ、⽂化・芸能な

どさまざまな番組を提供

在
外
邦
⼈
向
け

■ ⽇本やアジア、世界の最新情報など多彩な番組を１⽇24時間世界に向けて
英語で放送

（※衛星やケーブルテレビを通じて約160か国・地域、約4.2億世帯で24時間視聴可能）

外
国
⼈
向
け

 国際的な受信環境の変化に伴う「リーチ率」のトレンドに対応して、国際放送コンテンツのインターネット配信も推進。

ネ
ッ
ト
配
信

■ 全世界に向けて、17⾔語でラジオ国際放送を実施
ラ
ジ
オ

■ ⽇本語で⽇本の情報や海外安全情報を放送（NHKワールド・ラジオ⽇本）

テ
レ
ビ

ラ
ジ
オ

ネ
ッ
ト
配
信

NHKワールドJAPAN

NHKワールド・プレミアム

■NHKワールドJAPAN公式アプリ
NHKワールドJAPANが多⾔語で発信しているニュース・番組が視聴可能
■NHK WORLDｰJAPAN HP
国際放送（テレビ・ラジオ）の同時配信・オンデマンド配信等
■外国のネット動画配信事業者を通じた配信

■NHK WORLDｰJAPAN HP
「海外向け⽇本語サービス」として、国際放送（テレビ・ラジオ）の同時配
信・オンデマンド配信等
■⽇本語テレビ番組（在外邦⼈向け放送番組を含む）の外国ネット
動画配信事業者を通じた配信を予定

【出典】2023-2024 NHKワールドJAPANパンフレット

【インターネット配信の事例】

39
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tvk + 30

1 NHK 5

資料２ ３

NHK+ + 1

2024 28
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NHK WORLD-JAPAN’s
Programs on Sustainability
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Zero Waste
Town
Kamikatsu

Ethical Every Day
29min. × 5episodes

How can we reduce our burden on the global 
environment? We'll share some simple, practical 
ideas about little things each of us can do right 
now to help create a healthier society.
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NNetflix

2231
Million

190+
Countries

156
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2 3,100190
1 5,600
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2231 M

2022
* Netflix

2 3,100

Netflix
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777

Ente rtain the  World

8888888

Local to Global
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13

TBS

14

TBS

https://www3.nhk.or.jp/news/  https://www3.nhk.or.jp/news/
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PC
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22015 200
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Is This Our Catalog?

This is our Catalog!
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THE MAIN INGREDIENTS 
FOR TITLE RECOMMENDATIONS

Your 
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+ My 
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Conte nt  
Information

CCoree logicc behindd recommendations

Basedd onn whatt you ’vee watched...
Findd clusterss off memberss withh similarr interests
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2021
Netflixx Virtuall Productionn Openn House

2022
Focuss Pullerr Workshop

2023
ASCC Masterr Classs inn Japann 
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ASCC Masterr classs inn Japann 

Erik Messerscmidt
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AAppendix
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放送業界に係るプラットフォームの在り方に関する
タスクフォース

２０２３年７月１１日
TOSテレビ大分
代表取締役社長 池邉強

ご説明資料

資料３-１

TOSテレビ大分について

・開局 昭和４５年

・クロスネット局（全国的にも珍しい）

・売上高 約４６．４億円（２０２２年度）
→営業赤字・経常黒字

・大分県 人口 約１１０万人

【社是】
放送活動を通じて郷土の発展に貢献する

【社の方針】
・地域に寄り添い地域のために全力を

【TOSの商品】
・媒体価値＝地域からの信頼

TOSテレビ大分

1
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TOSテレビ大分について

TOSテレビ大分

2

■自社制作比率 10.6%

【主な自社制作番組】
・ゆ～わくワイド＆News（月～金）16：50～19：00

・サタデーパレット（土）10：25～11：40

・O！ITAめじろおし（土）11：40～11：45

・vang2vasagey！（日）9：55～10：00

・TOSニュース（月～金）7：55～8：00

・トスクリップ（火）22：54～23：00

・FNN TOS Live News days11：30～

・中島知子のおんせんさんぽ（土）20：54～21：00

・宇宙人ニュース（日）20：54～21：00

■デジタル中継局

６８局

ローカル局とはー

キー局

大阪局
愛知
北海道
福岡

赤字のローカル局も増加

※地上波テレビ・ラテ兼営社
全１２７社（民放連加盟）

放送局の規模は様々
→８割以上は小規模のローカル局

3

ローカル

放送局の売上規模（2021年度）

・５局
・約2,185億円

（平均）

・５局
・約479億円

（平均）

・１５局
・約159億円

（平均）

・１０２局
・約４６億円

（平均）
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TOSの考えるローカル局の使命ー

コンテンツの制作・発信を通じて地方を豊かにする

事件・事故 自然災害 選挙 文化・芸術 スポーツ 生活情報 ETC…

生活者にとって有益な情報を電波を使って、広く発信することで
地域住民の生活を支える

地域への関心、愛着、故郷への誇りを育む
4

ローカル局の役割ー

NHKとの違い＝収入源となる「CM」の有無

地域にとってはCMも重要なコンテンツ

→生活者が地域に関心を持ってアクションを起こす

→「テレビ」が地域経済の活性化に寄与

ＴＯＳインフォマーシャル

●●

5
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人口減少、過疎高齢化…→コミュニティの維持が困難に TOSの取り組み

大分で唯一の夕方ベルト番組

ゆ～わくワイド＆ニュース（10年目）

・地域特派員が自らマイクを持ち地元の話題を紹介

・地元高校生がアナウンサーとして参加

地域、産官学連携

・地元自治体、経済界との意見交換（防災減災への取り組み）

・大学や高校での講演・授業

・おおいた地域連携プラットフォーム

・地元紙と連携した学生スポーツ応援「オーエス」

従来の役割に加え、地域のハブ機能やプロデュースする役割の必要性

地方は課題山積

月曜日～金曜日 夕方４：５０～７：００

6

ローカルも配信に注力

コンテンツ

ローカルニュースや自社制作番組のコーナーや特集を
動画・記事として各プラットフォームに配信

地上波用ニュースは基本的に全て配信。二次利用だけ
でなく配信用コンテンツなども展開

（収入）PVやレベニューシェア

→売上高に占める割合は１％未満

※リーチ（エリア限定の生活情報はうずもれる）＆単価

TOSの配信配信＝テレビを見ない人にも大分の情報を提供

7

配信の課題

コスト（人的、配信環境整備、ランニング）

放送と異なる権利処理（BGM,CG,取材対象の了承）

ユーザー対応（デジタルタトゥーなどへの配慮）

TOSの配信先一部
→計１０以上のPF
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ローカル局への期待

ゆ～わくワイド＆ニュース

月曜日～金曜日 夕方４：５０～７：００

１７時台はTOSのみ自社制作枠

民放各局は１８時台にローカルニュース枠

☆昨年度のローカルニュース枠 平均個人視聴率

・TOS…７．２％ ・A局…７．０％ ・B局…４．１％

→民放３局合計で１８．３％

・C局…５．１％

非常時には特に重要な情報源に

２０２２年９月 過去最強級 台風１４号

当日のニュース時間帯の平均視聴率 １３．３％（TOS）
→民放３局で２５．８％

A局 B局 C局

17：35 18：00 19：00

8

☆災害発生時は指定地方公共機関としての役割を果たす使命がある
→総力をあげて放送

本タスクフォースに関するTOSの見解

検討項目 中継局の共同利用

・ローカル局の負担軽減につながるのであれば賛成

→ 地域事情などへの配慮を

・限られた期間での議論であり、現時点で採算性や事業性
など具体的内容が示されていない
・唐突感や違和感

→ 現時点ではお答えの仕様がありません

検討項目 NHKのプラットフォームへの配信

ローカル局のコンテンツは地域の人が知りたいこと・伝えるべきことに人員と予算を割いている
→NHKのプラットフォームにローカル局がコンテンツを出した場合の採算性や事業性は？

（例えば…）

・ローカル局のコンテンツが地域の人に確実に届く仕組みがあるのか

・配信したローカル局に一定水準の経済的なメリットがあるのか

→具体的な全体像が示されていない

エリア事情も様々 多くのローカル局を交えた丁寧な議論が必要

9
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最後にー

全国どこのローカル放送局も、良質なコンテンツを通して地域に貢献し、地方を豊かに
したいと考え、コンテンツを守るために自助努力を続けています。

人口減少・過疎高齢化をはじめ地方を取り巻く課題が山積しているからこそ、そうし
た取り組みを是非、応援していただければ幸いです。

今後の議論においては、５年後、１０年後の地方創生につながるのか、地方からの視点
を常に忘れないで頂きたいと私は強く思っています。

ご清聴ありがとうございました

10
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NHK の衛星放送における外部制作事業者の活⽤と外部制作⽐率について 
 
 

⼀般社団法⼈全⽇本テレビ番組製作社連盟（ATP） 
 
 
 NHK の衛星放送における外部制作事業者の活⽤と外部制作⽐率については、本年４⽉ 24
⽇に開催された「放送コンテンツの制作・流通の促進に関する WG」第 5 回会合において、
ATP として意⾒を述べる機会をいただきました。 
 その中でも申し上げた通り、2023 年度末の BS 減波により、NHK からの外部制作委託の
減、番組制作費への影響が既に確認されているところであり、⽇本の多様で⾼品質のコンテ
ンツを維持するためにも、適正な外部制作⽐率は必須のものと考えております。 
 また、現⾏の⽬標値については、⼀部に番組製作会社が著作権を持たない契約の割合を含
んでいることから、番組製作会社が著作権を持つ番組の割合を拡⼤していただきたいとも申
し上げました。毎年会員社を対象に⾏っている経営情報アンケートでは、NHK 番組の著作
権保有率が 2021 年に激減しており、ATP として⼤きな危惧を持って受け⽌めています
（25.0%（2018 年）→25.4%（2019 年）→24.7%（2020 年）→18.0%（2021 年））。 
 NHK は、これらの点について、前回の「放送業界に係るプラットフォームの在り⽅に関
するタスクフォース」第 3 回会合において、新 BS2 波の外部制作の基本的考え⽅を、「新
BS2K（NHK BS）・新 BS4K（NHK BS プレミアム 4K）に対し、波の特性や役割に合わせて
それぞれ努⼒⽬標を設定」「対象の取引は「番組制作会社が著作権を持つ番組（NHK と共同
保有を含む）」とする」と説明されておられます。 
 ATP としては、BS の２チャンネルのそれぞれについて外部制作⽐率の⽬標が設定される
こと、また、これまでの指標の算定の考え⽅を変更し、「番組制作会社が著作権を持つ番組」
を対象とすることについて、ATP の意⾒を踏まえていただいたものとして⾼く評価し、歓
迎します。 
 他⽅で、以下の項⽬については、改めて意⾒を述べたいと思います。 
 
１．「新 BS２波 努⼒⽬標の対象取引」について 
 ・NHK における番組制作取引について透明性をもって取り組んでいただくため、対象取

引については、その類型ごとの内訳の実績値（類型ごとの放送時間の割合等）について
も毎年公開していただくことを希望します。 

 ・外部制作⽐率の算出にあたっては、引き続き、「総放送時間に占める対象番組の放送時
間の割合」とする⽅向であると思われますが、その場合は、分⼦となる対象番組から「再

資料４－１ 
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放送の番組」の時間数は対象外とすべきと考えます。対象番組の再放送によって、外部
制作⽐率が増加しても、新たな番組の制作機会を増やすことには繋がらないからです。 

 ・具体的な⽐率については、2009 年〜2011 年の NHK 経営計画で記載された数値を踏ま
えて、新 BS2 波 40%以上としていただくことを希望します。 

 
  
２．新 BS２波の編成について 
 ・BS プレミアムの減波により、⺠放では少ない教養・教育・ドキュメンタリージャンル

の番組減が懸念されます。放送⽂化の維持向上と視聴者の皆様にあまねくご覧いただき
たいという思いから、特に新 BS２K（NHK BS）においても、こうしたジャンルの番組
が引き続き制作されることを希望します。 

 
３．次期の経営計画に向けて検討いただきたい要望事項 
 ・2009 年〜2011 年の NHK 経営計画においては、外部制作⽐率（外部⼀部契約を含む）

を衛星２波で 40％程度、地上波２波を含むテレビ 4 波で 25％程度まで⾼めるという⽬
標が⽰されましたが、この考え⽅を次期の経営計画でも製作会社が著作権を持つ番組だ
けを対象にした下限値として、継承・堅持していただくことを要望します。 

 
４．付則要望 

・ATP としては著作権が製作会社にある外部制作委託（共同保有含む）にかかる総制作費
の開⽰も求めております。時間案分の外部発注⽐率の向上が重要なことではありますが、
それだけがクリアされても総制作費が削減されては、品質が落ち、製作会社としての経
営にも影響を及ぼすため総制作費の開⽰を要望いたします。 

 

参考-107



参考-108



参考-109



参考-110



1

参考-111



2

3

参考-112



4

5

参考-113



6

参考-114



参考-115



参考-116



参考-117



参考-118



参考-119



参考-120



参考-121



参考-122



参考-123



参考-124



参考-125



参考-126



参考-127



参考-128



参考-129



参考-130



参考-131



参考-132



Speeding to Glory: The Shinkansen

UIC

Web of Life
The MIDORI Prize for Biodiversity

OUR BLUE PLANET
Uncovering Clues for a Sustainable World

The Next 100 Years
Cultivating New Potential

The Road to TICAD7
Africa and Japan: Partners in Development

2008 4 JIB 9

2013

参考-133



JIB YouTube

CATV

参考-134



1参考-135



2

3参考-136



4

5参考-137



6

7参考-138



8

9参考-139



10

11参考-140



12

13参考-141



14

•
•

•

•

•
•

• 15参考-142



放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース取りまとめ（案）の概要

○ 国民・視聴者の視聴スタイルの急速な変化を明確に意識して、デジタル時代においても放送コンテンツが国民・視聴者に確実
に届くために、放送全体で速やかに対応していく必要。

○ 特にＮＨＫは、公共放送として、「豊かで、かつ、良い放送番組」 を提供することに加え、放送全体のプラットフォームとして、放
送番組の流通を支え、二元体制を基本とする我が国放送業界全体の発展に貢献していくことが求められている。

○ 本タスクフォースでは、国民・視聴者の視点に立ち、ＮＨＫと民放双方の放送コンテンツが効率的かつ効果的に届けられるよう
にするための「あるべき姿」の実現に向けた課題とその検討の方向性を提示。

◆ 国民・視聴者が質の高い放送コンテンツを視聴で
きる持続可能な仕組み作りが必要

✓ 中継局の共同利用の早期実現に向け、ＮＨＫ、民
放キー局、民放ローカル局等の関係者からなる全
国レベル及び地域レベルでの協議の場を年内目途
に設置

✓ 協議の場では、地域事情を踏まえるとともに、全国
に地域放送局を有するＮＨＫは、中心的役割を果
たすべき

◆ 地上放送と同様、国民・視聴者が質の高い放送
コンテンツを視聴できる持続可能な仕組み作りが
必要

✓ 共同衛星、管制の在り方等について、株式会社
放送衛星システム（B-SAT）、スカパーJSAT株式
会社等の関係者からなる検討の場を早急に設置

✓ 共同衛星の打上げを視野に、課題の整理とその
課題解決方策について検討し、可能なものにつ
いて年度内を目途に中間報告

◆ ＮＨＫの放送全体への貢献という役割を踏まえ、コ
ンテンツ産業の重要なプレイヤーである外部制作
事業者との連携が必要

✓ ＮＨＫ新ＢＳ２Ｋ・新ＢＳ４Ｋそれぞれについて、「外
部制作事業者に著作権が帰属する放送番組（外部

制作事業者及びＮＨＫの双方に帰属するものを含む。）」を対象
とする新たな目標を設定

✓ 本年12月の衛星放送の再編にあわせて、基幹放
送普及計画（告示）を改正

◆ 信頼性に裏打ちされた放送コンテンツに視
聴者が触れることのできる環境の確立が必要

✓ 既存プラットフォーム間での連携や仮想的
なプラットフォームの構築により、国民・視聴
者にとって、ＮＨＫと民放の放送コンテンツの
「アクセス性」・「一覧性」が確保できる環境を
整備

✓ 「アクセス性」・「一覧性」の確保の在り方に
ついて、放送事業者、メーカー等による検討
体制を年内に設置。実証事業を本年度から
実施し、来年度を目途に技術仕様を策定

◆ 我が国コンテンツ産業の発展のため、海外と
の競争を意識しつつ、ＮＨＫと民放とが可能
な範囲で協調し前向きに取り組むことが必要

✓ ①インターネット配信の強化、②コスト負担
の軽減、③コンテンツ調達の在り方、④財源
の在り方を含め、その課題や課題解決方策
について検討を行う場を早急に設置

✓ ＮＨＫが国際放送で培ってきた放送コンテン
ツの制作やローカライズ等のノウハウ・技術
を放送業界全体で共有することについて検討

✓ 可能なものについて年内を目途に中間報告

①地上放送の放送ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾌﾗの効率化

④衛星放送の放送ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾌﾗの効率化

②衛星放送における番組制作

③放送ｺﾝﾃﾝﾂのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配信の推進 ⑤国際発信の強化
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参考１ 開催要綱 

参考ー1



 

「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」開催要綱 

 

１ 背景・目的 

 ブロードバンドインフラの普及やスマートフォン等の端末の多様化等を背景に、デ

ジタル化が社会全体で急速に進展する中、放送の将来像や放送制度の在り方について、

「規制改革実施計画」や「情報通信行政に対する若手からの提言」（令和３年９月３

日 総務省情報通信行政若手改革提案チーム）も踏まえつつ、中長期的な視点から検

討を行う。 
  

２ 名称 

  本会は「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」と称する。 

 

３ 検討項目 

（１）デジタル時代における放送の意義・役割 

（２）放送ネットワークインフラの将来像 

（３）放送コンテンツのインターネット配信の在り方 

（４）デジタル時代における放送制度の在り方 

（５）その他 

 

４ 構成及び運営 

（１）本会は、総務大臣の検討会として開催する。 

（２）本会の構成員は、別紙のとおりとする。 

（３）本会に、総務大臣があらかじめ指名する座長を置く。 

（４）座長代理は座長が指名する。 

（５）座長代理は座長を補佐し、座長不在のときは座長に代わって本会を招集する。 

（６）座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

（７）その他、本会の運営に必要な事項は座長が定めるところによる。 

 

５ 議事の取扱い 

（１）本会の会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより当事者

又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他

座長が必要と認める場合については、非公開とする。 

（２）本会の会議で使用した資料については、原則として総務省のホームページに

掲載し、公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び

利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他座長が必要と認める場

合については、非公開とする。 

（３）本会の会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省のホームペー

ジに掲載し、公開する。 

 

６ その他 
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本会の庶務は、情報流通行政局放送政策課が、同局情報通信作品振興課、放送技

術課、地上放送課及び衛星・地域放送課の協力を得て行うものとする。 
  

参考ー3



 
 

「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」構成員名簿 
 

（敬称略・座長を除き五十音順） 

＜構成員＞  

   

（座長） 三友
みとも

 仁
ひと

志
し

 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授 

   

 
飯塚
いいづか

 留
る

美
み

 
一般財団法人マルチメディア振興センター ICTリサーチ＆コン

サルティング部 シニア・リサーチディレクター 

   

 
伊東
いとう

 晋
すすむ

 東京理科大学 名誉教授 

   

 
大谷
おおたに

 和子
かずこ

 株式会社日本総合研究所 執行役員法務部長 

   

 
奥
おく

 律
りつ

哉
や

 電通総研 フェロー 

   

 
落合
おちあい

 孝
たか

文
ふみ

 
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 プロトタイプ政策研究所

所長・シニアパートナー弁護士 

   

 
瀧
たき

 俊
とし

雄
お

 株式会社マネーフォワード 執行役員 CoPA Fintech研究所長 

   

 
長田
ながた

 三
み

紀
き

 情報通信消費者ネットワーク 

   

 
林

はやし

 秀弥
しゅうや

 名古屋大学大学院法学研究科 教授 

   

 
森川
もりかわ

 博之
ひろゆき

 東京大学大学院工学系研究科 教授 

   

 
山本
やまもと

 龍彦
たつひこ

 慶應義塾大学大学院法務研究科 教授 
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やまもと

 隆司
りゅうじ

 東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

   

  計12名 

＜オブザーバ＞ 

      日本放送協会 

一般社団法人日本民間放送連盟 

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

別紙 
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参考２ 開催状況 

  

参考ー5



 

「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」 

開催状況（第14回以降） 

 

 

○第14回（令和４年11月11日（金）13:00～） 

 (1) 今後のスケジュールについて 

(2) 放送事業者等との意見交換の結果報告 

(3) ワーキンググループ・作業チームでの検討状況について 

(4) 制度見直しに向けた検討状況について 

(5) 意見交換 

 

○第15回（令和５年１月31日（火）15:30～） 

(1) デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会の当面の検討課題 

(2) ＡＭラジオ放送のＦＭ転換 

(3) ヒアリング 

 ・日本放送協会 

(4) 衛星基幹放送におけるマスメディア集中排除原則について 

(5) 意見交換 

 

○第16回（令和５年３月13日（月）15:00～） 

(1) 放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループの検討状況等に

ついて 

(2) ヒアリング ① 

・株式会社放送衛星システム 

・スカパーＪＳＡＴ株式会社 

(3) 質疑応答 ① 

(4) ヒアリング ② 

・一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

(5) 質疑応答 ② 

(6) 放送法及び電波法の一部を改正する法律案について 

(7) 意見交換 

 

○第 17回（令和５年５月 12日（金）15:00～） 

(1) 開催要綱の改訂 

(2) ヒアリング 

  ・一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

(3) 質疑応答・意見交換 

参考ー6



○第 18回（令和５年５月 19日（金）13:00～） 

(1) 衛星放送に関する課題や論点について 

(2) ヒアリング① 

   ・オリジネーター・プロファイル（OP）技術研究組合 

(3) ヒアリング② 

   ・公益社団法人日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター 

 

○第 19回（令和５年６月７日（水）13:00～） 

(1) ヒアリング① 

   ・一般社団法人日本民間放送連盟 

(2) ヒアリング② 

   ・日本放送協会 

(3) ヒアリング② 

   ・株式会社電通 

   ・株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

(4) 意見交換 

 

○第 20回（令和５年７月５日（水）13:00～） 

(1) 訂正放送制度の現状について 

(2) 地上デジタル放送方式の高度化に関する検討状況について 

(3) 放送の将来像と制度の在り方に関するこれまでの議論について 

(4) 意見交換 

 

○第21回（令和５年８月８日（火）17:00～） 

(1) 「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム」からの報

告 

(2) 放送の将来像と制度の在り方に関する論点整理 

(3) 質疑応答・意見交換 

 

○第22回（令和５年８月31日（木）15:00～） 

(1) 検討会取りまとめ（第２次）（案）について 

(2) 「公共放送ワーキンググループ」からの報告 

(3) 「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」からの報告 

(4) 「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」からの報

告 

(5) 意見交換 
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参考３ 規制改革実施計画 
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参考４ ヒアリング資料等 
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（１） 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 

（資料４－３） 
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（２） 放送事業者等との意見交換の結果報告 

（資料 14－２） 
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（３） 日本放送協会 

（資料 15－３、資料 19－２） 
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（４） 山本龍彦構成員 

（資料 16－２） 
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（５） 株式会社放送衛星システム 

（資料 16－３） 
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（６） スカパーＪＳＡＴ株式会社 

（資料 16－４） 
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（７） 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

（資料 16－５、資料 17－２） 
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision

資料16-５
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 2
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 6
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 8
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 10
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 12
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 14
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 16
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision

資料17 ２
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 8
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 16
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 18

Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 19
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 21参考ー86



Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 22
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 24
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 26
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 28
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 30
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 32
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 34
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Japan Cable and Telecommunications Association Confidential and Proprietary2030 Cable Vision 36
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（８） オリジネーター・プロファイル 

技術研究組合 

（資料 18－２） 
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Originator Profile CIP

Originator Profile
https://originator-profile.org/

資料18-２

Originator Profile CIP2
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Originator Profile CIP

Digital advertising transparency

Where is the money going?
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Originator Profile CIP4
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Originator Profile CIP7
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（９） 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 

実演家著作隣接権センター 

（資料 18－３） 
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（１０） 一般社団法人日本民間放送連盟 

（資料 19－１） 
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（１１） 株式会社電通 

（資料 19－３） 
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（１２）株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

（資料 19－４） 
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